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46．地震防災対策強化地域 (本文363頁) 
 

○大規模地震対策特別措置法第３条第１項の規定に基づく東海地震に係る地震防災対策強化地域 

 

東海地震に係る地震防災対策強化地域（市町村一覧） 

都県名 市   町   村   名 

東京都 新島村、神津島村、三宅村 

神奈川県 

平塚市、小田原市、茅ケ崎市、泰野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、高

座郡寒川町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄上郡中井町、同郡大井町、同郡松田町、

同郡山北町、同郡開成町、足柄下郡箱根町、同郡真鶴町、同郡湯河原町 

山梨県 

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲

斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、

同郡身延町、同郡南部町、同郡富士川町、中巨摩郡昭和町、南都留郡道志村、同郡西

桂町、同郡忍野村、同郡山中湖村、同郡鳴沢村、同郡富士河口湖町 

長野県 

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、諏訪郡下諏訪町、同郡富士見

町、同郡原村、上伊那郡辰野町、同郡箕輪町、同郡飯島町、同郡南箕輪村、同郡中川

村、同郡宮田村、下伊那郡松川町、同郡高森町、同郡阿南町、同郡阿智村、同郡下條

村、同郡天龍村、同郡泰阜村、同郡喬木村、同郡豊丘村、同郡大鹿村 

岐阜県 中津川市 

静岡県 全域 

愛知県 

名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安

城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、

豊明市、日進市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東

郷町、海部郡大治町、同郡蟹江町、同郡飛島村、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡

南知多町、同郡美浜町、同郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、同郡東栄町 

三重県 
伊勢市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、大紀町、南伊勢町、

紀北町 

平成２４年４月１日現在       計  ８都県１５７市町村
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47．警戒宣言、地震予知情報について（気象庁） (本文364頁) 
 

１ 地震予知体制 

 大規模地震対策措置法第３３条に基づき、現在「東海地震」に対して気象庁が行っている地震の予

知体制は、地震の前兆となる異常現象を捕捉するための各種観測データを監視する体制と、異常が現

れた場合、これが大地震の前ぶれであるかどうかなどについて、判断するための判定組織から成って

いる。 

 「東海地震」の前兆現象を捉えるため、東海地域及びその周辺に展開されている観測網から地震、

地殻岩石歪、傾斜、伸縮、検潮及び地下水の各種観測データが、リアルタイムで気象庁にテレメータ

されており、24時間体制で異常の有無が監視されている。 

 これらの観測は、気象庁のほか、地方公共団体、東京大学、名古屋大学、防災科学技術研究所、国

土地理院及び産業技術総合研究所などにより実施されている。 

 判定組織としては、地震防災対策強化地域判定会（気象庁長官の私的諮問機関、以下「判定会」と

いう。）が設置されている。判定会は、地震に関する専門家である、会長及び委員５名で構成されてお

り、いつでも気象庁に参集できるよう体制が整えられている。 

 

２ 東海地震に関連する情報 

(1) 東海地震に関連する調査情報（臨時） 

気象庁では、観測データに何らかの注目すべき異常が現れてはいるが、東海地震の前兆現象の

可能性について直ちに評価できない場合などに東海地震に関連する調査情報を発表する。 

(2) 東海地震注意情報 

異常が進んで、東海地震の前兆現象である可能性が高まったと認められた場合に東海地震注意

情報を発表する。 

また、東海地震発生のおそれがなくなったと認められた場合、解除情報である旨を明記して東

海地震注意情報を発表する。 

 

東海地震に関連する調査情報（臨時）と東海地震注意情報の発表形態 

  
必ず次の情報が発表される 

続く情報の発表はない 

東海地震に関連する

調査情報（臨時） 
東海地震注意情報 

異常発生 

東海地震注意情報 

異常が収まる 

一連の情報の終了を知らせる 

異常の 
増大 

東海地震に関連する

調査情報（臨時） 
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(3)  地震予知情報 

 東海地震予知情報の内容については、警戒宣言発令とほぼ同時に発表され、気象庁長官から詳しい

技術的説明が行われるが、これには次のような事柄が含まれることになっている。 

 すなわち、 

(1) 地震が発生するおそれがあると認められる旨及びその理由 

(2) 地震が発生するおそれがあると認められる時期 

(3) 震源域 

(4) 地震の規模 

(5) 地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）における

震度 

(6) 地震の発生による生ずるおそれのある津波の予想 

(7) その他 

 このうち、(2)の「時期」を除いた(3)以下の各項目については、一つのモデルが想定されている。 

 地震が発生するおそれがあると思われる「時期」は、防災対策上も重要な事柄であるが、現在の予

知技術水準で、これをはっきり予想するのは甚だ困難である。 

 過去の地震の例では、直前の前兆現象から地震発生までの時間は、短い場合で数時間、長くても、

２、３日以内であった例が多い。 

 そこで、「時期」については、「数時間以内」と「２、３日以内」と２通りの場合が考えられている。 

 異常現象の現れ方が、広範囲に活発で、事態がひっ迫していると判断された場合には「数時間以内」

と表現されることもあるかも知れないが、一般には「２、３日以内」になるものと思われる。 

 ただし、この場合でも、はじめの数時間あるいは１日ぐらいの間はまだ大丈夫という意味ではなく、

警戒宣言の発せられた時点から２、３日以内という意味である。 

 なお、警戒宣言が発せられた後、その後の観測データの解析・検討の結果、当該地震について「新

たな事態」が生じた場合には、気象庁長官は、「地震予知情報」として内閣総理大臣に報告しなければ

ならないことになっている。「新たな事態」とは、 

(1) 予想された大規模地震の発生の時期がさらに遅れることが予想される 

(2) 異常現象が正常に戻るなど、地震の発生するおそれがなくなったと認められた場合 

である。(1)の場合には、状況に応じて臨機の措置が執られることになるであろうが、(2)の場合には、

「警戒解除宣言」が発せられ、警戒態勢は解かれ、応急措置は中止されることになる。 

 警戒宣言が発せられた後でも、気象庁では観測データを24時間監視し解析・検討が続けられ、地震

活動や地殻変動の状況や推移等を「東海地震予知情報」として、関係機関や一般の利用に供するため

に発表する。 

 「東海地震予知情報」には事態の推移等が説明されるので、情報を正しく解釈し、冷静に行動する

ことが必要である。 

 

３ 警戒宣言 

 判定会が、強化地域に係る大規模な地震の発生するおそれがあると判定した場合には、これに基づ

いて、気象庁長官は、直ちに「地震予知情報」を内閣総理大臣に報告する。内閣総理大臣は閣議に諮

ったうえで、地震災害に関する警戒宣言を発することになる。 
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 警戒宣言文の一例 

 
 

東海地震の地震災害に関する警戒宣言及び国民に対する呼び掛け 

 

 大規模地震対策特別措置法に基づき、ここに地震災害に関する警戒宣言を発表します。 

 本日、気象庁長官から、東海地域の地震観測データ等に異常が発見され、現在から２、３

日以内に駿河湾及びその南方沖を震源域とする大規模な地震が発生するおそれがあるとの

報告を受けました。 

 この地震が発生すると、東海地震の強化地域内では震度６弱以上、その隣接地域では震度

５強程度の地震になると予想されます。また、伊豆半島南部から駿河湾沿岸に大津波のおそ

れがあります。 

 強化地域内の公的機関及び地震防災応急計画作成事業所は、速やかに地震防災応急対策を

実施して下さい。 

 強化地域内の居住者、滞在者及び事業所等は、警戒態勢を執り、防災関係機関の指示に従

って落ち着いて行動して下さい。 

 なお、強化地域内への旅行や電話は差し控えて下さい。 

 地震予知情報の詳しい内容については、気象庁長官に説明させますから、テレビ、ラジオ

に注意して下さい。 

 

 平成  年  月  日 

内閣総理大臣 ○ ○ ○ ○ 
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48．異常発見から警戒宣言が発せられるまでのプロセス（気象庁）(本文364頁) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震防災対策強化地域判定会の招集要請基準 

 

 地震防災対策強化地域判定会要綱第10項前段の規定に基づき直ちに招集を要請する基準は下のとお

りとする。なお、この基準のほか、地震防災強化地域に係る観測データに有意な異常を認めた場合に

ついても、直ちに要請する。 

 ひずみ観測点のうち、３箇所以上でそれぞれの地点の検出可能レベルの変化が観測された場合。 

 ただし、上の基準に達する変化が確認されても、火山噴火その他の要因によるものと判断される場

合はこの限りではない。 

 

 

（
気
象
庁
） 

（
気
象
庁
長
官
） 

（
判
定
会
会
長
） 

（
気
象
庁
長
官
） 

 

気
象
庁
長
官
へ
報
告 

判
定
結
果
を 

内
閣
総
理
大
臣
へ
報
告 

地
震
予
知
情
報
を 

 

閣 
 

議 

 

警 

戒 

宣 

言 

連続観測 

地震計 

体積歪計 

ほか 

異
常
観
測
値
の
発
見 

(

判
定
会
委
員
へ
の
連
絡) 

異
常
観
測
値
の
増
大 

判
定
会
の
招
集
決
定 

判 

定 

会 
開 

催 

判
定
会
の
招
集
要
請 

東海地震注意情報 
東海地震

に関連す

る調査情

報（臨時） 

（
内
閣
総
理
大
臣
） 
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49．気象庁震度階級関連解説表 (本文364頁) 
 

使用にあたっての留意事項 

1. 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値で

す。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生する

かを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありません。 

2. 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値であり、

同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上層階では

一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なりま

す。 

3. 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の 1回あたりの

時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害

は異なります。 

4. この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述し

ており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、そ

れぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。 

5. この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5年程度で定期的に

内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなく

なった場合には変更します。 

6. この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞を用

いています。 

 

用語 意味 

まれに 極めて少ない。めったにない。 

わずか 数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

大半 半分以上。ほとんどよりは少ない。 

ほとんど 全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 

が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数量・程度の概数

を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われている場合に使用。 

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これらは「震

度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。  
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人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地

震計には記録される。 
－ － 

１ 

屋内で静かにしている人の

中には、揺れをわずかに感

じる人がいる。 

－ － 

２ 

屋内で静かにしている人の

大半が、揺れを感じる。眠

っている人の中には、目を

覚ます人もいる｡  

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れ

る。 
－ 

３ 

屋内にいる人のほとんど

が、揺れを感じる。歩いて

いる人の中には、揺れを感

じる人もいる。眠っている

人の大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てることがあ

る。 
電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩い

ている人のほとんどが、揺

れを感じる。眠っている人

のほとんどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚

にある食器類は音を立てる。座りの悪い

置物が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運転し

ていて、揺れに気付く人がいる。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚え、

物につかまりたいと感じ

る。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚

にある食器類、書棚の本が落ちることが

ある。座りの悪い置物の大半が倒れる。

固定していない家具が移動することが

あり、不安定なものは倒れることがあ

る。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることが

ある。電柱が揺れるのがわかる。道路

に被害が生じることがある｡ 

５強 

大半の人が、物につかまら

ないと歩くことが難しいな

ど、行動に支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるも

のが多くなる。テレビが台から落ちるこ

とがある。固定していない家具が倒れる

ことがある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。

補強されていないブロック塀が崩れる

ことがある。据付けが不十分な自動販

売機が倒れることがある。自動車の運

転が困難となり、停止する車もある。 

６弱 
立っていることが困難にな

る。 

固定していない家具の大半が移動し、倒

れるものもある｡ドアが開かなくなるこ

とがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

ることがある。 

６強 立っていることができず、

はわないと動くことができ

ない。揺れにほんろうされ、

動くこともできず、飛ばさ

れることもある。 

固定していない家具のほとんどが移動

し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

る建物が多くなる。補強されていない

ブロック塀のほとんどが崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとんどが移動

したり倒れたりし、飛ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下す

る建物がさらに多くなる。補強されて

いるブロック塀も破損するものがあ

る。 
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木造建物（住宅）の状況 

震度 

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられること

がある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるも

のもある。 

６強 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。 

傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

まれに傾くことがある。 
傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど
高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には
耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必
ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、
耐震診断により把握することができる。 

（注 2）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁
（ラス、金網下地を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モ
ルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注 3）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008
年）岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 

 

鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度 

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入るこ

とがある。 

６弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くな

る。 

６強 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割れ・

亀裂がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂がさらに多くなる。 

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くものが

ある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割れ・

亀裂が多くなる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。 

（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭
和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。
しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築
年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断
により把握することができる。 

（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割
れがみられることがある。  
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地盤・斜面等の状況 

震度 

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂※1や液状化※2が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生すること

がある※3。 ７ 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面

からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、

建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されること

がある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

 

ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作

動し、ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、 

高速道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わ

せ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準は、事

業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による

安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起こることが

ある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通

信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停

止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停

止することがある。  

 

大規模構造物への影響 

長周期地震動※

による超高層

ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて地震時に

作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっくりと

した揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定し

ているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクの

スロッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象）が発生し、

石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間を

有する施設の

天井等の破損、

脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を生

じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 

※規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、

平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。  
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50．警戒宣言時における交通規制図 (本文399頁) 
 

【第一次交通規制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第二次交通規制】 
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51．警戒宣言時の公共輸送対策（都地域防災計画より抜粋） (本文401頁) 

 
バス・タクシー等対策 

 

機    関 内              容 

東 京 バ ス 協 会 

１ 路 線 バ ス      

(1) 運 行 方 針      

 防災関係機関の協力のもとに、地域の実情に応じた、可能な限り

の運行を行う。 

(2) 運 行 計 画      

ア 警戒宣言が発せられたときは、減速走行（一般道路20㎞/h、高

速道路40㎞/h)を行う。 

イ 減速走行及び交通渋滞等によりダイヤが遅延した場合、その状

況に応じて運行本数削減の措置をとる。 

ウ 危険箇所等を通過する路線については、運転中止、折返し、う

回等事故防止のため、適切な措置をとる。 

エ 翌日以降については、上記ア～ウにより運行するが、交通状況

の変化等に応じた措置をとる。 

オ 道路交通の混乱や旅客の集中による混乱等により運行が困難

となった場合は、運行を中止する場合がある。 

２ 貸 切 バ ス      

 貸切バスについては、必要やむを得ないものを除き運行を中止する

が、この場合において、旅客の利便と安全について十分配慮するもの

とする。 

東京ハイヤー・タクシー協会 

都個人タクシー協会 

 タクシー・ハイヤーは、防災関係機関の協力のもとに、地域の実状に

応じた可能な限りの運行を行う。 

 この場合、減速走行（一般道路20㎞/h、高速道路40㎞/h）を行う。 
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52．警戒宣言時のＪＲの運転中止区間図 (本文402頁) 
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53．中央区防災会議条例 (本文4頁) 
 

（昭和38年３月20日条例第13号） 

改正  昭和38年９月28日条例第26号 

v和44年７月１日条例第20号 

昭和50年４月１日条例第24号 

昭和62年10月１日条例第27号 

昭和63年４月１日条例第６号 

平成10年３月31日条例第13号 

平成12年３月31日条例第４号 

平成24年12月５日条例第43号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、

中央区防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（昭50条例24・平12条例４・一部改正）  

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 中央区（以下「区」という。）地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

２ 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

３ 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（一部改正〔昭和50年条例24号・平成24年条例43号〕）  

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、区長をもつて充てる。 

３ 会長は、防災会議を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

１ 区議会の議員のうちから区長が任命する者及び議会局長 

２ 区長がその部内の職員のうちから指名する者 

３ 区教育委員会の教育長及び事務局次長 

４ 東京都知事の部内の職員のうちから区長が任命する者 

５ 警視庁の警察官のうちから区長が任命する者 

６ 東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者 

７ 消防団長で区長が任命するもの 

８ 区を警備区域とする陸上自衛隊の隊員のうちから区長が任命する者 

９ 指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者 

10 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員のうちから区長が任命する者 
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11 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから区長が任命する者 

12 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 

６ 前項の委員の総数は、60人以内とする。 

（一部改正〔昭和38年条例26号・44年20号・50年24号・62年27号・63年6号・平成10年13号・24

年43号〕）  

（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関、関係

指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、区長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（一部改正〔昭和50年条例24号〕） 

（幹事） 

第５条 防災会議に幹事を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、区長が任命する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

４ 幹事の総数は、50人以内とする。 

（一部改正〔昭和38年条例26号・50年24号・63年6号・平成10年13号〕）  

（議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議

にはかつて定める。 

付則 

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

付則（昭和38年９月28日条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付則（昭和44年７月１日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附則（昭和50年４月１日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附則（昭和62年10月１日条例第27号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附則（昭和63年４月１日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附則（平成10年３月31日条例第13号） 

この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

附則（平成12年３月31日条例第４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附則（平成24年12月５日条例第43号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

- 158 -



- 159 - 
 

54．中央区防災会議運営規程 (本文4頁) 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、中央区防災会議条例（昭和38年４月東京都中央区条例第13号）第６条の規

定に基づき中央区防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他の運営に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（招集） 

第２条 会議は必要に応じ会長が招集する。 

２ 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議

に招集を求めることができる。 

３ 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、関係の委員に通知しなければな

らない。 

４ 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができ

る。 

５ 前項の代理者は、委員を補佐する職にある者とする。 

（議事手続） 

第３条 会議の議事は、会長が主宰する。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見をきくことができる。 

（会議の公開） 

第４条 会議は公開とする。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。 

（会議の記録） 

第５条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。 

２ 議事録には、次の事項を記載しなければならない。 

１ 会議の日時及び場所 

２ 出席した委員の職名及び氏名 

３ 議事の件名及び概要並びに議決事項 

４ その他必要と認める事項 

（委任） 

第６条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。 

２ 会長は委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。 

（専門委員） 

第７条 専門委員は、調査の結果を報告するため会議に出席することができる。 

   附則 

 この規程は、昭和38年９月10日から施行する。 

   附則 

 この規程は、平成10年４月１日から適用する。 

  附則 

 この規程は、平成18年６月12日から適用する。 
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55．中央区防災会議委員等設置要綱 (本文4頁) 
 
                                                                     昭和56年５月26日 

                                                                   56中総総発第230号 

 
（委員） 

第１条 中央区防災会議条例（昭和38年３月中央区条例第13号。以下「条例」という。）第３条

第５項第１号の区議会議員のうちから区長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

  １ 議長 

  ２ 企画総務委員会委員長 

  ３ コロナウイルス・防災等対策特別委員会委員長 

２ 条例第３条第５項第２号の区長がその部内の職員のうちから指名する者は、次に掲げる者と

する。 

  １ 副区長 

  ２ 各部長 

 ３ 総務部防災危機管理室長 

  ４ 福祉保健部高齢者施策推進室長 

 ５ 中央区保健所長 

３ 条例第３条第５項第４号の東京都知事の部内の職員のうちから区長が任命する者は、次に掲

げる者とする。 

 １ 建設局第一建設事務所長 

 ２ 東京港建設事務所長 

 ３ 交通局馬喰駅務管区管区長 

 ４ 水道局中央支所長 

 ５ 下水道局中部下水道事務所長 

４ 条例第３条第５項第５号の警視庁の警察官のうちから区長が任命する者は、次に掲げる者と

する。 

 １ 警視庁第一方面本部長 

 ２ 管内警察署長及び東京湾岸警察署長 

５  条例第３条第５項第６号の東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者は、次に掲げ

る者とする。 

  １ 東京消防庁第一消防方面本部長 

  ２ 管内消防署長 

６ 条例第３条第５項第８号の中央区（以下「区」という。）を警備区域とする陸上自衛隊の隊

員のうちから区長が任命する者は、第１師団第１普通科連隊第１中隊長とする。 

７ 条例第３条第５項第９号の指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者は、海上保

安庁東京海上保安部次長とする。 

８ 条例第３条第５項第10号の指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員のうち

から区長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

  １ 日本郵便株式会社晴海郵便局長 

  ２ 日本郵便株式会社日本橋郵便局長 

 ３ 日本郵便株式会社銀座郵便局長 

 ４ 東日本電信電話株式会社東京事業部東京南支店長 

 ５ 首都高速道路株式会社東京西局総務・管理部長 

 ６ 東日本旅客鉄道株式会社東京支社新日本橋駅長 

 ７ 東京ガス株式会社中央導管事業部中央計画推進部長 

 ８ 東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社長 

 ９ 公益社団法人中央区医師会長 

10 公益社団法人日本橋医師会長 
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 11 一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師会長 

 12 公益社団法人お江戸日本橋歯科医師会長 

 13 一般社団法人京橋薬剤師会長 

 14 日本橋薬剤師会顧問・理事 

  15 東京地下鉄株式会社銀座駅務管区長 

９ 条例第３条第５項第11号の自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから区

長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

 １ 京橋地域町会連合会会長 

  ２  日本橋地域町会連合会会長 

  ３ 月島地域町会連合会会長 

 ４ 京橋防火女性の会会長 

 ５ 日本橋防火防災女性の会会長 

 ６ 臨港防火防災女性の会会長 

10条例第３条第５項第12号の区長が必要と認める者は、社会福祉法人中央区社会福祉協議会常務

理事とする。 

 （幹事） 

第２条 条例第５条第２項の規定により、委員の属する機関の職員のうちから、区長が任命する

者は、次に掲げる者とする。 

  １ 各部庶務担当課長 

  ２ 企画部広報課長 

  ３ 総務部危機管理課長 

  ４ 総務部副参事（危機管理・特命担当） 

 ５ 総務部防災課長 

 ６ 福祉保健部生活衛生課長 

 ７ 環境土木部道路課長 

 ８ 中央清掃事務所長 

  ９ 教育委員会事務局庶務課長 

  10 建設局第一建設事務所工事課長 

 11 東京港建設事務所副所長兼高潮対策センター所長 

  12 交通局馬喰駅務管区副管区長 

  13 水道局千代田営業所長 

 14 下水道局中部下水道事務所お客さまサービス課長 

 15 警視庁第一方面本部警備担当管理官 

  16 管内警察署警備課長及び東京湾岸警察署警備課長 

  17 東京消防庁第一消防本部指揮隊長 

  18  管内消防署警防課長 

  19 陸上自衛隊第１師団第１普通科連隊第１中隊運用訓練幹部 

  20 海上保安庁東京海上保安部警備救難課長 

  21 日本郵便株式会社晴海郵便局総務部長 

 22 東日本電信電話株式会社東京事業部東京南支店設備部長 

  23 首都高速道路株式会社東京西局総務・経理課渉外担当課長 

  24 東日本旅客鉄道株式会社東京支社新日本橋駅助役 

  25 東京ガス株式会社中央導管事業部中央計画推進部技術グループ担当課長 

  26 東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社地域渉外担当 

27 公益社団法人中央区医師会副会長 

  28 公益社団法人日本橋医師会副会長 

 29 一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師会副会長 

  30 公益社団法人お江戸日本橋歯科医師会理事 

 31 一般社団法人京橋薬剤師会理事 

  32 日本橋薬剤師会副会長 

  33 東京地下鉄株式会社東銀座地域首席助役 
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 （発令） 

第３条 発令は、条例第３条第５項第１号から第３号までの規定による委員及び第５条第２項の

幹事のうち、区の職員にあっては様式(1)により、それ以外の者にあっては様式(2)により行う。 

附則（昭和57年７月16日57中総総発第275号） 

この要綱は、昭和57年７月１日から適用する。 

附則（昭和58年４月18日58中総自発第２号） 

この要綱は、昭和58年４月１日から適用する。 

附則（昭和60年４月６日60中総自発第33号） 

この要綱は、昭和60年４月１日から適用する。 

附則（昭和62年７月29日62中総自発第90号） 

この要綱は、昭和62年８月１日から適用する。 

附則（昭和63年４月30日63中総自第1065号） 

この要綱は、昭和63年５月１日から適用する。 

附則（平成元年４月１日元中総防第７号） 

この要綱は、平成元年４月１日から適用する。 

附則（平成元年７月19日元中総防第292号） 

この要綱は、平成元年７月24日から適用する。 

附則（平成元年12月12日元中総防第408号） 

この要綱は、平成元年12月１日から適用する。 

附則（平成２年４月９日２中地防第１号） 

この要綱は、平成２年４月１日から適用する。 

附則（平成２年６月25日２中地防第340号） 

この要綱は、平成２年６月25日から適用する。 

附則（平成２年８月24日２中地防第395号） 

この要綱は、平成２年９月１日から適用する。 

附則（平成２年12月26日２中地防第526号） 

この要綱は、平成２年12月１日から適用する。 

附則（平成３年７月10日３中地防第130号） 

この要綱は、平成３年７月10から適用する。 

附則（平成４年４月９日４中地防第３号） 

この要綱は、平成４年４月１日から適用する。 

附則（平成４年12月25日４中地防第259号） 

この要綱は、平成５年１月１日から適用する。 

附則（平成６年４月12日６中地防第７号） 

この要綱は、平成６年４月１日から適用する。 

附則（平成６年６月30日６中地防第113号） 

この要綱は、平成６年７月１日から適用する。 

附則（平成６年12月20日６中地防第249号） 

この要綱は、平成６年12月12日から適用する。 

附則（平成７年４月11日７中地防第５号） 

この要綱は、平成６年７月１日から適用する。 

附則（平成７年５月22日７中地防第62号） 

この要綱は、平成７年４月２日から適用する。 

附則（平成８年３月25日７中地防第465号） 

この要綱は、平成８年３月15日から適用する。 

附則（平成８年４月１日８中地防第３号） 

この要綱は、平成８年４月１日から適用する。 

附則（平成９年４月１日８中地防第453号） 

この要綱は、平成９年４月１日から適用する。 

附則（平成９年12月12日９中地防第280号） 

この要綱は、平成10年１月１日から適用する。 
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附則（平成10年４月１日10中地防第１号） 

この要綱は、平成10年４月１日から適用する。 

附則（平成10年４月１日10中地防第43号） 

この要綱は、平成10年４月１日から適用する。 

附則（平成10年６月12日10中地防第84号） 

この要綱は、平成10年６月12日から適用する。 

附則（平成10年10月30日10中地防第195号） 

この要綱は、平成10年10月30日から適用する。 

附則（平成10年12月１日10中地防第210号） 

この要綱は、平成10年12月１日から適用する。 

附則（平成11年３月29日10中地管第585号） 

この要綱は、平成11年４月１日から適用する。 

附則（平成11年６月１日11中区防第64号） 

この要綱は、平成11年６月１日から適用する。 

附則（平成11年８月１日11中区防第116号） 

この要綱は、平成11年８月１日から適用する。 

附則（平成12年４月１日11中総総第1201号「中央区要綱等の題名等を統一する要綱」） 

１ この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等（以下「改正前の要綱等という。」）

の規定による登録証、利用券、許可書その他これらに類するもので、現に効力有するものは、

この要綱による改正後の要綱等の規定によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際、改正前の要綱等の規定により作成した様式で、現に残存するものは、

なお、使用することができる。 

      附則（平成12年４月１日12中区防第６号） 

 この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

      附則（平成13年４月１日13中区防第４号） 

 この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

      附則（平成14年６月１日14中区防第45号） 

 この要綱は、平成14年６月１日から施行する。 

      附則（平成15年６月16日15中区防第66号） 

 この要綱は、平成15年５月20日から施行する。 

      附則（平成17年７月６日17中区防第45,46,51号） 

 この要綱は、平成17年６月１日から施行する。 

      附則（平成18年４月１日18中区防第35号） 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

      附則（平成18年５月31日18中区防第48号） 

 この要綱は、平成18年６月１日から施行する。 

   附則（平成19年３月30日18中区防第219号） 

１ この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

２  この要綱の施行の際現に在職する収入役の在職中に限り、この要綱による改正後の中央区防

災会議委員等設置要綱第１の２の規定は適用せず、この要綱による改正前の中央区防災会議委

員等設置要綱（以下「旧要綱」という。）第１の２の規定は、なお、その効力を有する。この

場合において、旧要綱第１の２の一中「助役」とあるのは「副区長」とする。 

      附則（平成19年10月１日19中区防第123号） 

 この要綱は、平成19年10月１日から施行する。 

      附則（平成20年３月31日19中区防第219号） 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

      附則（平成20年７月15日20中区防第131号） 

 この要綱は、平成20年７月16日から施行する。 

      附則（平成21年３月31日20中区防第283号） 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 
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      附則（平成22年３月22日21中総防第296号） 

 この要綱は、平成22年３月23日から施行する。 

      附則（平成22年６月30日22中総防第332号） 

 この要綱は、平成22年７月１日から施行する。 

      附則（平成23年３月28日22中総防第367号） 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

      附則（平成23年７月29日23中総防第175号） 

 この要綱は、平成23年８月１日から施行する。 

      附則（平成24年３月31日23中総防第457号） 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

      附則（平成24年３月31日23中総防第463号） 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

    附則（平成24年４月１日24中総防第177号） 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

    附則（平成24年４月30日24中総防第181号） 

 この要綱は、平成24年５月１日から施行する。 

      附則（平成24年５月31日24中総防第143号） 

 この要綱は、平成24年６月１日から施行する。 

      附則（平成24年６月29日24中総防第175号） 

 この要綱は、平成24年７月１日から施行する。 

      附則（平成24年８月31日24中総防第352号） 

 この要綱は、平成24年９月１日から施行する。 

     附則（平成24年９月28日24中総防第353号） 

 この要綱は、平成24年10月１日から施行する。 

附則（平成24年12月４日24中総防第372号） 

 この要綱は、平成24年12月５日から施行する。 

附則（平成25年４月１日25中総防第84号） 

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附則（平成26年７月１日26中総危第77号） 

 この要綱は、平成26年７月１日から施行する。 

   附則（平成26年７月16日26中総危第189号） 

 この要綱は、平成26年７月16日から施行する。 

   附則（平成27年４月１日27中総危第９号） 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

   附則（平成27年７月１日27中総危第46号） 

 この要綱は、平成27年７月１日から施行する。 

   附則（平成28年４月１日28中総危第25号） 
 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

   附則（平成29年４月１日29中総危第60号） 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   附則（平成２年４月１日２中総危第24号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附則（平成２年５月29日２中総危第60号） 

 この要綱は、令和２年５月29日から施行する。 

附則（平成３年２月15日２中総危第286号） 

 この要綱は、令和３年２月15日から施行する。 
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56．東京都震災対策条例 (本文12頁) 
平成12年12月22日 

東京都条例第202号 

 

東京都震災予防条例（昭和46年東京都条例第121号）の全部を改正する。 

目次 

前文 

第１章 総則 

第１節 目的（第１条） 

第２節 知事の責務（第２条－第７条） 

第３節 都民の責務（第８条） 

第４節 事業者の責務（第９条－第11条） 

第２章 予防対策 

第１節 震災に関する研究、公表等（第12条） 

第２節 防災都市づくりの推進（第13条） 

第３節 都市施設及び建築物等の安全の確保（第14条－第23条） 

第４節 火災の防止等（第24条－第31条） 

第５節 防災広報及び防災教育（第32条・第33条） 

第６節 防災組織（第34条－第37条） 

第７節 地域における相互支援ネットワークづくり（第38条） 

第８節 ボランティアへの支援（第39条） 

第９節 要援護者に対する施策（第40条） 

第10節 防災訓練（第41条・第42条） 

第11節 都民等の意見（第43条） 

第３章 応急対策 

第１節 応急体制等の整備（第44条－第46条） 

第２節 避難（第47条－第51条） 

第３節 救出及び救助の活動拠点等の確保（第52条） 

第４節 帰宅困難者対策（第53条・第54条） 

第４章 復興対策 

第１節 震災復興の推進（第55条－第56条） 

第２節 地域協働復興（第57条－第58条） 

第５章 委任（第59条） 

   附則 

 

前文 

 地震を予知することが未だ困難な現在、阪神・淡路大震災をはじめとする都市型地震の経験は、

改めて地震発生直後の危険性と不断の危機管理の重要性を、行政はもとより多くの人々に知らし

めたところである。 
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 地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、まず第一に「自らの

生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に他人を助けることのできる

都民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、

この二つの理念に立つ都民と公助の役割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明らかにし

た上で、連携を図っていくことが欠かせない。 

 東京都は、全国に先駆けて東京都震災予防条例を制定し、予防対策重視の視点から地震に強い

まちづくりを進め、行政主導の下で震災を未然に防止し、最小限にとどめることを目指してきた。 

 今後は、この取組を一層進めるとともに、危機管理に重点を置いた応急対策及び復興対策をも

視野に入れた総合的震災対策の体系を構築し、震災対策の充実及び強化に努めていくことが極め

て重要である。 

 東京は、多くの都民の生活の場であるとともに、日本の首都として政治、経済、文化等の中枢

機能が集中している世界でも有数の大都市である。地震による被害の影響は国内にとどまらず、

全世界に及ぶものであり、地震による災害から東京を守ることは、行政に課せられた重大な責務

である。 

 震災対策の推進に当たっては、区市町村が基礎的自治体として第一義的責任と役割を果たすも

のである。その上で、広域的役割を担う東京都が区市町村及び国と一体となって、都民と連携し、

都民や東京に集う多くの人々の生命及び財産を守り、首都東京の機能を維持するという決意を表

明するとともに、総合的震災対策の推進の指針を示すため、この条例を制定する。 

第１章 総則 

第１節 目的 

第１条 この条例は、地震による災害（以下「震災」という。）に関する予防、応急及び復興に

係る対策（以下「震災対策」という。）に関し、都民、事業者及び東京都（以下「都」という。）

の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関する施策の基

本的な事項を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来

の都民の生命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする。 

第２節 知事の責務 

（基本的責務） 

第２条 知事は、震災対策のあらゆる施策を通じて、都民の生命、身体及び財産を震災から保護

し、その安全を確保するとともに、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図る

ため、最大の努力を払わなければならない。 

２ 前項の目的を達成するため、知事は、震災対策に関する事業（以下「震災対策事業」という。）

の計画（以下「震災対策事業計画」という。）を策定し、その推進を図らなければならない。 

３ 震災対策事業計画の策定に当たっては、都民、事業者及びボランティア(以下「都民等」と

いう。)、第34条から第36条までの防災組織並びに第58条第１項の復興市民組織の意見を聴く

よう努めなければならない。 

(平15条例124・一部改正) 

（都民及び事業者に対する指導等） 

第３条 知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たっては、都民及び事業者の協力を求め

るとともに、都民及び事業者が自主的に行う震災対策活動に対し、積極的に指導、助言、支援
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及び協力を行わなければならない。 

（ボランティアにする支援） 

第４条 知事は、ボランティアが自主的に行う震災対策活動に対し、積極的に支援及び協力を行

わなければならない。 

（都民等への助成） 

第５条 知事は、都民等が行う震災対策活動に対して、必要な助成を行うことができる。 

（区市町村との連絡調整及び助成） 

第６条 知事は、震災対策事業の円滑な実施を図るため、関係する特別区及び市町村（以下「区

市町村」という。）との連絡調整並びに区市町村が実施する震災対策事業に対する支援及び協

力を行わなければならない。 

２ 知事は、区市町村が実施する震災対策事業に対し、必要な助成を行うことができる。 

（協力要請） 

第７条 知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たり、他の地方公共団体その他の公共的

団体等の協力が必要と認められるときは、当該公共的団体等に対して協力を要請し、又は他の

地方公共団体等から協力の要請があったときは、これに応じなければならない。 

第３節 都民の責務 

第８条 都民は、震災を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、相互に協力し、都

民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。 

２ 都民は、次に掲げる事項について、自ら震災に備える手段を講ずるよう努めなければならな

い。 

一 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

二 家具の転倒防止 

三 出火の防止 

四 初期消火に必要な用具の準備 

五 飲料水及び食糧の確保 

六 避難の経路、場所及び方法についての確認 

３ 都民は、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、地域社会を支える

一員としての責任を自覚し、第57条の地域協働復興に対する理解を深めるとともに、震災後に

おいては、相互に協力して自らの生活の再建及び居住する地域の復興に努めなければならない。 

４ 都民は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業に協力するとともに、自発的に震災

対策活動に参加する等震災対策に寄与するよう努めなければならない。 

(平15条例124・一部改正) 

第４節 事業者の責務 

（基本的責務） 

第９条 事業者は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業及び都民が行う第57条の地域

協働復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、

震災の防止並びに震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大の努力

を払わなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、事業所に来所する顧客、従業者等及
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び事業所の周辺地域における住民（以下「周辺住民」という。）並びにその管理する施設及び

設備について、その安全の確保に努めなければならない。 

３ 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめるため、周辺住民

に対する震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力に努めなければならない。 

(平15条例124・一部改正) 

（事業所防災計画の作成） 

第10条 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域

防災計画を基準として、事業所単位の防災計画（以下「事業所防災計画」という。）を作成し

なければならない。 

（事業所防災計画の届出） 

第11条 都市ガス、電気、通信その他防災対策上重要な施設として知事が指定する施設を管理す

る事業者は、事業所防災計画を作成したときは、速やかに知事に届け出なければならない。 

第２章 予防対策 

第１節 震災に関する研究、公表等 

第12条 知事は、震災の発生原因及び発生状況、地域の危険度その他震災に関する事項について、

科学的、総合的に調査及び研究を行うとともに、防災科学技術の開発に努めなければならない。 

２ 都は、耐震性の調査及び研究に資するため、都が設置する建築物その他の工作物のうち、特

に必要と認める工作物に、強震計を設置しなければならない。 

３ 知事は、第１項の調査、研究及び技術の開発の成果を、積極的に震災対策に反映させるとと

もに、都民に公表しなければならない。 

４ 知事は、前項に規定するもののほか、震災対策事業計画その他震災対策に関する情報を積極

的に公表するよう努めなければならない。 

第２節 防災都市づくりの推進 

第13条 知事は、防災都市づくり（震災を予防し、震災が発生した場合における被害の拡大を防

ぐため、建築物及び都市施設（都市計画法（昭和43年法律第100号）第11条第１項各号に掲げ

る施設をいう。以下同じ。）等について耐震性及び耐火性を確保する措置その他都市構造の改

善に関する措置をいう。以下この条において同じ。）を推進するため、防災都市づくりに関す

る計画を策定しなければならない。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 防災都市づくりに関する施策の指針 

二 地域特性に応じた整備の方針及び整備地域の指定 

三 重点整備地域（防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域をいう。）

等の指定 

３ 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して第１項の計画に基づく事業の推進に努めなけ

ればならない。 

第３節 都市施設及び建築物等の安全の確保 

（都市施設等の耐震性等の確保） 

第14条 知事は、震災を未然に防止し、震災が発生した場合における被害の拡大を防止するため、

都市施設等の耐震性及び耐火性の確保に努めなければならない。 
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（一般建築物の耐震性等の確保） 

第15条 知事は、一般建築物（次条の特殊建築物等以外の建築物をいう。）の耐震性及び耐火性

を確保するため、適切な指導を行うとともに、防災上の相談に応じ、必要と認めるときは、技

術面からの支援を行うよう努めなければならない。 

（特殊建築物等の耐震性等の確保） 

第16条 知事は、特殊建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）に規定する特殊建築物をい

う。以下同じ。）その他知事が必要と認める建築物及び地下街（消防法（昭和23年法律第186号）

に規定する地下街をいう。）の耐震性及び耐火性を確保するため、特に知事が指定するものに

ついて、定期的に検査を行い、若しくは当事者をして行わせ、又は必要があると認めるときは、

そのものの改善について助言し、若しくは勧告することができる。 

（重要建築物の耐震性等の強化） 

第17条 知事は、次に掲げる防災対策上特に重要な建築物について、耐震性及び耐火性の強化に

努め、又は当事者をして努めさせなければならない。 

一 震災時に消火、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中心となる消防署、警察署その他の

官公庁建築物 

二 震災時に緊急の救護所又は被災者の一時受入施設となる病院、学校その他これらに準ずる

建築物 

（公共施設等の安全の確保） 

第18条 知事は、その管理する道路、公園、鉄道、橋りょう、港湾その他の公共施設及びこれら

に附属する施設の耐震性及び耐火性を強化するとともに、定期的に検査を行い、それらの安全

の確保に努めなければならない。 

２ 前項の規定は、知事が管理する河川及び海岸に設置する施設について準用する。 

（都市ガス、電気、水道施設等の安全の確保） 

第19条 都市ガス、電気、上下水道、通信その他防災対策上重要な施設の管理者は、当該施設の

安全の確保に努めなければならない。 

２ 知事は、前項の施設の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該施設を収容する

共同溝の設置に努めなければならない。この場合において、知事は、特に耐震性について配慮

しなければならない。 

（危険物の落下防止） 

第20条 知事は、地震により破損し、落下するおそれのある中高層建築物の窓ガラス等落下危険

物の落下を防止するため、その安全性について調査し、研究し、並びに防災上安全な基準を定

めるとともに、安全の確保及び改修について指導を行うよう努めなければならない。 

（宅地造成地の安全の確保） 

第21条 知事は、宅地造成地の地震に対する安全性について、調査し、研究し、及び防災上安全

な基準を定めるよう努めなければならない。 

（宅地造成地の検査） 

第22条 知事は、地震に対して特に危険な宅地造成地については、宅地造成等規制法（昭和36年

法律第191号）の定めるところにより検査し、必要があると認めるときは、その改善について、

助言し、勧告し、又は命ずることができる。 
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（地盤沈下の防止） 

第23条 知事は、地盤沈下に起因する震災を防止するため、都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例（平成12年東京都条例第215号）の定めるところにより、地下用水について揚水の

抑制に努めなければならない。 

第４節 火災の防止等 

（火災の防止） 

第24条 知事は、地震による火災の発生及びその拡大を防止するため必要な施策を区市町村と連

携を図りつつ、協力して積極的に推進するよう努めなければならない。 

（初期消火） 

第25条 都民は、火気を使用するときは、出火を防止するため、常時監視するとともに地震時の

出火に備え、消火器等を配備し、初期消火に努めなければならない。 

（火気使用器具の規制） 

第26条 知事は、地震時に出火の危険性の高い設備及び器具の安全を確保し、出火を防止するた

め、その技術の開発及び普及啓発に努めるとともに、使用及び取扱いについて、火災予防条例

（昭和37年東京都条例第65号）の定めるところにより、必要な規制を行わなければならない。 

（消防水利の確保及び消防力の強化） 

第27条 知事は、地震による火災の拡大を防止するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して

消防水利の確保及び消防力の強化に努めなければならない。 

２ 知事は、その管理する公共施設及び特殊建築物を整備するときは、防火水槽又はこれに類す

る施設の設置に努めなければならない。 

（建築物の不燃化） 

第28条 知事は、地震による出火を防止するため、住宅その他の建築物の不燃化の促進に努めな

ければならない。 

２ 消防法第９条の３の指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を取り扱う事業者は、その取

り扱う施設の不燃化に努めなければならない。 

（延焼遮断帯の整備） 

第29条 知事は、地震による火災の拡大を防止するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して

延焼遮断帯（火災の拡大を防止する目的で設けられる道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及

びこれらと近接する不燃化された建築物等により構成される不燃空間をいう。）の整備に努め

なければならない。 

（危険物取扱施設の安全の確保） 

第30条 知事は、消防法第２条第７項の危険物、高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第二

条の高圧ガスその他これらに類する危険物を取り扱う施設の安全性について、調査し、研究し、

及び防災上安全な基準を定めるよう努めなければならない。 

（有害物取扱施設の安全の確保） 

第31条 知事は、毒物、劇物、病原体及び毒素類、放射性物質その他これらに類する有害物を取

り扱う施設の安全性について、調査し、研究し、及び防災上安全な基準を定めるよう努めなけ

ればならない。 

第５節 防災広報及び防災教育 
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（防災広報） 

第32条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して、防災に関する広報活動を積極的に実施

し、都民の防災知識の向上及び防災意識の高揚に努めなければならない。 

（防災教育） 

第33条 都は、区市町村と連携を図りつつ、協力して、学校教育、社会教育等を通じて防災教育

の充実に努め、並びに区市町村が次条から第36条までの防災組織及び地域の団体等を通じて行

う防災教育に対し、支援及び協力を行うよう努めなければならない。 

第６節 防災組織 

（防災市民組織） 

第34条 知事は、区市町村が行う地域の自主的な防災市民組織の育成に対し、支援及び協力を行

い、その充実が図られるよう努めなければならない。 

（施設の防災組織） 

第35条 事業者は、その管理する施設の防災組織の育成に努めなければならない。 

（業種別の防災組織） 

第36条 危険物、毒物、劇物、火薬類その他これらに類する物を取り扱う施設又は設備を管理す

る者は、業種別の防災組織の組織化に努めなければならない。 

（防災リーダーの育成） 

第37条 知事は、第34条の防災市民組織及び第35条の施設の防災組織の活動の促進を図るため、

区市町村及び事業者と連携を図りつつ、協力してこれらの組織における防災リーダー（これら

の組織の行う出火防止、初期消火、救出及び応急手当等の震災対策活動において、適切な指示

を与える等中心的役割を担う者をいう。以下この条において同じ。）の育成に努めるとともに、

区市町村が行う防災リーダーの育成に対して、支援及び協力を行うよう努めなければならない。 

第７節 地域における相互支援ネットワークづくり 

第38条 知事は、震災時に、支援活動を行う団体等が効果的な活動を行う環境を整備するため、

区市町村が行う地域相互支援ネットワーク（当該区市町村の区域で活動する団体等が相互に連

携し、補完し合うことにより、被災者に対して必要な支援活動を一体的に、かつ、効果的に行

う仕組みをいう。）の育成の促進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

第８節 ボランティアへの支援 

第39条 知事は、ボランティアによる被災者に対する支援活動の円滑な実施を確保するため、区

市町村と連携を図りつつ、協力して資器材の提供、活動拠点の提供等必要な支援を行うよう努

めなければならない。 

２ 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力してボランティアの育成に努めなければならない。 

第９節 要援護者に対する施策 

第40条 知事は、区市町村が行う寝たきりの状態にある高齢者、障害者、外国人等震災時に援護

を要する者に対する施策の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

第10節 防災訓練 

（防災訓練の実施） 

第41条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して防災訓練を積極的に行わなければならな

い。 
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２ 前項に規定する防災訓練に参加した者が、当該防災訓練により死亡し、又は傷害を受けたと

きの補償については、東京都規則（以下「規則」という。）の定めるところによる。 

（防災組織の訓練） 

第42条 第34条から第36条までの防災組織の責任者は、震災の発生に備え、防災訓練を実施しな

ければならない。 

２ 前項の防災訓練を実施するときは、初期消火訓練、避難訓練、救出及び救助訓練並びに応急

救護訓練について、特に配慮しなければならない。 

３ 知事は、第１項の防災組織が行う訓練に、職員の派遣を行うこと等により協力をするよう努

めなければならない。 

第11節 都民等の意見 

第43条 都民等及び防災組織は、地域の安全性について常に監視し、地震に対して危険性のある

ものについて知事に意見を述べることができる。 

２ 都民は、第47条の規定による避難場所の指定について、知事に意見を述べることができる。 

３ 知事は、前２項の規定により都民等及び防災組織の意見を聴いたときは、これを施策に反映

するよう努めなければならない。 

第３章 応急対策 

第１節 応急体制等の整備 

（災害応急体制の整備） 

第44条 知事は、震災時における避難並びに救出及び救助を円滑に行うため必要な体制の確立及

び資器材の整備に努めなければならない。 

２ 知事は、前項に規定するもののほか、救助活動を円滑に行うため必要な給水及び備蓄のため

の施設の整備に努めなければならない。 

（情報連絡体制の整備等） 

第45条 知事は、震災の発生に備え、あらかじめ、震災に関する情報の収集及び連絡の体制を整

備し、並びに震災時に的確な情報を都民に周知する方法を講じなければならない。 

（他団体への協力要請の方法） 

第46条 知事は、震災の発生に備え、あらかじめ震災に関する情報の収集及び伝達に必要な他の

地方公共団体その他の公共的団体等への協力要請の方法を確立しておかなければならない。 

第２節 避難 

（避難場所の指定） 

第47条 知事は、震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、広域的な避難を確保す

る見地から必要な避難場所をあらかじめ指定しなければならない。ただし、火災の拡大するお

それのない地区については、避難場所を指定しないことができる。 

２ 知事は、公営住宅を建設するときは、広場の確保に留意し、その防災機能の充実に努めなけ

ればならない。 

（避難道路の指定） 

第48条 知事は、広域的な避難を確保する見地から震災時に都民が避難場所に安全に避難するた

め必要な避難道路をあらかじめ指定しなければならない。 

（避難場所及び避難道路周辺の不燃化） 
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第49条 知事は、避難場所及び避難道路の周辺に存する建築物その他の工作物の不燃化の促進に

努めなければならない。 

（避難誘導方法の確立） 

第50条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して震災の発生に備え、あらかじめ避難誘導

の方法を確立しておかなければならない。 

（車両による避難の禁止） 

第51条 都民は、震災時に避難するときは、路上の混乱と危険を防止するため、道路交通法（昭

和35年法律第105号）第２条第８号の車両（以下「車両」という。）を使用してはならない。 

２ 震災時に走行中の車両の運転者は、当該震災時に行われる交通規制を遵守しなければならな

い。 

第３節 救出及び救助の活動拠点等の確保 

第52条 知事は、震災時において、被災者の救出及び救助並びに都民生活の再建及び都市の復興

を円滑に行うため、その活動拠点等となる土地及び家屋の確保に努めなければならない。 

２ 知事は、前項の土地及び家屋の利用について、利用計画を作成し、必要があると認めるとき

は、これを修正するものとする。 

３ 前項の利用計画の作成及び実施に当たっては、知事は、国及び区市町村との調整に努めなけ

ればならない。 

４ 知事は、震災時に、災害救助法（昭和22年法律第118号）第９条第１項又は災害対策基本法

（昭和36年法律第223号）第71条第１項の規定による土地又は家屋の円滑な使用を確保するた

め、あらかじめ当該土地又は家屋を救出及び救助の活動拠点として指定することができる。こ

の場合において、知事は、当該土地又は家屋を所有し、及び管理する者に対し、災害救助法及

び災害対策基本法の規定その他必要な事項を説明し、協力を求めるものとする。 

（平25条例114・一部改正） 

第４節 帰宅困難者対策 

（帰宅困難者の事前準備） 

第53条 事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所

する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なもの（以下「帰宅困難者」という。）は、

震災時における帰宅に係る安全を確保するため、あらかじめ徒歩による帰宅経路の確認、家族

との連絡手段の確保その他必要な準備を行うよう努めなければならない。 

（帰宅困難者対策の実施） 

第54条 知事は、震災時における帰宅困難者の帰宅に係る混乱を防止するため、あらかじめ区市

町村並びに都の区域に近接する県及び市町村と連携を図りつつ、協力して帰宅困難者の円滑な

帰宅を確保する対策を行うよう努めなければならない。 

第４章 復興対策 

第１節 震災復興の推進 

(平15条例124・節名追加) 

（震災復興体制の確立） 

第55条 知事は、震災により重大な被害を受けた場合で、速やかに計画的な都市の復興等を図る

ため必要と認めるときは、東京都震災復興本部の設置に関する条例（平成10年東京都条例第77
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号）に基づく体制をとるものとする。 

（震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進） 

第56条 知事は、前条に規定する場合は、広域的な復興を推進する見地から、速やかに震災復興

計画を策定しなければならない。 

２ 知事は、前項の計画に基づいて震災復興事業の推進に努めなければならない。 

３ 知事は、第一項の震災復興計画の策定及び前項の震災復興事業の実施を円滑に推進するため、

あらかじめ震災復興に関する施策及び手続を定めることができる。この場合において、知事は、

当該施策及び手続を都民に周知しなければならない。 

４ 知事は、震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進に当たり、区市町村との調整に努めな

ければならない。 

(平15条例124・一部改正) 

第２節 地域協働復興 

(平15条例124・節名追加) 

(地域協働復興に対する理解の促進等) 

第57条 知事は、地域協働復興(震災後において、都民が相互に協力し、事業者、ボランティア

及び知事その他の行政機関との協働により、自主的に自らの生活の再建及び居住する地域の復

興を進めることをいう。以下同じ。)に対する都民等の理解を深めるよう努めるとともに、都

民の自発的な意思に配慮して、地域協働復興に関する活動を促進しなければならない。 

(平15条例124・追加) 

(復興市民組織) 

第58条 知事は、区市町村が行う復興市民組織(地域協働復興に関する活動を行う市民組織をい

う。以下同じ。)の育成に対し、支援及び協力を行い、その充実が図られるよう努めなければ

ならない。 

２ 知事は、地域協働復興に関する活動の円滑な実施を確保するため、区市町村と連携を図りつ

つ、協力して、復興市民組織に対し、情報の提供、相談体制の充実、資器材の提供等必要な支

援を行うよう努めなければならない。 

(平15条例124・追加) 

第５章 委任 

第59条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。 

附則 

 この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

附則(平15条例124・追加) 

 この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附則(平25条例114) 

 この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五十四号）第三条

の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

(施行の日＝平成25年10月１日） 

- 174 -



- 175 - 
 

57．東京都帰宅困難者対策条例 (本文12頁) 
 

昭和24年３月30日 

東京都条例第17号 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 一斉帰宅抑制に係る施策の推進（第７条―第９条） 

第３章 安否確認及び情報提供（第10条・第11条） 

第４章 一時滞在施設の確保（第12条） 

第５章 帰宅支援（第13条） 

第６章 雑則（第14条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、大規模な地震その他の災害（以下「大規模災害」という。）が発生したこ

とに伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合において、多数の

帰宅困難者（事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しく

は来所する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なものをいう。）が生じることによる

混乱及び事故の発生等を防止するために、東京都（以下「都」という。）、都民及び事業者（事

業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。以下同じ。）の責務を明

らかにし、帰宅困難者対策の推進に必要な体制を確立するとともに、施策の基本的事項を定め

ることにより、帰宅困難者対策を総合的かつ計画的に推進し、もって都民の生命、身体及び財

産の保護並びに首都機能の迅速な回復を図ることを目的とする。 

（知事の責務） 

第２条 知事は、特別区及び市町村（以下「区市町村」という。）、事業者その他関係機関と連

携し、大規模災害の発生時における帰宅困難者による混乱及び事故の発生等を防止するため、

帰宅困難者対策について実施計画を策定し、総合的に推進しなければならない。 

２ 知事は、大規模災害の発生により、多数の帰宅困難者が生じ、又は生じるおそれがあると認

める場合並びに帰宅困難者による混乱及び事故の発生等の危険性が回避され安全に帰宅する

ことができると認める場合は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、必

要な措置を講じなければならない。 

３ 知事は、前２項に規定する帰宅困難者対策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、外国

人等の災害時に援護を要する者に対して、特に配慮しなければならない。 

（都民の責務） 

第３条 都民は、大規模災害の発生に備えて、あらかじめ、家族その他の緊急連絡を要する者と

の連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要

な準備を行うよう努めなければならない。 

２ 都民は、大規模災害の発生時に自らの安全を確保するため、むやみに移動しないよう努める
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とともに、都、区市町村、事業者その他関係機関が行う帰宅困難者対策に協力し、かつ、自発

的な防災活動を行うよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その社会的責任を認識して、従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安

全性の確保に努めるとともに、大規模災害の発生時において、都、区市町村、他の事業者その

他関係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。 

２ 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者との連絡手段の確保に努めるとと

もに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、

徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うことを従業者へ周知するよう努めなければ

ならない。 

３ 事業者は、管理する施設の周辺において多数の帰宅困難者が生じることによる混乱及び事故

の発生等を防止するため、都、区市町村、他の事業者その他関係機関及び当該施設の周辺地域

における住民との連携及び協力に努めなければならない。 

４ 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者の施設内での待機に係る方針、

安全に帰宅させるための方針等について、東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号）

第10条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において明ら

かにし、当該計画を従業者へ周知するとともに、定期的に内容の確認及び改善に努めなければ

ならない。 

（帰宅困難者対策実施状況の報告） 

第５条 知事は、帰宅困難者対策の実施状況を確認するため、事業者等（前条及び次章から第５

章までの規定に係る帰宅困難者対策を実施する者をいう。以下同じ。）に報告を求めることが

できる。 

（事業者等に対する支援） 

第６条 知事は、必要があると認めるときは、事業者等に対して支援を行うものとする。 

第２章 一斉帰宅抑制に係る施策の推進 

（従業者の一斉帰宅抑制） 

第７条 事業者は、大規模災害の発生時において、管理する事業所その他の施設及び設備の安全

性並びに周辺の状況を確認の上、従業者に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措

置を講じることにより、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めなければならない。 

２ 事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めると

ころにより、従業者の３日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう

努めなければならない。 

（公共交通事業者等による利用者の保護） 

第８条 鉄道事業者その他公共交通事業者は、公共交通機関の運行の停止により管理する施設内に

おいて多数の帰宅困難者が生じた場合は、管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確

認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に係る案内、

安全な場所への誘導その他公共交通機関の利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努め

なければならない。 

２ 百貨店、展示場、遊技場等の集客施設に係る設置者又は管理者は、設置し、又は管理する施設
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内で多数の帰宅困難者が生じた場合は、設置し、又は管理する施設及び設備の安全性並びに周辺

の状況を確認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に

係る案内、安全な場所への誘導その他施設利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めな

ければならない。 

３ 前二項に規定する施設以外の施設に係る設置者又は管理者は、前２項の規定に準じて、施設

利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（学校等における生徒等の安全確保） 

第９条 学校（学校教育法（昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。）第１条

に規定する学校をいう。）、専修学校（法第124条に規定する専修学校をいう。）及び各種学校（法

第134条に規定する各種学校をいう。）並びに保育所その他の子育て支援を行うことを目的とす

る施設の設置者又は管理者は、大規模災害の発生時に、設置し、又は管理する施設及び設備の

安全性並びに周辺の状況を確認の上、幼児、児童、生徒等に対し、当該施設内での待機の指示

その他安全確保のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

第３章 安否確認及び情報提供 

（安否確認及び情報提供のための体制整備） 

第10条 知事は、大規模災害の発生時において安否情報の確認及び災害関連情報その他の情報

（以下「災害関連情報等」という。）の提供を行うため、区市町村、事業者その他関係機関と

の連携及び協力の下に、情報通信基盤の整備及び災害関連情報等を提供するために必要な体制

を確立しなければならない。 

（安否確認手段の周知等） 

第11条 知事は、大規模災害の発生時において都民及び事業者等に対して安否情報の確認手段の

周知及び災害関連情報等の提供を行わなければならない。 

２ 事業者等は、大規模災害の発生時において従業者、利用者等に対して安否情報の確認手段の

周知及び災害関連情報等の提供に努めなければならない。 

第４章 一時滞在施設の確保 

（一時滞在施設の確保等） 

第12条 知事は、都が所有し、又は管理する施設の中から、大規模災害の発生時に帰宅困難者を

一時的に受け入れる施設（以下この条において「一時滞在施設」という。）を指定し、都民及

び事業者等に周知しなければならない。 

２ 知事は、一時滞在施設の確保に向け、都が所有し、又は管理する施設以外の公共施設又は民

間施設に関し、国、区市町村及び事業者に協力を求め、帰宅困難者を受け入れる体制を整備し

なければならない。 

３ 知事は、区市町村、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時において帰宅困難

者の一時滞在施設への円滑な受入れのために必要な措置を講じなければならない。 

第５章 帰宅支援 

（帰宅支援） 

第13条 知事は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、大規模災害の発生

時における公共交通機関の運行の停止に係る代替の交通手段及び輸送手段並びに災害時帰宅

支援ステーション（徒歩により帰宅する者に飲料水、便所、災害関連情報等の提供等を行う店
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舗等をいう。）を確保するとともに、災害関連情報等の提供その他必要な措置を講じることに

より、帰宅する者の安全かつ円滑な帰宅を支援しなければならない。 

第６章 雑則 

（委任） 

第14条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。 

附則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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58．中央区防災区民組織の育成に関する要綱 (本文72頁) 

 
昭和63年8月１日 

63中総自第1194号 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区（以下「区」という。）における防災区民組織の結成及び育成並び

にそ活動を援助することにより、区の防災機能の充実を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における防災区民組織とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第５条

第２項及び東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号）第34条の規定に基づき震災か

ら地域社会を守るために町会、自治会等を母体として、次条に掲げる活動を行うものとして区

民が自主的に結成した団体をいう。 

（防災区民組織の活動事項） 

第３条 防災区民組織は、地震による被害を軽減し、又は防止するため、平常時の予防活動及び

震災時の応急活動を行うものとする。 

一 平常時 

イ 防災意識の普及及び高揚 

ロ 出火防止の徹底 

ハ 初期消火、応急救出救護、避難誘導等の各種訓練の実施 

ニ 防災資器材の備蓄及び保守管理 

ホ その他防災区民組織の目的を達成するために必要な事項 

二 震災時 

イ 出火防止及び初期消火活動 

ロ 情報収集、伝達及び広報活動 

ハ 応急救出救護活動 

ニ 避難活動 

ホ 秩序維持に対する協力 

ヘ 炊き出しに対する協力 

ト 救助物資の配分 

（育成指導機関） 

第４条 防災区民組織の育成及び指導は、区が警察署及び消防署の協力を得て行う。 

（育成指導の基本方針） 

第５条 防災区民組織の育成及び指導に当たっては、構成員の防災知識の向上及び防災意識の高

揚を図り、もって防災区民組織の円滑な活動に資することを基本方針とする。 

（組織結成の報告書） 

第６条 防災区民組織がこの要綱の適用を受けようとするときは、その代表者は、別記第１号様

式による報告書に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、その認定を受けるものとする。 

一 防災区民組織役員名簿 

二 組織規約 
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三 防災計画 

四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 防災区民組織の代表者は、当該防災区民組織の代表者、組織規約又は防災計画に変更が生じ

た場合は、速やかに別記第２号様式による報告書により、区長に報告するものとする。 

（組織結成の公表） 

第７条 区長は、前条第１項の規定による認定を行ったときはその認定内容を、同条第２項の規

定による報告を受けたときはその報告内容を、警察署及び消防署に連絡するとともに、中央区

地域防災計画に掲載し公表する。 

（組織への助成） 

第８条 区長は、防災区民組織の活動の目的達成に寄与するため、防災区民組織に対し、次の助

成を行うことができる。 

一 防災資器材の供与 

二 結成費助成金の交付 

三 運営費助成金の交付 

四 自動体外式除細動器購入費助成金（以下「ＡＥＤ購入費助成金」という。）の交付 

２ 防災資器材の供与（医療救急箱及びトランジスタメガホンに係るものに限る。）及び結成費

助成金の交付は、別表に定める基準により第６条第1項の規定による認定後、速やかに行う。 

３ 防災資器材の供与（前項に掲げるものを除く。）は、別表に定める基準により、予算の範囲

内において行う。 

４ 前２項の基準による防災資器材のほか、区長は予算の範囲内において、防災活動に必要な資

器材を供与することができる。 

５ 区長は、認定した防災区民組織の第３条第１項に規定する活動に対し、毎年度予算の範囲内

において運営費助成金を交付する。 

６ 運営費助成金の交付は、別表に定める基準により１会計年度に１回行う。ただし、区長が特

に必要があると認める場合にはこの限りではない。 

７ 区長は、自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を購入した防災区民組織に対し、

別表に定める基準により、予算の範囲内においてＡＥＤ購入費助成金を交付する。 

（交付の申請） 

第９条 防災資器材（前条第４項に規定する資器材を含む。以下同じ。）の供与を受けようとす

る防災区民組織の代表者は、別記第３号様式による申請書その他区長が必要と認める書類を区

長に提出しなければならない。 

２ 結成費助成金又は運営費助成金（以下「結成費助成金等」という。）の交付を受けようとす

る防災区民組織の代表者は、別記第４号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提

出しなければならない。 

一 事業計画書 

二 収支予算書 

三 防災区民組織役員名簿 

四 その他区長が必要と認める書類 

３ ＡＥＤ購入費助成金の交付を受けようとする防災区民組織の代表者は、別記第５号様式によ
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る申請書、見積書その他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。 

（防災資器材供与の決定等） 

第10条 区長は、前条第１項の規定により防災資器材供与申請書の提出があったときは、内容を

審査の上、供与することとしたときは速やかに防災資器材を供与するものとする。この場合に

おいて、区長は、防災資器材の使用及び管理について必要な条件を付すことができる。 

２ 防災区民組織の代表者は、防災資器材を受領したときは、別記第６号様式による受領書を区

長に提出しなければならない。 

（結成費助成金等の交付決定等） 

第11条 区長は、第９条第２項の規定により別記第４号様式による申請書の提出があったときは、

内容を審査の上、結成費助成金等を交付することとしたときは別記第７号様式による通知書、

交付しないこととしたときは別記第８号様式による通知書により、防災区民組織の代表者に通

知するものとする。 

２ 区長は、第９条第３項の規定により別記第５号様式による申請書の提出があったときは、内

容を審査の上、ＡＥＤ購入費助成金を交付することとしたときは別記第９号様式による通知書、

交付しないこととしたときは別記第10号様式による通知書により、防災区民組織の代表者に通

知するものとする。 

３ 区長は、第１項に規定する交付の決定に当たって、結成費助成金等の交付の条件を付すこと

ができる。 

（助成金の請求及び交付） 

第12条 前条第１項の規定による交付決定の通知を受けた防災区民組織の代表者は、別記第11号

様式による請求書を区長に提出し、結成費助成金等の交付を請求するものとする。 

２ 前条第２項の規定による交付決定の通知を受けた防災区民組織の代表者は、別記第12号様式

による請求書、別記第13号様式による完了届、領収書その他区長が必要と認める書類を速やか

に区長に提出し、ＡＥＤ購入費助成金等の交付を請求するものとする。 

３ 区長は、前２項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る助成金を交付す

るものとする。 

（実績報告） 

第13条 結成費助成金等の交付を受けた防災区民組織の代表者は、助成金事業が完了したとき又

は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別記第14号様式による報告書（以下

「実績報告書」という。）を、区長に提出しなければならない。 

（助成金の額の確定） 

第14条 区長は前条の実績報告書を審査の上、助成額を確定し、防災区民組織の代表者に通知す

るものとする。 

２ 前項の審査に際し、区長は、必要と認める場合は、調査を行うものとする。 

（決定の取消し） 

第15条 区長は、結成費助成金、運営費助成金又はＡＥＤ購入費助成金（以下「各種助成金」と

いう。）の交付決定を受けた防災区民組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、各種助成

金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

一 偽りその他の手段により各種助成金の交付決定を受けたとき。 
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二 各種助成金を助成対象以外の用途に使用したとき。 

三 各種助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他区長の命令に違反したとき。 

（各種助成金の返還） 

第16条 区長は、前条の規定により、各種助成金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに

係る部分に関し、既に各種助成金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。 

２ 区長は、第14条第１項の規定により交付すべき結成費助成金等の額を確定した場合において、

既にその額を超えて結成費助成金等が交付されているときには、当該超えた額について、その

返還を命じるものとする。 

（防災資器材及びＡＥＤの管理） 

第17条 防災資器材の供与及びＡＥＤ購入費助成金の交付を受けた防災区民組織は、平常時の活

動においても十分防災資器材を活用するとともに良好な管理に努めなければならない。 

   附則 

１ この要綱は、昭和63年８月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、現に存する防災区民組織は、第６条第１項の規定に基づく組織結成の報

告がなされ、区長の認定があったものとみなす。 

３ 昭和63年度の運営費助成金の交付は、昭和63年４月１日から昭和64年３月31日までの防災区

民組織の活動を対象として行う。 

４ 東京都中央区防災区民組織結成補助金交付要綱（昭和50年10月23日付50中総総発第679号決

裁）は昭和63年７月31日をもって廃止する。 

   附則 

この要綱は、平成元年８月１日から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

   附則（平成12年４月１日付11中総総発第1201号。中央区要綱等の題名等を統一する要綱） 

この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

   附則 

１ この要綱は、平成20年９月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱の改正前の中央区防災区民組織の育成に関する要綱の規定に

より作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用するこ

とができる。 
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別 表（第８条関係） 
 

助成種別 基           準 

防 
 

 

災 
 

 

資 
 

 

器 
 

 

材 

１ 医療救急箱 

  組織結成時に、１組織に１セット配付する。 

２ トランジスタメガホン 

  次の基準により、組織結成時に配付する。 

    配付個数＝世帯数×１／100 

  ただし、端数が生じるときは、小数点以下第１位を四捨五入する。 

  なお、100世帯未満の組織については、１個とする。 

３ 防災区民組織用消火器（蓄圧式・粉末（ABC）消火器４型） 

  次の基準により、各組織に配付する。 

    配付本数＝10本＋世帯数×１／３ 

  ただし、端数が生じるときは、小数点以下第１位を四捨五入する。 

４ 軽可搬ポンプ一式 

  保管場所を確保し、かつ、３名以上の使用担当員を配備できる組織に供与する。 

５ 大型消火器（蓄圧式・強化液20リットル、車載型） 

  保管場所を確保し、かつ、使用担当員を配備できる組織に供与する。 

６ 防災資器材倉庫 

  防災資器材の保管場所に困窮し、かつ、倉庫の設置場所を確保できる組織に供与する。 

助
成
金 

結
成
費 

 次の算式により得た額を組織結成時に助成する。 

    ＠200円×世帯数 

 ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。 

運 
 

営 
 

費 
 

助 
 

成 
 

金 

１ 基本分 

 (1) 次の算式により得た額を助成する。 

   （30,000円×組織を構成する町会等の数）… ①＋＠200円×世帯数 

   （1,000円未満切り上げ。） 

 (2) 平成３年４月１日以降に結成した組織で複数町会等により構成 

  ア ４町会等以上により構成 

結 成 年 度＝①×３／３＋＠200円×世帯数 

２ 年 度 目＝①×２／３＋＠200円×世帯数 

３年度目以降＝①×１／３＋＠200円×世帯数 

   （1,000円未満切り上げ。）を限度として助成する。 

  イ ３町会等以下により構成 

結 成 年 度＝①×３／３＋＠200円×世帯数 

２ 年 度 目＝①×２／３＋＠200円×世帯数 

３年度目以降単独町会等による組織と同等の額 

   （1,000円未満切り上げ。）を限度として助成する。 

 (3) 平成３年４月１日以前に結成した組織で複数の町会等により構成 

    30,000円×組織を構成する町会等の数×１／３＋＠200円×世帯数 

    （1,000円未満切り上げ。） 

２ 特別分（軽可搬ポンプの供与を受けた組織のみ） 

  軽可搬ポンプの保守点検等経費を助成する。 

助
成
金 

Ａ
Ｅ
Ｄ
購
入
費 

 助成額 

ＡＥＤ購入費に２分の１を乗じて得た額（1,000円未満切捨て。）又は20万円のいずれか少

ない額。 
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59．軽可搬ポンプ取扱基準 (本文72頁) 
 

平成元年８月１日 

元中総防第446号決裁 

 

（目的） 

第１ この取扱基準は、中央区防災区民組織の育成に関する要綱第10条第１項後段に基づき、区

が防災区民組織に供与する軽可搬ポンプ及び付属品等（以下「ポンプ」という。）の使用及び

管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（防災区民組織の責務） 

第２ 防災区民組織は、区から供与を受けたポンプを有効かつ適切に使用できるよう保管場所を

確保し、３名以上の使用担当員の配備を行い、その万全な態勢を図らなければならない。 

（ポンプの使用） 

第３ 防災区民組織は、次の各号に掲げる場合にポンプを使用できる。 

(1)  地震火災の消火を行うとき。 

(2) 一般火災の消火を行うとき。 

(3) 水害時に排水を行うことき。 

(4) 操法訓練を行うとき。 

(5) その他震災時においてポンプを使用する必要があると認められるとき。 

２ 前項の規定によりポンプを使用する場合で、消防水利に指定されている防火水槽等（以下「消

防水利」という。）を使用することができるときは、同項第１号及び第２号に掲げる場合とす

る。 

３ 前項の規定により、消防水利を使用しているときであっても、消防隊又は消防団が火災現場

に到着し、消防水利を使用し消火活動を開始するときは、防災区民組織は、速やかに当該消防

水利から後退するものとする。 

４ 第１項第４号に掲げる場合におけるポンプの使用に当たっては、所轄消防署員の立会のもと、

訓練指導を受けて実施するものとする。 

（維持管理） 

第４ 防災区民組織は、定期的にポンプの保守点検を実施し、発災に備え、常に良好な状態で管

理しておかなければならない。 
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供 与 品 目 一 覧 表 

 

品   名 数 量 規           格 

軽 可 搬 ポ ン プ １ 台 Ｄ－１級 

吸 水 管 １ 本 口径40ミリ 長さ4.5メートル ゴム製接手付 

ロ ー プ １ 本 ナイロン製 長さ５メートル 

ス ト レ ナ ー １ 個 銅製 口径40ミリ 

藤 篭 １ 個 口径40ミリ用 

管 そ う １ 本 口径40ミリ用 

噴 霧 ノ ズ ル １ 本 口径40ミリ用 

ホ ー ス ５ 本 口径40ミリ用 長さ20メートル（AAA)接手付 

消 火 栓 蓋 開 閉 キ ー １ 本  

ポ ン プ 台 車 １ 台 組織名入(白) 

台 車 カ バ ー １ 枚 ターボリン製（赤） 組織名入（白） 

燃 料 缶 １ 箱 混合油４リットル入 混合油１リットル×４缶入 

工 具 類 １ 式 工具箱又はビニール袋入 

説 明 書 １ 式 ソフトケース入 

組 立 水 槽 １ 式 

１トン丸型 本体：ビニロンターボリン 

      支柱：硬質塩化ビニール丸パイプ 

飲料用 総合格納袋入 

スピンドルドライバー １ 本  

町 野 雌 金 具 １ 個 40ミリネジ雌金具×65ミリ 
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60．中央区初期消火訓練に対する助成要綱 (本文72頁) 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区内に存する防災区民組織、町会・自治会等（以下「組織等」という。）

が行う初期消火訓練（以下「訓練」という。）に対し区が、必要な援助を行うことにより、充

実した訓練の実施を図ることを目的とする。 

（訓練） 

第２条 この要綱において訓練とは、組織等が消防署の指導のもとに行う訓練をいう。 

（助成内容） 

第３条 助成は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 訓練において使用した消火器の薬剤の詰替経費 

(2) 前号において使用した消火器で、いわゆる失効消火器として処分されるものの処分経費 

(3) その他区長が必要と認めるもの 

（訓練の認定） 

第４条 第３条第１項第１号又は第２号による助成を希望するものは、あらかじめ所轄の消防署

を通じて、第１号様式による訓練実施計画書を区に提出し区の承認を受けなければならない。 

（訓練に対する災害補償） 

第５条 区は、承認した訓練における参加者の不慮の事故等に対応するため、必要な措置を講ず

るものとする。 

   附則 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 初期消火訓練実施要綱（昭和53年５月12日付53中総総発第206号決裁）は平成５年３月31

日をもって廃止する。 
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61．中央区災害対策本部条例 (本文98頁) 
 

（昭和38年３月20日条例第14号） 

改正  昭和40年３月20日条例第12号 

平成８年６月28日条例第20号 

平成24年12月５日条例第44号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基づ

き、中央区災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（一部改正〔平成８年条例20号・平成24年条例44号〕）  

（本部の組織） 

第２条 本部に本部長室および部を置く。 

２ 部に部長を置く。 

３ 本部長室および部に属すべき本部の職員は、区規則で定める。 

（昭40条例12・一部改正） 

（職務） 

第３条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、本部の職員を指

揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 

４ 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 

５ その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。 

（昭40条例12・一部改正） 

（委任） 

第４条 前２条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、区規則で定める。 

   付則 

 この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

   付則（昭和40年３月20日条例第12号） 

 この条例は、昭和40年４月１日から施行する。 

   附則（平成８年６月28日条例第20号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附則（平成24年12月５日条例第44号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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62．中央区災害対策本部条例施行規則 (本文98頁) 
 

昭和38年５月20日 

規則第13号 

  

改正 昭和39年９月30日規則第48号 昭和40年６月１日規則第44号

 昭和42年８月１日規則第22号 昭和46年６月30日規則第20号

 昭和47年１月20日規則第２号 昭和48年９月１日規則第27号

 昭和49年４月１日規則第12号 昭和50年８月15日規則第56号

 昭和51年５月20日規則第24号 昭和52年５月20日規則第27号

 昭和52年８月23日規則第43号 昭和53年８月１日規則第41号

 昭和54年５月31日規則第25号 昭和56年４月１日規則第12号

 昭和57年４月１日規則第24号 昭和57年12月20日規則第51号

 昭和58年４月１日規則第11号 昭和60年４月１日規則第13号

 昭和61年４月１日規則第15号 昭和62年９月１日規則第39号

 昭和63年６月１日規則第32号 平成元年７月１日規則第27号

 平成２年６月27日規則第23号 平成３年６月30日規則第36号

 平成４年６月29日規則第27号 平成５年４月23日規則第25号

 平成６年４月28日規則第25号 平成７年５月10日規則第25号

 平成８年５月20日規則第32号 平成９年５月15日規則第28号

 平成10年６月30日規則第29号 平成11年３月31日規則第11号

 平成13年６月29日規則第29号 平成14年11月１日規則第37号

 平成15年８月29日規則第30号 平成16年９月１日規則第41号

 平成18年８月10日規則第54号 平成19年12月14日規則第76号

 平成20年12月15日規則第54号 平成21年４月１日規則第12号

 平成23年４月１日規則第４号 平成23年８月１日規則第18号

 平成24年４月１日規則第６号 平成25年３月１日規則第２号

 平成25年３月30日規則第４号 平成25年９月30日規則第42号

 平成26年３月31日規則第９号 平成27年３月31日規則第20号

 

中央区災害対策本部条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、中央区災害対策本部条例（昭和38年３月中央区条例第14号。以下「条

例」という。）第２条及び第４条の規定に基づき、中央区災害対策本部（以下「本部」と

いう。）の組織、組織を構成する機関及びその所掌事務等について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

一部改正〔平成２年規則23号〕 

（本部長室の所掌事務） 

第２条 本部長室は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議し、策定する。 

１ 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。 

２ 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

３ 避難の勧告又は指示に関すること。 

４ 他の区市町村との相互応援に関すること。 

５ 部長に対する事務委任に関すること。 
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６ 東京都災害対策本部との連絡に関すること。 

７ 東京都知事、政府機関、公共機関等に対する応援の要請に関すること。 

８ 公用令書による公用負担に関すること。 

９ 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

10 部長会議の招集に関すること。 

11 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 

一部改正〔昭和40年規則44号・平成18年54号・23年4号〕 

（本部長室の構成） 

第３条 本部長室は、次に掲げる者をもつて構成する。 

１ 災害対策本部長（以下「本部長」という。） 

２ 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。） 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。） 

（副本部長） 

第４条 副本部長は、副区長及び教育長をもつて充てる。 

２ 条例第３条第２項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副区長であ

る副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副区長である副

本部長が本部長の職務を代理する順序は、中央区長の職務を代理する副区長の順序を定め

る規則（平成17年12月中央区規則第50号）の定めるところによる。 

一部改正〔昭和40年規則44号・62年39号・平成２年23号・13年29号・19年76号〕 

（本部員） 

第５条 本部員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。 

１ 中央区組織条例（昭和40年３月中央区条例第１号）第１条に規定する部の長 

２ 総務部秘書担当部長 

３ 総務部防災危機管理室長 

４ 福祉保健部高齢者施策推進室長 

５ 中央区保健所長 

６ 会計管理者 

７ 教育委員会事務局次長 

８ 監査事務局長 

９ 議会局長 

２ 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、中央区に勤務する職員

のうちから本部員を指名することができる。 

一部改正〔昭和39年規則48号・40年44号・47年２号・50年56号・52年43号・62年39

号・平成３年36号・18年54号・19年76号・21年12号・24年６号〕 

第６条 削除 

削除〔昭和40年規則44号〕 

（部） 

第７条 部の名称及び分掌事務は、次のとおりとする。 

災対指令部 

- 189 -



- 190 - 
 

１ 東京都災害対策本部及び関係防災機関との連絡に関すること。 

２ 本部の通信情報の総括に関すること。 

３ 被災者の収容計画に関すること。 

４ 他の部に属しないこと。 

５ 前各号に掲げるもののほか、災害対策の連絡調整及び総括に関すること。 

災対総務部 

１ 本部長室及び部長会議の庶務に関すること。 

２ 議会との連絡その他渉外事務に関すること。 

３ 本部職員の動員及び給与に関すること。 

４ 災害対策に必要な物資、資材、車両等の調達に関すること。 

５ 災害に際し応急措置の業務に従事する者に関すること。 

６ 災害対策に関する現金及び物品の出納及び保管に関すること。 

７ り災証明の交付に関すること。 

８ 他の部への協力に関すること。 

災対財政広報部 

１ 災害に関する広報及び広聴に関すること。 

２ 生活復興計画に関すること。 

３ 災害対策関係予算の総括に関すること。 

４ 情報機器の保全及び復旧並びに情報処理システムの運用確保に関すること。 

災対区民部 

１ 災害地の調査に関すること。 

２ 被災者の救出、避難誘導及び避難収容に関すること。 

３ 災害応急物資及び災害応急食料の調達、配分及び配送に関すること。 

災対福祉保健部 

１ 義援金品の受領及び配分に関すること。 

２ 被災者の生活再建の支援に関すること。 

３ 一般ボランティア及び医療ボランティアの受入れ等に関すること。 

４ 医療関係機関との連絡調整に関すること。 

５ 福祉避難所の設置、管理及び運営に関すること。 

６ 前各号に掲げるもののほか、被災者の厚生保護に関すること。 

災対保健所部 

１ 医療救護所の設置、管理及び運営に関すること。 

２ 医療、防疫及び食品衛生に関すること。 

３ 遺体収容所等の設置、管理及び運営に関すること。 

災対環境土木部 

 １ 応急給水に関すること。 

２ 災害地の環境整備に関すること。 

３ ごみ及びし尿の処理に関すること。 

４ 水防関係機関等との連絡に関すること。 
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５ 水防その他防災活動に関すること。 

６ 道路、橋りよう、河川、堤防、公園等の点検、整備及び復旧に関すること。 

７ 障害物の除去に関すること。 

８ 災害対策に必要な労務の供給に関すること。 

９ 遺体の搜索、収容、搬送及び火葬に関すること。 

10 災害地の清掃に関すること。 

11 東京都（以下「都」という。）が行うがれき処理への協力窓口に関すること。 

災対都市整備部 

１ 建物のり災の程度の調査に関すること。 

２ 建物の災害復旧及び応急復旧の技術的指導に関すること。 

３ 被災住宅の応急措置に関すること。 

４ 都市復興計画に関すること。 

５ 応急危険度判定ボランティアの受入れに関すること。 

６ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

７ 庁舎その他の建造物の応急整備及び修繕に関すること。 

８ 民間被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

９ 都が行うがれき処理への協力窓口に関すること。 

災対教育施設部 

１ 被災者の収容に関すること。 

２ 避難所及び収容施設の設置、管理及び運営に関すること。 

３ 被災児童及び生徒の応急教育に関すること。 

２ 部の編成は、別表のとおりとする。 

３ 部に属すべき本部の職員は、別表に定める者のほか、当該部に対応する通常の行政組織

における機関に所属する職員のうちから部長が命ずる。 

４ 前２項に掲げるもののほか、部の編成に関し必要な事項は、本部長が定める。 

一部改正〔昭和40年規則44号・47年２号・50年56号・平成２年23号・8年32号・10

年29号・11年11号・14年37号・18年54号・19年76号・20年54号・21年12号・23年４

号・25年２号〕 

第８条 削除 

削除〔昭和40年規則44号〕 

（部長会議） 

第９条 本部長は、災害対策の推進を図るために必要があると認めるときは、部長会議を招

集することができる。 

２ 部長会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 

１ 本部長 

２ 副本部長 

３ 部長 

一部改正〔昭和40年規則44号〕 

第10条 削除 
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削除〔昭和40年規則44号〕 

（職務権限） 

第11条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織に

おける職務権限に基づき本部の事務を処理する。 

一部改正〔平成18年規則54号〕 

（雑則） 

第12条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。 

付則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 東京都災害対策本部中央区支隊規則（昭和34年４月東京都中央区規則第５号）は、

廃止する。 

付則（昭和39年９月30日規則第48号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付則（昭和40年６月１日規則第44号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付則（昭和42年８月１日規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付則（昭和46年６月30日規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付則（昭和47年１月20日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付則（昭和48年９月１日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付則（昭和49年４月１日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和50年８月15日規則第56号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和51年５月20日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和52年５月20日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和52年８月23日規則第43号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和53年８月１日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和54年５月31日規則第25号） 

この規則は、昭和54年６月１日から施行する。 

附則（昭和56年４月１日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附則（昭和57年４月１日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和57年12月20日規則第51号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和58年４月１日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和60年４月１日規則第13号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表厚生部の部福祉課の款児童係の項の改

正規定は、昭和60年４月16日から施行する。 

附則（昭和61年４月１日規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和62年９月１日規則第39号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（昭和63年６月１日規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成元年７月１日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成２年６月27日規則第23号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成３年６月30日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成４年６月29日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成５年４月23日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成６年４月28日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成７年５月10日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成８年５月20日規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成９年５月15日規則第28号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成10年６月30日規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成11年３月31日規則第11号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附則（平成13年６月29日規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

- 193 -



- 194 - 
 

附則（平成14年11月１日規則第37号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成15年８月29日規則第30号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成16年９月１日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成18年８月10日規則第54号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成19年12月14日規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成20年12月15日規則第54号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成21年４月１日規則第12号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成23年３月31日規則第４号） 

 この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附則（平成23年８月１日規則第19号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成24年３月31日規則第６号） 

 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附則（平成25年３月１日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成25年３月30日規則第４号） 

 この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附則（平成25年９月30日規則第42号） 

 この規則は、平成25年10月１日から施行する。 

附則（平成26年３月31日規則第９号） 

 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附則（平成27年３月31日規則第20号） 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 

別表（第７条関係） 

全部改正〔平成２年規則23号〕、一部改正〔平成３年規則36号・４年27号・５年 

25号・６年25号・７年25号・８年32号・９年28号・10年29号・11年11号・13年29 

号・14年37号・15年30号・16年41号・18年54号・19年76号・20年54号・21年12号 

・23年４号・19号・24年６号・25年２号・４号・42号・26年９号・27年20号〕 
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63．中央区災害対策本部運営要綱 (本文98頁) 
 

第１章 総則 

（この要綱の目的） 

第１ この要綱は、中央区災害対策本部条例施行規則（昭和38年５月東京都中央区規則第13号。

以下「規則」という。）第12条に基づき中央区災害対策本部の運営についての基本的な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号

に定める災害で災害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第１条に定める程度のものをいう。 

第２章 本部の設置及び廃止 

（本部の設置） 

第３ 区長は、中央区（以下「区」という。）の地域について災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合で、第３章の非常配備態勢を発令する必要があると認めたときは、本部を設置す

る。 

２ 本部の部長（以下「部長」という。）の職に充てられている者は、本部を設置する必要があ

ると認められたときは、防災危機管理室長に本部の設置を要請することができる。 

３ 防災危機管理室長は、上記２の要請があった場合、又はその他の状況により本部を設置する

必要があると認めたときは、規則第５条第１項の本部員の職に充てられている者に協議して、

本部の設置を区長に申請しなければならない。 

（本部の設置等の通知等） 

第４ 防災危機管理室長は、本部が設置されたときは、直ちに次に掲げる者に本部の設置を通知

しなければならない。 

(1) 部長 

(2) 中央区防災会議の委員 

(3) 東京都知事 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

２ 部長は、前項の規定による通知を受けたときは、所属職員に対し周知徹底させなければなら

ない。 

（本部の廃止） 

第５ 区長は、区の区域について災害が発生するおそれがなくなったと認めたとき、又は災害応

急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。 

２ 本部の廃止の通知等は、上記第４に準じて処理する。 

第３章 本部の非常配備態勢 

（非常配備態勢の種別） 

第６ 災害時における本部の活動態勢の基準は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 第１非常配備態勢 

イ 時期 

 おおむね24時間後に災害が発生するおそれがあるとき、又はその他の状況により本部長
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がこの指令を発したとき。 

ロ 態勢 

 水防その他災害の発生を防ぐための措置を強化し、救助その他災害の拡大を防止するた

めに必要な準備を開始するほか、通信情報活動を主とする。 

(2) 第２非常配備態勢 

イ 時期 

 おおむね12時間後に災害が発生するおそれがあるとき、若しくは局地災害が発生したと

き、又はその他の状況により、本部長がこの指令を発したとき。 

ロ 態勢 

 本部職員の約３分の１をもってこれに当たり、第１非常配備態勢を強化するとともに局

地災害に直ちに対処できる態勢とする。 

(3) 第３非常配備態勢 

イ 時期 

 事態が切迫し、相当の地域について災害が発生すると予想されるとき、若しくは発生し

たとき、又はその他の状況により、本部長がこの指令を発したとき。 

ロ 態勢 

 本部職員の半数以上をもってこれに当たり、相当地域の災害に直ちに対処できる態勢と

する。 

(4) 第４非常配備態勢 

イ 時期 

 災害が拡大し、第３非常配備態勢では対処できないとき、又はその他の状況により、本

部長がこの指令を発したとき。 

ロ 態勢 

 本部の全力をもって当る態勢とする。 

（職員の自動参集） 

第７ 職員は正規の勤務時間（中央区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程（平成10年４月

東京都中央区訓令甲第４号）第２条の規定により割り振られた時間をいう。）外等に震度６弱

以上の地震が東京に発生した場合は、第４非常配備態勢が指令されたものとみなし、あらかじ

め指定された場所に参集するものとする。 

（非常配備態勢の特例） 

第８ 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、特定の部に対してのみ非

常配備態勢の指令を発し、又は特定の部に対して種別の異なる非常配備態勢の指令を発するこ

とができる。 

（非常配備態勢に基づく措置） 

第９ 部長は、あらかじめ部が非常配備態勢の種別に応じて措置すべき要領を定め、所属職員に

対し周知徹底させておかなければならない。 

２ 部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、前項の要領に基づき、所属職員に必要な指示

をしなければならない。 

第４章 部の編成及び分掌事務 
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第10 部の編成及び分掌事務は、規則の定めるところによる。 

第５章 職員の配置及び服務 

（職員の配置） 

第11 部長は、あらかじめ部の分掌事務を遂行するため、各非常配備態勢において本部の事務に

配置すべき職員を規則第７条第３項の規定に基づく本部の職員として任命し、必要な名簿を備

えておかなければならない。 

２ 部長は、あらかじめ別記第１号様式により非常配備態勢別の職員の動員表を作成し、本部長

に報告するとともに、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。 

３ 部長は、あらかじめ職員の非常参集方法を定め、所属職員に対し周知徹底させておかなけれ

ばならない。 

４ 部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応ずる次の措置をとらな

ければならない。 

(1) 動員表に基づき職員を所定の部署に配備すること。 

(2) 動員表に準じ総務部長へ動員状況を報告すること。 

(3) その他高次の非常配備態勢の配置に移行できる措置を講ずること。 

（職員の服務） 

第12 本部の職員は、本部が設置された場合は次の事項を厳守しなければならない。 

(1) 常に災害に関する情報及び本部の指示に注意すること。 

(2) 不急の行事、会議、出張等を中止すること。 

(3) 正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと。 

(4) 勤務場所を離れている場合においても常に所在を明らかにし、進んで上司と連絡をとる

こと。 

(5) 非常配備態勢が発令されたときは、動員表に従って参集すること。 

２ すべて本部の職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え、住民の誤解を招き、又は本

部の活動に支障をきたすことのないよう、厳しく注意しなければならない。 

第６章 本部連絡員 

（本部連絡員の職務等） 

第13 本部長室と部の連絡、部相互の連絡調整を推進するため部ごとに本部連絡員を置く。 

２ 部長は、あらかじめ部所属の課長の職にある者のうちから複数の本部連絡員を指名し、別記

第２号様式により本部長に報告しなければならない。 

（本部連絡員の招集） 

第14 防災危機管理室長は、本部長室が開設されたとき又は部相互間の連絡調整をはかるため必

要があると認めたときは、本部連絡員を招集することができる。 

第７章 本部長室の開設及び本部長室の議事 

（本部長室の開設） 

第15 本部長は、原則として第２非常配備態勢を発令したときは、規則第３条の本部長室の構成

員を招集するものとする。 

２ 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、規則第５条第２項の本部員

を指名するものとする。 
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３ 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部長室に、区防災会議の委員が属する機関の

派遣員、その他本部長室の構成員以外の者の出席を求めることができる。 

（本部長室の議事） 

第16 本部長室に付議する事項は、規則第２条に定める審議策定事項及び中央区地域防災計画に

定める報告事項とする。 

２ 部長は付議事項について特に必要があると認めたときは、適当と認める説明者を出席させる

ことを求めることができる。 

第８章 本部長室における発信事項及び受信事項の処理 

（発信事項の処理） 

第17 災対指令部指令通信課長は、本部長の指示事項及び本部長室の付議事項のうち必要と認め

た事項について、発信文を発議し、防災危機管理室長の確認を得た上、本部連絡員等に伝達し

なければならない。 

（受信事項の処理） 

第18 災対指令部指令通信課長は、受信した事項を本部長室に付議するとともに本部連絡員等に

連絡しなければならない。 

２ 災対指令部指令通信課長は、本部長室における受信事項を整理集計しておかなければならな

い。 

（通信用紙） 

第19 本部長室における発信事項及び受信事項の処理は、別記第３号様式の用紙を使用するもの

とする。 

第９章 部長会議 

（会議の招集） 

第20 部長会議は、おおむね次の場合に招集する。 

(1) 本部長室において招集を審議決定したとき。 

(2) 部長から招集の要請があったとき。 

(3) その他重要な災害対策に関して連絡調整を図る必要があるとき。 

２ 部長会議の招集場所は、その都度指示する。 

３ 部長は、必要な補佐員を伴って会議に出席することができる。 

（資料の準備） 

第21 部長は、部長会議に出席するときは、所管事項についてとった措置及びとろうとする措置

の概要その他参考となる資料を準備しなければならない。 

第10章 本部の財務 

（本部の財務） 

第22 本部の財務は、通常の行政組織における職務権限により処理する。 

第11章 災害対策の実施 

第23 本部の各機関が実施する災害対策は、この要綱に定めるもののほか、中央区地域防災計画

の定めるところによる。 

第12章 本部の被服及び標識 

第24 本部の被服及び標識については、別に定める。 
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   附則（平成２年７月５日 ２中地防第351号） 

 この要綱は、平成２年７月１日から適用する。 

   附則（平成８年10月14日 ８中地防第260号） 

 この要綱は、平成８年10月１日から適用する。 

   附則（平成11年３月29日 10中地管第585号） 

 この要綱は、平成11年４月１日から適用する。 

   附則（平成20年３月31日 20中区防第313号） 

 この要綱は、平成21年４月１日から適用する。 
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第１号様式 

  非常配備態勢別動員表 

  部 

部 課 
所  属 

職 員 数 

第１非常

配備態勢 

第２非常

配備態勢 

第３非常

配備態勢 

第４非常

配備態勢 
備  考 

 
 

部 

 管理職       

   課       

 管理職       

   課       

合    計       

（注）１ 所属職員数は、本部組織に対する通常の行政組織に所属する総職員数を記入すること。 

２ 女子職員数は、カッコ内書とする。 

３ 部に所属する管理職は、庶務担当課の管理職欄に記入すること。 

４ 備考欄は、交替方法等を記入すること。 

 

第２号様式 

  本部連絡員名簿 

  部  

通常の行政組織 

における職名 

本部組織に 

おける職名 
氏   名 電 話 住   所 

     

     

     

（注）１ 自宅に電話がない場合は、必ず呼出し電話を記入すること。 

２ 各人ごとに自宅付近の案内図を添付すること。 

 

第３号様式 

  資料編25．被害状況報告書様式を参照 

- 200 -



- 201 - 
 

64．中央区職員の警戒勤務に関する規程 (本文102頁) 
 

昭和 59 年３月９日 

訓令甲第１号 

改正 平成元年４月１日訓令甲第９号 平成２年４月１日訓令甲第６号

 平成４年７月１日訓令甲第10号 平成７年４月28日訓令甲第５号

 平成10年４月１日訓令甲第４号 平成11年４月１日訓令甲第１号

 平成15年４月８日訓令甲第８号 平成20年５月１日訓令甲第８号

 平成21年４月１日訓令甲第４号 平成26年４月１日訓令甲第３号

 平成27年４月１日訓令甲第１号

中央区職員の警戒勤務に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、区長が指定する職員の警戒勤務について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において「警戒勤務」とは、正規の勤務時間（中央区職員の勤務時間、休憩時

間等に関する規程（平成 10 年４月中央区訓令甲第４号）第２条の規定により割り振られた時

間をいう。）外等に発生する地震災害等の非常事態に対処するための宿直勤務及び日直勤務を

いう。 

一部改正〔平成７年訓令甲５号・10 年４号〕 

（警戒勤務職員） 

第３条 警戒勤務に従事する職員として区長が指定する職員（以下「警戒勤務職員」という。）

は、部長、課長及びこれらに相当する職にある者（医師を除く。）とする。 

一部改正〔平成７年訓令甲５号・15 年８号・26 年３号〕 

（職務） 

第４条 警戒勤務職員は、防災危機管理室長の指定する場所において警戒勤務するとともに、地

震災害等が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号）第 23 条の２に基づく災害対策本部が設置されるまでの間、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 災害に関する情報の収集及び防災危機管理室長等への通報に関すること。 

２ 災害対策本部の設置準備に関すること。 

３ 臨時非常配備態勢の確立及び参集職員に対する指揮監督に関すること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

２ 警戒勤務職員は、前項に規程する職務を遂行するに際し防災危機管理室長から指示があつた

ときは、これに従うものとする。 

一部改正〔平成２年訓令甲６号・11 年１号・20 年８号・21 年４号・26 年３号〕 

（警戒勤務時間） 

第５条 警戒勤務時間の区分は、別表のとおりとする。 

２ 警戒勤務職員の警戒勤務日及び警戒勤務時間は、防災危機管理室長が定め、あらかじめ当該

職員に通知する。 

一部改正〔平成元年訓令甲９号・２年６号・４年 10 号・７年５号・11 年１号・20 年８号・

21 年４号〕 

（事務引継ぎ等） 

- 201 -



- 202 - 
 

第６条 警戒勤務職員が警戒勤務を終了したときは、防災危機管理室長又は交替者に事務を引き

継ぐものとする。 

２ 警戒勤務職員は、前項の規定により交替者に事務を引き継ぐ場合においては、これを終了し

ない限り、警戒勤務時間経過後であつても、なお、その勤務を続けなければならない。 

一部改正〔平成２年訓令甲６号・11 年１号・20 年８号・21 年４号〕 

（疾病等による警戒勤務の交替等） 

第７条 警戒勤務職員が、疾病その他やむを得ない事情により第５条第２項の規定により定めら

れた警戒勤務に就くことができない場合には、速やかに警戒勤務職員のうちから交替者を定め、

防災危機管理室長の承認を受けなければならない。 

２ 警戒勤務職員が警戒勤務中、やむを得ない事情によりその勤務を続けることができなくなつ

たときは、警戒勤務職員のうちから交替者を定め、その者の登庁を待つて退庁することができ

る。この場合においては、事後において防災危機管理室長に届け出なければならない。 

一部改正〔平成２年訓令甲６号・７年５号・11 年１号・20 年８号・21 年４号・26 年３号〕 

（事務の所管） 

第８条 この規程の実施に関する事務は、総務部危機管理課において行う。 

一部改正〔平成２年訓令甲 6号・11 年１号・21 年４号・27 年第１号〕 

（細部施行） 

第９条 この規程の施行に関し必要な事項は、防災危機管理室長が定める。 

一部改正〔平成２年訓令甲６号・11 年１号・21 年４号〕 

附則 

この規程は、昭和 39 年４月１日から施行し、同日から始まる警戒勤務について適用する。 

附則（平成２年４月１日訓令甲第６号） 

１ この訓令は、平成２年４月１日から施行する。 

２ この訓令の施行の際、既にこの訓令による改正前の東京都中央区職員の警戒勤務に関する

規程の規定に基づき、この訓令の施行の日以後の日に係る警戒勤務職員の警戒勤務日及び警戒

勤務時間について総務部長が定め、かつ通知したものにあっては、この訓令による改正後の東

京都中央区職員の警戒勤務に関する規程の規定に基づき、地域振興部長が定め、かつ通知した

ものとみなす。 

附則（平成７年４月 28 日訓令甲第５号） 

１ この訓令は、平成７年５月１日から施行する。 

２ 平成７年４月５日からこの訓令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に

おいて、施行日以後の日に係る警戒勤務職員の警戒勤務日及び警戒勤務時間についてなされた

決定その他の行為は、この訓令による改正後の東京都中央区職員の警戒勤務に関する規程の規

定に基づきなされたものとみなす。 

附則（平成 11 年４月１日訓令甲第１号） 

この規程の施行の際、既に第五条の規定による改正前の東京都中央区職員の警戒勤務に関す

る規程第５条第３項の規定に基づき、地域振興部長が定め、通知した平成 11 年４月１日以後

の警戒勤務日及び警戒勤務時間は、第五条の規定による改正後の東京都中央区職員の警戒勤務

に関する規程第５条第３項の規定に基づき、区民部長が定め、通知したものとみなす。 
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附則（平成 15 年４月８日訓令甲第８号） 

この訓令は、平成 15 年５月１日から施行する。 

附則（平成 20 年５月１日訓令甲第８号） 

 平成 20 年４月９日からこの訓令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に

おいて、施行日以後の日に係る警戒勤務職員の警戒勤務日及び警戒勤務時間についてなされた

決定その他の行為は、この訓令による改正後の中央区職員の警戒勤務に関する規程の規定に基

づきなされたものとみなす。 

附則（平成 21 年４月１日訓令甲第４号） 

この訓令の施行の際、既に第４条の規定による改正前の中央区職員の警戒勤務に関する規定

第５条第２項の規定に基づき、区民部長が定め、及び通知した平成 21 年４月１日以後の警戒

勤務日及び警戒勤務時間は、第四条の規定による改正後の中央区職員の警戒勤務に関する規定

第５条第２項の規定に基づき、防災危機管理室長が定め、及び通知したものとみなす。 

附則（平成 26 年４月１日訓令甲第３号） 

この訓令による改正後の中央区職員の警戒勤務に関する規程第３条の規定は、平成 26 年５

月７日に始まる警戒勤務から適用する。 

附則（平成 27 年４月１日訓令甲第１号） 

この訓令は、平成 27 年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

 

警戒勤務日 種別 警戒勤務時間 

月曜日から金曜日まで（休日を除く。） 宿直勤務 午後５時15分から翌日の午前８時30分まで 

日曜日及び土曜日並びに休日 
日直勤務 午前８時30分から午後５時15分まで 

宿直勤務 午後５時15分から翌日の午前８時30分まで 

備考 休日とは、中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成 10 年３月中央区条例第３号）第

10 条に規定する日をいう。 

追加〔平成７年訓令甲５号〕、一部改正〔平成 10 年訓令甲４号〕 
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65．中央区災害応急指令員勤務要領 (本文102頁) 
 

地 域 振 興 部 長 決 裁 

四 中 地 防 第 1 2 1号 

平成４年７月１日施行 

 

第１ 目的 

  この要領は、中央区非常勤職員の設置、任用等に関する要綱に基づく災害応急指令員の勤

務条件等について定め、もって災害応急指令員の職務の円滑な運営に資することを目的とす

る。 

第２ 勤務命令 

１ 災害応急指令員の勤務の割振りは危機管理課長（以下「課長」という。）が定める。 

２ 勤務を命じられた者が、疾病、事故その他やむを得ない事情により勤務に服することができ

ないときは、あらかじめ課長に申し出なければならない。 

３ 前項の申出があった時は、課長は他の者に交替を命ずることができる。 

第３ 勤務時間等 

１ 災害応急指令員の勤務時間は、次に掲げる区分により定めることとする。 

(1) 月曜日から金曜日までの間にあっては、午後４時45分から翌日の午前９時30分までとす

る。 

(2) 日曜日及び土曜日にあっては、午前９時から翌日の午前９時30分までとする。 

２ 祝日及び年末年始（12月29日から12月31日まで及び１月２日、１月３日）については、第３

の１の(2)に準じる。 

３ 第３の１の(2)及び第３の２の場合における災害応急指令員は、勤務時間経過後であっても、

交替の災害応急指令員に事務の引継ぎを終了しない限り、なお服務しなければならない。 

４ 第３の１及び第３の２に定める勤務時間の割振りにより難い特別の事由が発生した場合は、

課長は臨時にこれを変更することができる。 

５ 勤務時間及び勤務態様の細部は別表のとおりとする。 

第４ 出退勤時の引継ぎ 

１ 災害応急指令員が出勤したときは、課長又は前任の災害応急指令員から所定の勤務日誌等の

引渡しを受けるとともに、事務の引継ぎを受けるものとする。 

２ 災害応急指令員が退勤するときは、勤務日誌に所定の事項を記載し、課長又は交替の災害応

急指令員に引継ぎしなければならない。 

   付則 

 この要領は、平成元年７月１日から施行し、施行日の属する週の土曜日から適用する。 

   附則 

 この要領は平成27年４月１日から施行する。 
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66．災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例（抄）(本文119頁) 
 

昭和38年３月20日 

条 例 第 1 5 号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第84条第１項および水防法（昭

和24年法律第193号）第45条の規定に基づき、災害対策基本法第65条の規定により応急措置の

業務に従事した者及び水防法第24条の規定により水防に従事した者（以下「従事者」という。）

に係る損害補償について定めることを目的とする。 

（昭42条例27・全改、平成17条例38・一部改正） 

（通知） 

第３条 従事者が応急措置の業務又は水防（以下「応急措置の業務等」という。）に従事したこ

とにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応急措置の業務等に従事したことによ

る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、区長は、損害補償を

受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やか

に通知しなければならない。 

（昭42条例27・昭57条例32・一部改正） 

（損害補償の申請） 

第４条 損害補償を受けようとする者は、区規則の定めるところにより区長に申請しなければな

らない。 

（昭42条例27・一部改正） 

第２章 損害補償 

（昭42条例27・改称） 

（損害補償の種類） 

第５条 第１条の損害補償の種類は、次に掲げるものとする。 

１ 療養補償 

２ 休業補償 

３ 傷病補償年金 

４ 障害補償 

 イ 障害補償年金 

 ロ 障害補償一時金 

５ 介護補償 

６ 遺族補償 

 イ 遺族補償年金 

 ロ 遺族補償一時金 

７ 葬祭補償 

（昭41条例18・昭42条例27・昭52条例28・平８条例21・一部改正） 

〔参考〕 

根拠法令 

 災害対策基本法 

第84条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第

65条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定又は同条第２項において準用

する第63条第２項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場に

ある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、

負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、当該市町村は、政令で定め

る基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれ
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らの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

② 都道府県は、第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定める基準に

従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因

によって受ける損害を補償しなければならない。 

 水防法 

第45条 第24条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、

若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、

若しくは障害の状態となったときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市

町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定める

ところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなけ

ればならない。 

参 照 条 文 

 災害対策基本法 

第65条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとして

いる場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町

村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に

従事させることができる。 

② 第63条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

第63条 

② 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職

権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、

警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場

合において、同項に規定する市町村長の職権を行なったときは、警察官又は海上保安官は、

直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

 水防法 

第24条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があると

きは、当該水防管理団体の区域内に住居する者、又は水防の現場にある者をして水防に従

事させることができる。 

 健康保険法 

第76条第２項 

② 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定する

ものとする。 
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67．中央区災害医療運営連絡会設置要綱 (本文240頁) 
 

（目的） 

第１ この要綱は、災害時の医療救護活動の円滑な実施を図るため、昭和52年６月１日中央区（以

下「区」という。）と中央区医師会及び日本橋医師会との間に締結された「災害時の医療救護

活動についての協定書」第13条、平成９年６月３日区と京橋歯科医師会及び日本橋歯科医師会

との間に締結された「災害時の医療救護活動についての協定書」第12条、並びに平成９年６月

３日区と京橋薬剤師会及び日本橋薬剤師会との間に締結された「災害時の医療救護活動につい

ての協定書」第11条の規定に基づき、中央区災害医療運営連絡会（以下「連絡会」という。）

の設置及び運営について定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２ 連絡会は、災害時の医療救護活動の円滑な実施のため、医療救護班及び薬剤師班の派遣等

必要な医療救護に関する事項について協議及び連絡調整を行う。 

（構成） 

第３ 連絡会は、会長及び委員19名で組織する。 

（会長） 

第４ 会長は、中央区総務部防災危機管理室長をもって充てる。 

２ 会長は連絡会を代表し、会務を主宰する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（委員） 

第５ 委員は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 医師会 

中央区医師会代表  １名 

日本橋医師会代表  １名 

(2) 歯科医師会 

京橋歯科医師会代表  １名 

日本橋歯科医師会代表  １名 

(3) 薬剤師会 

京橋薬剤師会代表  １名 

日本橋薬剤師会代表  １名 

(4) 区 

中央区保健所長 

総務部防災課長 

福祉保健部管理課長 

福祉保健部生活衛生課長 

福祉保健部健康推進課長 

教育委員会事務局庶務課長 

(5) 警察署 

中央警察署警備課長 
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久松警察署警備課長 

築地警察署警備課長 

月島警察署警備課長 

(6) 消防署 

京橋消防署警防課長 

日本橋消防署警防課長 

臨港消防署警防課長 

（会議） 

第６ 連絡会は会長が必要に応じて招集する。 

２ 委員が出席できないときは、代理者が出席することができる。 

３ 会長は必要に応じて事案に関係する者を出席させることができる。 

（庶務） 

第７ 連絡会の庶務は、中央区総務部防災課において処理する。 

（その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が連絡会に諮って定める。 

   附則 

 この要綱は、昭和57年12月９日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、昭和58年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 
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68．中央区小災害り災者見舞金等支給要綱 (本文311頁) 
 

昭和59年３月17日 

59中総自発第17号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区（以下「区」という。）の区域内（以下「区内」という。）において

発生した小災害により被害を受けた者（以下「り災者」という。）又はその遺族に対し、見舞

金又は弔慰金（以下「見舞金等」という。）を支給し、災害見舞の意を表すことを目的とする。 

（小災害） 

第２条 この要綱における小災害とは、災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受けるに

至らない火災、風水害等で、現にり災者が居住している住宅に起きた災害をいい、その等級及

び種類は、次のとおりとする。 

 

等 級 種  類 り 災 の 程 度 

第１級 
全   焼 
全   壊 

全 流 失 

住宅の70パーセント以上を焼損、損壊又は流失したもの 
 

 

第２級 

半   焼 
半   壊 

半 流 失 

住宅の20パーセント以上70パーセント未満を焼損、損壊又は
流失したもの 

 

床 上 浸 水 浸水が、住宅の居室の床に達した程度のもの。 

第３級 

部 分 焼 
 

住宅の20パーセント未満を焼損し、一時的に居住することが
できないもの 

水   損 
 

火災等の消火等のため、住宅の内部が冠水し、一時的に居住
することができないもの 

 
（見舞金の支給） 

第３条 見舞金は、区内に住所を有する者（以下「区民」という。）が、小災害にあった場合、

当該世帯の世帯主に支給する。ただし、生計を一にする同居人及び雇用人には、支給しない。 

２ 区民が小災害により重傷を負ったときは、見舞金を支給する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めるときは、見舞金を支給するこ

とができる。 

（見舞金の額） 

第４条 見舞金の額は、次の各号の小災害の等級に応じ、当該各号に定める額とする。 

一 第１級   １世帯 ６万円（単身世帯 ３万円） 

二 第２級   １世帯 ４万円（単身世帯 ２万円） 

三 第３級   １世帯 ２万円（単身世帯 １万円） 

２ 前条第２項の規定により支給する見舞金の額は、３万円とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、別に見舞金の額を定めること

ができる。 

（弔慰金の支給） 

第５条 区民が小災害により死亡したときは、その遺族に、弔慰金を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めるときは、区民以外の者が死亡し

た場合であっても弔慰金を支給することができる。 

（弔慰金の額） 
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第６条 弔慰金の額は、死亡者一人につき、６万円とする。 

（見舞金等の不支給） 

第７条 発生した小災害が、り災者の故意により引き起こされたときは、当該り災者に係る見舞

金等は、支給しない。 

（小災害の等級の決定） 

第８条 区内において小災害が発生した場合、防災危機管理室長は、直ちにり災現場を調査の上、

小災害の等級を決定しなければならない。 

２ 前項の決定に当たって疑義を生じた場合は、区長の指示を受けるものとする。 

（見舞金等の支給事務） 

第９条 見舞金等の支給事務は、防災危機管理室長が統括し、総務部防災課長（以下「防災課長」

という。）がこれを行う。 

２ 防災課長は、前条第１項により小災害の等級の決定があったときは、速やかに、見舞金等を

支給しなければならない。 

（細部施行） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、防災危機管理室長

が定める。 

   附則 

 この要綱は、昭和59年４月１日から施行する。 

   附則（平成元年３月24日63中総自第1554号） 

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

   附則（平成２年４月１日２中地防第９号） 

 この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

   附則（平成20年３月31日20中区防第313号） 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 
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69.中央区災害義援金配分委員会設置要綱 (本文325頁) 

 
令 和 ２ 年 ８ 月 ３ 日 

２ 中 福 管 第 5 1 8号 

（設置） 

第１条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された災害により、被災した区民に対

する義援金の配分を適正に行うため、中央区災害義援金配分委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（用語） 

第２条  この要綱で使用する用語の意義は、災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年１０

月中央区条例第２０号）で使用する用語の例による。 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、義援金の配分に関し次に掲げる事項について審議の上、決定する。 

 ⑴ 配分対象者に関する事項 

 ⑵ 配分基準に関する事項 

 ⑶ 配分時期に関する事項 

⑷ 配分方法に関する事項 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項 

(組織) 

第４条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 ⑴ 副区長（福祉保健部を所管する者） 

⑵ 福祉保健部長 

⑶ 総務部防災危機管理室長 

 ⑷ 社会福祉法人中央区社会福祉協議会事務局長 

 ⑸ 京橋・日本橋・月島各地域の民生・児童委員協議会会長 

（任期） 

第５条 委員の任期は、義援金の寄託を受けたときから２年とし、再任を妨げない。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、副区長をもって充て、副委員長は、福祉保健部長をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉保健部管理課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附則 

この要綱は、令和２年８月３日から施行する。 
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70．災害対策基本法（抄） 
 

昭和36年11月15日 

法 律 第 2 2 3 号 

 

（市町村地域防災計画） 

第42条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村

長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村

地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業

務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであって

はならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体そ

の他防災上重要な施設の管理者（第４項において「当該市町村等」という。）の処理すべき

事務又は業務の大綱 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練

その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、

消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、

資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

四 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と

認める事項 

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及

び当該地区に事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地区居住者等」という。）

が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が

発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関す

る計画（同条においては「地区防災計画」という。）について定めることができる。 

４ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合におい

て当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮す

るものとする。 

５ 市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、

速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道

府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、

必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第21条の規定は、市町村長が第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正す

る場合について準用する。 

第42条の２ 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防

災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災

計画の素案を添えなければならない。 

２ 前項の規程による提案（以下この条において「計画提案」という。）は、当該計画提案に係

る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令

で定めるところにより行うものとする。 

３ 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村

地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めら

れるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。 

４ 市町村防災会議は、前項の規程により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市町村地
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域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその

理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければならない。 

５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る

地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなければならない。 

 

 （関係行政機関等に対する協力要求） 

第21条 都道府県防災会議及び市町村防災会議（地方防災会議の協議会を含む。以下次条におい

て「地方防災会議等」という。）は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳そ

の他必要な協力を求めることができる。 
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71．東京都震災対策条例施行規則 
平成13年３月30日 

規 則 第 5 2 号 

 

東京都震災対策条例施行規則を公布する。 

東京都震災対策条例施行規則 

東京都震災予防条例施行規則（昭和47東京都規則第85号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（事業所防災計画に規定すべき事項） 

第２条 条例第10条の規定に基づき事業者が作成する事業所防災計画に規定すべき事項は、震災

に備えての事前計画、震災時の活動計画その他の防災上必要な事項とし、消防総監が別に定め

る。 

（事業所防災計画を届け出なければならない施設） 

第３条 条例第11条に規定する知事が指定する施設は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

第２条に規定する指定公共機関、指定地方公共機関その他これらに準ずる機関が管理する施設

のうちから、消防総監が別に定める。 

（事業所防災計画の届出） 

第４条 条例第11条の規定による届出をしようとする事業者は、消防総監が別に定める様式によ

る届出書を、所轄の消防署長を経由して消防総監に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書の提出部数は、正副各一部とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、届出に関し必要な事項は、消防総監が定める。 

（地域危険度の測定） 

第５条 知事は、条例第12条第１項に規定する地震に関する地域の危険度の調査及び研究に係る

測定については、おおむね５年ごとに実施しなければならない。 

（強震計を設置する工作物） 

第６条 条例第12条第２項の規定により強震計を設置する工作物は、次に掲げるものとする。 

一 公立学校 

二 公営共同住宅 

三 庁舎及び公会堂 

四 橋及び鉄道 

五 ダム、堤防及び水門 

六 岸壁及びさん橋 

七 その他防災対策上特に重要な工作物 

２ 前項の工作物に強震計を設置するときは、地盤の性質、工作物の構造及び用途並びに強震計

の地域的分布を考慮しなければならない。 

（特殊建築物等の指定） 
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第７条 条例第16条の規定により知事が指定する特殊建築物及び地下街は、東京都建築基準法施

行細則（昭和25年東京都規則第194号）第10条の表の（い）欄各項に掲げる用途に供するもの

で、その用途に供する部分が、同表の（ろ）欄の当該各項に掲げる規模又は階のものとする。 

（重要建築物の種類） 

第８条 条例第17条第１号のその他の官公庁建築物は、次に掲げるものとする。 

一 消防署、警察署、都の本庁舎、地域防災センター及び防災通信施設 

二 建設事務所、東京港建設事務所、東京港管理事務所及び空港管理事務所 

三 治水事務所 

四 都立葬儀所 

五 保健所、浄水場、給水所及び下水処理場 

六 防災備蓄倉庫及び中央卸売市場 

七 災害対策住宅及び職務住宅 

２ 条例第17条第２号のその他これらに準ずる建築物は、次に掲げるものとする。 

一 東京都養護老人ホーム条例（平成11年東京都条例第136号）に規定する養護老人ホーム及

び東京都立ナーシングホーム条例（平成11年東京都条例第135号）に規定するナーシングホ

ーム 

二 都立の障害児者施設 

（平20規則107・一部改正） 

（落下危険物の安全性の基準） 

第９条 条例第20条に規定する落下危険物の落下を防止するための防災上安全な基準は、建築基

準法施行令（昭和25年政令第338号）39条の定めによる。 

（宅地造成地の安全性の基準） 

第10条 条例第21条に規定する宅地造成地の地震に対する防災上安全な基準は、宅地造成等規制

法施行令（昭和37年政令第16号）第２章に定める工事の技術的基準とする。 

（有害物取扱施設の安全性の基準） 

第11条 条例第31条に規定する有害物を取り扱う施設の防災上安全な基準は、放射性同位元素等

による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）第13条に定めるもののほか、

厚生労働大臣が定める基準とする。 

（防災訓練の範囲） 

第12条 条例第41条第１項に規定する防災訓練は、次に掲げるものとする。 

一 東京都が主催するもの 

二 警視庁又は警察署が主催するもの 

三 東京消防庁又は東京消防庁所管の消防署が主催するもの 

（災害補償の実施） 

第13条 知事は、条例第41条第２項の規定に基づき、前条の防災訓練に参加した者が、当該防災

訓練上の事故（以下単に「事故」という。）により、死亡し、又は負傷し、若しくは障害の状

態となった場合は、その者に係る災害補償として、次条から第17条まで及び第19条から第22条

までに定めるところにより災害補償を受けるべき者又は遺族に対し、支給する。 

（災害補償の種類） 
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第14条 前条の規定により知事が支給する災害補償の種類は、次に掲げるものとする。 

一 入院療養補償 

二 通院療養補償 

三 休業補償 

四 後遺障害一時金 

五 死亡一時金 

（災害補償の金額） 

第15条 入院療養補償、通院療養補償及び休業補償は、事故により負傷した者が、別表第１の上

欄に掲げる区分に応じて、同表中欄に掲げる災害補償の要件に該当する場合に、同表下欄に掲

げる方法により計算して得た金額を支給する。ただし、同一の事故により入院療養補償及び通

院療養補償を併せて行う場合には、31万5,000円を限度とする。 

（後遺障害一時金） 

第16条 後遺障害一時金は、第12条の防災訓練に参加した者が、事故により障害の状態になった

場合で、当該障害が固定した日から起算して180日以内で、かつ、事故発生の日から起算して

１年６箇月以内において、別表第２に定める後遺障害があるときに、当該後遺障害の程度に対

応する等級ごとに定める金額を支給する。ただし、当該後遺障害が同表に定める後遺障害の二

以上に該当する場合の等級は、重い後遺障害に対応する等級による。 

２ 事故発生の日から起算して１年６箇月を経過してもなお治療を要する場合で、かつ、別表第

２に定める後遺障害があるため、知事が補償を行う必要があると認めたときは、同項の規定を

準用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、障害のある者が、事故を原因として同一部位について障害の程

度を加重することとなった場合には、これらの規定の例により算出した金額から従前の障害に

対応するこれらの規定の例により算出した金額を差し引いた金額を支給する。 

（死亡一時金） 

第17条 死亡一時金は、第12条の防災訓練に参加した者が、事故を原因として、事故発生の日か

ら起算して180日を経過する日までに死亡した場合に、その者の遺族（特別区の消防団員等の

公務災害補償に関する条例（昭和41年東京都条例第84号）第11条の規定において、「遺族補償

金」を「死亡一時金」と、「消防団員等」を「死亡した者」と読み替えて準用する遺族とする。

以下同じ。）に対し支給し、その額は、700万円とする。 

（訓練会場までの往復経路上の事故に対する災害補償） 

第18条 知事は、第12条に規定する防災訓練に参加するため防災訓練会場までの往復経路（合理

的な経路及び方法によるものに限る。）上において、死亡し、又は負傷し、若しくは障害の状

態となった場合は、災害補償を受けるべき者又は遺族に対し、前３条の規定を準用する。ただ

し、支給する金額は、これらの規定に従って算出した金額の二分の一を限度として知事が定め

るものとする。 

（災害補償金計算の特例） 

第19条 正当な理由なくその治療を怠ったため、障害の程度を加重することとなった場合は、そ

の影響がなかったものとして、前４条の規定を適用する。 

２ 事故等（事故及び前条に規定する場合をいう。以下同じ。）の発生時に既に有していた疾病
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又は事故等後その障害の原因となった事故等と関係なく生じた障害若しくは疾病の影響によ

り、当該障害の程度を加重することとなったときは、それらの影響がなかったものとして、前

４条の規定を適用する。 

３ 知事は、災害補償の原因となった事故等の発生について本人に重大な過失があるときは、そ

の過失の程度に応じてその災害補償の金額を減額することができる。 

（防災訓練に係る災害補償の認定） 

第20条 第12条に規定する防災訓練の主催者（以下「主催者」という。）は、その主催した防災

訓練において事故等が発生した場合は、事故等の発生の日から７日以内に知事に報告しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の報告を受けた場合は、その内容を審査した結果、災害補償の対象になると決

定したときは、主催者を経由して、その補償を受けるべき者又は遺族に対し、速やかに災害補

償の認定の通知をしなければならない。 

（災害補償の請求及び決定） 

第21条 災害補償を受けようとする者は、前条第２項の災害補償の認定の通知を受けた後、次の

各号の区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときに、知事に速やかに補償の請求を行わなけ

ればならない。 

一 入院療養補償、通院療養補償及び休業補償 当該療養又は休業が終了したとき。ただし、

その療養又は休業が一月を超えるときは、一月ごとに、当該月を経過したとき。 

二 後遺障害一時金 当該後遺障害が固定したとき。 

三 死亡一時金 災害認定の通知を受けたとき又は、事故等の発生の日から起算して180日を

経過する日までに死亡した場合の当該死亡したとき。 

２ 知事は、前項の規定による補償の請求を受けたときは、速やかに災害補償金額を決定し、そ

の旨を請求者に対して通知しなければならない。 

（災害補償に係る事項の委任） 

第22条 第13条から前条までに定めるもののほか、防災訓練に参加した者に対する災害補償に関

し必要な事項は、総務局長が別に定める。 

（避難場所の指定基準） 

第23条 条例第47条第１項に規定する避難場所は、次に掲げる条件を満たしていなければならな

い。 

一 周辺の市街地構成の状況から大震火災時のふく射熱に対して安全な面積を有する場所で

あること。 

二 避難場所の内部において震災時に避難者の安全性を著しく損なうおそれのある施設が存

在しないこと。 

（避難道路の指定基準） 

第24条 条例第48条に規定する避難道路は、避難場所と当該避難場所に避難しなければならない

人の居住地との距離が長く、又は火災による延焼の危険性が著しく、自由に避難することが困

難な地域について指定するものとする。 

２ 前項に規定する避難道路は、幅員15メートル以上のものとする。 

（避難場所又は道路の指定等の告示） 
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第25条 知事は、条例第47条の避難場所又は条例第48条の避難道路を指定し、又は取り消したと

きは、速やかに告示しなければならない。 

（土地及び家屋の利用計画） 

第26条 条例第52条第２項に規定する土地及び家屋の利用計画には、次に掲げる事項のための利

用方法を定めるものとする。 

一 救出及び救助活動 

二 災害時におけるヘリコプター緊急離着陸 

三 ボランティアの活動 

四 生活物資の集積及び輸送 

五 公営住宅等の建設 

六 庁舎の建設 

七 その他知事が必要と認める事項 

（活動拠点の指定等の告示） 

第27条 知事は、条例第52条第４項に規定する救出及び救助の活動拠点を指定し、又は取り消し

たときは、速やかに告示しなければならない。 

附則 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に知事及び区市町村が行う防災訓練に参

加した都民が、当該防災訓練により死亡し、又は傷害を受けた場合で、施行日において現に補

償の決定を受けていない都民に対する補償については、この規則による改正後の東京都震災対

策条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第13条から第22条までの規定を適用する。 

３ この規則の施行の際現に特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の例により補償

を受けている者又は補償の決定を受けている者に対する補償については、改正後の規則第13条

から第22条までの規定にかかわらず、同条例の例による。 

附則(平成20年規則第107号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表第１ 災害補償の金額（第15条関係） 

災害補償の種類 災害補償の要件 災害補償の金額 

１ 入院療養補償 事故により負傷し、治療を受ける

ため病院等に入院したとき。 

3,500円に入院日数を乗じて得た金額と

する。ただし、入院日数が90日を超える

ときは90日とする。 

２ 通院療養補償 事故により負傷し、治療を受ける

ため病院等に一週間以上通院し

たとき。 

2,500円に実通院日数を乗じて得た金額

とする。ただし、当該事故発生の日から

起算して90日以内の通院に限る。 

３ 休業補償 事故により負傷し、就業できない

とき。 

3,000円に実休業日数を乗じて得た金額

とする。ただし、午後５時を経過した後

に発生した事故の当日は、実休業日数に

含めず、実休業日数が90日を超えるとき

は90日とする。 
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別表第２ 災害補償後遺障害等級表（第16条関係） 

等級 金額 後遺障害の程度 

第１級 700万円 １ 両眼が失明したもの 

２ 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 

３ 両眼の視力が0.02以下になったもの 

４ 咀嚼
そしゃく

及び言語の機能を廃したもの 

５ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

６ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

７ 両上肢を腕関節以上で失ったもの 

８ 両上肢の用を全廃したもの 

９ 両下肢を足関節以上で失ったもの 

10 両下肢の用を全廃したもの 

第２級 550万円 １ 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 

２ 両眼の視力が0.06以下になったもの 

３ 咀嚼
そしゃく

又は言語の機能を廃したもの 

４ 咀嚼
そしゃく

及び言語の機能に著しい障害を残すもの 

５ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すること

ができないもの 

６ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができ

ないもの 

７ 両耳の聴力を全く失ったもの 

８ 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 

９ 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 

10 両手の手指の全部を失ったもの 

11 両手の手指の全部の用を廃したもの 

12 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

第３級 400万円 １ 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 

２ 両眼の視力が0.1以下になったもの 

３ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の

労務に服することができないもの 

４ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に

服することができないもの 

５ 咀嚼
そしゃく

又は言語の機能に著しい障害を残すもの 

６ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に

なったもの 

７ 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離で

は普通の話声を解することができない程度になったもの 

８ 脊
せき

柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 

９ 一上肢を腕関節以上で失ったもの 

10 一上肢の用を全廃したもの 

11 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 

12 一下肢を足関節以上で失ったもの 

13 一下肢の用を全廃したもの 

14 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 

15 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失ったもの 

16 両足の足指の全部を失ったもの 

第４級 300万円 １ 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 

２ 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 

３ 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する

ことができない程度になったもの 

４ 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通

の話声を解することができない程度になったもの 

５ 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの 
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等級 金額 後遺障害の程度 

第４級 300万円 ６ 胸腹部臓器の機能に障害等を残し、軽易な労務以外の労務に服するこ

とができないもの 

７ 脊
せき

柱に運動障害を残すもの 

８ 一手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み三以

上の手指を失ったもの 

９ 一手の母指を含み二の手指を失ったもの 

10 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの 

11 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用

を廃したもの 

12 両足の足指の全部の用を廃したもの 

13 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 

14 一上肢に仮関節を残すもの 

15 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

16 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 

17 一下肢を５センチメートル以上短縮したもの 

18 一下肢に仮関節を残すもの 

19 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

20 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 

21 一足の足指の全部を失ったもの 

22 女子の外貌
ぼう

に著しい醜状を残すもの 

23 両側の睾
こう

丸を失ったもの 

24 脾
ひ

臓又は一側の腎
じん

臓を失ったもの 

第５級 200万円 １ 両眼の視力が0.6以下になったもの 

２ 両眼に半盲症、視野狭窄
さく

又は視野変状を残すもの 

３ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

４ 一眼の視力が0.1以下になったもの 

５ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

６ 咀嚼
そしゃく

又は言語の機能に障害を残すもの 

７ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが

できない程度になったもの 

８ 一耳の聴力を全く失ったもの 

９ 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に

なり、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解すること

が困難な程度になったもの 

10 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に

なったもの 

11 14歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの 

12 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相

当な程度に制限されるもの 

13 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程

度に制限されるもの 

14 一手の母指を失ったもの、示指を含み二の手指を失ったもの又は母指

及び示指以外の三の手指を失ったもの 

15 一手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の二の手指を失った

もの 

16 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの 

17 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの

又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの 

18 一下肢を３センチメートル以上短縮したもの 

19 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 

20 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 

21 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 

22 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 

23 一足の足指の全部の用を廃したもの 

24 生殖器に著しい障害を残すもの 
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等級 金額 後遺障害の程度 

第６級 130万円 １ 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

２ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

３ 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

４ 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

５ 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

６ 七歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの 

７ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができな

い程度になったもの 

８ 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する

ことができない程度になったもの 

９ 耳の耳殻の大部分を欠損したもの 

10 胸腹部臓器に障害を残すもの 

11 脊
せき

柱に奇形を残すもの 

12 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 

13 長管骨に奇形を残すもの 

14 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 

15 一手の中指又は薬指を失ったもの 

16 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用

を廃したもの 

17 一手の中指又は薬指の用を廃したもの 

18 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 

19 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失った

もの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 

20 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 

21 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 

22 局部に頑固な神経症状を残すもの 

23 男子の外貌
ぼう

に著しい醜状を残すもの 

24 女子の外貌
ぼう

に醜状を残すもの 

第７級 70万円 １ 一眼の視力が0.6以下になったもの 

２ 一眼に半盲症、視野狭窄
さく

又は視野変状を残すもの 

３ 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 

４ 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 

５ 三歯以上に対して歯科補綴
てつ

を加えたもの 

６ 一耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができな

い程度になったもの 

７ 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 

８ 一手の小指を失ったもの 

９ 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 

10 一手の示指の指骨の一部を失ったもの 

11 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 

12 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 

13 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなく

なったもの 

14 一手の小指の用を廃したもの 

15 一下肢を１センチメートル以上短縮したもの 

16 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 

17 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 

18 一足の第二の足指の用を廃したもの又は第二の足指を含み二の足指

の用を廃したもの若しくは第三の足指以下の三の足指の用を廃したも

の 

19 一足の第三足指以下の一又は二足指の用を廃したもの 

20 局部に神経症状を残すもの 

21 男子の外貌
ぼう

に醜状を残すもの 
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72．一般財団法人中央区都市整備公社との災害応急活動における 

協力に関する基本協定に基づく組織編成及び分掌事務 
 

編        成 分 掌 事 務 

災 対 都 市 整 備 部 災 対 公 社 課 
１ 所管施設の防災及び利用者の「避難誘導」に

関すること。 
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73．中央区職員の臨時非常配備に関する規程 
 

（昭和59年３月９日訓令甲第２号） 

改正  平成２年４月１日訓令甲第７号 

平成８年10月１日訓令甲第６号 

平成10年４月１日訓令甲第１号 

平成11年４月１日訓令甲第１号 

平成25年３月１日訓令甲第１号 

令和３年３月15日訓令甲第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、非常事態等における職員の臨時的な配備について必要な事項を定めるもの

とする。 

（臨時非常配備） 

第２条 正規の勤務時間（中央区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程（平成10年４月中央

区訓令甲第４号）第２条の規定により割り振られた時間をいう。）外等において地震災害等の

非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害対策本部の非常配備態勢が確立す

るまでの間、臨時的に職員を配備するものとする。 

（平８訓令甲６・平10訓令甲４・一部改正） 

（臨時非常配備の対象となる職員） 

第３条 前条の規定による配備（以下「臨時非常配備」という。）の対象となる職員（以下「臨

時非常配備職員」という。）は、次に掲げる者とする。 

 １ 部長、課長その他これらに相当する職にある者 
２ 職務上参集が求められる係長その他これに相当する職にある者 
３ 総務部危機管理課又は同部防災課の職員である者 
４ 千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区及び江東区の区域内に住所を有する職員のうち、

あらかじめ区長が指定する者 
（平８訓令甲６・全改） 

（令３訓令甲２・一部改正） 

（参集の時期） 

第４条 臨時非常配備職員は、次に掲げる事態が発生したとき、又は警戒勤務職員（中央区職員

の警戒勤務に関する規程（昭和59年３月中央区訓令甲第１号）に基づいて勤務している職員を

いう。以下同じ。）から命じられたときは、速やかにあらかじめ指定された場所に参集するも

のとする。

１ 震度５強以上の地震が発生したとき。ただし、臨時非常配備職員のうちからあらかじめ区

長が特に指定する職員にあつては、震度５弱以上の地震が発生したとき。 

２ 前号に掲げる地震以外の災害が発生し、区長が必要と認めたとき。

（平８訓令甲６・平25訓令甲１・一部改正） 

（令３訓令甲２・一部改正） 

（指揮） 

第５条 前条の規定により参集した職員（以下「参集職員」という。）は、警戒勤務職員及び参

集職員のうち、最も席次が上の者の指揮に従わなければならない。

（令３訓令甲２・一部改正） 

（参集職員の職務） 

第６条 参集職員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

１ 災害対策本部、避難所及び収容施設の設置準備に当たること。 

２ 防災無線の運用に当たること。 

３ 災害情報の収集及び防災関係機関との連絡に当たること。 

- 223 -



- 224 - 
 

４ 災害拡散防止等の広報を行うこと。 

５ 庁舎施設の点検を行うこと。 

６ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

（平２訓令甲７・平８訓令甲６・一部改正） 

（臨時非常配備の解除） 

第７条 区長は、次の各号のいずれかに定める状態となったときは、臨時非常配備を解除するも

のとする。 

１ 区長が、災害が発生するおそれがなくなったと認めるとき。 

２ 災害対策本部が設置され、その活動が開始されたとき。 

３ 前二号に掲げるもののほか、区長が臨時非常配備の態勢を継続する必要がないと認めたと

き。 

（平25訓令甲１・一部改正） 

（細部施行） 

第８条 この規程の施行に関し必要な事項は、区民部長が定める。 

（平２訓令甲７・平11訓令甲１・一部改正） 

附則 

 この規程は、昭和59年４月１日から施行する。 
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74.中央区消防団に対する補助金の交付及び資器材等の支給に関する要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、京橋消防団、日本橋消防団及び臨港消防団（以下これらを「消防団」とい

う。）の運営及び活動に対する補助金の交付並びに消防団活動に必要な資器材及び個人装備品

（以下「資器材等」という。）の支給を行うことにより消防団活動の円滑な遂行を図ることを

目的とする。 

（補助金の対象となる事業） 

第２条 補助金の交付対象とする事業は、別表１に定める事業とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内で、別表２により算出した額とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 消防団長は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第１号様式による消防団補助

金交付申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 一 事業計画書 

 二 収支予算書 

 三 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 区長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、補助金を交付することに決定し

たときは、別記第２号様式による消防団補助金交付決定通知書により消防団長に通知する。 

２ 区長は、補助金を交付しないことに決定したときは、その理由を付し別記第３号様式による

消防団補助金不交付決定通知書により消防団長に通知する。 

（補助金の請求） 

第６条 消防団長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式に

よる消防団補助金交付請求書を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の請求書を受けたときには、速やかに補助金を交付しなければならない。 

（補助金の実績報告） 

第７条 消防団長は、補助金に係る事業の会計年度が終了したときは、速やかに別記第５号様式

による消防団補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 一 事業報告書 

 二 収支決算書 

三 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（補助金の額の決定） 

第８条 区長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、当該事業の執行が決定の内容に

適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、別記６号様式による消防団補助金交

付確定通知書により消防団長に通知する。 

（補助金の返還等） 

第９条 区長は、消防団長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その補助

金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 一 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 二 補助金を他の用途に使用したとき。 

三 交付した補助金が余剰したとき。 

四 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その理由を付し別記第７号様

式による消防団補助金交付決定取消通知書により消防団長に通知する。 

（資器材等の助成） 

第10条 区長は、毎年度予算で定める範囲内で、消防団から申請のあった資器材等を現物で支給

する。 
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（資器材等の支給申請） 

第11条 消防団長は、別記第８号様式による資器材等支給申請書に支給を希望する物品及び数量

を記入のうえ、あらかじめ定められた期日までに区長に対し申請を行うものとする。 

（資器材等の支給決定） 

第12条 区長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、資器材等を支給することに決定

したときは、別記第９号様式による資器材等支給決定通知書により消防団長に通知する。 

（資器材等の受領書の提出） 

第13条 消防団長は、資器材等の支給を受けたときは、ただちに別記第10号様式による受領書を

作成の上、区長に提出しなければならない。 

（帳簿等の整備） 

第14条 消防団長は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるよう

整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を出納の閉鎖後５年間保存しておかなければならない。 

（検査） 

第15条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の使途について、消防団長の帳簿等を検査

することができる。 

（状況報告） 

第16条 区長は、事業の円滑かつ適正な執行を図るため、補助金の執行状況及び資器材等の利用

状況に関し必要があるときは、報告書を提出させることができる。 

（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が定める。 

附則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 
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75．中央区消防団員表彰要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、特別区の消防団の組織等に関する規則（昭和26年規則第149号）第15条の

規定に基づき、中央区消防団員（以下「団員」という。）の表彰に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（表彰の種別） 

第２条 表彰は、功労賞とする。 

（表彰の基準等） 

第３条 区長は、次の各号の一に該当する団員に対しこれを表彰する。 

一 勤続５年以上10年未満の団員で、団務成績が優秀と認められる者 

二 勤続10年以上20年未満の団員で、団務成績が優秀と認められる者 

三 勤続20年以上の団員で、団務成績が優秀と認められる者 

２ 前項に定める被表彰者の人数は、区長が別に定めるものとする。 

（表彰の方法） 

第４条 功労賞は、表彰状及び功労賞を授与して行う。 

（表彰状の様式） 

第５条 表彰状の様式は、様式第１号とする。 

（記章の制式） 

第６条 功労賞の制式は、別表のとおりとする。 

（表彰の期日） 

第７条 表彰は、毎年期日を定めて行うものとする。 

（表彰候補者の推薦） 

第８条 消防団長は、毎年末日現在において第３条に該当する者があると認めるときは、様式第

２号を用いて当該年の10月末日までに所轄消防署長を経て区長に推薦するものとする。 

２ 消防署長は、前項の消防団長の推薦に意見を付して区長に報告するものとする。 

（被表彰者の決定） 

第９条 区長は前条の書類を審査し、被表彰者を決定する。 

   附則 

１ この要綱は、昭和57年12月17日から施行する。 

２ 昭和57年度に限り、表彰候補者の推薦は第８条の規定にかかわらず、12月25日までとする。 

- 227 -



- 228 - 
 

76．中央区消防団員表彰の被表彰者数選定に係る基準 
 

 中央区消防団員表彰要綱（昭和57年12月57中総総発第477号）第３条第２項に規定する被表彰

者の人数は、次のとおりとする。 

第１ 第３条第１項第１号については、勤続５年以上10年未満の団員全員とする。 

第２ 第３条第１項第２号については、勤続10年以上20年未満の団員数のおおむね10％とする。 

第３ 第３条第１項第３号については、勤続20年以上の団員数のおおむね10％とする。 

第４ 第３の規定にかかわらず、中央区表彰規則（昭和29年５月規則第６号）に基づく消防団関

係者としての表彰を受けた者は、要綱第３条第１項第３号の該当者とみなし、表彰する。ただ

し、既に第３の規定による表彰を受けた者はこの限りではない。 

   附則 

 この基準の適用にあたり、昭和57年度に限り第２中「おおむね10％」とあるは「おおむね20％」

と、第３中「おおむね10％」とあるは「おおむね30％」とよみかえる。 
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77．退団消防団員に対する謝意の取扱いに関する要綱 
 

昭和62年５月30日 

62中総自発第71号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、特別区の消防団の設置等に関する条例（昭和38年東京都条例第53号）第２

条の規定に基づき中央区の区域内に設置されている消防団において、消防団員（以下「団員」

という。）として地域防災活動の業績向上に寄与した者が退団した場合に、その功労に謝意を

表するための必要事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 謝意は、地域防災活動の業績向上に寄与した団員のうち退団の直前の階級が次の各号に

掲げる者に対して表する。 

ただし、同一人については、一回限りとする。 

一 団長 

二 副団長 

三 分団長 

２ 前項各号に掲げる者のほか、地域防災活動の業績向上に寄与した団員のうち退団時の勤

続年数が２０年以上の団員で、団務成績が優秀と認められる者に対して表する。 

ただし、同一人については、一回限りとする。 

（謝意を表する者） 

第３条 謝意は、区長が表する。 

（謝意を表する方法） 

第４条 第２条第１項の規定による謝意は、感謝状及び記念品を贈呈して表する。 

２ 第２条第２項の規定による謝意は、感謝状を贈呈して表する。 

３ 団員が死亡により退団し、又は退団後謝意を表する日前に死亡したときは、前項の感謝

状及び記念品は、その者の遺族に贈呈する。 

４ 感謝状の形式は、別記の例によるものとする。 

（謝意候補者の推薦） 
第５条 消防団長は、第２条第２項に規定する要件に該当する者があると認めるときは、別記様

式による推薦書を用いて所轄消防署長を経て区長に推薦するものとする。 
２ 消防署長は、前項の消防団長の推薦に意見を付して区長に報告するものとする。 

（謝意の制限） 

第６条 区長は、第１条及び第２条の規定にかかわらず、謝意を表することが不適当と認める者

に対して、謝意を行わないものとする。 

（謝意の時期） 

第７条 謝意は、随時表するものとする。 

（細目） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、謝意の手続等の細目は、防災危機管理室長の定めるとこ

ろによる。 

   附則 

 この要綱は、昭和62年５月30日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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78．中央区消防少年団事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区の区域内の消防少年団に対し、その事業費の一部を補助することに

より、少年への防火防災思想等の普及を図ることを目的とする。 

（補助金の交付対象） 

第２条 補助金の交付対象とする事業は、京橋消防少年団、日本橋消防少年団及び臨港消防少年

団が行う事業のうち、次に掲げるものとする。 

(1)   入団式及び退団式 

(2)   防火防災に関する知識、技術等の取得のために必要な訓練及び学習会（宿泊キャンプ等

を含む。） 

(3)   社会奉仕活動 

(4)   防火防災思想の普及啓発活動 

(5)   前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（補助金の交付額） 

第３条 補助金の交付額は、年額として１０万円とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 消防少年団長（以下「団長」という。）は、補助金の交付を受けようとするときは、別

記第１号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業計画書 

 (2)  収支予算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金

を交付することに決定したときは、別記第２号様式による決定通知書により団長に通知する。 

２ 区長は、補助金を交付しないことに決定したときは、別記第３号様式による不交付決定通知

書により団長に通知する。 

（補助金の請求） 

第６条 団長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式による

請求書を区長に提出しなければならない。 

（状況報告） 

第７条 区長は、事業の円滑かつ適正な執行を図るため、事業の執行状況に関し必要があるとき

は、報告書を提出させることができる。 

（補助金の実績報告） 

第８条 団長は、補助金に係る事業の会計年度が終了したときは、速やかに、別記第５号様式に

よる実績報告書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業報告書 

 (2)  収支決算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（補助金の額の決定） 

第９条 区長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、当該事業の執行が決定の内容に

適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、別記６号様式による確定通知書によ

り団長に通知する。 

（決定の取消し） 

第10条 区長は、団長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

 (1)  不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2)  補助金を他の用途に使用したとき。 
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 (3)  決定内容等又は法令若しくはこの要綱に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、別記第７号様式による決定通

知書により団長に通知する。 

（検査） 

第11条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の使途について、消防少年団の帳簿等の検

査をすることができる。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に必要な事項は、防災危機管理室長が定める。 

附則 

 この要綱は、平成20年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に交付

する補助金に対し適用する。 

附則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 
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79．中央区防火防災女性の会事業補助金交付要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区の区域内の防火防災女性の会に対し、その事業費の一部を補助する

ことにより、区民への防火知識及び防災思想の普及並びに防災行動力の向上を図ることを目的

とする。 

（補助金の交付対象） 

第２条 補助金の交付対象とする事業は、京橋防火女性の会、日本橋防火防災女性の会及び臨港

防火防災女性の会が行う事業のうち、次に掲げるものとする。 

 (1)  防火防災に関する知識、技術等の取得のために必要な講習会及び研修会の開催 

 (2)  社会奉仕活動 

 (3)  防火防災思想の普及啓発活動 

 (4)  前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（補助金の交付額） 

第３条 補助金の交付額は、年額１０万円とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 防火防災女性の会会長（以下「会長」という。）は、補助金の交付を受けようとすると

きは、別記第１号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業計画書 

 (2)  収支予算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金

を交付することに決定したときは、別記第２号様式による決定通知書により会長に通知する。 

２ 区長は、補助金を交付しないことに決定したときは、別記第３号様式による不交付決定通知

書により会長に通知する。 

（補助金の請求） 

第６条 会長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式による

請求書を区長に提出しなければならない。 

（状況報告） 

第７条 区長は、事業の円滑かつ適正な執行を図るため、事業の執行状況に関し必要があるとき

は、報告書を提出させることができる。 

（補助金の実績報告） 

第８条 会長は、補助金に係る事業の会計年度が終了したときは、速やかに、別記第５号様式に

よる実績報告書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業報告書 

 (2)  収支決算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（補助金の額の決定） 

第９条 区長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、当該事業の執行が決定の内容に

適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、別記６号様式による確定通知書によ

り会長に通知する。 

（決定の取消し） 

第10条 区長は、会長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

 (1)  不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2)  補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3)  決定内容等又は法令若しくはこの要綱に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、別記第７号様式による決定通
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知書により会長に通知する。 

（検査） 

第11条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の使途について、防火防災女性の会の帳簿

等の検査をすることができる。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に必要な事項は、防災危機管理室長が定める。 

附則 

 この要綱は、平成20年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に交付

する補助金に対し適用する。 

附則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 
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80．中央区防災対策優良マンション認定制度要綱 
 

平成27年1月21日 

26中総防第358号 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区の区域内（以下「区内」という。）のマンションにおいて、防災力

の向上に関する一定の条件を満たすマンションを中央区防災対策優良マンションとして認定

し、予算の範囲内で防災活動に必要な助成金の交付及び資器材の供与を行うことにより、防災

対策の一層の推進とコミュニティの醸成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 マンション 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５年７月

中央区条例第18号）に規定する定住型住宅が10戸以上の共同住宅をいう。 

二 防災区民組織 中央区防災区民組織の育成に関する要綱（昭和63年８月１日63中総自第

1194号）第２条に規定する防災区民組織をいう。 

三 防災組織 防災区民組織、管理組合（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平

成12年法律第149号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。以下同じ。）、管理組合と連

携してマンションの防災力の向上に取り組み、当該マンションの居住者にその活動内容を周

知している組織及び管理組合のないマンションにおいて防災力の向上に取り組み、当該マン

ションの居住者にその活動内容を周知している組織その他これらに準ずる組織をいう。 

四 代表者 防災組織を代表する者（一のマンションに複数の防災組織があるときは、当該複

数の防災組織を代表する防災組織の代表者）をいう。 

五 中央区防災対策優良マンション 区内に存するマンションのうち、区長が第５条第１項に

規定する認定をしたものをいう。 

六 地域の町会等 マンションが存する区域の町会、町会に準ずる組織又は防災拠点運営委員

会をいう。 

七 防災拠点運営委員会 中央区地域防災計画に掲げる防災拠点運営委員会をいう。 

（認定要件） 

第３条 中央区防災対策優良マンションは、次に定める要件を満たすものとする。 

 一 防災組織を設置していること。 

 二 防災マニュアルを作成していること。 

 三 原則として年１回以上防災訓練を実施していること。 

 四 地域の町会等との連携が図られていること。 

２ 前項の認定要件に関する基準は、別表第１に定めるところによる。 

（認定申請） 

第４条 代表者は、当該マンションが中央区防災対策優良マンションとしての認定を受けようと

するときは、別記第１号様式による申請書を区長に提出するものとする。 

（認定等） 

第５条 区長は、前条に規定する申請があったときは、審査の上、当該申請に係るマンションを

中央区防災対策優良マンションとして認定することとしたときは別記第２号様式による認定

通知書（以下「認定通知書」という。）により、認定しないこととしたときは別記第３号様式

による不認定通知書により当該申請をした代表者（以下「認定申請者」という。）に通知する

ものとする。 

２ 区長は、中央区防災対策優良マンションの認定をしたときは、認定申請者に別記第４号様式

による認定シール及び認定盾を交付するものとする。 

３ 区長は、中央区防災対策優良マンションの名称及び所在地を区ホームページにより公表する

ことができる。 

４ 中央区防災対策優良マンションとして認定されたマンションに係る代表者（以下「認定マン

ション防災代表者」という。）は、防災組織の役員又は防災マニュアルに変更が生じたときは、
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速やかに別記第５号様式による代表者等変更報告書を区長に提出するものとする。 

（活動の継続） 

第６条 認定マンション防災代表者は、当該マンションの居住者と連携して、防災活動の継続に

努めるものとする。 

２ 認定マンション防災代表者は、年１回、防災活動の状況について、別記第６号様式による活

動状況報告書（以下「活動報告書」という。）を区長に提出するものとする。 

（認定の取消し） 

第７条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、中央区防災対策優良マン

ションとしての認定（以下「認定」という。）を取り消すことができる。 

一 中央区防災対策優良マンションが第３条に規定する認定要件を満たさなくなったとき。 

二 認定マンション防災代表者から認定の取消しの申出があったとき。 

三 中央区防災対策優良マンションが滅失したとき。 

四 虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき。 

五 活動報告書を提出しないとき。 

六 前各号に掲げるもののほか、区長が認定を取り消す必要があると認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定により認定を取り消したときは、別記第７号様式による取消通知書によ

り認定マンション防災代表者に通知する。 

３ 第１項の規定により認定の取消しを受けた認定マンション防災代表者は、第５条第２項の認

定証及び認定盾を区長に返還するものとする。 

（防災組織への助成） 

第８条 区長は、中央区防災対策優良マンションの更なる防災力の向上に資するため、当該マン

ション（防災区民組織の存するマンションを除く。以下同じ。）の防災組織（一のマンション

に複数の防災組織があるときは、認定マンション防災代表者の属する防災組織。以下同じ。）

に対し、次の助成を行うことができる。 

一 防災訓練経費助成金の交付 

二 自動体外式除細動器購入費助成金（以下「ＡＥＤ購入費助成金」という。）の交付 

三 防災資器材の供与 

２ 前項第１号の防災訓練経費助成金（以下「防災訓練経費助成金」という。）は、別表第２に

定める費用を対象として、年額５万円を上限に、防災訓練を実施した中央区防災対策優良マン

ションの防災組織に交付するものとする。 

３ ＡＥＤ購入費助成金は、別表第３に定める費用を対象として、ＡＥＤ購入費に２分の１を乗

じて得た額（1，000円未満の端数は切り捨てる。）又は20万円のいずれか少ない額を自動体外

式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を購入した中央区防災対策優良マンションの防災組織

に交付するものとする。 

４ 第１項第３号の防災資器材（以下「防災資器材」という。）は、別表第４に定めるものとし、

中央区防災対策優良マンションの防災組織に供与するものとする。 

（防災訓練経費助成金交付等の申請） 

第９条 認定マンション防災代表者は、防災訓練経費助成金の交付を受けようとするときは、別

記第８号様式による防災訓練経費助成金交付申請書を区長に提出するものとする。 

２ 認定マンション防災代表者は、ＡＥＤ購入費助成金の交付を受けようとするときは、別記第

９号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付申請書を区長に提出するものとする。 

３ 認定マンション防災代表者は、防災資器材の供与を受けようとするときは、別記第１０号様

式による防災資器材供与申請書を区長に提出するものとする。 

（防災訓練経費助成金の交付決定等） 

第10条 区長は、前条第１項に規定する申請があったときは、審査の上、防災訓練経費助成金を

交付することとしたときは別記第11号様式による防災訓練経費助成金交付決定通知書により、

交付しないこととしたときは別記第12号様式による防災訓練経費助成金交付不承認通知書に

より当該申請をした認定マンション防災代表者に通知するものとする。 

２ 区長は、前条第２項に規定する申請があったときは、審査の上、第８条第１項第２号のＡＥ

Ｄ購入費助成金を交付することとしたときは別記第１３号様式によるＡＥＤ購入費助成金交

付決定通知書により、交付しないこととしたときは別記第１４号様式によるＡＥＤ購入費助成
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金交付不承認通知書により当該申請をした認定マンション防災代表者に通知するものとする。 

（防災資器材の供与決定等） 

第11条 区長は、第９条第３項に規定する申請があったときは、審査の上、防災資器材を供与す

ることとしたときは別記第15号様式による防災資器材供与決定通知書により、供与しないこと

としたときは別記第16号様式による防災資器材供与不承認通知書により、当該申請をした認定

マンション防災代表者に通知するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する供与決定をしたときは、速やかに防災資器材を供与するものとする。

この場合において、区長は、防災資器材の使用及び管理について必要な条件を付すことができ

る。 

３ 認定マンション防災代表者は、前項の規定により防災資器材を受領したときは、速やかに別

記第17号様式による防災資器材受領書を区長に提出しなければならない。 

（防災訓練経費助成金の請求及び交付） 

第12条 第10条第１項に規定する交付決定を受けた認定マンション防災代表者は、別記第18号様

式による防災訓練経費助成金交付請求書を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに当該請求に係る助成金を交付するも

のとする。 

（ＡＥＤ購入費助成金の請求等） 

第13条 第10条第２項に規定する交付決定を受けた認定マンション防災代表者は、別記第19号様

式によるＡＥＤ購入費助成金交付請求書（以下「ＡＥＤ購入費助成金交付請求書」という。）

及び別記第20号様式によるＡＥＤ設置完了届を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに当該請求に係る助成金を交付するも

のとする。 

（ＡＥＤ購入費助成金の変更申請等） 

第14条 前条の規定にかかわらず、ＡＥＤの購入に実際に要した費用と第10条第２項に規定する

交付決定に係る金額が異なる場合には、認定マンション防災代表者は、第21号様式によるＡＥ

Ｄ購入費助成金交付額変更申請書を提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、ＡＥＤ購入費助成金交付額を変更

することとしたときは第22号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付額変更決定通知書により、変

更しないこととしたときは別記第23号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付額変更不承認通知

書により当該申請をした認定マンション防災代表者に通知するものとする。 

３ 前項に規定する交付額変更決定を受けた認定マンション防災代表者は、ＡＥＤ購入費助成金

交付請求書を区長に提出するものとする。 

４ 区長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに当該請求に係る助成金を交付するも

のとする。 

（交付決定等の取消し） 

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条及び第11条第１項に規定する防

災訓練経費助成金及びＡＥＤ購入費助成金の交付並びに防災資器材の供与（以下「各種助成」

という。）の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

一 第７条第１項の規定により認定の取消しを受けたとき。 

二 虚偽その他不正の手段により各種助成の決定を受けたとき。 

三 防災資器材を助成対象以外の用途に使用したとき。 

四 各種助成の交付決定に付した条件に違反したとき。 

五 前各号に掲げるもののほか、区長が各種助成の決定を取り消す必要があると認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定により取消しをしたときは、第24号様式による助成等取消通知書により、

認定マンション防災代表者に通知するものとする。 

（各種助成の返還） 

第16条 前条の規定により各種助成の決定を取り消されたときは、認定マンション防災代表者は、

当該取消しに係る部分に関し、既に防災訓練経費助成金又はＡＥＤ購入費助成金が交付されて

いるときはその返還を、防災資器材が供与されているときは当該防災資器材の返還をしなけれ

ばならない。 

（ＡＥＤ及び防災資器材の管理） 
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第17条 認定マンション防災代表者は、この要綱による助成を受けて設置したＡＥＤ及び供与を

受けた防災資器材を平常時の活動においても十分活用するとともに、良好に管理するよう努め

なければならない。 

（細部施行） 

第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は、防災危機管理室長が定める。 

附則 

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 平成27年２月１日からこの要綱の施行の日の前日までの間になされた認定に係る申請、決定

及び取消しは、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。 
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別表第１（第３条関係） 

認定要件 認定基準 

防災組織を設置してい

ること。 

 防災組織を設置し、防災に関する活動内容を当該マンションの居住

者に周知していること。また、防災に関する会議を行うとともに、水、

食料等の備蓄、家具類転倒防止等の呼び掛けを当該マンションの居住

者に行っていること。 

 同一マンション内において複数の防災組織を設置しているとき、又

は同一の管理組合を母体とする複数の防災組織を設置しているとき

は、当該防災組織間において調整の上、代表する防災組織を定めてい

ること。 

防災マニュアルを作成

していること。 

災害時に居住者が自宅で自立した生活ができるよう、各家庭での防災

対策、居住者同士が協力して安否確認を行う等の活動内容が記載され

た防災マニュアルを防災組織が作成していること。 

原則として年１回以上

防災訓練を実施してい

ること。 

次に掲げるもののうち、１つ以上の訓練等を原則として年１回以上実

施していること。 

① 安否確認訓練 

② 初期消火訓練 

③ 応急・救護訓練 

④ 炊出し・配給訓練 

⑤ 防災資器材操作訓練 

⑥ 図上訓練 

⑦ 防災講習会の開催 

⑧ 建物点検調査 

⑨ 上記に掲げるもののほか、区長がマンションの防災力の向上に資 

すると認める訓練 

地域の町会等との連携

が図られていること。 

災害時に地域の町会等と連携した防災活動が行えるよう、日頃からコ

ミュニティ形成のため、次に掲げるもののうち、１つ以上の活動に取

り組んでいること。 

① マンションが存する区域の町会又は町会に準ずる組織へ加入して 

いる。（当該マンションの居住者の半数以上が加入していること。） 

② 地域の町会等と協力して防災訓練を実施している。 

③ 集会室等のマンションの共有スペースを地域の町会等に開放して 

いる。 

④ 地域の町会等との連絡担当者を設けている。 

⑤ マンションが存する区域の防災拠点運営委員会に参加している。 

⑥ 上記に掲げるもののほか、地域の町会等との連携を図っていると 

区長が認める活動に取り組んでいること。 
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別表第２（第８条関係） 

助成種別 認められる経費 

防災訓練経費

助成金 

① 防災訓練参加記念品 

② 炊出訓練に係る食材費 

③ 防災訓練や防災講習会に係る講師謝礼金 

④ 防災訓練に付随する経費 

⑤ 上記に掲げるもののほか、区長が防災訓練経費として必要と認めるもの。 

別表第３（第８条関係） 

助成種別 認められる費用 

ＡＥＤ購入費

助成金 

① 本体 

② 本体に係る附属品 

③ 本体を収納するためのケース 

④ 納入に係る送料 

⑤ ＡＥＤ設置に係る取付工事費 

⑥ 購入費支払いに係る振込手数料  

⑦ 上記に掲げるもののほか、区長がＡＥＤ購入費として必要と認めるもの。 

※ １ポイント１万円とし、２０ポイント２０万円を上限とする（１，０００円以上１万円未満の端

数は１ポイントとする。）。 

※ 防災資器材の供与と合わせて３年に１回限りとする。 

 

別表第４（第８条関係） 

※ ＡＥＤ購入費助成金の交付と合わせて３年に１回限りとし、１回の上限は３０ポイントとする。 

助成種別 認められる防災資器材 ポイント 

防災資器材 

① 大型炊き出し器 

② 組立式仮設トイレ 

③ バルーン投光器 

④ 非常用階段避難車 

⑤ ガスボンベ式発電機 

⑥ レスキューキット（ＢＯＸ型） 

⑦ ＥＶ内防災用キャビネット 

⑧ 布担架 

⑨ トランシーバー１台（免許不要） 

⑩ おんぶ帯 

⑪ トランジスターメガホン 

⑫ ヘルメット（３個） 

⑬ ＬＥＤランタン（２個） 

⑭ パック毛布（２枚） 

⑮ 上記に掲げるもののほか、区長が防災活動に必要な資器材 

として認めるもの。 

なお、水・食料・簡易トイレ等の個人備蓄は除くとともに、 

保管場所を確保できる組織に供与する。 

３０ 

３０ 

２８ 

１９ 

１１ 

９ 

７ 

４ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

区長が定めるポ

イント 
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81.義援金品申込書 

                         №        

義援金品申込書 
 

 

中央区長        様 

 

 

金                       円 

 

品名             

 

 

  ただし、                 として上記の 

 

とおり申し込みます。（ 受付窓口 ・ 現金書留 ・ 口座振込 ） 

 

 

また、このことについて中央区ホームページへの掲載を 希望します。 

 

                           希望しません。 

 

 

   年   月   日 

 

 

住  所(所在地）                                     

ふりがな 

氏  名(団体名)                     

 

代表者氏名(団体の場合)                                  

 

電   話           （            ）            
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82.中央区義援金品受入台帳 

中央区義援金品受入台帳 
受付 
番号 

申込書

番号 
領収書

番号 
受領 
月日 

氏名 住所 電話 金額（円） 
品名（数量） 

受付者 
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83.義援金品受領書 

 
義 援 金 品 受 領 書 

№       

 

            様 

 
 

金額  ￥                  

   品名                     

 

ただし、                による災害に対する 

義援金品として、上記のもの確かに受領しました。 

 

  年  月  日 

 
 

中央区長       ㊞    
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84．中央区防災行政無線局の管理及び運用要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円

滑な通信の確保を図るために設置した中央区防災行政無線局の管理及び運用について、電波法

（昭和25年法律第131号）及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 無 線 設 備 電波法第２条第４号に規定する無線設備をいう。 

(2) 無 線 局 電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。 

(3) 固 定 局 固定系子局を動作させ、住民に情報を伝達する無線局をいう。 

(4) 固定系子局 固定局から発射された電波を受信し、地域住民に情報を伝達する受信装置を 

いう。 

(5) 基 地 局 陸上移動局と通信をする区役所庁舎内に設置する無線局をいう。 

(6) 陸上移動局 車携帯型又は、携帯型の無線局をいう。 

(7) 通 信 統 制 災害が発生し又はそのおそれがある場合において、情報の円滑かつ効率的収

集及び伝達を図るため、平常時通信を切断し、割込及び通信順位の指定等を行うこと又は

これらの措置をとり得る状態にすることをいう。 

（構成） 

第３条 無線局の構成は、別表に掲げるとおりとする。 

（無線局の統括） 

第４条 前条に定める無線局の管理・運用に関する事務を統括するため、統括管理者を置く。 

２ 統括管理者は、電波法令に定める無線局の管理・運用上の諸手続を行うほか、無線局の職員

を指揮監督し、必要に応じて通信統制を行う。 

３ 統括管理者は、防災危機管理室長をもって充てる。 

（無線局の職員） 

第５条 無線局には、管理責任者又は管理者、通信取扱責任者及び無線従事者又は無線従事職員

を置く。 

（管理責任者） 

第６条 管理責任者は、無線局の管理、運用を行うとともに、管理者、通信取扱責任者及び無線

従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 管理責任者は、総務部防災課長をもって充てる。 

（管理者） 

第７条 管理者は、本庁以外の事務所及び事業所（以下「事務所等」という。）に配備した陸上

移動局に置き、配備した陸上移動局を管理・運用するとともに配備した施設の通信取扱責任者

及び無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 管理者は、陸上移動局を配備した事務所等の長をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第８条 通信取扱責任者は、無線設備（制御器を含む。以下同じ。）を配備した部局に置き、管
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理責任者又は管理者の指示に従い、無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 通信取扱責任者は、統括管理者が指定する。 

（無線従事者） 

第９条 固定局及び基地局には無線従事者を置き、陸上移動局には、できるかぎり無線従事者を

置くものとする。 

２ 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督のもとに、無線設備の通信操作及び運用を行う。 

３ 無線従事者は、電波法第41条に定める免許を有する者の中から統括管理者が指定する。 

（無線従事職員） 

第10条 配備した陸上移動局で、そこに無線従事者がいないときは、その通信操作を担当する無

線従事職員を置く。 

２ 無線従事職員は、通信取扱責任者の指揮監督のもとに、陸上移動局の通信操作を行う。 

３ 無線従事職員は、統括管理者が指定する。 

（無線局の運用） 

第11条 無線局の運用は、別に定める運用要領によるものとする。 

（無線従事者の養成） 

第12条 統括管理者は、無線局の適切な運用を図るため、無線従事者の養成及びその適正配置に

努めなければならない。 

（通信訓練） 

第13条 統括管理者は、通信訓練実施要綱を定めて毎月１回以上定期的に通信訓練を実施するも

のとする。 

２ 管理責任者又は管理者が通信訓練を実施しようとするときは、あらかじめその実施要領を作

成し、統括管理者の承認を得て実施するものとする。 

（備付書類の保管） 

第14条 管理責任者は、次に掲げる書類等を管理し、及び保管する。 

(1) 免許状 

(2) 申請書等の副本 

(3) 電波法令集 

(4) 無線検査簿 

(5) 無線業務日誌 

(6) 無線従事者選解任届の写し 

（無線業務日誌） 

第15条 無線従事者は、通信の都度無線業務日誌に記載し、毎日、管理責任者の査閲を受けなけ

ればならない。 

２ 管理責任者は、毎月末日締切後速やかに無線業務日誌を統括管理者に提出し、統括管理者の

査閲を受けなければならない。 

（保守） 

第16条 統括管理者、管理責任者又は管理者及び通信取扱責任者は、正常な通信を確保するため、

日頃から無線設備の点検、整備を実施しなければならない。 

   附則 
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 この要綱は、昭和57年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 
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85．中央区地域防災無線協議会規約 (本文135頁) 
 

（目的） 

第１条 中央区地域防災無線協議会は、中央区及びその周辺地域において、中央区の開設する地

域防災無線システムの適切な運用により、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における

被害の拡大を防ぎ、また、災害の復旧を図るための地域防災通信を確保することを目的とする。 

（協議会の構成） 

第２条 本会は、前条の目的を達成するため、中央区及び関係防災機関から選出する会員をもっ

て構成する。 

２ 会員は、中央区地域防災無線協議会会員名簿に登録する。 

第３条 本会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、中央区長を充てる。 

３ 副会長は、中央区副区長を充てる。 

４ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第４条 会議は、総会とする。 

２ 総会は、毎年１回開催する。 

３ 前項のほか、必要に応じ臨時に開催することができる。 

第５条 総会において、次の事項について協議する。 

(1) 規約の制定、改廃に関する事項 

(2) 地域防災通信の運用計画及び実施に関する事項 

(3) その他の必要な事項 

（地域防災通信の実施） 

第６条 会員は、中央区地域防災計画に基づき、会長の指揮の下に地域防災通信を行う。 

（無線局の管理・運用） 

第７条 会員は、別に定めるところにより、無線局を適正に管理し、また、運用しなければなら

ない。 

第８条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、円滑な地域防災通信の実施が確保で

きるよう平素から訓練を行う。 

（無線局管理者の選任） 

第９条 会員は、それぞれ無線局管理責任者を定めるものとする。 

２ 会員は前項の無線局管理責任者を定めた場合には、会長に届け出るものとする。変更した場

合も同様とする。 

（無線局運用証明書） 

第10条 会長は、会員に別紙様式の無線局運用証明書を交付する。 

２ 会員は、無線局を操作するときは、必ず無線局運用証明書を携帯しなければならない。 

（地域防災計画） 

第11条 本会に関する事項は、中央区地域防災計画に規定する。 

２ 本会に関する事項について変更があった場合も同様とする。 

（事務局） 

第12条 本会の事務局は、中央区総務部防災課に置く。 

２ 事務局は、会長の指揮を受け、本会の事務を処理する。 

（規約等の届出） 

第13条 本会の規約及び会員名簿は、関東総合通信局長に届け出るものとする。 

２ 規約及び会員名簿について変更があった場合も同様とする。 

附則 

 この規約は、平成２年７月16日から実施する。 

附則 

 この規約は、平成13年１月６日から実施する。 
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附則 

 この規約は、平成25年２月22日から実施する。 
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86．中央区防災行政無線局運用要領 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要領は、電波法（昭和25年法律第131号）及び関係法令に定めるもののほか、中央

区防災行政無線局の管理及び運用要綱第11条に基づき、中央区防災行政無線局の円滑な運用を

行うため定めるものである。 

第２章 防災行政無線局の運用 

（放送の種類） 

第２条 放送の種類は、緊急放送と一般放送とする。 

２ 緊急放送とは、地象、気象等の予警報を含む緊急に放送を要するもので区長が別に指定する

ものをいい、一般放送とは緊急放送以外のものをいう。 

（放送事項） 

第３条 放送事項は、中央区地域防災計画に定める区防災対策事務及び行政事務に関する事項と

し、おおむね次に掲げる事項とする。 

(1) 地象、気象、水象の予警報に関する事項 

(2) 非常事態が発生した場合の指示、伝達に関する事項 

(3) 区一般行政の広報に関する事項 

(4) 国、都、その他公共的機関からの依頼による広報に関する事項 

(5) 訓練に関する事項 

（放送時間） 

第４条 放送時間は原則として次に掲げる時間とする。 

(1) 緊急放送は、それを必要とするときに随時実施する。 

(2) 一般放送は、９時から17時の間とする。 

(3) 時報は、定時放送とする。 

２ 放送は、緊急放送を除き３分以内に終了するよう努めなければならない。 

（放送の制限） 

第５条 統括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。 

（放送の方法） 

第６条 放送の方法は、放送の受信対象者及び放送主体を明らかにしたうえで放送事項を簡潔、

明瞭に放送するものとする。 

２ 放送の再送信を行ってはならない。 

（放送の申込） 

第７条 一般放送を行う場合には、あらかじめ統括管理者に申込み、統括管理者の決定を受けな

ければならない。 

２ 放送の申込手続については、統括管理者が別に定める。 

（通信の方法） 

第８条 通信の方法は、無線局運用規則（昭和25年11月30日電波管理委員会規則第17号）を遵守

するとともに、別に定める運用の手引にのっとり、通信の円滑な実施に努めなければならない。 

   附則 

 この要領は昭和57年４月１日から実施する。 

   附則 

 この要領は平成25年３月１日から実施する。 
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87.中央区地域防災無線管理規程 
 

平成３年２月５日 

２中地防第545号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めがあるもののほか、中央区（以下「区」という。）の地域防災の

責務を遂行するため、地域防災無線の適正な運用について必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。 

(1) 地域防災無線 地域防災に関する極超短波による無線設備での通信をいう。 

(2) 無 線 局 地域防災無線の無線設備並びにその操作を行うものの総体をいう。 

ただし、受信のみを目的とするものは含まない。 

(3) 無 線 設 備 電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 

(4) 基 地 局 陸上移動局との通信及び通信の統制を行う無線局をいう。 

(5) 陸上移動中継局 基地局と陸上移動局及び陸上移動局と陸上移動局との中継を行う無線局

をいう。 

(6) 陸 上 移 動 局 陸上移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。 

（統括管理） 

第３条 無線局の統括管理は、総務部防災課が当たるものとする。 

（地域防災無線協議会） 

第４条 無線局の円滑な管理・運用を図るため、区及び関係防災機関により構成する中央区地域

防災無線協議会（以下「協議会」という。）を設置し、協議する。 

（無線局の無線管理者） 

第５条 無線局に無線管理者を置く。 

２ 無線管理者は、無線局の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮する。 

３ 無線管理者は、防災課長の職にある者をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第６条 無線局に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信担当者に無線局の管理・運用を行わせるも

のとする。 

３ 通信取扱責任者は、防災課防災係長の職にある者をもって充てる。 

（通信担当者） 

第７条 通信担当者は、電波法に定める無線従事者で、区無線設備を操作しうる資格を有するも

ののうちから、区長が指定したものとする。 

２ 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線設備の操作を行うものとし、無線業務日誌

の記載を行うものとする。 

３ 通信担当者は、通信の相手方である陸上移動局の無線設備を操作する通信取扱者（以下「通

信者」という。）を指揮監督する。 
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（通信者） 

第８条 通信者は、通信担当者の管理のもとに、電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設

備の操作を行うものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 通信の業務に従事するものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（無線従事者の配置） 

第10条 無線管理者は、基地局の無線設備を操作するうえで支障のないよう、無線従事者の適正

配置に努めるものとする。 

（時間外勤務体制） 

第11条 無線管理者は、日曜、休日等、その他勤務時間外に無線局運用の必要が生じた場合は、

通信担当者及び必要な通信者に時間外勤務を命じ、通信の運用に当たらせるものとする。 

（無線局の構成等） 

第12条 無線局の構成は、別図１のとおりとする。 

２ 無線局の呼出符号、配備場所等は、別表１のとおりとする。 

（通信の原則） 

第13条 通信は、簡単明瞭に行い、無線局開局の目的に反するものを内容としてはならない。 

２ 通信は、非常通信を優先し、普通通信は、受付順に行う。 

（通信の種類） 

第14条 通信の種類は、次のとおりとする。 

(1) 非常通信 災害の発生等非常の場合の通信をいう。 

(2) 普通通信 平常に行う通信をいう。 

(3) 訓練通信 訓練の通信をいう。 

（通信の統制） 

第15条 無線管理者は、非常災害時及びその他通信の円滑な運用を確保するうえで必要と認めた

ときは、通信の統制を行うものとする。 

（他無線局との関係） 

第16条 無線管理者は、同一周波数を使用する他無線局及び関係無線局と連絡調整を行い、災害

時等における通信の円滑な運用に万全を期するものとする。 

（通信訓練） 

第17条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信訓練を毎年２回以上行うものとする。 

（事故報告） 

第18条 通信担当者は、無線設備が事故のため、通信を行うことができなくなったときは、必要

な措置を講ずるとともに通信取扱責任者に報告しなければならない。 

２ 通信取扱責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに専門業者に修理させるとともに無線管

理者に報告するものとする。 

（指揮命令） 

第19条 非常災害時における無線局運用は、災害対策本部長（災害対策本部が設置されていない

ときは、区長とし、以下同様とする。）の命を受け、無線管理者が通信担当者を指揮するもの

とする。 
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（要員体制） 

第20条 無線管理者は、非常災害が発生し、又はその恐れがあると予想されるときは直ちに通信

担当者を無線局に勤務させ、通信確保に必要な措置をとらなければならない。 

２ 通信担当者は、前項の命を受け、又は覚知したときは、勤務時間内外を問わずに直ちに無線

局に勤務し、無線管理者の指揮を受け通信の運用に万全を期する。 

（陸上移動局の配備） 

第21条 無線管理者は、陸上移動局常置場所及びその他必要な場所に陸上移動局を配備する。 

（職員等の講習会受講） 

第22条 無線管理者は通信者に対して電波法令及び無線局運用に必要な知識・技能の修得のため、

無線講習会に参加させるものとする。 

（無線従事者の異動報告） 

第23条 無線管理者は、通信担当者に異動があったときは、電波法第51条に定める選解任届を関

東総合通信局長に提出するものとする。 

（備付簿冊等） 

第24条 無線局に備え付ける簿冊等は、電波法施行規則第２章第７節に定める次の各号に掲げる

ものとし、無線管理者は、これを管理保存するものとする。 

(1) 免許状 送信装置のある見やすい場所に掲げ、陸上移動局は、これに代わる証票を無線

機本体に添付する。 

(2) 電波法令等 

(3) 無線局の申請及び届出に係る一切の書類 

(4) 正確な時計 

(5) 無線業務日誌 

(6) 無線検査簿 

(7) 無線従事者選解任届の写し 

(8) 無線管理規程 

（無線設備の保全） 

第25条 無線管理者は、無線機保全のため、年２回以上定期点検を実施し、機器の保全に努める

ものとする。 

２ 定期点検は、施工業者と保守委託契約を結び、点検の方法及び項目については、契約書によ

り取り決めるものとする。 

３ 通信担当者は、非常電源の機能試験を月１回以上行うものとする。 

（委任） 

第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。 

附則 

 この規程は、平成３年２月５日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成13年１月６日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成25年３月１日から施行する。 
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88.中央区地域防災無線運用要領 
 

平成３年２月５日 

２中地防第545号 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、中央区地域防災無線管理規程第26条の規定に基づき、必要な事項を定める。 

（目的外使用の禁止） 

第２条 無線局は、免許状に記載された目的または通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超え

て運用してはならない。ただし、電波法令で認められた目的外通信は、この限りでない。 

（免許状記載事項の遵守） 

第３条 固定した無線局は、免許状に記載された設置場所以外に移動して運用してはならない。 

２ 移動する無線局は、免許状に記載された移動範囲を超えて移動してはならない。 

３ 無線局は、自局に指定された呼出符号以外の呼出符号を使用してはならない。 

（無線局の開局及び運用） 

第４条 無線局は、原則として非常時または訓練時において開局し、運用するものとする。ただ

し、基地局、陸上移動中継局及び中央区に所属する機関に配備した陸上移動局については、平

常時においても開局し、運用するものとする。 

２ 無線局の開局の指示は、中央区防災行政無線（戸別受信機）の発信又は電話連絡によるもの

とする。ただし、警戒宣言の発令時及び突然地震が発生したとき等緊急事態の場合においては、

開局の指示を待たず、自発的に開局し、運用するものとする。 

（電波を発射する前の注意点） 

第５条 無線局が相手局を呼出そうとするときは、電波を発射する前に受信機を最良の感度に調

整し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。 

２ 前項の場合において、他の通信に混信を与える恐れがあるときは、その通信が終了した後で

なければ呼出しを行ってはならない。 

（呼出方法） 

第６条 特定の無線局を呼び出す方法は、相手局の呼出符号をテンキーにより入力し、呼び出す

ものとする。 

２ 不特定の無線局をまとめて呼び出す方法は、各グループのグループ番号をテンキーにより入

力し、呼び出すものとする。 

（呼び出しの反復） 

第７条 前条の呼出しを行っても相手局の応答がないときは、なるべく２分間以上の間隔を置い

て呼出しを行うものとする。この場合において、２回反復しても応答がないときは、15分（他

の通信に混信を与えるおそれがないと認めるときは、３分）以上を経過した後でなければ再び

呼び出しを行ってはならない。 

（呼び出しの中止） 

第８条 無線局は、自局の呼出しが既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたとき

は、直ちにその呼出しを中止しなければならない。この場合において、混信を受ける旨の通知

をする無線局は、分で表すおおよその待つべき時間を示めさなければならない。 

（応答） 

第９条 無線局は、自局に対する呼出しを受けたときは、直ちに応答しなければならない。 

（通報の送信） 

第10条 呼出しを行い、応答があり、応答事項に続いて「どうぞ」の送信があったときは、直ち

に通報の送信を行う。 

（送受信の終了） 

第11条 送信の終了は、通報の後「以上です。」を送信する。 

 受信の終了は、送信の終了後「了解」を送信する。 

（非常通信） 
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第12条 非常時において、基地局に対して緊急連絡が必要な時は、緊急スイッチを使って行うも

のとする。 

（訓練通信） 

第13条 訓練時において、通報を送信しようとするときは、「訓練」を前置きして行うものとす

る。 

（非常時の通信統制） 

第14条 無線管理者は、非常時において、災害対策本部が設置されたときは、当該本部において、

通信統制を行うものとする。 

（非常時の通信体制） 

第15条 非常時における通信体制は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 無線管理者は、本部長の指示に基づき通信担当者に無線機を動作させるとともに待機さ

せる。 

(2) 無線管理者は、災害対策本部の基地局に通信担当者を、陸上移動局に通信者を配置につ

ける。 

(3) 基地局及び陸上移動中継局の非常電源は、非常用発電設備及びバッテリーによるものと

し、その他の無線局は、備え付けのバッテリーによるものとする。 

   附則 

 この要領は、平成３年２月５日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成25年３月１日から施行する。 
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89．中央区地域防災無線局設置等に関する協定書（無線協議会） 
 

 中央区（以下「甲」という。）と中央区地域防災無線協議会の会員である     （以下「乙」

という。）とは、相互に緊密な連絡を図るため、中央区地域防災無線局の設置及び管理・運用に

関して次のとおり協定する。 

（無線局の設置） 

第１条 甲は、乙の施設内に無線局を設置する。 

（無線設備の経費負担） 

第２条 無線設備の設置に要する費用は、甲の負担とする。 

（設置場所の無償使用） 

第３条 乙は、無線設備を設置するために必要な設置場所を甲に無償で使用させるものとする。 

（設置場所の変更） 

第４条 乙は、自己の都合により無線設備の設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由

及び新たに設置する場所を提示のうえ、協議するものとする。 

２ 甲が、自己の都合により乙の無線設備の設置場所を変更しようとするときは、乙にその理由

を提示し、乙と協議のうえ、新たな設置場所を確保するものとする。 

３ 前２項により設置場所を変更しようとするために必要な費用については、甲の負担とする。 

（設置機器） 

第５条 無線局の無線設備は次のとおりとする。 

一 半固定型無線機（260MHz帯 ２Ｗ） 一式 

二 空中線設備 一式 

三 ファクシミリ 一式 

四 無停電電源装置 一式 

（供給電力使用料の免除） 

第６条 無線設備に要する供給電力使用料は、免除とする。 

（無線局管理者） 

第７条 乙の施設内に設置された無線局に無線局管理者を置く。 

２ 無線局管理者は、乙の   をもって充てる。 

（保守管理） 

第８条 甲は、無線設備を常に確実かつ安全に作動させるために定期点検を実施するものとする。 

２ 前項の点検に要する費用は、甲の負担とする。 

（通信の原則） 

第９条 通信は、原則として中央区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務に関するものでな

ければならない。 

（運用及び保管） 

第10条 乙は、甲の設置した無線設備を常に良好な状態で管理・運用するよう努めるものとする。 

（有効期間） 

第11条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和  年  月  日までとする。 

２ 期間満了の日の３ケ月前までに、甲乙いずれからもなんら申出がないときは、この協定は更

に１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

（疑義の決定等） 

第12条 この協定書に定めのない事項又は各条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、

定めるものとする。 
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者 中央区長 

 

乙 
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90．中央区地域防災無線中継局設備設置等に関する協定書（日本橋プラザ） 
 

 中央区（以下「甲」という。）と日本橋プラザ株式会社（以下「乙」という。）とは、中央区地

域防災無線中継局設備の設置等に関して、次のとおり協定する。 

第１条 乙は、中継局設備を設置するために必要な設置場所及び付属設備その他の工作物を甲に

使用させるものとする。 

第２条 乙は、前条に伴う甲の使用料を免除するものとする。 

第３条 甲又は乙が、都合により設置場所を変更又は撤去しようとするときには、相手にその理

由を提示し、協議のうえ変更又は撤去するものとする。 

２ 設置場所の変更又は撤去に要する費用については、甲が負担するものとする。 

第４条 甲は、中継局設備の安全管理について十分な配慮を払い、万が一、中継局設備に起因す

る事故が発生した場合には、甲の責任において解決するものとし、乙に一切の迷惑を及ぼさな

いものとする。 

第５条 中継局設備は、別表の機器類を基準とし、必要に応じて関連する装置を含むものとする。 

第６条 甲は、中継局設備を常に確実かつ安全に作動させるために定期点検を行うものとする。 

２ 前項の定期点検又は修理等の作業を実施するに際して、乙は可能な限りの供与を図るものと

する。 

３ 中継局設備の故障復旧に要する費用は、甲が負担するものとする。 

第７条 乙は、中継局設備に要する供給電力使用料を負担するものとする。 

２ 甲は、中継局設備以外に供給電力を使用してはならない。 

第８条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成３年３月31日までとする。 

２ 期間満了の日の３ケ月前までに、甲乙いずれからもなんら申出がないときは、この協定は更

に１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこの協定に定める条項について疑義が生じた場合は、

甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。 

 

  平成２年11月28日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙 東京都中央区日本橋二丁目３番４号 

日本橋プラザ株式会社 

代表者 代表取締役 
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 別 表 

 
 

中 継 局 用 無 線 装 置       １架 

非 常 用 発 動 発 電 機       １台 

直 流 電 源 装 置       １台 

空 中 線 共 用 器       １台 

空 中 線       ４本 

空 中 線 柱       １本 
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91．中央区防災行政無線設備設置等に関する協定書 
 

 中央区を「甲」とし、                を「乙」として、     （中央

区     ）に甲が設置する中央区防災行政無線（以下「無線設備」という。）に関し、次の

とおり協定を締結する。 

第１条 乙は無線設備を設置するために必要な設置場所及び附属設備を甲に使用させるものと

する。 

第２条 前条に伴う使用料は、無償とする。 

第３条 無線設備の設置に要する費用は、甲の負担とする。 

第４条 無線設備の設置により設置施設及び附属設備に破損を生じたときは、甲の負担により復

旧する。 

第５条 甲又は乙が、都合により設置場所を変更又は撤去しようとするときは、相手にその理由

を提示し、協議の上変更又は撤去するものとする。 

２ 前項による、設置場所の変更又は撤去に必要な費用については、甲の負担とする。 

第６条 無線設備は、別表の機器類を基準とし、必要に応じて関連する装置を含むものとする。 

第７条 甲は無線設備を常に確実かつ安全に作動させるため、定期点検・修理等の作業を行うも

のとする。 

２ 前項の定期点検又は修理等の作業を実施するに際して、乙は作業に要する範囲において便宜

を供するものとする。 

３ 無線設備の故障復旧に要する費用は、甲の負担とする。 

第８条 無線設備に起因する事故及び苦情については、甲の責任において処理するものとする。 

第９条 本協定の有効期間は、令和  年  月  日から令和  年  月  日までとする。

なお、期間満了の日の３か月前までに、甲と乙とのいずれからもなんらの申し出がないときは、

この協定はさらに１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

第10条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、そのつど甲、乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえその１通を保有する。 

 

 令和  年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地１―１―１ 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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92．東京都防災行政無線局設置等に関する協定書（東京都） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と中央区（以下「乙」という。）とは、東京都地域防災計画に基

づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関し相互に緊密な連絡を図るために、東京都防災行政

無線局（以下「無線局」という。）の設置及び管理運用等に関して、次のとおり協定を締結する。 

第１章 総則 

（無線局の設置） 

第１条 甲は、乙の所管する庁舎内に、無線局を設置する。 

（無線設備の経費負担） 

第２条 無線設備の設置に要する費用は、甲の負担とする。 

（設置場所等の無償使用） 

第３条 乙は、無線設備を設置するために必要な設置場所及びその附属設備その他の工作物を甲

に無償で使用させるものとする。 

（設置場所の変更） 

第４条 乙は、自己の都合により、設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新た

に設置する場所を提示のうえ、協議するものとする。 

２ 前項により、場所を変更するために必要な費用については乙の負担とする。 

３ 甲が、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、乙にその理由を提示し協議す

る。 

４ 前項により、場所を変更するために必要な費用については、甲の負担とする。 

（設置機器類の基準） 

第５条 無線局の無線設備は、別表の機器類を基準とし、必要に応じて、関連する装置を含むも

のとする。 

（電話交換機等の接続） 

第６条 甲は、無線回線を、乙の所管する電話交換機に接続する。 

２ 甲は、乙と協議のうえ、乙の所管する庁舎内に無線専用電話機を設置する。 

（無線管理者等） 

第７条 乙の庁舎内に設置された無線局に無線管理者及び無線従事者（電波法第２条第６号の規

定に基づく。）を置く。 

２ 無線管理者は、乙の区長をもって充てる。 

３ 無線従事者は、乙の職員で当該無線設備に適合した郵政大臣の免許を取得した者の中から、

乙の推薦により甲が選任する。 

（無線従事者の研修） 

第８条 甲は、無線従事者の確保又は技術向上を図るため、毎年１回以上研修を行うこととする。 

第２章 管理運用 

（定期点検等） 

第９条 甲は、無線設備を常に確実かつ安全に作動させるために、定期点検を行うものとする。 

２ 前項の定期点検又は修理等の作業を実施するに際して、乙は、作業に要する範囲において便

宜を供するものとする。 
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３ 無線設備の故障復旧に要する費用は、甲の負担とする。 

（法規に定める備えつけ品） 

第10条 無線局の管理運用に関するもので、電波法及び同法施行規則等で規定された備えつけ品

については、甲の負担において常備する。 

（光熱水費等の負担） 

第11条 乙の庁舎内に設置された無線設備の運用に要する電力及び発動発電機用燃料その他消

耗品等は、乙の負担とする。 

（通信の原則） 

第12条 通信は、東京都地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関するもの

でなければならない。 

（無線局の管理運用） 

第13条 この協定書に定めるものを除くほか、無線局の管理運用に関する事項は、甲が別に定め

る東京都防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。 

第３章 その他 

（有効期間） 

第14条 本協定の有効期間は、昭和53年９月１日から昭和54年３月31日までとする。なお、期間

満了の日の３ケ月前までに、甲と乙とのいずれからもなんらの申出がないときは、この協定は

さらに１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

（疑義の決定等） 

第15条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、そのつど甲、乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 甲と乙とは、本書を２通作成しそれぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。 

 

  昭和53年９月１日 

 

 

甲 東京都千代田区丸の内三丁目５番１号 

東京都 

代表者 東京都知事 

 

乙 東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 
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 別 表 

 
 

１ 無 線 設 備 

(1) 多 重 無 線 電 話 装 置         一式 

(2) 遠 隔 被 監 視 制 御 装 置          〃 

(3) 無 線 中 継 交 換 機          〃 

(4) 副 統 制 台         １台 

(5) 直 流 電 源 装 置         一式 

(6) 空 中 線 設 備          〃 

(7) 無 線 専 用 電 話 機          〃 

２ 非常電源設備 

(1) 発 動 発 電 機         １台 

(2) オ イ ル タ ン ク         １基 
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93．東京都防災行政無線端末機器の設置等に関する協定書（東京都） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と中央区（以下「乙」という。）とは、東京都地域防災計画に基

づく災害対策にかかる事務に関し相互に緊密な連絡を図るため、東京都防災行政無線に接続する

端末機器（以下「端末機器」という。）の設置及び管理運用等に関して、次のとおり協定書を締

結する。 

第１章 総則 

（端末機器の設置） 

第１条 甲は、乙の所管する庁舎内に東京都防災行政無線に接続する端末機器を設置する。 

（端末機器設備の経費負担） 

第２条 端末機器設備の設置に要する費用は、甲の負担とする。 

（設置場所の無償使用） 

第３条 乙は、端末機器を設置するために必要な設置場所及びその附属設備その他工作物を甲に

無償で使用させるものとする。 

（設置場所等の変更） 

第４条 乙は、自己の都合により、設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新た

に設置する場所を提示の上、協議するものとする。 

２ 前項により、場所を変更するために必要な費用については、乙の負担とする。 

３ 甲が、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、乙にその理由を提示し協議す

る。 

４ 前項により場所を変更するために必要な費用については、甲の負担とする。 

（端末機器の種類等） 

第５条 設置する端末機器設備は、次の機器類とし、必要に応じて、関連する装置を含むものと

する。 

(1) 準動画端末装置一式 

(2) データ端末装置一式 

(3) ファクシミリ装置一式 

２ 乙は、前項の機器を自己の負担により増設しようとするときは、あらかじめ甲に協議するも

のとする。 

第２章 管理 

（管理責任者） 

第６条 甲と乙との間で結ばれた東京都防災行政無線局設置等に関する協定書第７条に定める

無線管理者は、甲が乙の庁舎内に設置した端末機器を常に良好に機能を発揮できるよう責任を

もって管理しなければならない。 

（定期点検等） 

第７条 甲は、端末機器を常に確実かつ安全に作動させるために定期点検を行うものとする。 

２ 前項の定期点検又は修理等の作業を実施するに際して、乙は、作業に要する範囲において便

宜を供するものとする。 

３ 端末機器の故障復旧に要する費用は、甲の負担とする。 

（消耗品） 

第８条 端末機器の運用に要する消耗品については、乙の負担において常備する。 

（光熱水費） 

第９条 乙の庁舎内に設置された端末機器の運用に要する電気料金は、乙の負担とする。 

第３章 運用 

（運用の原則） 

第10条 端末機器による情報伝達は、東京都地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行

政事務に関するものでなければならない。 

２ データ端末で得られる情報は、防災行政以外の目的に使用してはならない。 

３ 乙は、データ端末機器及びそのソフトに加工修正を加えようとするときは、甲に協議するも

のとする。 
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（研修） 

第11条 甲は、乙の職員が端末機器を確実かつ円滑に操作できるよう十分な研修を行うものとす

る。 

第４章 その他 

（無線局の管理運用） 

第12条 この協定書に定めるものを除くほか、端末機器の設置及び管理運用等に関する事項は、

甲と乙との間で結ばれた東京都防災行政無線局設置等に関する協定書ならびに甲が別に定め

る東京都防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。 

（有効期間） 

第13条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成４年３年31日までとする。 

 なお、期間満了の日の３ケ月前までに、甲と乙とのいずれからもなんらの申出がないときは、

この協定はさらに１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

（疑義の決定等） 

第14条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、その都度甲、乙協議の上定めるものとする。 

 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成２年12月28日 

 

 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 

 

乙 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 
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94．災害応急活動における協力に関する基本協定書（都市整備公社） 
 

 東京都中央区を「甲」とし、財団法人中央区都市整備公社を「乙」とし、甲乙間において次の

とおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中央区の地域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

甲が行う災害応急活動（中央区地域防災計画に基づく活動及びこれに準ずる活動をいう。以下

同じ。）等に対する乙の協力に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、甲の災害応急活動に協力するため、乙の職員（甲から乙に派遣された職員に限る。

以下同じ。）を次の各号に掲げる職務に従事させるものとする。ただし、現に従事する必要が

生じた場合において、乙の業務上特に支障があると認めたときは、甲に通知することにより、

必要な職員を除くことができる。 

一 東京都中央区職員の臨時非常配備に関する規程（昭和59年東京都中央区訓令甲第２号）に

定める臨時非常配備職員の職務 

二 東京都中央区災害対策本部条例施行規則（昭和38年東京都中央区規則第13号）に定める本

部の職員の職務 

２ 乙は、甲が実施する防災訓練に対する協力要請があったときは、業務上支障がない限り、乙

の職員を従事させるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、乙は、甲からの要請に基づき、甲の災害応急活動について必要

な協力を行うものとする。 

（対象職員） 

第３条 前条第１項各号の対象となる乙の職員は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 第１号の職務に従事する職員  同号に掲げる訓令の対象者の例によるものとし、甲から

の通知に基づき乙が指定する。 

二 第２号の職務に従事する職員  同号に掲げる規則に定めるところの例によるものとし、

具体的な職員の範囲、所属等については、甲乙協議のう

え別に定める。 

（通知） 

第４条 甲は、乙の職員を第２条第１項各号に掲げる職務に配置させたときは、直ちに乙に通知

しなければならない。 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づく業務に要する経費は、甲が負担する。 

２ 経費負担の方法、請求手続その他必要な事項は、甲乙協議のうえ別に定める。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

 

 甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

  平成２年12月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区長 

 

乙 東京都中央区明石町１番６号 

財団法人 中央区都市整備公社 

理事長 
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95．特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定 (本文120頁) 
 

（目的） 

第１条 この協定は、特別区（以下、「区」という。）の区域において大規模な地震等の災害が発

生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、

災害を受けた区（以下、「被災区」という。）独自では、十分な対策等が実施できない場合にお

いて、被災を免れた区あるいは被災の軽微な区であって、被災区の支援が可能な区（以下、「支

援区」という。）が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とす

る。 

（支援対策本部の設置） 

第２条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するた

め、災害発生後直ちに特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）を設置する。 

２ 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。 

３ 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。 

４ 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が

出ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及

び支援区相互の活動に必要な調整を行う。 

５ 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に

必要な資機材その他の応援を求めることができるものとする。 

６ 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。 

（支援各区の体制） 

第３条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体

制を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。 

２ 本部と支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。 

３ 支援区は、前２項のほか、本部の活動に協力するものとする。 

（支援の要請） 

第４条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援

活動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

第４条の２ 隣接区等において、本部の要請等がある前に支援を開始する場合は、支援区の本部

への報告をもって、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

（相互協力及び相互支援の内容） 

第５条 この協定に基づく相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への応援職員の派遣 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 

ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

（２）救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への救援物資の提供 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供 
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ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

（３）避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必要

な事項 

（４）被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区へのボランティアの斡旋 

ロ 支援区におけるボランティアへの情報提供、募集、受付、宿舎の提供 

ハ その他ボランティアに関し、被災区の支援に必要な事項 

（５）被災住民の受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項 

（６）動物の保護に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区

間支援に必要な事項 

（７）被災区への医療救護班の派遣その他医療救護活動に関し、被災区内での支援及び被災区の

負担を軽減するために必要な事項 

（８）ごみ、し尿、がれきの処理に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他

区間協力、区間支援に必要な事項 

（９）災害時要援護者の救援支援に関する次の事項 

イ 被災区への専門職員等の派遣 

ロ 支援区での二次避難場所の提供等災害時要援護者の受入れ 

ハ その他災害時要援護者の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するため

に必要な事項 

（10）遺体の搬送、埋葬等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区

間支援に必要な事項 

（11）道路の早期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被災

区の負担を軽減するために必要な事項 

（12）応急危険度判定、り災証明発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関し、職員、

資機材等の派遣、提供その他の被災区の支援に必要な事項 

（13）仮設住宅の提供に関する次の事項 

イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供 

ロ 支援区での仮設住宅建設用地の確保 

ハ その他仮設住宅の提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項 

（14）帰宅困難者への対応に関し、情報提供、一時滞在施設への受入れ、物資提供その他の区間

協力、区間支援に必要な事項 

（15）児童・生徒の受入れ、応急教育の実施に関し、必要な事項 

(16）被災区の被災区外での業務継続に関し、施設の提供、その他被災区の支援に必要な事項 

（17）前各号に定めるもののほか、被災区から要請があった事項 

（支援経費の負担） 

第６条 支援区の支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。 

２ 支援を受けた区が、前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ、支援を受けた区から

要請があった場合には、支援する区は当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 被災区間の経費の割り振り又は被災区に費用負担を求められない特別の事情がある場合の
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措置その他については、本部が調整する。 

（連絡担当部署） 

第７条 各区は、防災担当課をこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担当部署とす

る。 

（平常時の措置） 

第８条 各区は、この協定が災害時において有効に機能するよう、平常時において、区相互の情

報交換、防災訓練の実施、災害時における対策に関する調査研究その他に努めるものとする。 

（実施細目の作成） 

第９条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協議により実施細目を定めるものとする。 

（協定内容等の見直し） 

第10条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施細目の内容については、毎年度見直しを

行い、常に実践的な内容を持たせるよう必要な修正を行うものとする。 

（その他） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協議して定める。 

附則 

１ この協定は、平成26年４月１日から適用する。 

２ 平成８年２月16日締結の特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定書及び実施細目

は廃止する。 

３ この協定の締結を証するため、本協定書を２３通作成し、各区長は記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

 

平成26年３月14日 
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96．東京都中央区と山形県東根市との災害時相互援助協定書(本文121頁) 
 

（趣旨） 

第１条 東京都中央区（以下「甲」という。）と山形県東根市（以下「乙」という。）とは友好都

市提携の精神に基づき、災害時における応急対策及び復旧対策に関し、この協定に定めるとこ

ろにより相互に援助協力を行うものとする。 

（応援要請） 

第２条 甲又は乙は、前条の規定により援助協力要請を受けた場合は、要請の内容に従って、応

援するように努めるものとする。 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

１ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

２ 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材の提供 

３ 救護及び救助活動に必要な車両等の提供 

４ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職及び事務職職員の派遣 

５ 被災者の一時収容のための施設の提供 

６ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（輸送） 

第４条 応急物資の輸送は、供給を要請した側が行うものとする。 

 ただし、特別の理由により要請した側において輸送が困難な状況にある場合は、協議によりそ

の輸送を供給する側に依頼することができる。 

（経費） 

第５条 応急物資の供給に要する費用（輸送費を含む。）は、当該供給を要請した側が負担する

ものとし、その額については双方で協議して決定する。 

（協議） 

第６条 この協定の解釈について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、

双方協議のうえ決定するものとする。 

 

 以上協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙署名のうえ各１通を保有する。 

 

  平成７年７月５日 

 

 

甲  東京都中央区長 

 

乙  山形県東根市長 
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97．東京都中央区と岡山県玉野市との災害時相互援助協定書 (本文121頁) 
 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都中央区（以下「甲」という。）又は岡山県玉野市（以下「乙」とい

う。）の区域内において災害が発生し、被災した甲又は乙（以下「被災区市」という。）が単独

では十分に被災者の救護等の応急措置ができない場合に、災害対策基本法（昭和36年法律第223

号）第67条第１項の規定に基づく被災区市の応援要求に対して、応援措置を円滑に遂行するた

め、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

一 被災者の救出、医療、防疫及びこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資器材及び

物資の提供 

二 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供 

三 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

四 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職及び事務職職員等の派遣 

五 被災者の一時収容のための施設の提供 

六 前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項 

（応援要求の手続） 

第３条 被災区市は、次の事項を明らかにして、文書により応援を要求するものとする。 

一 被害の状況 

二 前条第１号から第３号に掲げるものの資器材等の種類及び数量 

三 前条第４号に掲げるものの職種別人員 

四 応援の場所及び応援の場所への経路 

五 応援の期間 

六 前各号に定めるもののほか、必要な事項 

（緊急応援） 

第４条 応援をしようとする区市（以下「応援区市」という。）は、事態が緊急を要すると判断

したときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものとする。 

（指揮権） 

第５条 応援区市の職員等は、被災区市の長の指揮下に入り行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を要求した側の

負担とするものとし、その額については双方で協議して決定する。 

（連絡の窓口） 

第７条 相互応援に関する連絡担当部局は、甲においては地域振興部防災課、乙においては総務

部総務課とし、災害が発生したときは、相互に連絡するものとする。 

（資料の交換） 

第８条 甲及び乙は、この規定に基づく応援が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な資

料を相互に交換するものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙がその都

度協議して定めるものとする。 

第10条 この協定は、平成８年７月29日から効力を発生するものとする。 
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 以上協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙署名のうえ、各自その１通を保有する。 

 

  平成８年７月29日 

 

 

甲  東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  岡山県玉野市 

代表者 岡山県玉野市長 
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98．東京都中央区と千葉県銚子市との災害時相互援助協定書 (本文121頁) 
 

（趣旨） 

第１条 東京都中央区と千葉県銚子市は、いずれかの区域内において災害が発生した場合に災害

対策基本法（昭和36年法律第223号）第67条第１項の規定に基づく被災した側の応援要請に対

して、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう相互の応援について、必要な事項を定め

るものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1)  被災者の救出、医療、防疫並びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資機材

及び物資の提供 

 (2)   食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供 

 (3)   救援、救助及び応急復旧活動に必要な車両等の提供 

 (4)   救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

 (5)   被災者の一時収容のための施設の提供 

 (6)   前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続） 

第３条 被災した側は、次の事項を明らかにして、文書により応援を要請するものとする。ただ

し、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請することができ、事後に文書を提出

するものとする。 

(1)   被害の状況 

(2)   前条第１号から第３号までに規定する資機材等の種類及び数量 

(3)   前条第４号に規定する職員等の職種別人員 

(4)   応援の場所及びその経路 

(5)   応援の期間 

(6)   前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（輸送） 

第４条 応急物資の輸送は、当該応急物資の供給を要請した側が行うものとする。ただし、特別

の理由により当該応急物資の供給を要請した側において輸送が困難な状況にある場合は、協議

によりその輸送を供給する側に依頼することができる。 

（緊急応援） 

第５条 応援をする側は、事態が緊急を要すると判断したときは、応援要請の有無にかかわらず、

必要な応急措置を行うものとする。 

（指揮権） 

第６条 応援をする側の職員等は、応援を要請した側の長の指揮下に入り、行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を要請した側の

負担とし、その額については双方で協議して決定する。 

２ 応援を要請する側が、経費を支弁するいとまがなく、かつ要請があった場合は、応援をする

側が一時立替支弁するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 第３条に規定する応援手続が確実かつ円滑に行われるよう、双方あらかじめ連絡責任者

を定めておくものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、双方がその都度協

議して定めるものとする。 

第10条 この協定は、平成19年１月29日から平成20年３月31日までとする。ただし、期間満了の

日の３か月前までに、東京都中央区、千葉県銚子市からなんらかの申出がないときは、この協

定は、１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 
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 以上協定締結の証として、本協定書２通を作成し、双方が署名のうえ、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成19年１月29日 

 

 

                   東京都中央区築地一丁目１番１号 

                   東京都中央区 

                   東京都中央区長 

 

                   千葉県銚子市若宮町１番地の１ 

                   千葉県銚子市 

                   千葉県銚子市長 
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99.東京都中央区と宮城県石巻市との災害時相互援助協定書 (本文121頁) 
 

（趣旨） 

第１条 東京都中央区と宮城県石巻市とは、いずれかの区域内において災害が発生した場合に災

害対策基本法（昭和36年法律第223号）第67条第１項の規定に基づく被災した側の応援要請に

対して、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう相互の応援について、必要な事項を定

めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）被災者の救出、医療、防疫及びこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資器材及

び物資の提供 

（２）食料、飲料水、生活必需物資及びこれらの供給に必要な資器材の提供 

（３）救援、救助及び応急復旧活動に必要な車両等の提供 

（４）救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

（５）被災者の一時収容のための施設の提供 

（６）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続） 

第３条 被災した側は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により応援を要請するものとする。

ただし、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請することができ、事後に文書を

提出するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号から第３号までに規定する資器材等の種類及び数量 

（３）前条第４号に規定する職員等の職種別人員 

（４）応援の場所及びその経路 

（５）応援の期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、被災した側が必要とする事項 

（輸送） 

第４条 応急物資の輸送は、当該応急物資の供給を要請した側が行うものとする。ただし、特別

の理由により当該応急物資の供給を要請した側において輸送が困難な状況にある場合は、協議

によりその輸送を供給する側に依頼することができる。 

（緊急応援） 

第５条 応援をする側は、事態が緊急を要すると判断したときは、第３条に規定する応援要請の

有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものとする。 

（指揮権） 

第６条 応援をする側の職員等は、応援を要請した側の長の指揮下に入り、行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を要請した側の

負担とし、その額については双方で協議して決定する。 

２ 応援を要請する側が、経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請があった場合は、応援をす

る側が一時立替支弁するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 第３条に規定する応援手続が確実かつ円滑に行われるよう、双方あらかじめ連絡責任者

を定めておくものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、双方がその都度協

議の上、決定するものとする。 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、平成24年４月５日から平成25年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３か月前までに、東京都中央区、宮城県石巻市からなんらかの申出がないとき

は、この協定は、１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 
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 以上協定締結の証として、本協定書２通を作成し、双方が署名のうえ、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成２４年４月５日 

 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

東京都中央区長 

 

宮城県石巻市穀町１４番１号 

宮城県石巻市 

宮城県石巻市長 
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100.東京都中央区と山梨県富士河口湖町との災害時相互援助協定書

（本文121頁） 
 

（趣旨） 

第１条 東京都中央区（以下「中央区」という。）と山梨県富士河口湖町（以下「富士河口湖町」

という。）は、いずれかの区域内において災害が発生した場合に災害対策基本法（昭和36年法

律第223号）第67条第１項の規定に基づく被災した側の応援要請に対して、応急対策及び復旧

対策が円滑に遂行されるよう相互の応援について、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1)  被災者の救出、医療、防疫並びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資機材

及び物資の提供 

(2)  食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供 

(3)  救援、救助及び応急復旧活動に必要な車両等の提供 

(4)  救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

(5)  被災者の一時収容のための施設の提供 

(6)  ホームページの代理掲載その他災害時の情報発信協力 

(7)  前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続） 

第３条 被災した側は、次の事項を明らかにして、文書により応援を要請するものとする。ただ

し、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請することができ、事後に文書を提出

するものとする。 

(1)  被害の状況 

(2)  前条第１号から第３号までに規定する資機材等の種類及び数量 

(3)  前条第４号に規定する職員等の職種別人員 

(4)  応援の場所及びその経路 

(5)  応援の期間 

(6)  前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（輸送） 

第４条 応急物資の輸送は、当該応急物資の供給を要請した側が行うものとする。ただし、特別

の理由により当該応急物資の供給を要請した側において輸送が困難な状況にある場合は、協議

によりその輸送を供給する側に依頼することができる。 

（緊急応援） 

第５条 応援をする側は、事態が緊急を要すると判断したときは、応援要請の有無にかかわらず、

必要な応急措置を行うものとする。 

（指揮権） 

第６条 応援をする側の職員等は、応援を要請した側の長の指揮下に入り、行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を要請した側の

負担とし、その額については双方で協議して決定する。 

２ 応援を要請する側が経費を支弁するいとまがない場合は、応援をする側が一時立て替えて支

弁するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 第３条に規定する応援手続が確実かつ円滑に行われるよう、双方があらかじめ連絡責任

者を定めておくものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、双方がその都度協

議して定めるものとする。 

第10条 この協定の有効期間は、平成26年11月４日から平成27年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３か月前までに、中央区又は富士河口湖町から何らかの申出がないときは、こ
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の協定は、１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 以上、協定締結の証として、本協定書２通を作成し、双方が署名の上、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成26年11月４日 

 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地 

山梨県富士河口湖町 

山梨県富士河口湖町長 
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101.災害対策用備蓄物資の有効活用の協力に関する覚書(本文93頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と一般社団法人日本非常食推進機構（以下「乙」という。）は、

甲が保有する賞味期限又は消費期限が迫った災害対策用備蓄物資（以下「備蓄物資」という。）

を有効に活用するため、相互に協力するものとし、その内容について覚書を取り交わす。 

（目的） 

第１条 この覚書は、甲が備蓄物資を乙の行う防災啓発活動、生活支援活動、人道支援活動等の

ために乙に譲渡することにより、地域の防災力、福祉等の向上を図るとともに、備蓄物資を有

効に活用し、廃棄食料の削減に資することを目的とする。 

（備蓄物資の活用） 

第２条 甲は、備蓄物資を譲渡する時期、量等について乙と協議し、双方合意の上、甲が乙に当

該備蓄物資を譲渡する。 

２ 乙は前項の規定により甲から譲渡された備蓄物資（以下「譲渡された備蓄物資」という。）

を第５条に掲げる事業に活用できるものとする。 

３ 乙は、譲渡された備蓄物資の活用に当たっては、有効性及び効率性に配慮するものとする。 

（無償譲渡等） 

第３条 甲は、前条第１項の規定により乙に備蓄物資を譲渡するときは、無償で譲渡するものと

する。 

２ 乙は、譲渡された備蓄物資を転売し、又は金銭その他の有価物と交換してはならず、甲に対

しその旨を誓約するものとする。 

３ 乙は、甲乙間で特別の定めがない限り、譲渡された備蓄物資を甲に返品することはできない

ものとする。 

（備蓄物資の譲渡場所等） 

第４条 備蓄物資の譲渡は、甲の指定する場所で行い、当該譲渡に係る当該場所までの運搬費に

ついては、甲の負担とし、その他の譲渡に係る経費については、乙の負担で行うものとする。 

（対象事業） 

第５条 乙は、譲渡された備蓄物資を次に掲げる事業に活用することができる。 

（１）中央区民や中央区の区域内の在勤、在学者等を対象として実施する防災啓発活動等 

（２）甲が認める乙又は乙が他の団体と協力して行う防災啓発活動等 

（３）被災地又はそれに準ずる場所で行う人道支援活動 

（４）社会福祉法人、ＮＰＯ法人等が実施する生活支援等の非営利活動 

（５）前各号に掲げるもののほか、乙の行う活動のうち甲が必要と認めるもの 

（実施報告） 

第６条 乙は、前条各号に掲げる事業において、譲渡された備蓄物資を活用したときは、速やか

に甲に対してその報告を行うものとする。 

（甲及び乙の責務） 

第７条 甲は、第２条第１項の規定により乙に譲渡する備蓄物資が、適切な保管方法で管理され

ていたことを保証する。 

２ 譲渡後の備蓄物資に食品衛生上の問題等の事故が発生したときは、乙の責任とする。 

- 277 -



- 278 - 
 

３ 甲が第２条第１項の規定により乙に譲渡した備蓄物資を起因として事故が発生したときは、

甲、乙及び関係する第三者により原因を調査する。 

４ 甲及び乙は、前項の規定による調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、事後の対

応、再発防止等について、誠実に協議し、その解決に当たるものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、この覚書に定める事項を円滑に推進するため、情報交換に努めるものとす

る。 

（協議） 

第９条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に規定する条項の解釈に疑義が生じたときは、

その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第10条 この覚書の有効期間は、覚書締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の日から３か月前までに甲又は乙のいずれからも書面によるこの覚書の終了の意

思表示がないときは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

 

この覚書締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各々１通を保有する。 

 

令和２年１２月７日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区 

  中央区長 

 

乙 三重県四日市市浮橋一丁目４番３号 

  一般社団法人 日本非常食推進機構 

  代表理事 
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102.防災用井戸の使用に関する覚書（人形町一丁目芳人防災会）(本文207頁) 
 

 東京都中央区を「甲」とし、日本橋人形町一丁目芳人防災会を「乙」とし、甲乙間において、

乙の所有する防災用井戸（設置場所 東京都中央区日本橋人形町一丁目18番地先。以下「井戸」

という。）の災害時における使用に関し、次のとおり覚書を締結する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、大震災により災害が発生した場合において、東京都中央区立日本橋小学校

「防災拠点」に避難した被災者のための水を確保することにより応急給水活動の円滑化を図る

ことを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を達成するため甲の要請に基づき井戸の水を甲に供給するとともに、

搬送に協力するものとする。 

（維持管理） 

第３条 乙は、常に井戸の設備を良好に維持管理するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 前条に規定する維持管理に要する経費は、乙の負担により行うものとする。ただし、井

戸の水の水質検査は、甲の負担により行うものとする。 

（協議） 

第５条 この覚書に定めがない事項又はこの覚書に疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する

ものとする。 

 

 上記覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成10年９月７日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 中央区長 

 

乙  東京都中央区日本橋人形町一丁目18番３号 

日本橋人形町一丁目芳人防災会 

代表者 
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103.給水施設の維持管理及び運用に関する協定（あかつき公園）

(本文228頁) 

 
 東京都を甲とし、中央区を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理及

び運用に関する協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が東京都震災予防条例（昭和46年東京都条例121号）に基づき中央区立

あかつき公園内に設置した給水施設（以下「給水施設」という。）の維持管理及び運用に関し

て必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣旨に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相

互に協力するものとする。 

（維持管理） 

第３条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものと

する。 

２ 前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するものとする。 

（応急給水） 

第４条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の

目的で使用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、第３条に規定する給水施設の維持管理に要する経費を負担するものとする。 

２ 乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以

外のものに係る経費を負担するものとする。 

（関連区） 

第６条 乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する他の特別

区と別途協議するものとする。 

（実施細目） 

第７条 乙と東京都水道局長は、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第８条 この協定は、昭和59年８月15日から適用する。 

 

甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、そ

の１通を保有する。 

 

昭和59年８月15日 

 

 

甲  東京都 

代表者 東京都知事 

 

乙  中央区 

代表者 中央区長 
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104.給水施設の維持管理及び運用に関する協定の実施細目（あかつき公園）(本文228頁) 
 

 東京都水道局長（以下「甲」という。）と中央区長（以下「乙」という。）は、乙と東京都知事

との間で昭和59年８月15日締結した「給水施設の維持管理及び運用に関する協定」（以下「協定」

という。）第７条の規定に基づく協定の実施細目を、次のとおり定める。 

（給水施設の使用方法） 

第１条 乙は、協定第４条により給水施設を使用する場合は、甲の定める「中央区立あかつき公

園内震災対策用応急給水施設に関する取扱要綱」第６項の規定に従い使用しなければならない。

この場合において、乙は、水質の保全並びに給水施設及び給水施設内の器具等の維持管理に支

障を及ぼさないように努めなければならない。 

（災害訓練に使用する場合の手続） 

第２条 協定第４条ただし書による甲の承認手続等は、次の各号による。 

(1) 別紙様式１に必要事項を記載し、災害訓練実施日の７日前までに東京都水道局中央支所 

長（以下「支所長」という。）に届出て、その承認を得ること。 

(2) 災害訓練が終了したときは、直ちにその旨を支所長に連絡すること。 

（責任者の選任） 

第３条 給水施設の適正な使用を図るため、乙は、給水施設の使用に係る責任者を選任し、様式

２により支所長に通知するものとする。これを変更する場合も同様とする。 

（資器材の搬入等） 

第４条 乙は、乙の資器材を給水施設内に搬入若しくは搬出しようとするとき、又は搬入した資

器材を点検しようとするときは、様式３により、支所長にあらかじめ届出を行い、その承認を

得なければならない。 

（非常用備品等の補充） 

第５条 乙は、災害訓練その他により、給水施設内に常備している非常用備品、工具その他を費

消し、消耗し又は破損したときは、乙の負担において補充しなければならない。 

（損害賠償） 

第６条 乙が、故意又は過失により、給水施設その他甲の管理に係る施設及び機器等に損害を与

えた場合は、乙がその責を負うものとする。 

（疑義等の解釈） 

第７条 この実施細目の解釈に疑義が生じたとき又はこの実施細目に定めのない事項は甲乙協

議のうえ決定するものとする。 

（適用期日） 

第８条 この実施細目は昭和59年８月15日から適用する。 

 

甲と乙とは、上記実施細目締結の証として、本書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、そ

の一通を保有する。 

 

昭和59年８月15日 

 

 

甲  東京都水道局長 

 

乙  中央区長 
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105.給水施設の維持管理及び運用に関する協定書（堀留児童公園）(本文228頁) 
 

 東京都知事を甲とし、中央区長を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持

管理及び運用に関する協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が東京都震災予防条例（昭和46年東京都条例第121号）に基づき中央区

立堀留児童公園内に設置した給水施設（以下「給水施設」という。）の維持管理及び運用に関

して必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣旨に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相

互に協力するものとする。 

（維持管理） 

第３条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものと

する。 

２ 前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するものとする。 

（応急給水） 

第４条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の

目的で使用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、第３条に規定する給水施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。 

２ 乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以

外のものに係る費用を負担するものとする。 

（関連区） 

第６条 乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する他の区と

別途協議するものとする。 

（実施細目） 

第７条 乙と東京都水道局長は、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第８条 この協定は、平成12年４月１日から適用する。 

 

 甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、そ

の１通を保有する。 

 

  平成12年３月31日 

 

 

甲  東京都知事 

 

乙  中央区長 
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106.給水施設の維持管理及び運用に関する協定の実施細目（堀留児童公園）(本文228頁) 
 

 東京都水道局長（以下「甲」という。）と中央区長（以下「乙」という。）は、東京都知事と乙

との間で平成12年３月31日付で締結した「給水施設の維持管理及び運用に関する協定書」（以下

「協定」という。）第７条の規定に基づく協定の実施細目を、次のとおり定める。 

（給水施設の使用方法） 

第１条 乙は、協定第４条により給水施設を使用する場合は、甲の定める「中央区立堀留児童公

園内震災対策応急給水施設に関する取扱要綱」第７項の規定に従い使用しなければならない。

この場合において、乙は水質の保全並びに給水施設及び給水施設内の器具等の維持管理に支障

を及ぼさないように努めなければならない。 

（災害訓練に使用する場合の手続） 

第２条 協定第４条ただし書による甲の承認手続等は、次の各号による。 

(1) 別紙様式第１号に必要事項を記載し、災害訓練実施日の７日前までに東京都水道局中央

支所長（以下「支所長」という。）に届け出てその承認を得ること。 

(2)  災害訓練が終了したときは、直ちにその旨を支所長に連絡すること。 

（責任者の選任） 

第３条 給水施設の適正な使用を図るため、乙は給水施設の使用に係る責任者を選任し、様式第

２号により支所長に通知するものとする。これを変更する場合も同様とする。 

（資器材の搬入等） 

第４条 乙は、乙の資器材を給水施設内に搬入若しくは搬出しようとするとき、又は搬入した資

器材を点検しようとするときは、様式第３号により支所長にあらかじめ届出を行い、その承認

を得なければならない。 

（非常用備品等の補充） 

第５条 乙は、災害訓練その他により、給水施設内に常備している非常用備品、工具その他を消

費し、消耗又は破損したときは、乙の負担において補充しなければならない。 

（損害賠償） 

第６条 乙が、故意又は過失により、給水施設その他甲の管理に係る施設及び機器等に損害を与

えた場合は、乙がその責を負うものとする。 

（疑義等の解釈） 

第７条 この実施細目の解釈に疑義が生じたとき、又はこの実施細目に定めのない事項は、甲乙

協議の上決定するものとする。 

（適用日） 

第８条 この実施細目は平成12年４月１日から適用する。 

 

甲と乙とは上記実施細目締結の証として、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１

通を保有する。 

 

  平成12年３月31日 

 

 

甲  東京都水道局長 

 

乙  中央区長 
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107.避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書（東京都）

(本文228頁) 
 
東京都（以下「甲」という。）と中央区（以下「乙」という。）とは、次の条項により覚書を締

結する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、災害発生時等における配水管及び給水管の洗浄排水作業並びに災害発生時

における応急給水活動を実施するために設置する設備（以下「応急給水栓」という。）の取扱

いについて、設置、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。 

（応急給水栓の構成及び設置場所） 

第２条 応急給水栓は、給水装置の一部として、配水管の取付口から量水器（水道メータ）まで

の間の給水管から分岐させた配管、止水栓及び排水栓で構成する。 

２ 応急給水栓は、避難所（二次避難所（福祉避難所）を除く。以下同じ。）の敷地内に設置す

る。 

（応急給水栓の設置に係る協議） 

第３条 甲乙は、協議の上、個別の応急給水栓の設置について、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

（１） 乙が避難所に指定しているもののうち応急給水栓を設置する避難所 

（２） 避難所の敷地内に応急給水栓を設置する工事（以下「設置工事」という。）の施行時 

   期及びその方法 

（３） 応急給水栓の設置位置 

２ 甲乙は、乙が指定する避難所に応急給水栓が設置されるように誠実に協議する義務を負う。

ただし、甲乙は、個別の応急給水栓の設置に係る合意を成立させる義務は負わない。 

（設置工事の施行等） 

第４条 甲は、設置工事を施行し、及び設置工事に係る費用を全額負担し、並びに応急給水栓の

設置に必要な事務手続を行う。 

２ 乙は、設置工事の施行に当たり、甲に当該避難所の敷地使用料を求めないものとする。 

３ 乙は、甲が設置工事を円滑に施行できるよう誠実に協力するものとする。 

４ 乙は、設置工事の施行に係る事故・トラブル等の責任に関して、明らかにその責めが乙に帰

する場合を除いて、負わないものとする。 

（応急給水栓の引渡し） 

第５条 応急給水栓は、設置工事の完了検査の合格により特定されたものとする。 

２ 設置工事完了検査の合格後、甲乙は遅滞なく立ち会い、甲乙立会いの下で応急給水栓を甲か

ら乙へ無償で引き渡す。 

３ 前項の規定による引渡しをもって、応急給水栓の所有権は乙に帰属する。 

４ 甲は、応急給水栓のかし担保責任を負わない。ただし、甲がそのかしを知りながら乙に告げ

なかったときは、この限りでない。 

５ 前項の規定にかかわらず、乙は、応急給水栓に隠れたかしを認めたときは、甲に対して、そ

の修補を求めることができる。ただし、甲が設置工事の請負者に対するかし修補請求権を持た

- 284 -



- 285 - 
 

ないときは、この限りでない。 

６ 甲は、前項に規定する請求を受けたときは、遅滞なく当該応急給水栓の設置工事の請負者に

対して当該かしの修補を請求しなければならない。 

７ 甲は、請負工事の遅滞、災害等の不可抗力その他のやむを得ない事由により、第３条第１項

第２号の時期までに設置工事が終わらないと認められるときは、速やかに乙と協議を行い、新

たな期間を定めるものとする。 

（応急給水栓の維持管理） 

第６条 乙は、応急給水栓について、善良な管理者の注意をもって維持管理を行うものとする。 

２ 乙は、応急給水栓の使用に支障とならないよう、重量物を積載しないなど、応急給水栓の周

辺環境に注意を払うものとする。 

３ 乙は、老朽化等の理由により応急給水栓の補修又は更新が必要であると判断したときは、速

やかに甲に通知するとともに、応急給水栓を補修し、又は更新するように努めるものとする。

この場合において、当該応急給水栓の補修又は更新に係る費用は乙が負担するものとする。 

４ 乙は、前項前段の応急給水栓の補修又は更新を完了したときは、甲にその旨を速やかに報告

するものとする。 

（応急給水栓の機能維持） 

第７条 乙は、応急給水栓の適正な機能維持のために、少なくとも年１回は弁の開閉操作による

機能及び出水の確認を行うよう努めなければならない。ただし、乙は関係者（乙の申請に基づ

き、甲が認めたものをいう。以下同じ。）に代行させることができる。 

２ 乙は、応急給水栓に異常を認めたときは、遅滞なく甲へ通知するとともに、補修又は更新を

行うように努めなければならない。なお、これに係る費用は乙が負担するものとする。 

３ 前条第４項の規定は、前項の場合に準用する。 

（不可抗力に伴う調整） 

第８条 引渡しの前に災害等の不可抗力により応急給水栓が滅失又は損傷したときは、甲乙は、

第３条から第５条までに規定する義務を再度負うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、乙は甲に対してその滅失又は損傷に係る損害賠償を求めるこ

とはできない。 

（開栓器等の引渡し） 

第９条 応急給水栓の維持管理に必要な器具（以下「開栓器等」という。）は、次に掲げる器具

等とし、設置工事完了後、甲乙立会いの下で、甲から乙へ無償で引き渡す。 

（１） 開栓器 

（２） 蓋鍵 

（３） スタンドパイプ 

（４） 蛇口アダプター 

（５） 排水用ホース 

（６） ホーローカップ 

（７） 残留塩素キット 

（８） 収納バッグ 

２ 前項の規定による引渡しをもって、開栓器等は乙の財産とする。 
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３ 甲は、開栓器等を乙に引き渡した後は、当該開栓器等に隠れたかしがあったとしても、その

責めを負わないものとする。ただし、甲がそのかしを知りながら乙に告げなかったときは、こ

の限りでない。 

４ 乙は、第１項の規定による引渡しの後、開栓器等を善良な管理者の注意をもって管理するも

のとする。 

（操作方法及び機能維持の説明） 

第10条 甲は、前条第１項に規定する開栓器等の引渡し時に、乙に対し、応急給水栓及び開栓器 

等（以下「応急給水栓等」という。）の操作方法及び機能維持の説明を行うものとする。 

（甲の応急給水栓の使用） 

第11条 甲は、甲が必要と認めた場合は、配水管等の洗浄排水作業及び応急給水栓の調査を行う 

ために、応急給水栓を使用することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による応急給水栓の使用に当たり、無償で乙の敷地内に立ち入ることがで

きるものとする。 

３ 甲が乙の敷地内に立ち入るために必要となる手続については、別途協議して定めるものとす

る。 

（乙の応急給水栓の使用） 

第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、応急給水栓を使用することができるもの 

とする。 

（１） 災害発生時において応急給水活動を行う場合 

（２） 応急給水栓の機能維持を行う場合 

２ 乙は、前項に規定する場合を除くほかは、応急給水栓を使用してはならない。 

３ 乙は、第１項の場合、関係者に応急給水栓を使用させることができるものとする。 

４ 乙は、関係者が前項の規定により応急給水栓を使用するときは、やむを得ないときを除き、

これに立ち会わなければならない。 

５ 乙は、第１項第１号に規定する場合において、応急給水栓を使用しようとするときは、あら

かじめ配水管の通水状況等を甲に確認しなければならない。 

（避難所の指定解除による応急給水栓の撤去） 

第13条 乙は、応急給水栓を設置した避難所について、避難所の指定を解除する場合は、遅滞な 

く応急給水栓を撤去しなければならない。この場合において、撤去に要する費用は、所有者で

ある乙が全額負担する。 

２ 乙は、避難所の指定を解除したときは、甲に遅滞なく通知するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する場合を除き、応急給水栓の撤去をしてはならない。 

４ 乙は、当該応急給水栓の撤去により不要となる開栓器等について、乙の責任において適正に

処分するよう努めるものとする。 

（乙の理由による応急給水栓の移設） 

第14条 乙は、乙の理由により応急給水栓を移設する場合は、移設時期、移設場所その他の必要 

な事項について、事前に甲に対し協議を行うこととする。この場合において、応急給水栓の移

設に要する費用は、乙が全額負担するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による移設を完了したときは、遅滞なく甲に移設が完了したことを通知す
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るものとする。 

３ 乙が、甲に無断で移設を行った場合は、甲乙にて協議を行うこととする。ただし、協議の結

果、再度移設が必要な場合は、乙が移設に係る費用を全額負担するものとする。 

（覚書の解除） 

第15条 甲乙は、協議の上で、覚書を解除すること、応急給水栓の撤去をすること、および撤去 

の費用を負担するものを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、不要となる開栓器等について、協議の上、甲又は乙の責任において適

正に処分するものとする。 

（有効期間） 

第16条 この覚書は、締結日から１年間その効力を有する。 

２ 甲又は乙のいずれかから、前項の期間満了の６か月前までに、甲又は乙に書面による不更新

の意思表示がない場合には、この覚書は同一の条件で当該期間の満了の日の翌日から更に１年

間効力を有するものとし、その後も同様とする。 

３ 甲又は乙のいずれかが前項に定める不更新の意思表示をするには、何らの理由も要しない。 

４ 甲又は乙から第２項に定める不更新の意思表示があった場合には、前条の規定を準用する。 

（解釈に疑義を生じた場合等） 

第17条 この覚書の解釈について、疑義を生じたとき又はこの覚書に定めのない事項について定 

める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（記載事項の変更） 

第18条 この覚書に定める事項を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとす 

る。 

 

この覚書締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

 

                       甲    東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都 

                           代表者 東京都公営企業管理者 

                               水道局長 

 

                       乙    東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

                             中央区長 

- 287 -



- 288 - 
 

108.災害時における飲料水供給協力に関する協定書（防災区民組織）(本文229頁) 
 

 中央区を「甲」とし、                            を「乙」

とし、                   防災区民組織を「丙」として、甲、乙及び

丙の三者間において、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、大震災により災害が発生した場合において、甲の行う応急給水活動に対す

る乙及び丙の協力に関し、必要な事項を定めることにより、災害救助活動の円滑化を図ること

を目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を達成するため、甲の要請に基づき丙及び地域住民に第３項で定める

協定受水槽の水（以下「飲料水」という。）を供給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害の状況により、甲が乙に要請するいとまがないときは、中央

区災害対策本部が設置された時点をもって要請されたものとみなす。 

３ 協定受水槽の所在地・名称・容量は、次のとおりとする。 

(1)所  在  地                                   

 

(2)名    称                                   

 

(3)受水槽の容量                                   

４ 甲は、乙に対し「中央区災害時飲料水供給協力受水槽」の標示板を交付するものとする。 

（提供） 

第３条 乙は、甲の協力要請を受けたときは、特別の理由がない限り、甲又は丙に対し飲料水を

提供するものとする。 

２ 前項の特別の理由とは、次の場合をいう。 

一 災害によって、協定受水槽が破損し、飲料水が枯渇したとき。 

二 災害によって、協定受水槽内に有害物質が流入した可能性があるとき。 

三 火災消火又は火災消火協力のため使用したとき。 

四 上記のほか、甲又は丙において、真にやむを得ない事情があると認めるとき。 

（費用負担） 

第４条 甲は、この協定に基づいて提供を受けた飲料水の料金を負担するものとする。 

（請求） 

第５条 乙は、飲料水提供後、甲の確認を受けて使用水量の料金を甲に請求することができる。

この場合の請求金額は、東京都水道局が定めた規定により算出された金額とする。 

（支払） 

第６条 甲は、乙から前条の請求があったときは、速やかに乙へ支払うものとする。 

（供与） 

第７条 甲は、協定受水槽から飲料水を取水するために必要な資器材を予算の範囲内で丙に供与

することができる。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義を生じたときは、甲、乙及び丙の三者に

よる協議のうえ決定するものとする。 
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 甲、乙及び丙の三者で、本協定書３通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各１通を保有するも

のとする。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

甲  中央区 

代表者 中央区長 

 

乙  住所 

氏名 

 

 防災区民組織    

丙  住所 

氏名 
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109.災害時における米穀供給協力に関する協定書（米穀小売商業組合）

(本文231頁) 
 

 東京都中央区を「甲」とし、東京都米穀小売商業組合中央支部を「乙」とし、甲乙間において

次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合、甲の行う食糧の応急給食活動に対する乙の協力に関

し必要な事項を定めることにより、災害救助活動の円滑化を図ることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を達成するため次のとおり協力するものとする。 

(1) 災害時に甲の要請があったときは、精米を優先的に供給する。 

(2) 前号の供給を確保するため、所属各組合員（以下「組合員」という。）の店舗に支部全体と

して最低162俵の精米を常時保有する。 

２ 甲は、この協定に基づき組合員店舗に対し、「中央区災害時食糧供給協力店」の表示板の交

付をするものとする。 

（業務） 

第３条 乙は、甲からこの協定による協力の要請を受けた場合指定数量の米穀を指定納入場所に

納入するものとする。 

２ 納入業務に従事する組合員は、区職員の指示に従って納入するものとする。 

（費用負担） 

第４条 甲は、第２条第１項第２号の経費を予算の範囲内で負担するものとする。 

２ 甲は、乙が前条により納入した米穀の代金（標準価格又は指導価格による。）及びその所要

経費を負担するものとする。 

（支払） 

第５条 甲は、前条第１項の経費を毎年５月末までに支払うものとする。 

２ 甲は、乙から第３条の業務終了後、前条第２項の費用の請求があったときは、その内容を確

認のうえ速やかに支払うものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定す

るものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、昭和55年２月28日から昭和56年３月31日までとする。ただし、

期限満了の日の３ケ月前までに甲乙なんらの申し出がないときは、１年間延長されたものとみ

なし、以降この例によるものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方署名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 

  昭和55年２月28日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙 東京都中央区日本橋小網町16－16 

東米商中央支部 

代表者 
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110.災害時における麺類等供給協力に関する協定書（麺類協同組合）

(本文231頁) 
 

 東京都中央区を「甲」とし、東京都麺類協同組合（京橋、築地、日本橋、久松、月島）支部を

「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条  この協定は、災害が発生した場合、甲の行う食糧の応急給食活動に対する乙の協力 

に関し必要な事項を定めることにより、災害救助活動の円滑化を図ることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を達成するため、甲の要請に基づき麺類等の供給を行うものとする。 

２ 甲は、この協定に基づき乙の所属各組合員店舗に対し「中央区災害時食糧供給協力店」の表 

示板の交付をするものとする。 

（業務） 

第３条 乙は、甲からこの協定による協力の要請を受けた場合次の業務を実施するものとする。 

 (1) 原材料の提供 

 (2) 設備機器等の提供 

 (3) 労務の提供 

２ 甲は、乙に対し当該要請をするときは、要請の理由、業務内容、日時、場所、その他必要な

事項を明らかにし要請しなければならない。 

（費用負担） 

第４条 甲は、第３条第１項第１号及び第２号の乙の業務に対しその実費を負担するものとする。 

（支払） 

第５条 甲は、乙から第３条に定める業務終了後、前条に定める費用の請求があったときは、そ 

の内容を確認のうえ速やかに支払うものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定す 

るものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、昭和55年2月28日から昭和56年3月31日までとする。ただし、期 

限満了の日の３ヶ月前までに、甲乙なんらの申し出がないときは、１年間延長されたものとみ

なし、以降この例によるものとする。 
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 甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方署名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 

  昭和55年２月28日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区八丁堀３－14－３ 

東京都麺類協同組合京橋支部 

代表者 京橋支部長 

 

乙  東京都中央区銀座３－８－１ 

東京都麺類協同組合築地支部 

代表者 築地支部長 

 

乙  東京都中央区日本橋堀留町１－４－16 

東京都麺類協同組合日本橋支部 

代表者 日本橋支部長 

 

乙  東京都中央区日本橋馬喰町２－２－14 

東京都麺類協同組合久松支部 

代表者 久松支部長 

 

乙  東京都中央区月島３－６－５ 

東京都麺類協同組合月島支部 

代表者 月島支部長 
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111.災害時における石油類等の供給に関する協定書（石油商業組合）(本文145頁) 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と東京都石油商業組合京橋支部及び日本橋支部（以下「乙」

という。）とは、中央区の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応

急対策のための石油類等を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策に対する乙の

協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に石油類等の供給を要請するときは、数量、納入日時、納入場所その他必要な

事項を指示するものとする。 

（協力の内容） 

第３条 乙は、災害時における甲の応急対策のための石油類等の供給要請に対し、積極的に協力

し、石油類等を優先的に供給するものとする。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、甲が指定する場所へ石油類等を納入し、区職員の確認

を受けるものとする。 

（価格及び請求） 

第５条 甲の要請により供給する石油類等の価格は、原則として災害発生直前における小売価格

を基準として、甲乙協議のうえ決定する。 

２ 乙は、石油類等の納入が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求

するものとする。 

（代金の支払） 

第６条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認のうえ速や

かに支払うものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ

決定するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３か年とする。ただし、期間満了の日の３か

月前までに甲又は乙から何らの申出がないときは、更に１年間延長されたものとみなし、以後

この例によるものとする。 
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 この協定を証するため、本証３通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

  平成８年12月11日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区新川二丁目16番10号 

東京都石油商業組合京橋支部 

代表者 支部長 

 

乙  東京都中央区日本橋茅場町三丁目３番６号 

東京都石油商業組合日本橋支部 

代表者 支部長 
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112.災害発生時における災害対応型給油所の協力に関する協定書（隅田商事）(本文145頁) 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と災害対応型給油所の認定を受けた隅田商事株式会社（以

下「乙」という。）とは、中央区の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、応急対策のための石油類等を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策に対する乙の

協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に石油類等の供給を要請するときは、数量、納入日時、納入場所、その他必要

な事項を指示するものとする。 

（協力の内容） 

第３条 乙は、災害時における甲の応急対策のための協力要請に対し、次に掲げる事項について

積極的に協力するものとする。この場合において、甲は、乙に対し、協力の内容を円滑に機能

できるように被害状況情報を提供するものとする。 

一 甲が指示する車両へ燃料油を優先的に給油すること。ただし、甲が指示する車両の燃料給

油地は、東京都中央区日本橋本石町四丁目３番７号の乙が指示する給油所とする。 

二 甲が指示する場所へ石油類を納入すること。 

三 住民への非常用食料、飲料水等の集積地として、用地及び設備を提供すること。 

（価格及び請求） 

第４条 甲の要請により供給する石油類等の価格は、原則として災害発生直前における小売価格

を基準として、甲乙協議の上決定する。 

２ 乙は、石油類等の納入が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求

するものとする。 

（代金の支払） 

第５条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認の上速やか

に支払うものとする。 

（平常時の連携） 

第６条 甲は、乙に対し、東京都中央区地域防災計画の一環として防災訓練等への参加を求める

ことができる。 

２ 甲は、災害対応型給油所の役割について区民に周知するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３か年とする。ただし、期間満了の日の３か

月前までに甲又は乙から何らの申出がないときは、更に１年間延長されたものとみなし、以後

この例によるものとする。 
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 この協定を証するため、本証２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各１通を保有する。 

 

 平成９年４月11日 

 

 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙   東京都渋谷区神宮前四丁目26番18号 

隅田商事株式会社 

代表取締役 
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113.災害時における救援物資等の輸送用車両の優先提供に関する協定書（トラック協会）(本文145頁) 
 

 災害時における緊急輸送業務（以下「業務」という。）に関し、東京都中央区（以下「甲」と

いう。）と社団法人東京都トラック協会中央支部（以下「乙」という。）との間において、次のと

おり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づく民間協力計画の一環として、災害時における

輸送車両の確保に関し、区内運送業者との協力について必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、地震、台風その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、この

協定に基づく輸送用車両及び運転者（以下「車両等」という。）が必要であると認めたときは、

乙に対し、日時及び場所を指定して車両等の優先提供を要請するものとする。 

（車両等の供給） 

第３条 乙は、前条の規定により甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し車

両等を提供し、業務を実施しなければならない。 

（費用負担） 

第４条 この協定により、乙が実施する業務に要した次の各号に掲げる費用は、甲が負担する。 

(1) 乙が供給した車両等の料金 

(2) 業務の実施に係る高速道路等有料道路の通行料金及び有料駐車場の使用料金 

（車両等の料金） 

第５条 前条第１号に掲げる料金は、別表のとおりとする。 

（費用の請求） 

第６条 乙は、業務が終了した後、速やかに甲に報告し、業務に要した費用を請求するものとす

る。 

２ 甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認のうえ支払うものとする。 

（供給の継続） 

第７条 乙の供給した車両等が故障、その他の理由により運行を中断したときは、乙は、直ちに

当該車両を交換し、その提供を継続しなければならない。 

（報告） 

第８条 乙は、業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し直ちにその状況を報告しなけれ

ばならない。 

（賠償） 

第９条 甲は、その責めに帰すべき事由により、業務に従事する車両等に損害を与え、又は滅失

したときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、業務の実施中にその責めに帰すべき事由により、同伴者又は第三者に損害を与えたと

きは、その賠償の責めを負うものとする。 

（損害賠償） 

第10条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は、業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは、心身に著しい障害

を生じたときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例

（昭和38年中央区条例第15号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（提供可能車両等の報告） 

第11条 乙は、この協定の締結に当たり災害時に提供可能な車両等を甲に報告するものとする。 

（協定期間及び更新） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成４年３月31日までとする。ただし、期間

満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定改定の意思表示がないときは、

更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第13条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

 平成３年10月８日 

 

 

甲 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙 社団法人 東京都トラック協会中央支部 

代表者 支部長 

 

 

別表（第５条関係） 

 

 供 給 車 両 数量 金   額 

１ ２ ｔ 1 0 尺 幌 付 き １ 台 
平常時の契約料金を準用する。 

２ 残     業 １時間 

（備 考） 作業時間は、午前８時30分から午後５時を定時間とし、 

      午後５時以降の作業は残業とする。 
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114.災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（味の素物流） (本文145頁) 
 
 災害時における緊急輸送業務等（以下「業務」という。）に関し、東京都中央区（以下「甲」 

という。）と味の素物流株式会社（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結 

する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する緊急輸送等の支援協力に関し、その手続

き等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする 。 

  なお、乙は甲がこの協定の目的達成のために乙以外の運送事業者等と同様の協定を締結する

ことを妨げないものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、乙に対し、前条の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる業務（以

下「本業務」という。）の提供について協力を要請することができる。 

(1) 甲が管理する備蓄品等の避難所への輸送 

(2) 甲が指定する輸送拠点から避難所への救援物資の輸送 

(3) 甲が指定する輸送拠点での物資の受け入れ、仕分け及び入出庫管理等の作業（以下「物 

資の受け入れ等」という。） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、甲乙が前条の目的達成のために行うことを相当と認めたも 

の 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲の要請があったときは、乙の本社が壊滅的な被害を受けた等

の特別の理由がない場合は、可能な範囲内で甲に協力するよう努めるものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙が第２条に規定する協力内容の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、

災害の発生又は災害の発生する恐れのある直前における適正な価格等を基準として甲乙協議

の上、決定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により発生した費用（甲が指定する場所までの移動に係る燃料費を含む。）

を算出し、甲に請求するものとする。 

３ 甲は、乙からの請求があったときは、速やかにその費用を乙に支払うものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、本業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し直ちにその状況を報告しなけ

ればならない。 

（賠償） 

第６条 甲は、その責めに帰すべき事由により、本業務に従事する車両及び従事した者に損害を

与え、又は滅失したときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、本業務の実施中にその責めに帰すべき事由により、同伴者又は第三者に損害を与えた

ときは、その賠償の責めを負うものとする。 

（損害賠償） 

第７条 本業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、

本業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは、心身に著しい障害を生じたときは、

「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例（昭和38年中央区条

例第15号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（協定期間及び更新） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定改定の意思表示がないと

きは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（中途解約） 

第９条 甲及び乙は、前条に定めるこの協定の有効期間中であっても、１か月前の予告期間をも

って相手方に対し事前に書面で通知し、協議することにより、本協定の全部又は一部を解約す
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ることができる。 

２ 中途解約は、前項の規定による協議の結果、甲と乙との間で合意されることを条件とし、当

該合意がなされたときは、合意事項を記載した書面を取り交わすものとする。 

（協議） 

第10条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区新川一丁目17番24号 

味の素物流株式会社 

代表取締役社長 
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115. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（エコ配）(本文145頁) 
 
 災害時における緊急輸送業務等（以下「業務」という。）に関し、東京都中央区（以下「甲」

という。）と株式会社エコ配（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する緊急輸送等の支援協力に関し、その手続

き等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする 。 

  なお、乙は甲がこの協定の目的達成のために乙以外の運送事業者等と同様の協定を締結する

ことを妨げないものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、乙に対し、前条の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる業務の提

供について協力を要請することができる。 

(1) 甲が管理する備蓄品等の避難所への輸送 

(2) 甲が指定する輸送拠点から避難所への救援物資の輸送 

(3) 甲が指定する輸送拠点での物資の受け入れ、仕分け及び入出庫管理等の作業（以下「物

資の受け入れ等」という。） 

(4) 乙が管理する施設を活用した物資の受け入れ等及び避難所への輸送 

(5) 前各号に掲げるもののほか、甲乙が前条の目的達成のために行うことを相当と認めたも  

 の 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲の要請があったときは、特別の理由がない場合は、可能な範

囲内で甲に協力するよう努めるものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙が第２条に規定する協力内容の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、

災害の発生又は災害の発生する恐れのある直前における適正な価格等を基準として甲乙協議

の上、決定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により発生した費用を算出し、甲に請求するものとする。 

３ 甲は、乙からの請求があったときは、速やかにその費用を乙に支払うものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し直ちにその状況を報告しなけれ

ばならない。 

（賠償） 

第６条 甲は、その責めに帰すべき事由により、業務に従事する車両及び従事した者に損害を与

え、又は滅失したときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、業務の実施中にその責めに帰すべき事由により、同伴者又は第三者に損害を与えたと

きは、その賠償の責めを負うものとする。 

（損害賠償） 

第７条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は、業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは、心身に著しい障害

を生じたときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例

（昭和38年中央区条例第15号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（協定期間及び更新） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定改定の意思表示がないと

きは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第９条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 
平成２９年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都港区西新橋二丁目８番１２号 

株式会社エコ配 

代表取締役 
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116. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（佐川急便）(本文145頁) 
 
 災害時における緊急輸送業務等（以下「業務」という。）に関し、東京都中央区（以下「甲」

という。）と佐川急便株式会社（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結す

る。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する緊急輸送等の支援協力に関し、その手続

き等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする 。 

  なお、乙は甲がこの協定の目的達成のために乙以外の運送事業者等と同様の協定を締結する

ことを妨げないものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、乙に対し、前条の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる業務の提

供について協力を要請することができる。 

(1) 甲が管理する備蓄品等の避難所への輸送 

(2) 甲が指定する輸送拠点から避難所への救援物資の輸送 

(3) 甲が指定する輸送拠点での物資の受け入れ、仕分け及び入出庫管理等の作業（以下「物 

資の受け入れ等」という。） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、甲乙が前条の目的達成のために行うことを相当と認めたも 

の 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、できる限り

甲に協力しなければならない。 

（費用負担） 

第４条 乙が第２条に規定する協力内容の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、

災害の発生又は災害の発生する恐れのある直前における適正な価格等を基準として甲乙協議

の上、決定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により発生した費用を算出し、甲に請求するものとする。 

３ 甲は、乙からの請求があったときは、速やかにその費用を乙に支払うものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し直ちにその状況を報告しなけれ

ばならない。 

（賠償） 

第６条 甲は、その責めに帰すべき事由により、業務に従事する車両及び従事した者に損害を与

え、又は滅失したときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、業務の実施中にその責めに帰すべき事由により、同伴者又は第三者に損害を与えたと

きは、その賠償の責めを負うものとする。 

（損害賠償） 

第７条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は、業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは、心身に著しい障害

を生じたときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例

（昭和38年中央区条例第15号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（協定期間及び更新） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定改定の意思表示がないと

きは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第９条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都江東区東雲二丁目１３番３２号 

佐川急便株式会社 関東支店 

支店長 
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117. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（日本通運）(本文145頁) 
 
 災害時における緊急輸送業務等（以下「業務」という。）に関し、東京都中央区（以下「甲」

という。）と日本通運株式会社首都圏支店（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協

定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する緊急輸送等の支援協力に関し、その手続

き等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする 。 

  なお、乙は甲がこの協定の目的達成のために乙以外の運送事業者等と同様の協定を締結する

ことを妨げないものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、乙に対し、前条の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる業務の提

供について協力を要請することができる。 

(1) 甲が管理する備蓄品等の避難所への輸送 

(2) 甲が指定する輸送拠点から避難所への救援物資の輸送 

(3) 甲が指定する輸送拠点での物資の受け入れ、仕分け及び入出庫管理等の作業（以下「物 

資の受け入れ等」という。） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、甲乙が前条の目的達成のために行うことを相当と認めたも 

の 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲の要請があったときは、できる限り甲に協力しなければなら

ない。 

（費用負担） 

第４条 乙が第２条に規定する協力内容の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、

災害の発生又は災害の発生する恐れのある直前における適正な価格等を基準として甲乙協議

の上、決定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により発生した費用を算出し、甲に請求するものとする。 

３ 甲は、乙からの請求があったときは、速やかにその費用を乙に支払うものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し直ちにその状況を報告しなけれ

ばならない。 

（賠償） 

第６条 甲は、乙の責に帰すべき事由によらず業務に従事する車両及び従事した者に損害を与え、

又は滅失したときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、業務の実施中にその責めに帰すべき事由により、同伴者又は第三者に損害を与えたと

きは、その賠償の責めを負うものとする。 

（損害賠償） 

第７条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は、業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは、心身に著しい障害

を生じたときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例

（昭和38年中央区条例第15号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（協定期間及び更新） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定改定の意思表示がないと

きは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第９条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区日本橋人形町二丁目26番５号 

日本通運株式会社 常務取締役執行役員 

首都圏支店長 
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118.災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（ヤマト運輸）(本文145頁)  
 
 東京都中央区（以下「甲」という。）とヤマト運輸株式会社（以下「乙」という。）とは、甲乙

間において、災害時における緊急輸送業務等に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する緊急輸送等の支援協力に関し、その手続

き等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする。 

  なお、乙は甲がこの協定の目的達成のために乙以外の運送事業者等と同様の協定を締結する

ことを妨げないものとする。 

（業務内容） 

第２条 甲は、乙に対し、災害時に前条の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる

業務（以下「本業務」という。）の提供について協力を要請することができる。 

(1) 甲が管理する備蓄品等の避難所への輸送業務 

(2) 甲が指定する輸送拠点から避難所への救援物資の輸送業務 

(3) 甲が指定する輸送拠点での物資の受け入れ、仕分け及び入出庫管理等の業務（以下「物 

資の受け入れ等」という。） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、甲乙が前条の目的達成のために相当と認めた業務 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲の要請があったときは、特別の理由がない場合は、可能な範

囲内で甲に協力するよう努めるものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙が第２条に規定する協力内容の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、

災害の発生又は災害の発生する恐れの生じる直前における時価相場等を基準として甲乙協議

の上、決定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により発生した費用を算出し、甲に請求するものとする。 

３ 甲は、乙からの請求があったときは、速やかにその費用を乙に支払うものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、本業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し、直ちにその状況を報告する

ものとする。 

（賠償） 

第６条 甲は、その責に帰すべき事由により、本業務に従事する車両及び従事した者に損害を与

え、又は滅失したときは、乙に対しその損害を合理的な範囲内で賠償するものとする。 

２ 乙は、本業務の実施中にその責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、

合理的な範囲内で賠償を行うものとする。 

（損害賠償） 

第７条 本業務に従事した者が、本業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、

本業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは、心身に著しい障害を生じたときは、

「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例（昭和38年中央区条

例第15号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（協定期間及び更新） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定終了の意思表示がないと

きは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（中途解約） 

第９条 甲及び乙は、前条に定めるこの協定の有効期間中であっても、１か月前の予告期間をも

って相手方に対し事前に書面で通知し、協議することにより、本協定の全部又は一部を解約す

ることができる。 

２ 中途解約は、前項の規定による協議の結果、甲と乙との間で合意されることを条件とし、当

該合意がなされたときは、合意事項を記載した書面を取り交わすものとする。 
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（協議） 

第10条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

以上、この協定成立の証として本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都港区海岸３丁目１５番１４号 

ヤマト運輸株式会社 東東京主管支店 

主管支店長 
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119.災害時におけるバス輸送の協力に関する協定書(日立自動車交通)(本文145頁) 

 

 中央区（以下「甲」という。）と日立自動車交通株式会社（以下「乙」という。）は、災害時に

おける災害応急対策の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、甲が乙に対して要請するバス輸送の支援協力に関し、その手続等

について定め、災害応急対策を円滑に実施することを目的とする。 

２ 乙は甲がこの協定の目的達成のために乙以外の輸送事業者等と同様の協定を締結すること

を妨げないものとする。 

（業務内容） 

第２条 甲は、乙に対し、災害時に前条の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる

業務（以下「本業務」という。）の提供について協力を要請することができる。 

（１） 傷病者の搬送に関する業務 

（２） 被災者（滞留者を含む。以下同じ。）等の輸送に関する業務 

（３） 災害応急対策の実施のために必要な人員及び携行する資器材等の輸送に関する業務 

（４） ボランティアの輸送に関する業務 

（５） 前各号に掲げるもののほか、甲乙協議の上、前条の目的達成のために相当と認めた業

務 

２ 甲は、前項の規定による要請をするに当たり、本業務に従事する車両及び従事する者の安全

確保に配慮して行う。 

（業務の実施） 

第３条 乙は、甲の前条第１項の規定による要請があったときは、特別の理由がない限りは、可

能な範囲内で甲に協力するよう努めるものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙が本業務の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、支払いが行われるま

での間は、乙の一時立替とする。 

２ 前項の費用の額は、災害の発生又は災害の発生するおそれの生じる直前における時価相場等

を基準として、本業務終了後、甲乙協議の上、決定する。 

３ 乙は、本業務の実施に要した費用の額が決定したときは、速やかに甲に請求する。 

４ 甲は、乙から前項の規定による請求があったときは、速やかに当該費用を乙に支払う。 

（安全の確保） 

第５条 乙は、車両の運行に当たり当該車両を利用する被災者の安全の確保を行う。 

２ 乙は、安全の確保のため、経路の選定及び運行継続の可否を判断することができる。この場

合において、乙は甲にその旨を速やかに報告するものとする。 

（事故等） 

第６条 乙が供給した車両が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに代替

車両を手配し、可能な範囲内で業務の継続に努めるものとする。 

２ 乙は、本業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し、直ちにその状況を報告するもの

とする。 

（賠償） 

第７条 甲は、その責に帰すべき事由により、本業務に従事する車両及び従事した者に損害を与

えたときは、乙に対しその損害を合理的な範囲内で賠償するものとする。 

２ 乙は、本業務の実施中にその責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、

合理的な範囲内で賠償を行うものとする。 

（損害賠償） 

第８条 本業務に従事した者が、本業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は本

業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは、心身に著しい障害を生じたときは、

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例（昭和３８年中央区条

例第１５号）の規定に準じて、甲が保障する。 
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（連絡体制等） 

第９条 本業務の実施に当たり、甲及び乙は、連絡における責任者を定めるものとする。 

（防災訓練） 

第10条 乙は、甲からの要請があった場合には、甲の実施する防災訓練に参加するよう努めるも

のとする。 

（協定期間及び更新） 

第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定の終了の意思表示がないと

きは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（中途解約） 

第12条 甲及び乙は、前条の有効期間中であっても、１か月前の予告期間をもって相手方に対し

事前に書面で通知し、甲乙協議の上、この協定の全部又は一部を解約することができる。 

２ 前項に規定する中途解約は、同項の協議の結果、甲と乙との間で合意されたことを条件とし、

当該合意がなされたときは、合意事項を記載した書面を取り交わすものとする。 

（疑義の決定） 

第13条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

 以上、この協定成立の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年９月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都足立区綾瀬六丁目11番12号 

日立自動車交通株式会社 

代表取締役 
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120.災害時におけるバス輸送の協力に関する協定書(日の丸自動車興業)(本文145頁) 

 

 中央区（以下「甲」という。）と日の丸自動車興業株式会社（以下「乙」という。）は、災害時

における災害応急対策の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、甲が乙に対して要請するバス輸送の支援協力に関し、その手続等

について定め、災害応急対策を円滑に実施することを目的とする。 

２ 乙は甲がこの協定の目的達成のために乙以外の輸送事業者等と同様の協定を締結すること

を妨げないものとする。 

（業務内容） 

第２条 甲は、乙に対し、災害時に前条の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる

業務（以下「本業務」という。）の提供について協力を要請することができる。 

（１） 被災者（滞留者を含む。以下同じ。）等の輸送に関する業務 

（２） 災害応急対策の実施のために必要な人員及び携行する資器材等の輸送に関する業務 

（３） ボランティアの輸送に関する業務 

（４） 前各号に掲げるもののほか、甲乙協議の上、前条の目的達成のために相当と認めた業

務 

２ 甲は、前項の規定による要請をするに当たり、本業務に従事する車両及び従事する者の安全

確保に配慮して行う。 

（業務の実施） 

第３条 乙は、甲の前条第１項の規定による要請があったときは、特別の理由がない限りは、可

能な範囲内で甲に協力するよう努めるものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙が本業務の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、支払いが行われるま

での間は、乙の一時立替とする。 

２ 前項の費用の額は、災害の発生又は災害の発生するおそれの生じる直前における時価相場等

を基準として、本業務終了後、甲乙協議の上、決定する。 

３ 乙は、本業務の実施に要した費用の額が決定したときは、速やかに甲に請求する。 

４ 甲は、乙から前項の規定による請求があったときは、速やかに当該費用を乙に支払う。 

（安全の確保） 

第５条 乙は、車両の運行に当たり当該車両を利用する被災者の安全の確保を行う。 

２ 乙は、安全の確保のため、経路の選定及び運行継続の可否を判断することができる。この場

合において、乙は甲にその旨を速やかに報告するものとする。 

（事故等） 

第６条 乙が供給した車両が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに代替

車両を手配し、可能な範囲内で業務の継続に努めるものとする。 

２ 乙は、本業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し、直ちにその状況を報告するもの

とする。 

（賠償） 

第７条 甲は、その責に帰すべき事由により、本業務に従事する車両及び従事した者に損害を与

えたときは、乙に対しその損害を合理的な範囲内で賠償するものとする。 

２ 乙は、本業務の実施中にその責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、

合理的な範囲内で賠償を行うものとする。 

（損害賠償） 

第８条 本業務に従事した者が、本業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は本

業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは心身に著しい障害を生じたときは、災

害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例（昭和３８年中央区条例

第１５号）の規定に準じて、甲が保障する。 

（連絡体制等） 
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第９条 本業務の実施に当たり、甲及び乙は、連絡における責任者を定めるものとする。 

（防災訓練） 

第10条 乙は、甲からの要請があった場合には、甲の実施する防災訓練に参加するよう努めるも

のとする。 

（協定期間及び更新） 

第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の日から１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定の終了の意思表示がないと

きは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（中途解約） 

第12条 甲及び乙は、前条の有効期間中であっても、１か月前の予告期間をもって相手方に対し

事前に書面で通知し、甲乙協議の上、この協定の全部又は一部を解約することができる。 

２ 前項に規定する中途解約は、同項の協議の結果、甲と乙との間で合意されたことを条件とし、

当該合意がなされたときは、合意事項を記載した書面を取り交わすものとする。 

（疑義の決定） 

第13条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

 以上、この協定成立の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年９月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都千代田区神田三崎町三丁目９番３号 

日の丸自動車興業株式会社 

代表取締役 
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121.災害時の医療救護活動についての協定書（中央区医師会）(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、公益社団法人中央区医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協

定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、中央区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害医療救護活動組織に

基づき医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、こ

れを甲に提出するものとする。 

２ 前条に定める医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。 

(1) 医     師 

(2) 看  護  師  若干名 

(3) その他補助事務 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の医療救護班は、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所において、医療救

護活動を実施するものとする。 

（医療救護班の業務） 

第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対する応急処置 

(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療 

(4) 死亡の確認 

（指揮命令） 

第６条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は甲が指定する者が行うもの

とする。 

（医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 

第９条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲
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は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第10条 救護所における医療費は無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣を伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第14条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 昭和52年６月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区勝どき一丁目６番７号 

公益社団法人 中央区医師会 

会長 
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122.災害時の医療救護活動実施細目（中央区医師会）(本文237頁) 
 

 昭和52年６月１日締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」（以下「協定書」とい

う）第14条に基づく細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の緊急活動） 

第１条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第２条第１項の定めによる甲から

の要請をまたずに医療救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。 

２ 前項の定めによる報告があったものについては、医療救護の初動時において甲の要請があっ

たものとみなす。 

（救護所設置の特例） 

第２条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか、必要と認めたときは、東京都地域防災計画に

基づき、東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害状況により必要を認めたときは、前項による後方医療施設のほか、医療救護活動

が可能な被災地周辺の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第３条 前条により、救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・設

備の損傷については甲が負担する。 

（費用弁償等の請求・報告） 

第４条 協定書第12条及び前条の定めによる費用弁償等の請求・報告については、医療救護活動

終了後速やかに乙が一括して、次により甲に請求・報告するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書（様式１）に各医療救護班ごとの

医療救護班活動報告・医療救護班員名簿（様式１－１）及び医療救護班診療記録（様式１－

２）を添えて請求するものとする。 

(2) 医療救護班が、携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、前(1)による

様式１に薬品・衛生材料使用報告書（様式２）を添えて請求するものとする。 

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

は、事故報告書（様式３）に事故傷病者概要（様式３－１）を添えて報告するものとする。 
 (4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、前(1)から

(3)の定めを準用する。 

 (5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施

設・設備の損傷に係る実費弁償は、前(1)による様式１に物件損傷等報告書(様式４)を添え

て請求するものとする。 

 (6) その他医療救護活動のために必要となる様式等については、災害救助法施行細則(昭和38

年東京都規則第136号)で定める様式を準用するものとする。 

 (費用弁償等の支払) 

第５条 甲は、前条により請求・報告された実費弁償請求書等の内容を調査し適当と認めたとき

は、協定書第12条第２項による基準により算定した額を速やかに乙に支払うものとする。 
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123.災害時の医療救護活動についての協定書（日本橋医師会）(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、公益社団法人日本橋医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協

定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、中央区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害医療救護活動組織に

基づき医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、こ

れを甲に提出するものとする。 

２ 前条に定める医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。 

(1) 医     師 

(2) 看  護  師  若干名 

(3) その他補助事務 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の医療救護班は、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所において、医療救

護活動を実施するものとする。 

（医療救護班の業務） 

第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対する応急処置 

(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療 

(4) 死亡の確認 

（指揮命令） 

第６条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は甲が指定する者が行うもの

とする。 

（医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 

第９条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲
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は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第10条 救護所における医療費は無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣を伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第14条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 昭和52年６月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本橋久松町１番２号 

公益社団法人 日本橋医師会 

会長 
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124.災害時の医療救護活動実施細目（日本橋医師会）(本文237頁) 
 

 昭和52年６月１日締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」（以下「協定書」とい

う）第14条に基づく細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の緊急活動） 

第１条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第２条第１項の定めによる甲から

の要請をまたずに医療救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。 

２ 前項の定めによる報告があったものについては、医療救護の初動時において甲の要請があっ

たものとみなす。 

（救護所設置の特例） 

第２条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか、必要と認めたときは、東京都地域防災計画に

基づき、東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害状況により必要を認めたときは、前項による後方医療施設のほか、医療救護活動

が可能な被災地周辺の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第３条 前条により、救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・設

備の損傷については甲が負担する。 

（費用弁償等の請求・報告） 

第４条 協定書第12条及び前条の定めによる費用弁償等の請求・報告については、医療救護活動

終了後速やかに乙が一括して、次により甲に請求・報告するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書（様式１）に各医療救護班ごとの 

医療救護班活動報告・医療救護班員名簿（様式１－１）及び医療救護班診療記録（様式 

１－２）を添えて請求するものとする。 

(2) 医療救護班が、携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、前(1)による 

様式１に薬品・衛生材料使用報告書（様式２）を添えて請求するものとする。 

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合 

は、事故報告書（様式３）に事故傷病者概要（様式３－１）を添えて報告するものとする。 
 (4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、前(1)から

(3)の定めを準用する。 

 (5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施 

設・設備の損傷に係る実費弁償は、前(1)による様式１に物件損傷等報告書(様式４)を添え 

て請求するものとする。 

 (6) その他医療救護活動のために必要となる様式等については、災害救助法施行細則(昭和38 

年東京都規則第136号)で定める様式を準用するものとする。 

 (費用弁償等の支払) 

第５条 甲は、前条により請求・報告された実費弁償請求書等の内容を調査し適当と認めたとき

は、協定書第12条第２項による基準により算定した額を速やかに乙に支払うものとする。 
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125.医療救護に係る費用弁償等に関する覚書（中央区医師会）(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、公益社団法人中央区医師会を「乙」とし、甲乙間において、昭和52年６

月１日締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」及び「災害時の医療救護活動実施細

目」で定める費用弁償に関し、次のように覚書を交換し、相互にこれを遵守するものとする。 

（医療救護従事者等の実費弁償） 

第１ 医療救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一回の出勤につき、

次のとおりとする。 
 

職 種 医療救護活動 合 同 訓 練 

医   師 22,800円 19,100円 

看 護 師 8,500円 7,100円 

事 務 員 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時間が３時間を超える場合は、次表の１時間単価に超過時間数

を乗じた額を加算するものとする。 
 

職 種 
１ 時 間 単 価 備    考 

医療救護活動 合 同 訓 練 

 ただし、超過従事時間が午後５時から

午後10時まで及び午前５時から午前９

時までの場合は、100分の125を、午後10

時から午前５時までの場合は、100分の

150を左記単価に乗じて得た額とする。 

医   師 7,550円 6,340円 

看 護 師 2,760円 2,300円 

事 務 員 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第２ 医療救護班又は合同訓練参加者が携帯した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び

設備の損傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第３ 医療救護活動の従事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助金については、その者が通常得ている収入の額を基準として、災害救助法（昭和22年法律

第118号）の規定に基づき算出した額とする。 

（医事紛争の処理） 

第４ 医療救護班が、転送した患者の診察について、この患者を診察した後方医療施設と患者と

の間に、医事紛争が生じた場合は、乙はただちに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ誠意をもって解決のた

め、適切な措置をとるものとする。 

（未収金の処理） 

第５ 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかに

とりまとめ別紙様式により甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督

促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないよう措置するものとする。 

（その他） 
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第６ 本覚書締結により、昭和53年８月31日から平成６年４月１日までに締結した覚書について

は、効力を失うものとする。 

 

 甲と乙とは、本覚書二通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 平成７年４月１日 

 

 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

東京都中央区長 

 

乙   東京都中央区勝どき一丁目６番７号 

公益社団法人 中央区医師会 

会長 

 

 

- 320 -



- 321 - 
 

126.医療救護に係る費用弁償等に関する覚書（日本橋医師会）(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、公益社団法人日本橋医師会を「乙」とし、甲乙間において、昭和52年６

月１日締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」及び「災害時の医療救護活動実施細

目」で定める費用弁償に関し、次のように覚書を交換し、相互にこれを遵守するものとする。 

（医療救護従事者等の実費弁償） 

第１ 医療救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一回の出勤につき、

次のとおりとする。 
 

職 種 医療救護活動 合 同 訓 練 

医   師 22,800円 19,100円 

看 護 師 8,500円 7,100円 

事 務 員 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時間が３時間を超える場合は、次表の１時間単価に超過時間数

を乗じた額を加算するものとする。 
 

職 種 
１ 時 間 単 価 備    考 

医療救護活動 合 同 訓 練 

 ただし、超過従事時間が午後５時から

午後10時まで及び午前５時から午前９

時までの場合は、100分の125を、午後10

時から午前５時までの場合は、100分の

150を左記単価に乗じて得た額とする。 

医   師 7,550円 6,340円 

看 護 師 2,760円 2,300円 

事 務 員 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第２ 医療救護班又は合同訓練参加者が携帯した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び

設備の損傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第３ 医療救護活動の従事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助金については、その者が通常得ている収入の額を基準として、災害救助法（昭和22年法律

第118号）の規定に基づき算出した額とする。 

（医事紛争の処理） 

第４ 医療救護班が、転送した患者の診察について、この患者を診察した後方医療施設と患者と

の間に、医事紛争が生じた場合は、乙はただちに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ誠意をもって解決のた

め、適切な措置をとるものとする。 

（未収金の処理） 

第５ 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかに

とりまとめ別紙様式により甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督

促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないよう措置するものとする。 

（その他） 
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第６ 本覚書締結により、昭和53年８月31日から平成６年４月１日までに締結した覚書について

は、効力を失うものとする。 

 

 甲と乙とは、本覚書二通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 平成７年４月１日 

 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

東京都中央区長 

 

乙   東京都中央区日本橋久松町１番２号 

公益社団法人 日本橋医師会 

会長 
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127.災害時の医療救護活動についての協定書 

（京橋歯科医師会・お江戸日本橋歯科医師会）(本文237頁) 
 

 東京都中央区を甲とし、一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師会及び公益社団法人お江戸日

本橋歯科医師会を乙とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、中央区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害医療救護活動組織に基

づき医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

３ 前項に定める医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。 

(1) 歯 科 医 師 

(2) 歯科衛生士又は歯科技工士     若干名 

(3) その他事務補助 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害時の医療救護活動計画を策

定し、これを甲に提出するものとする。 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の医療救護班は、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所において医療救護

活動を実施するものとする。 

（医療救護班の業務） 

第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対する応急処置 

(2) 救護所等における軽易な患者に対する治療 

２ 前項の医療救護活動を実施するにあたっては、社団法人中央区医師会及び社団法人日本橋医

師会との連携のもとに行うものとする。 

（指揮命令） 

第６条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものと

する。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第７条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 

第８条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲
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は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに当該訓練

の一般参加者中のうち、傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣に伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班の歯科医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前号に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第12条 甲は、この協会の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第13条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書三通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成９年６月３日 

 

 

   甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

   乙   東京都中央区銀座一丁目25番３号 

一般社団法人 東京都中央区京橋歯科医師会 

代表者 会長 

 

   乙   東京都中央区日本橋久松町１番２号 

公益社団法人 お江戸日本橋歯科医師会 

代表者 会長 
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128.災害時の医療救護活動実施細目（京橋歯科医師会・お江戸日本橋歯科医師会）

(本文237頁) 
 

 平成９年６月３日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」（以下「協

定書」という。）第13条に基づく細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の緊急活動） 

第１条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第２条第１項の定めによる甲から

の要請をまたずに医療救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。 

２ 前項の定めによる報告があったものについては、医療救護の初動時において甲の要請があっ

たものとみなす。 

（連絡調整等） 

第２条 協定書第２条第１項に定める医療救護班の派遣要請並びに協定書第６条に定める医療

救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、環境衛生部長が行うものとする。 

（救護所設置の特例） 

第３条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか必要と認めるときは、東京都地域防災計画に基

づき東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害状況により必要と認めるときは、前項による後方医療施設のほか医療救護活動が

可能な被災地周辺の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第４条 前条により救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・設備

の損傷については、甲が負担する。 

（費用弁償等の請求・報告） 

第５条 乙は、協定書第11条及び前条に規定する費用弁償等について、医療救護活動終了後速や

かに、次に定めるところにより甲に一括して請求し、及び報告するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書（１号様式）に、各医療救護班ごと

の医療救護班活動報告・医療救護班員名簿（２号様式）及び医療救護班診察記録（３号様式）

を添えて請求するものとする。 

(2) 医療救護班が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、前号に定める１

号様式に薬品・衛生材料使用報告書（４号様式）を添えて請求するものとする。 

(3) 医療救護班の歯科医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場

合は、事故報告書（５号様式）に、事故傷病者概要（６号様式）を添えて報告するものとす

る。 

(4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、第１号から前

号までの規定を準用する。 

(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・

設備の損傷に係る実費弁償は、第１号に定める１号様式に、物件損傷等報告書（７号様式）

を添えて請求するものとする。 

（費用弁償等の支払） 

第６条 甲は、前条に規定により請求され、及び報告された実費弁償請求書等の内容を調査し適

当と認めるときは、協定書第11条第２項による基準により算定した額を速やかに乙に支払うも

のとする。 
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 甲と乙とは、本実施細目三通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 平成９年６月３日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区八丁堀四丁目10番２号 

一般社団法人 京橋歯科医師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本橋久松町１番２号 

公益社団法人 お江戸日本橋歯科医師会 

代表者 会長 
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129.医療救護活動に係る費用弁償等に関する覚書（京橋歯科医師会）

(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師会を「乙」とし、甲乙間におい

て、平成９年６月３日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」及び「災

害時の医療救護活動実施細目」で定める費用弁償に関し次のように覚書を交換し、相互にこれを

遵守するものとする。 

（医療救護従事者等の実費弁償） 

第１ 医療救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一回の出動につき、

次のとおりとする。 
 

職  種 医療救護活動 合 同 訓 練 

歯 科 医 師 22,800円 19,100円 

歯科衛生士又は 
歯科技工士 

8,500円 7,100円 

事  務  員 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時間が３時間を超える場合は、次表の１時間単価に超過時間数

を乗じた額を加算するものとする。 
 

職  種 
１ 時 間 単 価 

備    考 
医療救護活動 合 同 訓 練 

歯 科 医 師 7,550円 6,340円 
 
 超過従事時間が午後５時から午後10時
まで及び午前５時から午前９時までの場
合は100分の125を、午後10時から午前５時
までの場合は、100分の150を左記単価に乗
じて得た額とする。 
 

歯科衛生士又は 
歯科技工士 

2,760円 2,300円 

事  務  員 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第２ 医療救護班又は合同訓練参加者が携帯した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び

設備の損傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第３ 医療救護活動の従事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助金については、その者が通常得ている収入の額を基準として、災害救助法（昭和22年法律

第118号）の規定に基づき算出した額とする。 

（医事紛争の処理） 

第４ 医療救護班の医療救護活動において、患者との間に医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに

甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ誠意をもって解決のた

め、適切な措置をとるものとする。 

（未収金の処理） 

第５ 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかに

とりまとめ甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督
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促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないよう措置するものとする。 

 

 甲と乙とは、本覚書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  平成９年６月３日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座一丁目25番３号 

一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師会 

代表者 会長 
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130.医療救護活動に係る費用弁償等に関する覚書（お江戸日本橋歯科医師会）

(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、公益社団法人お江戸日本橋歯科医師会を「乙」とし、甲乙間において、

平成９年６月３日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」及び「災害

時の医療救護活動実施細目」で定める費用弁償に関し次のように覚書を交換し、相互にこれを遵

守するものとする。 

（医療救護従事者等の実費弁償） 

第１ 医療救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一回の出動につき、

次のとおりとする。 
 

職  種 医療救護活動 合 同 訓 練 

歯 科 医 師 22,800円 19,100円 

歯科衛生士又は 
歯科技工士 

8,500円 7,100円 

事  務  員 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時間が３時間を超える場合は、次表の１時間単価に超過時間数

を乗じた額を加算するものとする。 
 

職  種 
１ 時 間 単 価 

備    考 
医療救護活動 合 同 訓 練 

歯 科 医 師 7,550円 6,340円 
 
 超過従事時間が午後５時から午後
10時まで及び午前５時から午前９時
までの場合は100分の125を、午後10
時から午前５時までの場合は、100分
の150を左記単価に乗じて得た額と
する。 
 

歯科衛生士又は 
歯科技工士 

2,760円 2,300円 

事  務  員 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第２ 医療救護班又は合同訓練参加者が携帯した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び

設備の損傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第３ 医療救護活動の従事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助金については、その者が通常得ている収入の額を基準として、災害救助法（昭和22年法律

第118号）の規定に基づき算出した額とする。 

（医事紛争の処理） 

第４ 医療救護班の医療救護活動において、患者との間に医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに

甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ誠意をもって解決のた

め、適切な措置をとるものとする。 

（未収金の処理） 

第５ 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかに

とりまとめ甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督
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促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないよう措置するものとする。 

 

 甲と乙とは、本覚書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

 平成９年６月３日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本橋久松町１番２号 

   公益社団法人お江戸日本橋歯科医師会 

   代表者 会長 
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131.災害時の医療救護活動についての協定書（京橋薬剤師会・日本橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

 東京都中央区を甲とし、一般社団法人京橋薬剤師会及び一般社団法人日本橋薬剤師会を乙とし、

甲乙間において次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定める。 

（薬剤師班の派遣） 

第２条 甲は、中央区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に

対し、薬剤師班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害医療救護活動組織に基

づき薬剤師班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害時の医療救護活動計画を策

定し、これを甲に提出するものとする。 

（薬剤師班の活動場所） 

第４条 乙所属の薬剤師班は、災害薬事センター、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所

及び医薬品の集積場所において医療救護活動を実施するものとする。 

（薬剤師班の業務） 

第５条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。 

１ 救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

２ 救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理 

３ 一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

４ 避難所の衛生管理・防疫対策への協力 

（指揮命令） 

第６条 薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、災害薬事コーディネーターが

行うものとする。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第７条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（調剤費） 

第８条 救護所における調剤費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第９条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに当該訓練

の一般参加者中のうち、傷病者が発生した場合の調剤、服薬指導を併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 

- 331 -



- 332 - 
 

第10条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 薬剤師班の編成・派遣に伴うもの 

ア 薬剤師班の編成・派遣に要する経費 

イ 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 薬剤師班の薬剤師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前号に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第11条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第13条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書三通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成９年６月３日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座一丁目25番３号 

一般社団法人 京橋薬剤師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本橋久松町１番２号 

一般社団法人 日本橋薬剤師会 

代表者 会長 
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132.災害時の医療救護活動実施細目（京橋薬剤師会・日本橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

 平成９年６月３日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」（以下「協

定書」という。）第12条に基づく細目は次のとおりとする。 

（薬剤師班の緊急活動） 

第１条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第２条第１項の定めによる甲から

の要請をまたずに医療救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。 

２ 前項の定めによる報告があったものについては、医療救護の初動時において甲の要請があっ

たものとみなす。 

（連絡調整等） 

第２条 協定書第２条第１項に定める薬剤師班の派遣要請は甲が行い、協定書第６条に定める薬

剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、災害薬事コーディネーターが行うもの

とする。 

（救護所設置の特例） 

第３条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか必要と認めるときは、東京都地域防災計画に基

づき東京都が指定した災害拠点病院等に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害状況により必要と認めるときは、前項による災害拠点病院等のほか医療救護活動

が可能な被災地周辺の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第４条 前条により救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・設備

の損傷については、甲が負担する。 

（費用弁償等の請求・報告） 

第５条 協定書第10条及び前条の定めによる費用弁償等の請求・報告については、医療救護活動

終了後速やかに、乙が一括して次により甲に請求・報告するものとする。 

(1) 薬剤師班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書（１号様式）に、各薬剤師班ごとの薬

剤師班活動報告・薬剤師班員名簿（２号様式）により請求するものとする。 

(2) 薬剤師班が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、前号に定める１号

様式に薬品・衛生材料使用報告書（３号様式）を添えて請求するものとする。 

(3) 薬剤師班の薬剤師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、

事故報告書（４号様式）に、事故傷病者概要（５号様式）を添えて報告するものとする。 

(4) 甲が実施する合同訓練に参加する薬剤師班に係る費用弁償等については、第１号から前号

までの規定を準用する。 

(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・

設備の損傷に係る実費弁償は、第１号に定める１号様式に、物件損傷等報告書（６号様式）

を添えて請求するものとする。 

（費用弁償等の支払） 

第６条 甲は、前条の規定により請求され、及び報告された実費弁償請求書等の内容を調査し適

当と認めるときは、協定書第10条第２項による基準により算定した額を速やかに、乙に支払う

ものとする。 
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 甲と乙とは、本実施細目三通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成９年６月３日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座一丁目25番３号 

一般社団法人 京橋薬剤師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本橋久松町１番２号 

一般社団法人 日本橋薬剤師会 

代表者 会長 
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133.医療救護活動に係る費用弁償等に関する覚書（京橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、一般社団法人京橋薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において、平成９年６

月３日締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」及び「災害時の医療救護活動実施細

目」で定める費用弁償に関し、次のように覚書を交換し相互にこれを遵守するものとする。 

（医療救護従事者等の実費弁償） 

第１ 医療救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一回の出動につき、

次のとおりとする。 
 

職 種 医療救護活動 合 同 訓 練 

薬 剤 師 16,500円 13,900円 

事 務 員 4,800円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時間が３時間を超える場合は、次表の１時間単価に超過時間数

を乗じた額を加算するものとする。 
 

職 種 
１ 時 間 単 価 

備    考 
医療救護活動 合 同 訓 練 

薬 剤 師 5,430円 4,590円 

 
 超過従事時間が午後５時から午後10
時まで、及び午前５時から午前９時まで
の場合は、100分の125を、午後10時から
午前５時までの場合は100分の150を左
記単価に乗じて得た額とする。 
 

事 務 員 1,530円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第２ 薬剤師班又は合同訓練参加者が携帯した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、実

費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び

設備の損傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第３ 医療救護活動の従事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助金については、その者が通常得ている収入の額を基準として、災害救助法（昭和22年法律

第118号）の規定に基づき算出した額とする。 

（医事紛争の処理） 

第４ 薬剤師班の医療救護活動において、患者との間に医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲

に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ誠意をもって解決のた

め、適切な措置をとるものとする。 

（未収金の処理） 

第５ 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかに

とりまとめ甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督

促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないよう措置するものとする。 
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 甲と乙とは、本覚書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  平成９年６月３日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座一丁目25番3号 

 一般社団法人京橋薬剤師会 

代表者 会長 
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134.医療救護活動に係る費用弁償等に関する覚書（日本橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

 中央区を「甲」とし、一般社団法人日本橋薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において、平成９年

６月３日締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」及び「災害時の医療救護活動実施

細目」で定める費用弁償に関し、次のように覚書を交換し相互にこれを遵守するものとする。 

（医療救護従事者等の実費弁償） 

第１ 医療救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一回の出動につき、

次のとおりとする。 
 

職 種 医療救護活動 合 同 訓 練 

薬 剤 師 16,500円 13,900円 

事 務 員 4,800円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時間が３時間を超える場合は、次表の１時間単価に超過時間数

を乗じた額を加算するものとする。 
 

職 種 
１ 時 間 単 価 

備    考 
医療救護活動 合 同 訓 練 

薬 剤 師 5,430円 4,590円 

 
 超過従事時間が午後５時から午後10
時まで、及び午前５時から午前９時まで
の場合は、100分の125を、午後10時から
午前５時までの場合は100分の150を左
記単価に乗じて得た額とする。 
 

事 務 員 1,530円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第２ 薬剤師班又は合同訓練参加者が携帯した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、実

費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び

設備の損傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第３ 医療救護活動の従事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助金については、その者が通常得ている収入の額を基準として、災害救助法（昭和22年法律

第118号）の規定に基づき算出した額とする。 

（医事紛争の処理） 

第４ 薬剤師班の医療救護活動において、患者との間に医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲

に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ誠意をもって解決のた

め、適切な措置をとるものとする。 

（未収金の処理） 

第５ 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかに

とりまとめ甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督

促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないよう措置するものとする。 
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 甲と乙とは、本覚書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  平成９年６月３日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本橋久松町１番２号 

 一般社団法人 日本橋薬剤師会 

代表者 会長 
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135.災害時における応急医薬品等供給協力に関する協定書（京橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

中央区を「甲」とし、一般社団法人京橋薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協

定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定める。 

（応急医薬品等の供給等） 

第２条 甲が応急医薬品等を調達する必要が生じた場合は、甲の要請に基づき、乙は甲に応急医

薬品等を供給するものとする。 

２ 前項の応急医薬品等とは、乙及び乙の会員店舗等にあるもので、次に掲げるものをいう。 

１ 医薬品 

２ 衛生用品 

３ その他生活雑貨など 

（要請） 

第３条 乙に対する甲の要請は、中央区災害対策本部条例施行規則（昭和38年５月中央区規則第

13号）に定める医療救護所の運営を行う部の長が行う。 

２ 甲は、あらかじめ乙が指定した者に要請するものとする。ただし、緊急の場合は、乙が指定

した者以外の乙の会員に要請することもできるものとする。 

（協力） 

第４条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会員店舗等から甲が指示する数量を、甲の指定

する場所に納入し、甲の確認を受けるものとする。 

（価格及び請求） 

第５条 甲の要請に基づき、乙が甲に納入した応急医薬品等の価格は、災害発生直前における販

売価格とする。 

２ 乙が、甲に納入するために要した輸送経費は、原則として乙の負担とする。 

３ 乙は、甲の要請により応急医薬品等を納入したときは、第１項の販売価格による応急医薬品

等の代金を請求するものとする。 

（支払） 

第６条 甲は、乙から応急医薬品等の納品後、前条の費用の請求があったときは、その内容を確

認の上、速やかに支払うものとする。 

（従事者の損害補償） 

第７条 甲は、乙が甲の要請に基づく応急医薬品等を輸送中に、死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は障害の状態となったときは、医療救護活動に係る費用弁償等に関する覚書第３

に規定する額を補償するものとする。 

（細目） 

第８条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する

ものとする。 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成17年３月31日までとする。ただし、期限

満了の日の３か月前までに甲又は乙からなんらの申出がないときは、更に１年間延長するもの

とし、以後この例による。 
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甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

平成15年８月１日 

 

 

                  甲   中央区築地一丁目１番１号 

                                          中央区 

                                          中央区長 

 

                  乙   中央区銀座一丁目25番３号  

                                          一般社団法人 京橋薬剤師会 

                                          会長 
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136.災害時の応急医薬品等供給協力実施細目協定（京橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と一般社団法人京橋薬剤師会（以下「乙」という。）とは、平成

15年８月１日付けをもって締結した災害時における応急医薬品等供給協力に関する協定書（以下

「協定書」という。）第８条の規定により災害時の応急医薬品等供給協力実施細目について、次

のとおり協定する。 

（要請の手続き） 

第１条 協定書第４条に定める甲の要請は、応急医薬品等供給要請書（別記第１号様式）により

乙に対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請

し、後日文書をもって処理することができる。 

（納入場所の指定） 

第２条 甲が納入場所を指定するときは、甲乙協議のうえ指定するものとする。 

（請求及び報告） 

第３条 乙は、協定書第５条に規定する応急医薬品等の代金の請求及び協定書第７条に規定する

従事者の損害補償について、応急医薬品等の供給後速やかに、次に定めるところにより甲に請

求及び報告するものとする。 

一 協定書第５条に定める請求は、応急医薬品等供給に係る請求書（別記第２号様式）に受取

確認印のある応急医薬品等供給要請書（別記第１号様式）を添えて請求するものとする。 

二 甲の要請に基づく応急医薬品等を輸送中に、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は

障害の状態となったときは、事故報告書（別記第３号様式）に、事故傷病者概要（別記第

４号様式）を添えて報告するものとする。 

 

この細目協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有

するものとする。 

 

平成15年８月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区銀座一丁目25番３号 

                                         一般社団法人 京橋薬剤師会 

                                         会長 

 

 

- 341 -



- 342 - 
 

137.災害時における応急医薬品等供給協力に関する協定書（日本橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

中央区を「甲」とし、一般社団法人日本橋薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり

協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定める。 

（応急医薬品等の供給等） 

第２条 甲が応急医薬品等を調達する必要が生じた場合は、甲の要請に基づき、乙は甲に応急医

薬品等を供給するものとする。 

２ 前項の応急医薬品等とは、乙及び乙の会員店舗等にあるもので、次に掲げるものをいう。 

１ 医薬品 

２ 衛生用品 

３ その他生活雑貨など 

（要請） 

第３条 乙に対する甲の要請は、中央区災害対策本部条例施行規則（昭和38年５月中央区規則第

13号）に定める医療救護所の運営を行う部の長が行う。 

２ 甲は、あらかじめ乙が指定した者に要請するものとする。ただし、緊急の場合は、乙が指定

した者以外の乙の会員に要請することもできるものとする。 

（協力） 

第４条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会員店舗等から甲が指示する数量を、甲の指定

する場所に納入し、甲の確認を受けるものとする。 

（価格及び請求） 

第５条 甲の要請に基づき、乙が甲に納入した応急医薬品等の価格は、災害発生直前における販

売価格とする。 

２ 乙が、甲に納入するために要した輸送経費は、原則として乙の負担とする。 

３ 乙は、甲の要請により応急医薬品等を納入したときは、第１項の販売価格による応急医薬品

等の代金を請求するものとする。 

（支払） 

第６条 甲は、乙から応急医薬品等の納品後、前条の費用の請求があったときは、その内容を確

認の上、速やかに支払うものとする。 

（従事者の損害補償） 

第７条 甲は、乙が甲の要請に基づく応急医薬品等を輸送中に、死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は障害の状態となったときは、医療救護活動に係る費用弁償等に関する覚書第３

に規定する額を補償するものとする。 

（細目） 

第８条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する

ものとする。 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成17年３月31日までとする。ただし、期限

満了の日の３か月前までに甲又は乙からなんらの申出がないときは、更に１年間延長するもの

とし、以後この例による。 
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甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

平成15年８月１日 

 

 

                  甲   中央区築地一丁目１番１号 

                                          中央区 

                                          中央区長 

 

乙   中央区日本橋久松町１番２号 

 一般社団法人 日本橋薬剤師会 

会長 
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138.災害時の応急医薬品等供給協力実施細目協定（日本橋薬剤師会）

(本文237頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と一般社団法人日本橋薬剤師会（以下「乙」という。）とは、平

成15年８月１日付けをもって締結した災害時における応急医薬品等供給協力に関する協定書（以

下「協定書」という。）第８条の規定により災害時の応急医薬品等供給協力実施細目について、

次のとおり協定する。 

（要請の手続き） 

第１条 協定書第４条に定める甲の要請は、応急医薬品等供給要請書（別記第１号様式）により

乙に対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請

し、後日文書をもって処理することができる。 

（納入場所の指定） 

第２条 甲が納入場所を指定するときは、甲乙協議のうえ指定するものとする。 

（請求及び報告） 

第３条 乙は、協定書第５条に規定する応急医薬品等の代金の請求及び協定書第７条に規定する

従事者の損害補償について、応急医薬品等の供給後速やかに、次に定めるところにより甲に請

求及び報告するものとする。 

一 協定書第５条に定める請求は、応急医薬品等供給に係る請求書（別記第２号様式）に受取

確認印のある応急医薬品等供給要請書（別記第１号様式）を添えて請求するものとする。 

二 甲の要請に基づく応急医薬品等を輸送中に、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は

障害の状態となったときは、事故報告書（別記第３号様式）に、事故傷病者概要（別記第

４号様式）を添えて報告するものとする。 

 

この細目協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有

するものとする。 

 

平成15年８月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

乙  中央区日本橋久松町１番２号 

一般社団法人 日本橋薬剤師会 

会長 
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139.災害時における応急救護活動に関する協定書（柔道整復師会）

(本文237頁) 
 

中央区を「甲」とし、公益社団法人東京都柔道整復師会千代田・中央支部を「乙」とし、甲乙

間において次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定める。 

（要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、応急救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対して、応急

救護活動を要請するものとする。 

２ 甲は、乙に協力を要請するときは、応急救護活動を実施する日時及び場所等の必要な事項を

指示するものとする。 

（協力） 

第３条 乙の行う協力は、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所（以下「救護所」という。）

において、柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に規定する業務の範囲内での応急救護活動と

する。 

２ 乙が救護所において行う応急救護活動は、甲、社団法人中央区医師会及び社団法人日本橋医

師会が編成する医療救護班に属することとし、当該班の医師の指示のもとに行うものとする。 

（療養費） 

第４条 救護所における療養費は、無料とする。 

（費用弁償） 

第５条 甲は、乙が携帯した衛生材料等を使用した場合は、その実費を弁償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、応急救護活動が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、乙が甲の要請に基づく応急救護活動に従事したことにより死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した

者に係る損害補償に関する条例（昭和38年３月中央区条例第15号）に基づき、これを補償する

ものとする。 

（防災訓練への参加） 

第８条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に協力するものとする。 

（応急救護計画の策定） 

第９条 乙は、本協定で定める応急救護活動を実施するため、災害応急救護計画を策定し、これ

を甲に提出するものとする。 

（細目） 

第10条  この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第11条 この協定の定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する
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ものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成17年３月31日までとする。ただし、期限満

了の日の３か月前までに甲又は乙からなんらの申出がないときは、更に１年間延長するものと

し、以後この例による。 

 

甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有するものとする。 

 

平成15年８月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区日本橋横山町５番８号 

                                         公益社団法人東京都柔道整復師会 

                                         千代田・中央支部 

   支部長 
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140.災害時の応急救護活動実施細目協定（柔道整復師会）(本文237頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と公益社団法人東京都柔道整復師会千代田・中央支部（以下「乙」

という。）とは、平成15年８月１日付けで締結した災害時における応急救護活動に関する協定書

（以下「協定書」という。）第10条の規定により災害時の応急救護活動実施細目について、次の

とおり協定する。 

（要請の手続き） 

第１条 協定書第２条に定める甲の要請は、応急救護活動要請書（別記第１号様式）により乙に

対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、

後日文書をもって処理することができる。 

（報告） 

第２条 協定書第６条に定める報告は、応急救護活動報告・従事者名簿（別記第２号様式）によ

り行うものとする。 

（費用弁償等の請求・報告） 

第３条 乙は、協定書第５条に規定する費用弁償及び協定書第７条に規定する災害補償について、

応急救護活動終了後速やかに、次に定めるところにより甲に請求及び報告するものとする。 

一 乙が携帯した衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、費用弁償等請求書（別記第３号様

式）により請求するものとする。 

二 甲の要請に基づく応急救護活動に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又

は障害の状態となったときは、事故報告書（別記第４号様式）に、事故傷病者概要（別記

第５号様式）を添えて報告するものとする。 

 

この細目協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有

するものとする。 

 

平成15年８月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区日本橋横山町５番８号 

                                         公益社団法人東京都柔道整復師会 

                                         千代田・中央支部 

   支部長 
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141．災害時の医療救護活動についての協定書（国立がん研究センター中央病院） 

(本文237頁) 
 
 中央区を「甲」とし、国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院を「乙」とし、甲乙

間において次のとおり協定を締結する。 
（総則） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定めるものとする。 
２ 乙は、がん医療の専門医療機関として災害発生時には中央区の地域に留まらず広域的な役割

を担っていることに鑑み、当該役割に支障のない範囲内で甲が行う医療救護活動に協力するも

のとする。 
（救護所の設置） 

第２条 甲は、中央区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合には、乙

に対し、乙の敷地内に救護所の設置を要請することができるものとする。 
２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、直ちに救護所を設置し、乙所属の医師、看護

師、その他補助事務員等の医療従事者（以下「医療従事者」という。）を医療救護活動に従事

させ、救護所を運営するものとする。 
３ 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、第１項の規定による甲からの要請を待たずに

救護所を設置した場合には、直ちに甲に報告するものとする。この場合においては、第１項に

規定する甲の要請があったものとみなす。 
４ 乙は、医療救護活動において乙所属の医療従事者が不足する場合は、甲に対し不足する医療

従事者の派遣を要請することができる。 
（医療救護所における業務） 

第３条 救護所において医療従事者が従事する医療救護活動の業務は、次のとおりとする。 
 (1) 傷病者に対する応急処置 

 (2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

 (3) 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療 

 (4) 死亡の確認 
（救護所の備蓄医薬品等） 

第４条 乙は、乙が設置する救護所で使用する備蓄医薬品等（以下「備蓄医薬品等」という。）

を収容するスペースを、乙の敷地内に確保する。 
２ 備蓄医薬品等の品目及び数量は甲乙協議の上で決定するものとし、備蓄医薬品等の調達及び

更新は原則として甲が行う。 
３ 乙は、医療救護活動中に備蓄医薬品等が不足する場合には、甲に対し不足する医薬品等の供

給を要請することができる。 
４ 乙が設置する救護所において必要とする給食及び給水は、原則として甲が行う。 
（乙が設置する救護所以外での医療救護活動） 

第５条 乙は、乙所属の医療従事者において乙が設置する救護所での医療救護活動の従事者数に

余裕がある場合は、直ちに甲に連絡するものとする。 
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２ 甲は、乙から前項の規定による連絡を受けた場合は、乙所属の医療従事者を甲が避難所又は

後方医療施設等に設置する救護所に派遣するよう要請することができる。 
３ 前項の規定による要請に応じて派遣された乙所属の医療従事者は、甲が指定する者の指揮命

令下において医療救護活動に従事する。 
（医療費） 

第６条 乙が設置する救護所における傷病者の医療費は無料とする。 
（合同訓練） 

第７条 乙は、甲から要請があった場合は、乙所属の医療従事者を甲が実施する合同訓練に参加

させるよう努めるものとする。 
（費用弁償等） 

第８条 甲の要請に基づき、乙所属の医療従事者が医療救護活動等に従事した場合に要する次の

経費は、甲が負担するものとする。 
 (1) 乙が設置する救護所の設置及び運営に要する経費 

 (2) 乙所属の医療従事者の派遣に要する経費 

 (3) 乙が設置する救護所において、乙が所有する医薬品等を使用した場合の経費 

 (4) 乙所属の医療従事者が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助費 
 (5) 合同訓練時における医療救護活動に係る前各号の経費 
２ 前項に規定する経費の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 
３ 救護所における医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷については、甲が負担する。 

（細目） 
第９条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 
（協議） 

第 10 条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。 
 
 この協定の締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 
 
  平成 27 年 10 月１日 
 
 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 
                       中央区 
                       代表者 中央区長 

 
                     乙 東京都中央区築地五丁目１番１号 
                       国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 
                       代表者 中央病院長 
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142.災害時における緊急医療救護所の設置等に関する協定書（聖路加国際大学） 

(本文237頁) 

 
中央区（以下「甲」という。）及び学校法人聖路加国際大学（以下「乙」という。）は、災害時

における緊急医療救護所の設置等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結す

る。 
（目的） 
第１条 本協定は、乙が東京都災害拠点病院設置運営要綱（昭和６１年１月１７日６０衛医対第

８１５号）に基づく災害拠点病院として医療救護活動を実施する際、甲及び乙が管理する施設

及び用地（以下「施設等」という。）を利用して、甲による緊急医療救護所の設置及び運営を

確保することを目的とする。 
（緊急医療救護所） 
第２条 本協定において「緊急医療救護所」とは、災害時における乙の災害拠点病院としての機

能を維持するため、傷病者に対するトリアージ、軽症者に対する治療等を実施する場所をいう。 
（対象施設等） 
第３条 本協定における施設等は、次のとおりとする。 

（１）甲が管理する施設等  
  名 称 中央区保健所 
  所在地 東京都中央区明石町１２－１ 

（２）乙が管理する施設等 
  名 称 聖路加国際病院 
  所在地 東京都中央区明石町９－１ 

（緊急医療救護所の設置） 
第４条 甲は、災害時において、必要があると認めるときは、緊急医療救護所を設置するものと

する。 
２ 甲は、乙に対し、前条第２号に規定する施設等の使用について、協力の要請をすることがで

きる。 
３ 乙は、緊急に対応することが必要であると認めるときは、自ら緊急医療救護所を設置するこ

とができる。この場合において、乙は速やかにその旨を甲に報告するものとする。 
（運営体制及び連絡体制) 

第５条 甲は、乙と協議の上、あらかじめ緊急医療救護所における運営方法を定め、協力体制を

明らかにするものとする。 
２ 甲及び乙は、緊急医療救護所の開設及び運営を適正かつ円滑に実施するため、相互の緊急時

の連絡先を定めるほか、平時から緊急医療救護所の運営等に関する情報交換を行うものとする。 
３ 甲及び乙は、前２項の規定により定めた運営方法又は緊急時の連絡先に変更が生じたときは、

速やかにその旨を報告し、協議するものとする。 
（災害発生時の対応） 
第６条 乙は、第４条第２項の要請に基づき、速やかに緊急医療救護所としての 
機能を果たせるよう施設等の開錠等の必要な措置を講じた上、甲に対し施設等 
を提供し、医師等を派遣するものとする。 

（開設期間） 
第７条 緊急医療救護所の開設期間は、災害発生後７２時間までとする。ただし、甲乙の協議の

上、必要に応じてその期間を変更することができる。 
（医療用資器材等） 
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第８条 乙は甲からの委託を受け、平時から緊急医療救護所で使用する医療用資器材を調達し、

備蓄倉庫等により適切に保管及び管理を行うものとする。 
２ 甲は、緊急医療救護所の設置及び運営に必要な医療用資器材及び医薬品（以下「医療用資器

材等」という。）について、緊急かつ止むを得ない場合は、必要な範囲内で乙が所有する医療

用資器材等を使用することができる。 
（合同訓練） 
第９条 甲は緊急医療救護所の設置及び運営に係る訓練を実施するものとし、乙はこれに協力す

るものとする。 
（費用弁償等） 
第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合における次に掲げる経費は、甲 

が負担する。 

（１） 医師等の派遣に要する経費 
（２） 医療用資器材の調達、保管及び管理に要する経費 
（３） 医療用資器材等の使用に要する経費 
（４） 医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費 

 （５） 合同訓練時における医療救護活動の前各号に係る経費 
２ 前項に規定する費用弁償等の額については、甲乙の協議の上、別に定めるものとする。 
（協議） 
第11条 本協定の各条項について疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、 

甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

（有効期間） 
第12条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から令和３年３月31日までとする。ただし、 

期間満了の日から３か月前までに甲又は乙のいずれからも本協定の終了の意思表示がないと

きは、期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後この例によるものとする。 
 

本協定の締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙の記名押印の上、各１通を保有するも

のとする。 
 

令和２年 12 月 15 日 
 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 
中央区 
中央区長 

 
乙   東京都中央区明石町 10 番１号 

学校法人聖路加国際大学 
理事長 
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143.災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（スズケン） (本文239頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と株式会社スズケン（以下「乙」という。）との間において、次

のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業

務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたと

きは、乙に対し、協力を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、電話等によることができるものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条第１項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに

措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は、当該範囲内において供給

可能な品目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 

（２）衛生材料 

（３）医療器具 

（４）前各号のほか、甲が指定するもの 

（医薬品等の搬送等） 

第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、必要に応じて、乙は、甲に

対して搬送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下「搬送場所」という。）は、甲が指定する。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び

数量を確認の上、これを受領するものとする。 

（費用負担） 

第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請求書受理後、遅滞なくその支払いをするものとする。 

（医薬品等の価格） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時の直前における適正な価

格とする。 

（委任） 

第８条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（有効期限） 

第10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約

の申出がない限り、その効力は継続するものとする。 
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 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成27年３月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都千代田区神田佐久間河岸59号地 

                 株式会社スズケン 中央支店 

                 支店長 
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144.災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（アルフレッサ） (本文239頁) 

 

中央区（以下「甲」という。）とアルフレッサ株式会社（以下「乙」という。）との間において、

次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業

務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたと

きは、乙に対し、協力を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、電話等によることができるものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条第１項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに

措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は、当該範囲内において供給

可能な品目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 

（２）衛生材料 

（３）医療器具 

（４）前各号のほか、甲が指定するもの 

（医薬品等の搬送等） 

第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、必要に応じて、乙は、甲に

対して搬送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下「搬送場所」という。）は、甲が指定する。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び

数量を確認の上、これを受領するものとする。 

（費用負担） 

第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請求書受理後、遅滞なくその支払いをするものとする。 

（医薬品等の価格） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時の直前における適正な価

格とする。 

（委任） 

第８条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（有効期限） 

第10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約

の申出がない限り、その効力は継続するものとする。 
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 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成27年３月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都千代田区神田美土代町７番地 

                 アルフレッサ株式会社 

                 代表取締役 
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145.災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（東邦薬品） (本文239頁) 

 

中央区（以下「甲」という。）と東邦薬品株式会社（以下「乙」という。）との間において、次

のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業

務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたと

きは、乙に対し、協力を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、電話等によることができるものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条第１項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに

措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は、当該範囲内において供給

可能な品目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 

（２）衛生材料 

（３）医療器具 

（４）前各号のほか、甲が指定するもの 

（医薬品等の搬送等） 

第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、必要に応じて、乙は、甲に

対して搬送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下「搬送場所」という。）は、甲が指定する。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び

数量を確認の上、これを受領するものとする。 

（費用負担） 

第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請求書受理後、遅滞なくその支払いをするものとする。 

（医薬品等の価格） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時の直前における適正な価

格とする。 

（委任） 

第８条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（有効期限） 

第10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約

の申出がない限り、その効力は継続するものとする。 
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 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成27年３月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都品川区勝島一丁目５番21号 

   東邦薬品株式会社 東京営業部 

   港・中央営業所長 
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146.災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（メディセオ） (本文239頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と株式会社メディセオ（以下「乙」という。）との間において、

次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業

務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたと

きは、乙に対し、協力を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、電話等によることができるものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条第１項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに

措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は、当該範囲内において供給

可能な品目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 

（２）衛生材料 

（３）医療器具 

（４）前各号のほか、甲が指定するもの 

（医薬品等の搬送等） 

第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、必要に応じて、乙は、甲に

対して搬送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下「搬送場所」という。）は、甲が指定する。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び

数量を確認の上、これを受領するものとする。 

（費用負担） 

第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請求書受理後、遅滞なくその支払いをするものとする。 

（医薬品等の価格） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時の直前における適正な価

格とする。 

（委任） 

第８条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（有効期限） 

第10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約

の申出がない限り、その効力は継続するものとする。
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 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成27年３月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

   中央区長 

 

乙  東京都中央区八重洲二丁目７番15号 

   株式会社メディセオ 
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147.災害時における動物救護活動に関する協定書（獣医師会）(本文244頁) 

 

中央区を「甲」とし、公益社団法人東京都獣医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり

協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、中央区地域防災計画に基づき、甲が行う動物救護活動に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、中央区地域防災計画に基づき動物救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に

対し協力を要請するものとする。 

（動物救護の活動場所） 

第３条 乙は、甲があらかじめ指定する動物救護所等において、動物救護活動を実施するものと

する。 

（動物救護活動の業務） 

第４条 乙の行う動物救護活動の内容は、次のとおりとする。 

一  負傷した動物の応急手当に関すること。 

二  被災した動物の保護及び管理に関すること。 

三  被災した動物に関する情報の収集及び提供に関すること。 

四  動物の死亡の確認に関すること。 

（負担） 

第５条 甲は、乙に対し、この業務のために必要とする用地、施設、設備、物資等を可能な限り

提供するものとする。 

（費用弁償） 

第６条 乙は、業務が終了した後、速やかに甲に報告し、業務に要した費用を請求する。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費の範囲については、甲乙協議の上、別に定めるものとす

る。 

（損害賠償） 

第７条 この協定に基づく業務に従事した者が、その業務により死亡し、負傷し、又は疾病にか

かったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和

38年3月中央区条例第15号）の規定に基づき、甲が補償するものとする。 

（連絡会） 

第８条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るため、必要な都度、連絡会を開催するものと

する。 

（動物救護連絡協議会の設置） 

第９条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関と動物救護

連絡協議会を設置するものとする。 

（連絡調整） 

第10条 この協定に関する事項の連絡調整を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置く。 

２ 前項の連絡責任者は、甲及び乙がそれぞれ指定する者とする。 

（細目） 

第11条 この協定に関する細目は、別途定めるものとする。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及び協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上

決定するものとする。 
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甲及び乙は、この協定の証として本協定書２通を作成し、それぞれに記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

平成25年２月１日 

 

 

              甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

                 中央区 

中央区長 

 

 乙  東京都港区南青山一丁目１番１号新青山ビル西館23階 

公益社団法人東京都獣医師会 

会長 
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148.災害廃棄物の共同処理等に関する協定(本文250頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合（以下「各区等」という。）は、災害時にお

いて東京２３区内で発生する災害廃棄物の共同処理等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）に、各区等で共同処理体制を構築し、災害廃棄物の円滑かつ

迅速な処理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみ、し尿その他災害に起因する廃棄物 
（２）二次仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、

焼却等の処理をするまでの間、保管するための施設 
（３）仮設処理施設 災害廃棄物を応急処理するために設置する仮設の焼却炉及び破砕選別施設。

原則として二次仮置場に併設して設置する。 

（４）広域処理 東京２３区内で処理しきれない災害廃棄物を、東京２３区外の廃棄物処理施設

で処理すること 

（初動本部の設置） 

第３条 各区等は、発災後数日間（以下「初動期」という。）における各区等の情報収集等を迅

速に行うため、特別区災害廃棄物処理初動本部（以下「初動本部」という。）を設置する。 
２ 初動本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃リサイクル主管課長会会長をもって充てる。 
３ 初動本部は、次に掲げる事項に該当する場合、発災後１週間を目途に本部長の招集により設

置する。 
（１）東京２３区内の１か所以上で震度６弱以上が観測された場合 
（２）本部長が、特に必要があると認め、特別区清掃主管部長会会長と協議し、初動本部設置が

適当と判断した場合 
４ 各区等は、特段の事情がある場合を除き、初動本部が設置された場合、速やかに従事職員を

選定する。 
５ 初動本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区

等で協議の上、決定する。 
６ 初動本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。 
（初動本部の役割） 
第４条 初動本部の役割は、次に掲げる事項とする。 
（１）各区等の被害情報の集約及び共有に関すること。 
（２）次条に定める特別区災害廃棄物処理対策本部の設置準備に関すること。 
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（対策本部の設置） 
第５条 災害廃棄物の共同処理を円滑に行うため、特別区災害廃棄物処理対策本部（以下「対策

本部」という。）を設置する。 
２ 対策本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃主管部長会会長をもって充てる。 
３ 対策本部は、本部長の招集により設置する。 
４ 各区等は、特段の事情がある場合を除き、対策本部が設置された場合、速やかに従事職員を

選定する。 
５ 対策本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区

等で協議の上、決定する。 
６ 対策本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。 
（対策本部の役割） 
第６条 対策本部の役割は、次に掲げる事項とする。 
（１）災害廃棄物の共同処理における基本方針及び基本施策の策定に関すること。 
（２）関係者間の情報の収集、整理及び共有化に関すること。 
（３）車両の配車（東京二十三区清掃協議会が担任する事務を除く。）並びに二次仮置場及び仮

設処理施設等への搬入の調整に関すること。 
（４）二次仮置場及び仮設処理施設の設置及び運営の調整に関すること。 
（５）民間施設での処理及び広域処理の調整に関すること。 
（６）共同処理に係る国庫補助の調整に関すること。 
（７）前各号のほか、災害廃棄物の共同処理の調整に関すること。 
（費用の負担） 
第７条 初動本部及び対策本部の事務の管理及び執行に要した費用の負担については、各区等で

協議の上、決定する。 
（従事職員の身分の取扱い） 
第８条 初動本部及び対策本部に従事する職員の身分の取扱いについては、各区等で協議の上、

決定する。 
（平常時の措置） 
第９条 各区等は、この協定が災害時に有効に機能するため、平常時に相互の情報交換、初動期

の訓練及び災害廃棄物対策に関する調査、研究等に努める。 
（実施細目の作成） 
第10条 この協定の円滑な実施を図るため、各区等の協議により実施細目を定める。 

２ 各区等は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことがないように努 

める。 

（その他） 
第11条 この協定に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項が生じた場合は、各区等で 

協議の上、決定する。 

 
この協定の締結を証するため、本書２４通を作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。

　令和２年４月１日
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149.災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定（東京廃棄物事業協同組合） 

(本文250頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と東京廃棄物事業協同組合（以下「乙」という。）

は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物の収集及び運搬に関して、次のとおり

協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその

他災害に起因する廃棄物をいう。 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等

を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
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２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第10条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え 

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第11条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区 

災害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては東京廃棄物事

業協同組合事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第12条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の 

有効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は

翌日から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように 

努める。 

（その他） 

第14条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 
この協定の締結を証するため、本書２４通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和２年４月１日 
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150.災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定（東京環境保全協会）

(本文250頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 東京環境保全協会（以下「乙」

という。）は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物の収集及び運搬に関して、

次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその

他災害に起因する廃棄物をいう。 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等

を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
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２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第10条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え 

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第11条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区 

災害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 

東京環境保全協会事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第12条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の 

有効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は

翌日から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように 

努める。 

（その他） 

第14条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２４通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 
令和２年４月１日 
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151.災害時における災害廃棄物の処理、処分等に関する協定（東京都中小建設業協会）

(本文250頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、

世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、

江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 東京都中

小建設業協会（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物の処

理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場

合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の処理、処分等の協力に関し、必要

な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 
（２）仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却等

の処理をするまでの間、保管するため、原則として東京２３区が共同して設置する「二次仮

置場」 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙

に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の撤去 
（２）災害廃棄物の収集及び運搬 
（３）災害廃棄物の処理及び処分 
（４）災害廃棄物の仮置場の造成及び監理 
（５）前各号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書によ

り行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことがで

きる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の

前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、甲

の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な情

報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の処理状況等を甲に報告
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する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの

条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第10条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え 

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、

やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第11条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東

京都中小建設業協会事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第12条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有 

効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日

から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努 

める。 

（その他） 

第14条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２５通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

令和２年４月１日 
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152.災害時における災害廃棄物の処理、処分等に関する協定（東京都産業資源循環協会）

(本文250頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 

東京都産業資源循環協会（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生する

災害廃棄物の処理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の処理、処分等の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 
（２）仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却

等の処理をするまでの間、保管するため、原則として東京２３区が共同して設置する「二

次仮置場」 

（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の撤去 
（２）災害廃棄物の収集及び運搬 
（３）災害廃棄物の処理及び処分 
（４）災害廃棄物の仮置場の造成及び監理 
（５）前各号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の処理状況等を甲に報

告する。 
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（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第10条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与 

えたときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第11条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区 

災害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 

東京都産業資源循環協会事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第12条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の 

有効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌

日から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように 

努める。 

（その他） 

第14条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２５通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

令和２年４月１日 
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153.マンホール用仮設トイレの設置に関する覚書 (本文251頁) 
 

１ 覚書の主旨 

  本覚書は、東京都下水道局（以下「甲」という。）が維持管理する人孔を震災時などの緊急

時及び防災訓練時に中央区（以下「乙」という。）がマンホール用仮設トイレ（以下「仮設ト

イレ」という。）を設置・使用することに関し、次のとおり、覚書を交換する。 

２ 連絡体制 

 (1) 乙が甲の人孔を仮設トイレ用に使用する場合は、事前に甲に連絡するものとする。 

   ただし、震災時などの緊急を要するため事前連絡をすることができない場合は、事後によ

り速やかに連絡をするものとする。 

 (2) 乙は、防災訓練で甲の人孔を仮設トイレに使用する場合は、実施１週間前までに甲に連絡

するものとする。 

３ 人孔蓋開閉及び安全管理 

 (1) 乙は、第２項の規定により、仮設トイレの設置・撤去に伴う甲の人孔蓋開閉作業を乙単独

で行うことができるものとする。 

 (2) 乙は、人孔開閉時及び仮設トイレ使用時の安全管理に努めるものとする。 

 (3) 乙は、乙が選定した仮設トイレ設置箇所の人孔を使用する場合、人孔蓋自体を取り外すこ

となく設置できる仕様の仮設トイレを選定することを基本とする。 

４ 道路使用許可等の申請 

 (1) 震災時などの緊急時に仮設トイレを設置する場合、乙は、道路使用許可書の申請について、

所轄警察署に連絡し、その指示に従うものとする。 

 (2) 防災訓練により仮設トイレを設置する場合、乙は、所轄警察署へ道路使用許可書の申請を

行うものとする。 

 (3) 前２項に準じ、乙は、道路管理者へ道路占用許可書の申請を行うものとする。 

５ 人孔蓋開閉工具 

 (1) 乙は、人孔蓋開閉工具について必要数を乙の負担により備蓄するものとする。 

 (2) 乙は、人孔蓋開閉工具について適正な保管管理を行わなければならない。 

６ 管路施設の故障処理作業及び費用負担 

仮設トイレの使用に起因して、管路施設の人孔内清掃作業などを必要とする場合は、甲・乙

協議して定めるものとする。 

ただし、故障処理作業に伴う費用は乙負担とする。 

７ 清掃作業及び確認行為 

 (1) 清掃作業 

   乙は、仮設トイレを使用した場合、設置箇所付近及び人孔内の清掃作業を行わなければな

らない。 

 (2) 確認行為 

   乙は、仮設トイレの撤去時における安全管理並びに設置箇所付近及び人孔内の清掃作業状

況について、甲に立会いを求め、甲・乙とで確認する。 

８ 連絡先 

  仮設トイレを設置するための連絡先については次のとおりとする。 
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   甲；東京都下水道局中部管理事務所 

     管路施設課 中央出張所  電話３６６８－８６６１ 

   乙；中央区区民部防災課    電話３５４６－５２８７ 

９ 疑義の決定等 

  この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた場合は、甲・乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

 以上、覚書の証として、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

  平成18年９月26日 

 

 

甲  東京都下水道局中部管理事務所 

                                       管路施設課長 

 

乙  中央区区民部防災課長 
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154.災害時における下水道施設へのし尿搬入及び受入れに関する覚書 

(本文251頁) 
 

 中央区（以下「甲」という。）と東京都下水道局（以下「乙」という。）とは、「東京都地域防

災計画」及び「東京都国民保護計画」に基づき、災害時に避難所等から発生するし尿の下水道施

設（水再生センター及び管路）への搬入及び受入れに関し、次のとおり覚書を締結する。 

（目的） 

第１条 本覚書は、災害時に避難所等から発生するし尿を甲が下水道施設へ搬入し、乙が受け入

れるにあたり必要な事項を定めることにより、避難所等の衛生環境を確保することを目的とす

る。 

（年度協議） 

第２条 甲は、毎年度、避難所の一覧表を乙に提出する。 

２ 乙は、前項の一覧表に基づき、甲にし尿を搬入する水再生センター及び管路の受け入れ人孔

を提示し、甲乙協議のうえこれを決定する。 

（役割分担） 

第３条 平常時における役割分担は、次の各号のとおりとする。 

 (1)  乙は、甲が実施する下水道施設へのし尿搬入訓練において、人孔蓋開閉の実地訓練を指

導する。 

 (2)  甲は、前号の実地訓練の実施に必要となる道路使用許可等の申請及び安全管理を行う。 

 (3)  甲は、独自にし尿の搬入訓練を実施する場合は事前に乙に届出のうえ、承認を得る。 

２ 災害時における役割分担は、次の各号のとおりとする。 

  (1)  甲は、水再生センターへし尿を搬入する場合、事前に乙に連絡するものとする。 

  (2)  甲は、管路の受け入れ人孔へし尿を搬入する場合、事前に乙に連絡するものとする。た

だし、事前連絡が困難な場合は、事後、速やかに連絡するものとする。 

  (3)  甲は、管路の受け入れ人孔へし尿を搬入する場合、その人孔蓋の開閉を行うとともに十

分な安全管理を行う。 

  (4)  甲は、し尿受け入れ人孔の管路が閉塞等により使用不能となった場合、直ちに使用を中

止し、速やかに乙に連絡する。 

(5)  乙は、甲から前号による連絡を受けた場合は、その管路の調査及び復旧を行う。 

（費用負担） 

第４条 甲は、人孔蓋の開閉に必要な物品を確保する費用を負担する。 

（清掃及び確認） 

第５条 甲は、受け入れ人孔にし尿を搬入した場合、その都度、周辺及び人孔内の清掃を行う。 

２ 乙は、受け入れ人孔へのし尿搬入終了後に、前項の清掃状況等について、甲の立会いのもと

確認する。ただし、立会いが困難な場合は、書面をもって報告するものとする。 

（その他） 

第６条 本覚書に定めのない事項及び各条項に疑義が生じたときは、双方の協議により定める。 

 

本覚書締結の証として、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各々その一通を保有する。 

 

  平成18年12月15日 

 

 

甲 中央区 

区民部長 

 

乙 東京都下水道局 

                    中部管理事務所長 
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155.災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定（東京環境保全協会）

(本文253頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 東京環境保全協会（以下「乙」

という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の収集及び運搬に関して、次のと

おり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）し尿の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に

報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
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２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 

（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 

東京環境保全協会事務局とする。 

（協定の有効期間等） 
第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有 

効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌

日から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように 

努める。 

（その他） 

第13条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２４通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

令和２年４月１日 
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156.災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定（東京廃棄物事業協同組合）

(本文253頁) 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と東京廃棄物事業協同組合（以下「乙」という。）

は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を

締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。  
（１）し尿の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に

報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
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２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 

（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては東京廃棄物事業

協同組合事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有 

効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌

日から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように 

努める。 

（その他） 

第13条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２４通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

令和２年４月１日 
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157.災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定（京葉興業）

(本文253頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と株式会社 京

葉興業（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の処理、処分

等に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処分等の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 

（１）し尿の受入れ並びに処理及び処分 

（２）前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙の管理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、
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本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては株式会社 京葉

興業とする。 

（協定の有効期間等） 

第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有 

効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌

日から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように 

努める。 

（その他） 

第13条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 
この協定の締結を証するため、本書２５通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和２年４月１日 
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158.災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定（太陽油化）

(本文253頁) 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と株式会社 太

陽油化（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の処理、処分

等に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処分等の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 

（１）し尿の受入れ並びに処理及び処分 

（２）前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙の管理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、
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本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては株式会社 太陽

油化とする。 

（協定の有効期間等） 

第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有 

効期間満了の日の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌

日から同一の内容をもって更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように 

努める。 

（その他） 

第13条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２５通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

令和２年４月１日 
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159.災害時におけるし尿収集業務の協力に関する協定書（東京都環境保全協同組合） 

 

中央区を「甲」とし、東京都環境保全協同組合を「乙」とし、災害時におけるし尿収集業務に

関し、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が区内に発生し、又は発生するおそれがある場合において、中央区地

域防災計画に定めるし尿処理計画に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 甲は、甲が管理する施設においてし尿収集の必要があるときは、乙に対し、し尿収集業

務を行うために必要な車両、作業員及び資器材の供給を要請するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により要請するときは、日時、場所、処理方法その他必要な事項を明らか

にした文書を乙に送付するものとする。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後

において文書を送付することができる。 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請があったときは、特別な事情がない限り協力するも

のとする。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の要請により次の業務を行うものとする。 

一 し尿の収集に関すること。 

二 し尿の運搬に関すること。 

三 し尿の下水道投入施設への投入に関すること。 

四 その他し尿処理に関し甲が必要と認める業務に関すること。 

（業務報告） 

第５条 乙は、甲の要請に基づくし尿収集業務を完了したときは、業務内容及び収集のために使

用した車両の台数、収集量、作業員数その他必要な事項を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、第４条の業務に要した費用を負担するものとする。 

２ 乙は、業務を終了し、甲の確認を受けた後、前項の費用を請求するものとする。 

３ 前項の費用は、当該災害時直前の価格に基づき算定するものとする。 

（従事者の損害補償） 

第７条 甲の要請に基づき、乙の従事者が業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に

係る損害補償に関する条例（昭和３８年３月中央区条例第１５号）に基づき、これを補償する

ものとする。 

（連絡） 

第８条 乙は、甲の要請に対応できる車両台数、連絡体制等について、毎年４月に区長に連絡す

るものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成21年３月31日までとする。ただし、有効

期間満了の日の３か月前までに、甲又は乙から何ら申出がないときは、さらに１年間延長し、

その後もまた同様とする。 
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 上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成20年３月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者 中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座一丁目27番８号 

東京都環境保全協同組合 

代表者 理事長 
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160.災害時における応急対策活動支援に関する協定書（印刷工業組合）(本文145･247頁) 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と東京都印刷工業組合京橋支部及び日本橋支部（以下「乙」

という。）は、中央区の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対

策活動のための小型特殊仕様型（ナンバープレート付）フォークリフト等作業資機材、操作員等（以

下「作業用資機材等」という。）を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策活動に対する乙

の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に作業用資機材等の提供を要請するときは、日時、場所等の必要な事項を指示す

るものとする。 

（協力内容） 

第３条 乙の行う協力は、災害時における建築物その他の工作物の崩壊等に伴う緊急人命救助活動

のための障害物の除去作業並びに救援物資、調達物資等の運搬作業（以下「業務」という。）と

する。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の出動要請があったときは、作業用資機材等を指定された場所へ提供し、区職員

の指示により、業務を行うものとする。 

（業務完了報告） 

第５条 乙は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（実費の請求及び支払） 

第６条 乙は、甲の出動要請により要した業務実費を甲に請求し、甲は、請求内容を精査して、速

やかにその費用を支払うものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、乙が甲の要請に基づく業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害

補償に関する条例（昭和38年３月東京都中央区条例第15号）に基づき、これを補償するものとす

る。 

（提供可能な作業用資機材等の報告） 

第８条 乙は、この協定の締結に当たり、災害時に提供可能な作業用資機材等を年１回甲に報告す

るものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協議

の上決定するものとする。 
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 上記協定の証として、本協定書三通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  平成９年５月16日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区新富一丁目16番８号 

東京都印刷工業組合京橋支部 

代表者 支部長 

 

乙  東京都中央区日本橋茅場町二丁目14番５号 

東京都印刷工業組合日本橋支部 

代表者 支部長 
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161.災害時における応急対策活動支援に関する協定書（製本工業組合）(本文145･247頁) 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と東京都製本工業組合京橋支部及び日本橋支部（以下「乙」

という。）は、中央区の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対

策活動のための小型特殊仕様型（ナンバープレート付）フォークリフト等作業資機材、操作員等（以

下「作業用資機材等」という。）を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策活動に対する乙

の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に作業用資機材等の提供を要請するときは、日時、場所等の必要な事項を指示す

るものとする。 

（協力内容） 

第３条 乙の行う協力は、災害時における建築物その他の工作物の崩壊等に伴う緊急人命救助活動

のための障害物の除去作業並びに救援物資、調達物資等の運搬作業（以下「業務」という。）と

する。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の出動要請があったときは、作業用資機材等を指定された場所へ提供し、区職員

の指示により、業務を行うものとする。 

（業務完了報告） 

第５条 乙は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（実費の請求及び支払） 

第６条 乙は、甲の出動要請により要した業務実費を甲に請求し、甲は、請求内容を精査して、速

やかにその費用を支払うものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、乙が甲の要請に基づく業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害

補償に関する条例（昭和38年３月東京都中央区条例第15号）に基づき、これを補償するものとす

る。 

（提供可能な作業用資機材等の報告） 

第８条 乙は、この協定の締結に当たり、災害時に提供可能な作業用資機材等を年１回甲に報告す

るものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協議

の上決定するものとする。 
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 上記協定の証として、本協定書三通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  平成９年５月16日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区湊三丁目13番８号 

東京都製本工業組合京橋支部 

代表者 支部長 

 

乙  東京都中央区日本橋人形町二丁目34番６号 

東京都製本工業組合日本橋支部 

代表者 支部長 
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162.災害時における道路障害物除去等応急対策業務に関する協定（防災協力会）(本文247頁) 
 

 中央区の区域内（以下「区内」という。）において、災害時における道路障害物除去等応急対策

業務に関し、中央区（以下「甲」という。）と中央防災協力会（以下「乙」という。）との間におい

て、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が区内に発生した場合に、甲が中央区地域防災計画に基づき、道路障害

物除去等の災害応急対策を実施するに当たり、乙の積極的な協力を得るため、必要な事項を定め

る。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が区内に発生した場合に、道路障害物の除去等応急対策を実施するため、乙の

出動及び必要な資機材の供給を要請するものとする。 

（資機材の供給） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた時は、甲が指定した場所に直ちに出動するとともに、特別の理

由がない限り資機材を供給するものとする。 

２ 甲は出動した乙を指揮するものとする。 

３ 乙は、災害の状況により緊急を要すると判断した場合は、前条に規定する甲の要請を受ける前

に、出動することができる。 

（活動業務） 

第４条 甲の要請により出動した乙は、次の業務を行う。 

(1) 落下物、倒壊建物等の路上障害物の除去に関すること。 

(2) 道路及び橋梁の亀裂、陥没等の応急補修に関すること。 

(3) 応急給水に関すること。 

(4) 死体の運搬及び収容に関すること。 

(5) その他甲が必要と認める業務に関すること。 

（災害応急対策活動計画書の策定及び提出） 

第５条 乙は、業務を実施するため、災害応急対策活動計画書を策定し、甲に提出するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、乙が第２条に規定する資機材の供給（以下「資機材の供給」という。）及び第４条

に規定する業務（以下「業務」という。）を実施した場合において、費用を負担するものとする。 

（請求） 

第７条 乙は、資機材の供給及び業務を終了し甲の確認を受けた後、前条による費用を甲に請求す

るものとする。 

（費用の支払） 

第８条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその費用を支払わなければ

ならない。 

（損害賠償） 

第９条 乙は、業務の実施について、乙の責めに帰する理由により第三者に損害を与えたときは、

その賠償の責めを負うものとする。 

２ 甲は、第３条の規定に基づき乙から供給を受けた資機材の使用について、甲の責めに帰する理

由により資機材を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償するものとする。 

（従事者の損害補償） 

第10条 甲の要請に基づき、乙が業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償

に関する条例（昭和38年３月東京都中央区条例第15号）に基づき、これを補償するものとする。 

（防災訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があったときは、甲の実施する防災訓練に参加し協力するものとする。 

（細目） 

第12条 この協定を実施するために必要な細目は、別に定める。 
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（協議） 

第13条 この協定及びこの協定に基づく細目に定めのない事項並びにこの協定の解釈について疑

義が生じたときは、甲、乙が協議のうえ決定するものとする。 

（効力の発生） 

第14条 この協定は、平成７年12月６日から効力を発生するものとする。 

 

 上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区京橋三丁目13番１号 

中央防災協力会 

代表者 会長 

- 390 -



 

- 391 - 
 

163.災害時における道路障害物除去等応急対策業務に関する協定細目(本文247頁) 
 

 災害時における道路障害物除去等応急対策業務に関する協定（以下「協定」という。）第12条に

基づく細目は、次のとおりとする。 

（要請手続き等） 

第１条 協定第２条に定める甲の要請は、応急対策等要請書（別記第１様式）により、乙に対して

行うものとする。ただし、文書をもって要請する時間がないときは、これらによらないことがで

きる。 

２ 甲は、前項の規定に基づきその会員に要請した場合は、後日文書をもって乙に報告するものと

する。 

（資機材の供給） 

第２条 協定第３条に定める資機材には、応急対策業務に必要なブルドーザ等の重機械を含むもの

とする。 

（業務の実施） 

第３条 乙は、協定第４条に定める業務を実施するために出動したときは、速やかに災害の状況並

びに協力隊の規模、現場責任者、出動時刻等を中央区災害対策本部に出動報告書（別記第２様式）

により報告しなければならない。 

（業務終了報告書） 

第４条 乙は、前条の業務を終了したときは、速やかに中央区災害対策本部に応急対策業務終了報

告書（別記第３様式）により報告しなければならない。 

（請求手続） 

第５条 協定第７条に定める請求は、応急対策等に係る請求書（別記第４様式）により請求するも

のとする。 

（協議） 

第６条 この細目の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙が協議のうえ決定するものとする。 

 

 上記協定締結の証として、本細目書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区京橋三丁目13番１号 

中央防災協力会 

代表者 会長 
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164.災害時における車両等障害物除去応急対策業務に関する協定書（自動車整備振興会）(本文247頁) 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と、社団法人東京都自動車整備振興会中央支部（以下「乙」

という。）との間において、災害時における車両等障害物除去応急対策業務（以下「業務」という。）

に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中央区の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

乙の積極的な協力を得ることにより道路等における車両等障害物を除去し、災害時の道路啓開に

資することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、乙に対し、災害の状況に応じて、業務内容、日時及び場所を指定して業務への協力

を要請するものとする。ただし、乙は、災害の状況により業務が緊急を要すると判断した場合は、

甲と密接な連絡をとりながら直ちに出動し、その業務に従事することができる。 

（資機材の供給等） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けた時は、甲が指定した場所に直ちに出動し、業務を行

うとともに、必要な資機材を供給するものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、業務内容及び供給した資機材の数量について、甲に報告をするものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、前条の報告に基づき乙が業務を行うために要した費用及び供給した資機材の費用を

認定し、負担するものとする。 

（費用の請求） 

第６条 乙は、業務終了後、前条の規定により甲の認定を受けた費用を甲に対し請求するものとす

る。 

（費用の支払） 

第７条 甲は、乙から前条の規定による請求があったときは、速やかにその費用を支払うものとす

る。 

（災害補償） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償

に関する条例（昭和38年３月東京都中央区条例第15号）に基づき、これを補償するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙が協

議のうえ決定するものとする。 

 

上記協定の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成８年12月20日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区東日本橋三丁目５番７号 

社団法人 東京都自動車整備振興会中央支部 

代表者 支部長 

- 392 -



 

- 393 - 
 

 

165.災害時における応急対策業務に関する協力協定書（建築協力会）

(本文266･267頁) 
 

 災害時における応急対策業務に関し、中央区（以下「甲」という。）と中央区災害対策建築協力

会（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が区内に発生し、又は発生するおそれのある場合に、中央区地域防災計

画に基づき、収容施設の補修及び応急仮設住宅の確保等施設の維持に当たり区内建設業者の積極

的な協力を得るために必要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が区内に発生した場合又は発生するおそれのある場合に、乙に対し必要な人

員・資機材（以下「資機材等」という。）の供給を要請するものとする。 

（要請手続） 

第３条 甲は、乙に対して、乙の連絡体制により、文書又は電話等の方法で資機材等の供給を要請

するものとする。 

２ 甲は、出動した乙を指揮するものとする。 

３ 甲は、第１項に基づき乙に要請した場合は、後日文書を乙に送付するものとする。 

（資機材等の供給） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由のない限り、甲に対し資機材等を提供する。 

（活動業務） 

第５条 甲の要請により出動した乙の要員は、次の活動業務を行う。 

(1) 収容施設及びその他の区有施設の応急補修に関すること。 

(2) 応急仮設住宅の建設に関すること。 

(3) その他甲が必要と認める業務に関すること。 

（活動業務の報告） 

第６条 乙は、甲の要請に基づき資機材等の提供並びに活動業務内容等について、業務完了後速や

かに甲に対して報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲は、乙が応急対策業務を実施した場合において、活動に要した費用、資機材等の供給に

要した費用を負担するものとする。 

（請求） 

第８条 乙は、第５条に規定する業務終了後甲の確認を受けた後、作業に要した資機材等の所要経

費を甲に請求するものとする。 

（費用の支払） 

第９条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその費用を支払わなければ

ならない。 

（従事者の損害補償） 

第10条 甲の要請に基づき、乙が業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係わる損害補

償に関する条例（昭和38年３月東京都中央区条例15号）に基づき、これを補償するものとする。 

（連絡） 

第11条 乙は、甲の要請に対応できる連絡体制等について、毎年４月に区長に連絡するものとする。 

（協議） 

第12条 この協定の実施に関して必要な事項及び協定以外の手続については、その都度甲、乙両者

が協議のうえ決定するものとする。 

（効力の発生） 

第13条 この協定は、平成７年12月６日から効力を発生するものとする。 
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 上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座八丁目21番１号 

中央区災害対策建築協力会 

代表者 会長 
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166.災害時における応急対策活動の協力に関する協定（本願寺）(本文80頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）、警視庁築地警察署（以下「乙」という。）及び浄土真宗本願寺派

本願寺築地別院（以下「丙」という。）は、地震等が発生した際に甲が実施する応急対策活動に対

する丙の協力並びに当該協力に係る甲及び乙の責務に関し、次のとおり協定を締結する。 

（対象） 

第１条 この協定の対象となる地震等は、丙の業務時間内に発生し甲の区域内に被害を及ぼす地震

等で、甲が災害対策本部を設置し対処しなければならないものとする。 

（丙への協力要請等） 

第２条 甲は、地震等が発生し、災害対策本部を設置したときに、次に掲げる応急対策活動につい

て丙に協力を要請することができる。この場合において、甲は、災害対策本部の設置後、速やか

に丙に協力を要請するとともに、電話等により乙にその旨を連絡するものとする。 

（１）丙の所在地周辺に居住する者に対する救助活動 

（２）甲が指定する水、食料等の帰宅困難者（甲の区域内に住所を有しない者で、地震等の発生に

より自宅へ帰ることが困難な者をいう。以下同じ。）への提供又は当該活動を行う場所の提供 

（３）一時収容施設（帰宅困難者を一時的に受け入れる丙の施設をいう。以下同じ。）並びに甲が

丙に提供する地震等に関する情報及び乙が丙に提供する交通に関する情報の帰宅困難者への

提供 

（４）前３号に掲げるもののほか、甲の要請により丙が応じられる活動 

２ 丙は、前項前段の規定による要請を受けたときは、最大限に可能な範囲でこれに協力するもの

とする。この場合において、丙は、甲の指示に従い応急対策活動に従事するものとする。 

３ 第１項前段に規定する要請は、要請の理由、活動内容、活動場所、活動期間その他の丙の活動

に必要な情報を記載した書面により行うものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、甲は、書面による要請が困難と認めるときは、電話等により要請す

ることができる。この場合において、甲は、応急対策活動の終了後、速やかに前項の書面を丙に

交付するものとする。 

（協力期間） 

第３条 前条第２項前段の規定により丙が協力する期間は、甲が災害対策本部を設置した日から起

算して３日以内とする。ただし、丙が認めるときは、この限りでない。 

（報告） 

第４条 丙は、第２条第１項前段の規定による要請に協力したときは、その活動内容、活動場所、

活動期間その他の丙の活動実績に係る情報を記載した書面により甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 甲は、第２条第１項前段の規定による要請に要した活動費用（災害救助法（昭和２２年法

律第１１８号）その他の法令の適用がある費用を除く。）が丙に生じたときは、当該費用を負担

するものとする。 

（損害補償） 

第６条 甲は、第２条第１項前段の規定による要請に係る丙の活動に従事する者に損害が生じたと

きは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３８年３月

中央区条例第１５号）の適用があるときに限り、同条例の規定によりその損害を補償するものと

する。 

（甲の責務） 

第７条 甲は、丙に地震等に関する情報を提供するとともに、第９条に規定する体制の整備につい

て必要な助言を行うものとする。 

（乙の責務） 

第８条 乙は、第２条第１項後段に規定する連絡を受けたときは、交通に関する情報を丙に提供す

るとともに、巡回等により一時収容施設の秩序の維持に努めるものとする。 

（丙の責務） 
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第９条 丙は、地震等の発生に備え、円滑な協力が行える体制の整備に努めるものとする。 

（秘密保持義務） 

第10条 甲、乙及び丙は、この協定の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏ら

してはならない。第12条に規定する有効期間が終了した後も、また、同様とする。 

（協議） 

第11条 甲、乙及び丙は、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義が生

じたときは、甲乙丙協議の上、決定するものとする。 

（効力） 

第12条 この協定の有効期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。

ただし、期間満了の日の３か月前までに甲、乙又は丙から何ら申出がないときは、さらに１年間

延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成23年７月28日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目1番1号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区築地一丁目6番1号 

警視庁築地警察署 

署長 

 

丙 東京都中央区築地三丁目15番1号 

浄土真宗本願寺派 本願寺築地別院 

代表役員 
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167.災害時における福祉避難所への移送を中心とする輸送業務への協力

に関する協定書(本文145頁) 

 

 中央区（以下「甲」という。）と            （以下「乙」という。）とは、災害時

における災害応急対策活動に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害（以下「災害」という。）が発生した場合において、

甲が乙に対して要請する輸送業務への協力に関し、必要な事項を定め、災害応急対策活動を円滑

に実施することを目的とする。 

（業務内容） 

第２条 甲は、乙に対し、災害時に前条の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に

掲げる業務（以下「本業務」という。）の提供について協力を要請することができる。 

(1) 中央区地域防災計画に基づき甲が開設する福祉避難所への移送を中心とする、被災者（滞

留者を含む。以下同じ。）の輸送に関する業務 

(2) 災害応急対策活動の実施のために必要な人員及び携行する資器材等の輸送に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、甲乙協議の上、前条の目的を達成するために必要があると認

めた業務 

２ 前項の規定による要請は、別記第１号様式による輸送業務実施要請書により行うものとする。

ただし、これにより難い場合は、口頭で要請し、事後速やかに文書をもって処理するものとす

る。 

３ 甲は、第１項の規定による要請をするに当たり、本業務に従事する車両及び従事する者の安全

確保に配慮して行う。 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条第１項の規定による要請があったときは、特別の理由がない限り、可能な範囲

内で甲に協力するよう努めるものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、第２条第１項の規定による要請に基づき本業務に協力したときは、その内容を別記

第２号様式による輸送業務実施報告書により甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第５条 乙が本業務の実施に要した費用の負担については、甲の負担とし、支払いが行われるまで

の間は、乙の一時立替とする。 

２ 前項の費用の額は、災害の発生する直前における時価相場等を基準として、本業務終了後、甲

乙協議の上、決定する。 

３ 乙は、本業務の実施に要した費用の額が決定したときは、速やかに甲に請求する。 

４ 甲は、乙から前項の規定による請求があったときは、速やかに乙に支払う。 

（安全の確保） 

第６条 乙は、車両の運行に当たり当該車両を利用する被災者の安全の確保を行う。 

２ 乙は、安全の確保のため、経路の選定及び運行継続の可否を判断することができる。この場合

において、乙は甲にその旨を速やかに報告するものとする。 

（事故等） 

第７条 乙が供給した車両が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに代替車

両を手配し、業務の継続に努めなければならない。 

２ 乙は、本業務の実施中に事故が発生したときは、甲に対し、直ちにその状況を報告するものと
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する。 

（賠償） 

第８条 甲は、その責に帰すべき事由により、本業務に従事する車両及び従事した者に損害を与え

たときは、乙に対しその損害を合理的な範囲内で賠償するものとする。 

２ 乙は、本業務の実施中にその責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、

合理的な範囲内で賠償を行うものとする。 

（損害賠償） 

第９条 本業務に従事した者が、本業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は本業

務の従事による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に著しい障害を生じたときは、

「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例（昭和38年３月中央区

条例第15号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（連絡体制等） 

第10条 本業務の実施に当たり、甲及び乙は、連絡責任者を定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、本協定に関する協議のため、災害時の連絡体制を整備する。また、災害時におい

て円滑な協力を図るため、毎年度定期的に相互の連絡体制を確認するものとする。 

（協定期間及び更新） 

第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期間

満了の日の１か月前までに甲又は乙のいずれからもこの協定の終了の意思表示がないときは、更

に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（疑義の決定） 

第12条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の定めのない事項につ

いては、甲乙協議の上定めるものとする。 

（管轄する裁判所） 

第13条 この協定に関し、訴えを提起する場合の裁判所は、東京地方裁判所とする。 

 

 以上、この協定成立の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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別記 
第１号様式（第２条関係） 
 

  年  月  日 
 
            様 
 

中央区長            ○印  
 

輸送業務実施要請書 

 
 災害時における福祉避難所への移送を中心とする輸送業務への協力に関する協定書第２条の規

定により、下記のとおり実施を要請します。 
 

記 
 

輸送日時 輸送対象 
輸送人員数 

輸送区間 
対象者 うち車イス 

／ 
 : ～ : 

 
人 人 

出発地 
到着地 

備考 

輸送日時 輸送対象 
輸送人員数 

輸送区間 
対象者 うち車イス 

／ 
 : ～ : 

 
人 人 

出発地 
到着地 

備考 

輸送日時 輸送対象 
輸送人員数 

輸送区間 
対象者 うち車イス 

／ 
 : ～ : 

 
人 人 

出発地 
到着地 

備考 
 
（中央区連絡担当者） 

所 属 
 

職名・氏名 
 

連 絡 先  
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第２号様式（第４条関係） 
 

  年  月  日 
 
（宛先）中央区長 
 

所在地              
法人名              
代表者氏名          ○印  

 

輸送業務実施報告書 
 
 災害時における福祉避難所への移送を中心とする輸送業務への協力に関する協定書第４条の規

定により、下記のとおり報告します。 
 

記 
 

輸送日時 輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 車両種別 
使用台数 

／ 
 : ～ : 人 

出発地 
到着地 延   回 

運転手  人 
添乗員  人 

 ×  台 
 ×  台 

 備考 

輸送日時 輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 車両種別 
使用台数 

／ 
 : ～ : 人 

出発地 
到着地 延   回 

運転手  人 
添乗員  人 

 ×  台 
 ×  台 

 備考 

輸送日時 輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 車両種別 
使用台数 

／ 
 : ～ : 人 

出発地 
到着地 延   回 

運転手  人 
添乗員  人 

 ×  台 
 ×  台 

 備考 
 
（法人連絡担当者） 

所 属 
 

職名・氏名 
 

連 絡 先  
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168.東京都立晴海総合高等学校における避難所施設利用に関する協定書 (本文197頁) 
 

 東京都中央区長を「甲」とし、東京都立晴海総合高等学校長を「乙」とし、甲乙の間において、

次の通り災害時における避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについての必

要な事項を定めることを目的とする。 

（避難所の指定） 

第２条 乙は、甲に対し、地域住民及び本校生徒の生命尊重を最優先に、避難所として必要な施設

を提供する。 

２ 乙は、利用可能な施設について、事前に甲に対して通知する。 

（避難所への受入れ） 

第３条 甲は、避難所に地域住民及び本校生徒を受け入れる。但し、甲の判断により前述の対象者

以外を受け入れる場合がある。 

２ 甲は、前項の対象者に対し避難所での生活に関わるすべての経費を負担する。但し、東京都教

育委員会より生徒に関わる経費の負担がある場合はこの限りではない。 

（避難所として利用する施設の制限） 

第４条 乙は、本校の教育活動の維持及び確保のため、避難所としての施設の使用を制限する場合

がある。 

２ 乙は、本校の施設・設備の管理運営のため、避難所としての施設の使用を制限する場合がある。 

（避難所として利用できる施設の周知） 

第５条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知する

よう必要な処置を講ずる。 

（避難所の開設） 

第６条 甲は、災害発生時及びまさに災害が発生しようとする際に、当該施設を避難所として開設

する必要が生じた場合、乙の指定した場所を避難所として開設することができる。 

２ 指定した場所以外の施設を避難所として開設する必要が生じた場合、甲は乙と協議の上、使用

施設について決定する。但し、第４条については最大限尊重する。 

（開設の通知） 

第７条 甲は、第６条の第１項に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書または

口頭で通知する。 

２ 甲は、緊急を要し通知するいとまがないときには、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施

設を避難所として開設できる。この場合できるだけ早い時期に、乙に対して開設した旨を通知す

る。 

（避難所の管理運営） 

第８条 避難所の管理運営は、甲の責任において行う。 

２ 乙は、避難所の管理運営に関して、甲に協力する。 

（費用負担） 

第９条 甲は、避難所の管理運営に関わる経費及び避難所の開設終了後の原状回復に関わる経費を

負担するものとする。 

２ 甲は、避難所使用によって生じた施設・設備の不都合が、後日発生した場合は、原状回復に関

わる経費を負担するものとする。但し、因果関係が不明確なものは甲と乙で協議の上、経費の負

担について決定する。 

（開設期間） 

第10条 避難所の開設期間は、原則として開設された日を含め７日間とする。 

２ 状況により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上その期間を延長することがで

きる。この場合、甲は東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請を必要とする。 

（避難所解消への努力） 

第11条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に
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努める。 

（避難所の終了） 

第12条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届けを提出す

るとともに施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡す。 

２ 甲は、第９条に基づき、原状回復に関わる経費を負担する。 

（協議） 

第13条 本協定書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と乙で協議の上決定する。 

２ 決定事項については、文書をもってとり交わす。 

 

 上記協定の証として、本協定書を二通作成し甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  平成10年５月19日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区晴海一丁目２番１号 

東京都立晴海総合高等学校 

代表者 校長 
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169.東京二十三区清掃一部事務組合中央清掃工場見学者施設の避難所利用に関する協定書(本文197頁) 

 

 中央区を「甲」とし、東京二十三区清掃一部事務組合を「乙」とし、甲乙の間において、次のと

おり災害時における避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定書は、甲が乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについて、必要

な事項を定めることを目的とする。 

（避難所の指定） 

第２条 乙の管理する施設のうち甲が避難所として利用する施設は、中央清掃工場見学者施設の説

明室及び展示ホール(以下「説明室等」という。)とする。 

（避難所への受入れ） 

第３条 甲は、説明室等に地域住民を受け入れる。ただし、甲の判断により地域住民以外の人を受

け入れることができる。 

（避難所として利用する説明室等の周知） 

第４条 甲は、避難所として利用する説明室等を地域住民に周知するものとする。 

（避難所の開設） 

第５条 甲は、災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合に、説明室等を避難所として開設

する。 

（開設の通知） 

第６条 甲は、前条の規定により避難所を開設する場合は、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭

で通知しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、緊急を要するときは、説明室等を避難所として開設すること

ができる。ただし、事後において、乙に対して開設した旨を速やかに文書で通知しなければなら

ない。 

（避難所の管理運営） 

第７条 避難所の管理運営は、甲の責任において行う。 

２ 乙は、避難所の管理運営に関して、施設管理者として甲に協力するものとする。 

（開設期間） 

第８条 避難所の開設期間は、原則として開設された日を含め７日間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、開設期間を延長する必要があると認める場合は、乙と協議の

上、当該期間を延長することができる。 

（避難所利用の終了） 

第９条 甲は、説明室等の避難所利用を終了する場合は、乙に対してその旨を文書で通知するとと

もに、施設を原状に復し、乙の確認後、乙に引き渡す。 

（費用負担） 

第10条 甲は、避難所の管理運営及び避難所の開設期間終了後の原状回復に係る経費を負担するも

のとする。 

（協議） 

第11条 本協定書の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲

乙協議の上、決定するものとする。 
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 上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成20年３月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 中央区長 

 

乙  東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

東京二十三区清掃一部事務組合 

代表者 管理者 
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170.災害発生時における福祉避難所等の開設運営に関する協定(本文222頁) 
 

 中央区（以下「甲」という。）と              （以下「乙」という。）は、災

害発生時における福祉避難所及び緊急入所施設（以下「福祉避難所等」という。）の開設運営に関

し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害発生時において、通常の避難所において生活することが困難な者（以下

「避難者」という。）を受け入れる福祉避難所等の開設運営に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（開設） 

第２条 甲は、災害発生時において福祉避難所等を開設する必要があると認めたときは、乙に対し

て            を福祉避難所等として開設することを要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、可能な限り福祉避難所等の開設に応じるものと

する。 

（避難協力） 

第３条 避難者が福祉避難所等へ避難するに際し、甲と乙は可能な範囲でこれに協力するものとす

る。 

（開設期間） 

第４条 福祉避難所等の開設期間は、災害発生の日から起算して７日以内とする。ただし、状況に

より開設期間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、その期間を延長することがで

きる。 

（運営） 

第５条 乙は、その職員等により、避難者に対して生活に必要な援助を行うものとする。 

２ 甲は、前項に規定する援助を行うボランティアの確保に努める。 

（経費負担） 

第６条 甲は、福祉避難所等の開設運営に係る経費（甲乙協議の上、甲が負担することが適当でな

い経費を除く。）を負担するものとする。 

（個人情報の保護） 

第７条 乙は、福祉避難所等の開設運営に当たり知り得た避難者の情報を漏らしてはならない。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第８条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそ

の権利を担保に供してはならない。 

（関係書類の整備） 

第９条 乙は、この協定に関する書類等を整備するほか、福祉避難所等の閉鎖後５年間はこれらを

保管しなければならない。 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は協定締結後１年間とし、甲乙いずれかにより異議の申立てがない限

り、毎年自動更新されるものとする。 

（協議） 

第11条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

の上、決定するものとする。 
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 上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成29年４月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

    中央区 

   中央区長 

 
乙 
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171.災害発生時における福祉避難所等の開設運営に関する 

協定の一部を変更する協定(本文222頁) 

 

 中央区（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）との間において平成２

９年４月１日に締結した「災害発生時における福祉避難所等の開設運営に関する協定」（以下「原

協定」という。）を次のとおり変更する。 
 前文中「おける」を「おいて中央区地域防災計画に基づき甲が開設する」に改める。 
 第３条を次のように改める。 
（避難協力） 
第３条 甲は、乙に対し、避難者が福祉避難所等へ避難や入所を行う場合に備え、福祉避難所への

移送を中心とする、避難者の輸送に関する業務（以下「輸送業務」という。）の提供について協

力を要請することができる。 
２ 前項の規定による要請は、別記第１号様式による輸送業務実施要請書により行うものとする。

ただし、これにより難い場合は、口頭で要請し、事後速やかに文書をもって処理するものとする。 
３ 甲は、第１項の規定による要請をするに当たり、輸送業務に従事する車両及び従事する者の安

全確保に配慮して行う。 
 第３条の次に次の２条を加える。 
（報告） 
第３条の２ 乙は、前条第１項の規定による要請に基づき輸送業務に協力したときは、その内容を

別記第２号様式による輸送業務実施報告書により甲に報告するものとする。 
（安全の確保） 
第３条の３ 乙は、輸送業務を行うための車両の運行に当たり当該車両を利用する避難者の安全の

確保を行う。 
２ 乙は、安全の確保のため、経路の選定及び運航継続の可否を判断することができる。この場合

において、乙は、甲にその旨を速やかに報告するものとする。 
第６条中「開設運営」の次に「及び輸送業務」を加え、同条の次に次の１条を加える。 

（損害賠償） 
第６条の２ 乙の従事者が、福祉避難所等の開設運営及び輸送業務に従事したことにより死亡し、

負傷し、若しくは疾病にかかり、又はそれによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身

に著しい障害を生じたときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関

する条例（昭和３８年３月中央区条例第１５号）」の規定に準じて、甲が保障する。 
 第７条中「開設運営」の次に「及び輸送業務の実施」を、「漏らしてはならない。」の次に「また、

第 10 条に規定する有効期間が終了した後においても、同様とする。」を加える。 

 第９条中「閉鎖後」を「閉鎖及び輸送業務の実施後」に改め、同条の次に次の１条を加える。 
（連絡体制の整備） 
第９条の２ 甲及び乙は、この協定に関する協議のため、災害発生時の連絡体制を整備する。 
２ 甲及び乙は、災害発生時において円滑な協力を図るため、毎年度定期的に相互の連絡体制を確

認するものとする。 

 第 11 条の次に次の１条を加える。 

（管轄する裁判所） 
第 12 条 この協定に関し、訴えを提起する場合の裁判所は、東京地方裁判所とする。 
 原協定に次の２様式を加える。 
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別記 
第１号様式（第３条関係） 

  年  月  日 

 

            様 

 

中央区長            ○印  

 

輸送業務実施要請書 

 
 災害発生時における福祉避難所等の開設運営に関する協定第３条の規定により、下記のとおり実

施を要請します。 

 

記 

 

輸送日時 輸送対象 
輸送人員数 

輸送区間 
対象者 うち車イス 

／ 

 : ～ : 

 
人 人 

出発地 

到着地 

備考 

輸送日時 輸送対象 
輸送人員数 

輸送区間 
対象者 うち車イス 

／ 

 : ～ : 

 
人 人 

出発地 

到着地 

備考 

輸送日時 輸送対象 
輸送人員数 

輸送区間 
対象者 うち車イス 

／ 

 : ～ : 

 
人 人 

出発地 

到着地 

備考 

 

（中央区連絡担当者） 

所 属 
 

職名・氏名 
 

連 絡 先 
 

- 408 -



 

- 409 - 
 

第２号様式（第３条の２関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）中央区長 

 

所在地              
法人名              
代表者氏名          ○印  

 

輸送業務実施報告書 
 

 災害発生時における福祉避難所等の開設運営に関する協定第３条の２の規定により、下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

輸送日時 輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 
車両種別 

使用台数 

／ 

 : ～ : 
人 

出発地 

到着地 
延   回 

運転手  人 

添乗員  人 

 ×  台 

 ×  台 

 備考 

輸送日時 輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 
車両種別 

使用台数 

／ 

 : ～ : 
人 

出発地 

到着地 
延   回 

運転手  人 

添乗員  人 

 ×  台 

 ×  台 

 備考 

輸送日時 輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 
車両種別 

使用台数 

／ 

 : ～ : 
人 

出発地 

到着地 
延   回 

運転手  人 

添乗員  人 

 ×  台 

 ×  台 

 備考 

 

（法人連絡担当者） 

所 属 
 

職名・氏名 
 

連 絡 先 
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 上記協定締結の証として、本協定２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
  令和２年４月１日 
 
 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 
   中央区 
   中央区長 

 
乙 
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172.災害時における福祉避難所への生活相談員の派遣に関する協定書（聖路加国際大学） 

(本文222頁) 
 

 中央区（以下「甲」という。）と学校法人聖路加国際大学（以下「乙」という。）とは、災害時

において中央区地域防災計画に基づき甲が開設する福祉避難所への生活相談員の派遣に関し、次の

とおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲が福祉避難所を開設する場合において、乙が乙の教員等で構成す

る避難者への支援のためのチーム（以下「支援チーム」という。）を福祉避難所へ派遣し、甲と

ともに生活相談員として避難者に対して心のケアや相談等の活動（以下「活動」という。）を行

うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、支援チームによる活動が必要と認めたときは、乙に対して支援チームの派遣を要請

するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、これに応じるよう努めるものとする。 

３ 甲は、第１項の規定により乙に要請を行った場合は、派遣を要請する支援チームの規模、活動

の実施を要請する期間、場所等を決定し、乙に明示する。 

（活動） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があったときは、全体のコーディネート業務を行うコーディ

ネーターを配置し、次の各号に掲げる活動を担うものとする。 

 （１） 支援チームに係る次に掲げるもの 

   ア 活動計画策定及び活動体制の管理、調整及び指示 

   イ 活動内容及び活動方法の管理、調整及び指示 

   ウ 構成する教員等の健康状態の把握及びセルフケアの促進 

 （２） 避難者との相談等のコミュニケーションによる、健康状態、生活環境のアセスメント及

び情報提供並びにその改善のための甲への助言及び支援 

 （３） 支援チームによる活動終了後に向けた活動内容等の引継ぎ 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、避難者に対して活動を行うために必要な支援 

（活動内容の共有） 

第４条 甲は、支援チームが活動を行うに当たり、活動実施の方法及び計画について随時乙及び支

援チームと協議する。 

２ 甲、乙及び支援チームは、随時ミーティングを行い、活動内容及び避難者への支援方針等を共

有する。 

３ 乙は、第２条の規定による要請に基づき支援チームによる活動を行ったときは、その内容を別

に定める支援記録及び活動記録により、随時甲へ報告する。 

４ 甲は、第２項のミーティングの結果並びに前項の支援記録及び活動記録の内容に沿って、避難

者に対して必要な支援が行われるようコーディネート業務を行う。 

（経費負担） 

第５条 第２条の規定による要請に基づき乙が実施した活動に要する経費（甲乙協議の上、甲が負

担することが適当でないと判断した経費を除く。）は、甲が負担する。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費は、災害直前における適正な価格を基準とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された場合は、

その定めによるものとする。 

（賠償） 

第６条 第２条の規定による要請に基づき乙が実施した活動により発生した補償又は賠償の方法

及び費用については、甲及び乙が誠意を持って協議し決定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害救助法が適用された場合は、その定めによるものとする。 

（損害賠償） 
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第７条 第２条の規定による要請に基づき乙が実施した活動により、乙の従事者が死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又はそれによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に著し

い障害を生じたときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する

条例（昭和３８年３月中央区条例第１５号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（個人情報の保護） 

第８条 乙は、活動を行うに当たり知り得た避難者の情報を漏らしてはならない。第11条に規定す

る有効期間が終了した後においても、同様とする。 

（関係書類の整備） 

第９条 乙は、この協定に関する書類等を整備するほか、支援チームを派遣した場合は、当該支援

チームを派遣した福祉避難所の閉鎖後５年間は関係する書類等を保管しなければならない。 

（連絡体制の整備） 

第10条 甲及び乙は、この協定に関する協議のため、災害時の連絡体制を整備する。 

２ 甲及び乙は、災害時において円滑な協力を図るため、毎年度定期的に相互の連絡体制を確認す

るものとする。 

（有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は協定締結後１年間とし、甲乙いずれかにより異議の申立てがない限

り、毎年自動更新されるものとする。 

（協議） 

第12条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

（管轄する裁判所） 

第13条 この協定に関し、第一審の訴えを提起する場合の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判

所とする。 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  令和２年４月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区明石町10番１号 

学校法人聖路加国際大学 

理事長 
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173.災害発生時における福祉避難所の開設運営に関する協定書(本文222頁) 
 

 中央区（以下「甲」という。）と              （以下「乙」という。）は、災

害発生時において中央区地域防災計画に基づき甲が開設する福祉避難所の開設運営に関し、次のと

おり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生時において、通常の避難所において生活することが困難な者（以下

「避難者」という。）を受け入れる福祉避難所の開設運営に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（開設） 

第２条 甲は、災害発生時において福祉避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して       

（以下「施設」という。）を福祉避難所として開設することを要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、福祉避難所の開設に応じるものとする。 

（施設の開錠） 

第３条 甲は、施設の開館時間以外の時間に福祉避難所の開設のための準備及び福祉避難所の開設

を行う場合において、施設の開錠及び閉錠を行うものとする。 

（開設期間） 

第４条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から起算して７日以内とする。ただし、状況によ

り開設期間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、その期間を延長することができ

る。 

２ 乙は、甲が、関係条例に基づき福祉避難所を開設する間の施設の一般利用を制限する場合は、

甲に協力して一般利用者への周知を行うものとする。 

（運営への協力） 

第５条 乙は、甲が福祉避難所を開設する場合、施設の管理業務の範囲に加え、福祉避難所の運営

に必要となる本来の管理業務以外の業務についても甲の要請に応じて従事するものとする。 

２ 甲及び乙は、福祉避難所の運営にあたり、その活動内容を随時共有するものとする。 

３ 甲及び乙は、甲が福祉避難所を開設する場合の人員体制について、あらかじめ検討しておくも

のとする。 

（経費負担） 

第６条 甲は、福祉避難所を開設する場合、本来の管理業務以外の福祉避難所の運営に関する業務

に従事することに係る経費を含め、福祉避難所の開設運営に係る乙の経費（甲乙協議の上、甲

が負担することが適当でない経費を除く。）を負担するものとする。 

（物品の使用等） 

第７条 甲は、福祉避難所の運営に必要な場合、乙に所有権が帰属する物品も含めて、施設の物品

を使用することができる。 

２ 前項の規定により物品を使用し、物品に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用につい

ては、負担額について甲乙協議の上、甲が負担する。 

（損害賠償） 

第８条 乙の従事者が、福祉避難所の開設運営に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又はそれによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に著しい障害を生

じたときは、「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害賠償に関する条例（昭和３

８年３月中央区条例第１５号）」の規定に準じて、甲が保障する。 

（個人情報の保護） 

第９条 乙は、福祉避難所の開設運営に当たり知り得た避難者の情報を漏らしてはならない。また、

第13条に規定する有効期間が終了した後においても、同様とする。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第10条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそ

の権利を担保に供してはならない。 
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（関係書類の整備） 

第11条 乙は、この協定に関する書類等を整備するほか、福祉避難所の閉鎖後５年間はこれらを保

管しなければならない。 

（連絡体制の整備） 

第12条 甲及び乙は、この協定に関する協議のため、災害発生時の連絡体制を整備する。 

２ 甲及び乙は、災害発生時において円滑な協力を図るため、毎年度定期的に相互の連絡体制を確

認するものとする。 

（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は協定締結後１年間とし、甲乙いずれかにより異議の申立てがない限

り、毎年自動更新されるものとする。 

（協議） 

第14条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

（管轄する裁判所） 

第15条 この協定に関し、訴えを提起する場合の裁判所は、東京地方裁判所とする。 

 

 上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  令和２年４月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                        中央区 

                        中央区長 

 

                      乙 
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174.災害時における応急対策活動の協力に関する協定（一般ひな型）(本文80頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）及び株式会社         （以下「乙」という。）は、地震

等が発生した際に甲が実施する応急対策活動に対する乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（対象） 

第１条 この協定の対象となる地震等は、乙の業務時間内に発生し、中央区の区域内に被害を及ぼ

す地震等で、甲が災害対策本部を設置し、対処しなければならないものとする。 

（協力要請等） 

第２条 甲は、地震等が発生し、災害対策本部を設置したときに、次に掲げる応急対策活動につい

て乙に協力を要請することができる。この場合において、甲は、災害対策本部の設置後、速やか

に乙に協力を要請するものとする。 

（１）乙の所在地周辺に居住する者に対する救助活動 

（２）甲が指定する水、食料等の帰宅困難者（地震等の発生により自宅へ帰ることが困難な者をい

う。）への提供又は当該活動を行う場所の提供 

（３）前２号に掲げるもののほか、甲の要請により乙が応じられる活動 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、最大限に可能な範囲でこれに協力するものとす

る。この場合において、乙は、甲の指示に従い応急対策活動に従事するものとする。 

３ 第１項に規定する要請は、要請の理由、活動内容、活動場所、活動期間その他の乙の活動に必

要な情報を記載した書面により行うものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、甲は、書面による要請が困難と認めるときは、電話等により要請す

ることができる。この場合において、甲は、応急対策活動の終了後、速やかに前項の書面を乙に

交付するものとする。 

（協力期間） 

第３条 前条第２項の規定により乙が協力する期間は、甲が災害対策本部を設置した日から起算し

て３日以内とする。ただし、乙が認めるときは、この限りでない。 

（報告） 

第４条 乙は、第２条第１項の規定による要請に協力したときは、その活動内容、活動場所、活動

期間その他の乙の活動実績に係る情報を記載した書面により甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 甲は、第２条第１項の規定による要請に係る活動費用（災害救助法（昭和２２年法律第１

１８号）その他の法令の適用がある費用を除く。）が乙に生じたときは、当該費用を負担するも

のとする。 

（損害補償） 

第６条 甲は、第２条第１項の規定による要請に係る乙の活動に従事する者に損害が生じたときは、

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３８年３月中央区

条例第１５号）の適用があるときに限り、同条例の規定によりその損害を補償するものとする。 

（乙の責務） 

第７条 乙は、地震等の発生に備え、円滑な協力が行える体制の整備に努めるものとする。 

（甲の責務） 

第８条 甲は、乙に地震等に関する情報を提供するとともに、前条に規定する体制の整備について

必要な助言を行うものとする。 

（秘密保持義務） 

第９条 甲及び乙は、この協定の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らして

はならない。第11条に規定する有効期間が終了した後も、また、同様とする。 

（協議） 

第10条 甲及び乙は、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義が生じた

ときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（効力） 

第11条 この協定の有効期間は、令和  年   月   日から令和  年   月  日までとする。

ただし、期間満了の日の３か月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、さらに１年間延長
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されたものとみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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175.特定非営利活動法人地域の防災と町づくりを研究する会との防災協力協定書 (本文80頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人地域の防災と町づくりを研究する会（以下

「乙」という。）との間において、防災協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、区内の地域防災力の向上、災害時における地域の迅速な回復に係る 

活動支援に関する協力等を円滑に行うに当たり、乙との防災協力を得るために必要な事 

項を定める。 

（会員相互間における緊急連絡体制） 

第２条 乙は、災害時に速やかな活動態勢を整えることができるよう会員相互間における 

緊急連絡体制を構築するものとする。 

（協力要請） 

第３条 甲は、乙に対し次条に規定する事項において協力を要請することができるものと 

する。 

２ 甲は、乙に協力を要請するときは、要請の趣旨を記載した文書により通知するものと 

する。ただし、緊急を要する場合であり、かつ、乙に通知することができない場合は、後日速や

かに通知するものとする。 

（協力事項） 

第４条 甲の要請により乙が協力する事項は、次のとおりとする。 

一 区の防災拠点及びその他の区有施設に対する、災害発生時における清掃並びに仮復旧活動に

関すること。 

二 会員の所在地周辺に居住する被災者に対する応急救護活動に関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、甲が必要と認める防災業務に関すること。 

（協力活動の報告） 

第５条 乙は、甲の要請により、協力活動を行った場合には、その活動内容について、活 

動終了後速やかに甲に対し報告するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、甲の要請により乙が災害時において第４条各号に掲げる活動（以下「応急 

対策活動」という。）を行った場合、その活動に要した費用を負担するものとする。 

（請求） 

第７条 乙は、応急対策活動を終えたときは、甲の確認を受け、活動に要した費用等の所 

要経費を請求するものとする。 

（費用の支払） 

第８条 甲は、前条の規定により乙から請求があったときは、速やかにその費用を支払う 

ものとする。 

（従事者の損害補償） 

第９条 甲は、乙が第４条に規定する応急対策活動に従事したことにより死亡し、負傷し 

若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、災害に際し応急措置の業務等 

に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和38年３月中央区条例第１５号）に基づ 

き、これを補償するものとする。 

（協力体制の強化） 

第10条 甲及び乙は、災害時における協力体制を強化するため、必要に応じ防災情報や協 

力事項等について、情報及び意見の交換を行うものとする。 

（報告） 

第11条 乙は、毎年４月末日までに区長に組織及び会員その他会の運営状況について報告 

するものとする。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた場合には、甲乙協 

議の上、決定するものとする。 
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（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日 

の３か月前までに、甲又は乙から何ら申出がないときは、さらに１年間延長されたもの 

とみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各一通を保有する。 

 

平成23年３月31日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目17番２号 

ライオンズマンション日本橋802号 

特定非営利活動法人地域の防災と町づくりを研究する会  

理事長 
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176.災害時等におけるボランティア活動の支援等に関する協定書（中央区社会福祉協議会）  

(本文81頁) 
 

 中央区を「甲」とし、社会福祉法人中央区社会福祉協議会を「乙」とし、甲乙間において次のと

おり協定を締結する。なお、平成８年11月25日に締結した「災害応急活動における協力に関する基

本協定書」は、平成19年３月30日をもって廃止する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲及び乙が協力し

て行うボランティア活動の支援等に関し、必要な事項を定める。 

（災害ボランティアセンターの設置） 

第２条 乙は、災害時等の効果的なボランティア活動を推進するため、次の各号のいずれかに該当

するときは、中央区災害ボランティアセンター（以下「センター」という。）を設置する。 

一 甲がセンターの設置を必要と認め、乙に設置を要請したとき。 

二 前号に掲げるもののほか、乙がセンターの設置を必要と認めるとき。 

２ 乙は、前項の規定によりセンターを設置したときは、文書により甲に報告する。ただし、緊急

時においては、口頭により報告した上、事後において文書による報告をすることができる。 

（センターの設置場所） 

第３条 センターの設置場所は、乙の所在地とする。ただし、乙の所在地が被災する等設置場所と

することが困難な場合は、甲が確保する場所に設置するものとする。 

２ 甲は、乙が著しい被害を受けた地域にセンターの分室的な機能を持つ現地センターの必要性を

認めたときは、乙の要請により拠点を確保することに努めるものとする。 

（要請） 

第４条 第２条第１項第１号の規定による甲が乙に対するセンターの設置の要請は、日時、場所及

び協力内容を明記した文書により行う。ただし、緊急時においては、口頭により依頼した上、事

後において文書による依頼をすることができる。 

（要請内容） 

第５条 甲は、乙に対し、次に掲げる事項を協力要請するものとする。 

一 災害ボランティアの受入れ及び派遣に関すること。 

二 その他災害応急対策活動に関する支援 

（乙の支援） 

第６条 乙は、センターにおいてボランティアの受入れ、派遣等を行う。ただし、中央区地域防災

計画に定める専門ボランティア及び災害時の具体的活動が予め定められている団体等を除く。 

（甲の支援） 

第７条 甲は、乙がセンターを設置したときは、ボランティアが円滑に活動できるよう中央区立中

央会館その他の活動拠点を設置し、中央区地域防災計画に定める支援を行う。 

（関係団体等の協力体制） 

第８条 乙は、他のボランティア活動を支援する組織、関係機関等と連携を強化し、災害時等にお

ける協力体制の整備に努めるものとする。 

（資器材等の確保） 

第９条 甲は、乙が円滑な支援を行えるよう災害時に必要な資器材等を乙と協議の上、準備するも

のとする。 

（経費の負担） 

第10条 甲の要請に基づき乙が実施した業務に要する経費は、甲が負担する。 

２ 経費負担の方法、請求手続その他必要な事項は、甲乙協議の上別に定める。 

（損害補償） 

第11条 甲は、乙が受け入れるボランティアが被った損害に対し、ボランティア保険によって補償

するものとする。 
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２ 前項のボランティア保険に係る加入金は、甲の負担とする。 

（報告） 

第12条 乙は、甲に対し第４条に規定する要請に対する業務について報告しなければならない。 

（乙の責務） 

第13条 乙は、平常時より災害時等に備えたセンター調整機能を整備する。 

２ 乙は、甲の実施する災害対策訓練等に積極的に参加するとともに、乙の職員の防災意識の向上

に努めることとする。 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上、決定する。 

（有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成20年３月31日までとする。ただし、有効期

限満了の日の３か月前までに、甲乙のいずれかから何らの申出のないときは、さらに１年間延長

されるものとし、その後もまた同様とする。 

 

 甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、１通を保有する。 

 

  平成19年３月30日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者 中央区長 

 

乙 東京都中央区八丁堀四丁目１番５号 

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 

代表者 会長 
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177.非常通信の運用に関する協定書（京橋消防署）(本文135頁) 

 
 中央区（以下「甲」という。）及び東京消防庁京橋消防署（以下「乙」という。）は、東京都地域

防災計画に定める非常無線通信の利用（電波法第５２条第４号に定める非常通信）に基づく通信及

びその他非常時において用いられる必要な通信（以下、「非常通信」という。）の円滑な運用を図る

ため、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定書は、甲が非常通信を行う場合において、乙に協力を要請するときに必要な事項

について定める。 

（非常通信の扱い） 

第２条 甲は、甲の有する施設内において東京都防災行政無線が使用不能となった場合、乙に協力

を要請することにより非常通信を行うことができる。 

２ 前項の規定により甲が乙に協力を要請したときは、乙は自らの専従職務に支障のない範囲で甲

が行う非常通信に協力する。 

（伝達の手段） 

第３条 非常通信は、乙の有する消防電話用通信設備のうち電話又はファクシミリによるものとす

る。 

（伝達の方法） 

第４条 非常通信は、甲が自らの非常通信文を乙が通信設備を有するところに持参し、乙の有する

通信設備を使用して非常通信文を送信するものとする。 

２ 前項の規定により甲が乙の設備を使用して行う非常通信に対して、乙は出来る限り協力する。 

３ 乙の有する通信設備において甲を受取り手とする非常通信文を受信した場合には、原則として

甲が自ら受領し持ち帰るものとする。 

（非常通信の受付） 

第５条 甲と乙とは、甲が非常通信の協力を要請する乙の受付をあらかじめ確認しておく。 

（身分の確認） 

第６条 甲は、非常通信のために乙の施設へ立ち入るときは、身分が確認できるものを持参し、乙

の職員から提示を求められたときには速やかに提示する。 

（費用負担） 

第７条 甲が乙の通信設備を使用して行う非常通信に係る費用は無償とする。 

（訓練） 

第８条 甲が非常通信訓練を実施するときは、乙はそれに協力する。 

（疑義の決定方法） 

第９条 この協定書の各条項について疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項につい

ては、その都度甲乙で協議する。 

（有効期間） 

第10条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成21年３月31日までとする。なお、期間満了の

日の３か月前までに甲乙いずれからもなんら申出がないときは、この協定書は更に１年間延長さ

れたものとみなし、以後この例による。 
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甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名捺印の上、各１通を保管する。 

 

  平成20年４月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者 中央区長 

 

乙 東京都中央区八丁堀四丁目１番５号 

東京消防庁京橋消防署 

代表者 京橋消防署長 
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178.災害時における地図製品等の供給等に関する協定書（ゼンリン）

(本文136頁) 
 

中央区（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る地図製品等供給について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、甲の区域内（以下「区内」という。）で災害対策基本法（昭和３６年法律第２

２３号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が同法

第２３条の２に規定する災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置したときの、乙

の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めるとともに、甲乙間の平常時からの防災

に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災及び減災に寄与する地図の作成を検討し、

及び推進することにより、区民生活における防災力の向上に努めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 住宅地図 区内全域を収録した乙の住宅地図帳をいう。 

(2) 広域図 区内全域を収録した乙の広域地図をいう。 

(3) ZNET TOWN 乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」をいう。 

(4) ID 等 ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードをいう。 

(5) 地図製品等 住宅地図、広域図及び ZNET TOWN の総称をいう。 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製

品等を供給するものとする。 

２ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、物資供給要請書（別記第１号様式。以下「要請書」

という。）を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に

対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

３ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、物資供給報告書（別記第２号様式）を提出するも

のとする。 

４ 第１項の規定による供給に係る代金及び費用は、次のとおりとする。 

(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。なお、当

該地図製品等の代金は、災害対策本部設置時点における乙の一般的な販売価格（住宅地図につ

いては、住宅地図に記載の価格）を基準として、甲乙協議して決定する。 

(2) 地図製品等の搬送に係る費用は、乙が負担するものとする。 

(3) 甲は、地図製品等の受領後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は、第３条第１項の規定による地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定

める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものと

する。なお、当該貸与に係る費用については無償とする。 

２ 甲は、前項の規定により乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、

善良なる管理者の注意義務をもって保管し、及び管理するものとする。 
３ 乙は、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、甲が保管している旧版の住宅地図及び

広域図を引き取り、かつ、更新版と差し替えることができるものとする。 
４ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知した上で、甲による地図製品等の保管及び管理の状

況等を確認することができるものとする。 
（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、災害対策本部を設置したときは、災害応急対策並びに災害からの復旧及び復興に係

る資料として、乙から供給し、又は貸与された地図製品等について、次の用途に利用することが

できるものとする。 

(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧 
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(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議の上定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は、前項の規定により住宅地図の利用を開始したときは、速やかに乙に報告するものとする。 

３ 甲は、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管し、及び管理

するものとする。 

４ 甲は、第１項の規定にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲

の当該防災業務を統括する部署内において、甲は、広域図及び ZNET TOWN を利用することができ

るものとする。この場合において、甲は広域図を複製利用するときは別途乙の許諾を得るものと

し、ZNET TOWN を利用するときは別紙「ZNET TOWN 利用約款」に記載の条件に従うものとする。 
（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、

災害時に備えるものとする。 

（細目） 

第７条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（有効期間） 

第８条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成３２年３月３１日までとする。ただし、有効

期間満了の日から３ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面によるこの協定終了の意思表示

がないときは、更に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第９条 甲乙間で本協定の解釈等につき疑義若しくは紛争が生じた場合又はこの協定の定めのな

い事項については、甲乙誠意をもって協議し解決に努めるものとする。 
 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 

 

 

甲）東京都中央区築地 1-1-1 

中央区 

中央区長 

乙）東京都千代田区西神田 1-1-1 

株式会社ゼンリン 東京第一支社 

支社長 
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179.災害時における地図製品等の供給等に関する協定細目（ゼンリン） 

(本文 136 頁) 
中央区（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）は、災害時

における地図製品等の供給等に関する協定書（以下「協定」という。）第７条の規定に基

づき、次のとおり実施細目を定める。 

（貸与する地図製品等の詳細） 
第１条 協定第４条に規定する、地図製品の詳細は、以下のとおりとする。 

地図製品の名称 詳細 数量 

住宅地図 東京都中央区 B4 判住宅地図 ５冊 

広域図 東京都中央区を包括する広域図  ５部 

ZNET TOWN 中央区 総務部 防災課 利用 閲覧地区：中央区 １ID 

（甲及び乙の連絡先） 
第２条 甲乙間の連絡は原則として、以下に記載の連絡先を窓口として行われるものとす

る。 
甲 連絡先 総務部防災課 住所： 

電話： 

FAX： 

乙 連 絡 先

１ 
総合販売本部 東京第一支社 
 

住所： 

電話： 

FAX： 

連 絡 先

２ 
総合販売本部 東京第一支社 
東京営業部 
 

住所： 

電話： 

FAX： 
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180.災害・防災情報等の放送に関する協定（中央エフエム）(本文142頁) 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と、中央エフエム株式会社（以下「乙」という。）

は、災害・防災情報等（以下「災害情報」という。）の提供及び放送に関し、次のとおり協

定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東京都中央区の区域内において、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合に、ＦＭ放送を利用して災害情報を区民等に広く周知することにより、避

難等の混乱を防止することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条

第１号において定める被害をいう。 

（災害情報の提供） 

第３条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、乙に対して、速やかに

災害情報を提供し、乙の番組編成権を侵害しない範囲で、放送を要請することができる。 

２ 乙は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、甲に対して、災害情報の提

供を求めることができる。 

（災害情報の放送） 

第４条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、通常放送番組に優先して災害情報を放

送するものとする。 

（経費の負担） 

第５条 前条に規定する災害情報の放送に要する経費は、無料とする。ただし、災害が長

期にわたる場合は、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（協力体制の整備） 

第６条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙相互の防災計画の状況、協力要請

事項等について必要に応じて情報の交換を行う。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の

上決定する。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、平成10年５月31日から平成11年３月31日までとする。た

だし、期間満了の日の３カ月前までに、甲、乙なんらかの申出がないときは、この協定

は、１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 上記協定の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  平成10年５月27日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本橋茅場町二丁目17番13号 

中央エフエム株式会社 

代表者 代表取締役 
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181.災害・防災情報等の放送に関する協定（東京ベイネットワーク）(本文142頁) 
 

 中央区（以下「甲」という。）と、東京ベイネットワーク株式会社（以下「乙」という。）

とは、災害・防災情報等（以下「災害情報」という。）の提供及び放送に関し、次のとおり

協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中央区の区域内において、災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合に、ケーブルテレビを利用して災害情報を区民等に広く周知することにより、避

難等の混乱を防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条

第１号において定める被害をいう。 

（災害情報の提供） 

第３条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、乙に対して、速やかに

災害情報を提供し、乙の番組編成権を侵害しない範囲で、放送を要請することができる。 

２ 乙は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、甲に対して、災害情報の提

供を求めることができる。 

（災害情報の放送） 

第４条 乙は、前条第１項の規定による要請を受けたときは、通常放送番組に優先して災

害情報を放送するものとする。 

（経費の負担） 

第５条 前条に規定する災害情報の放送に要する経費は、乙の負担とする。ただし、災害

が長期に渡る場合は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

（協力体制の整備） 

第６条 甲及び乙は、災害時における協力体制を整備するため、甲乙相互の防災計画の状

況、協力要請事項等について必要に応じて情報の交換を行う。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の

上、決定する。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、平成23年５月31日から平成24年３月31日までとする。た

だし、期間満了の日の３カ月前までに、甲、乙なんらかの申出がないときは、この協定

は、１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 上記協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成23年７月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都江東区東陽四丁目10番４号 

東陽町SHビル２階 

東京ベイネットワーク株式会社 

代表者 代表取締役 
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182.災害発生時における特別法律相談に関する協定 (本文142頁) 
 

 中央区（以下「甲」という。）と中央区法曹会（以下「乙」という。）と東京弁護士会、

第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下これら三弁護士会を「丙」という。）とは、中

央区の区域内に大きな災害が発生した場合（以下「災害発生時」という。）に、区民の不安

を払拭し、区民の保護と社会秩序の維持、福祉の増進を図るために、次のとおり協定を締

結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生時に、中央区地域防災計画に基づき甲が行う特別法律相談

（以下「相談」という。）に係る乙又は丙の派遣する弁護士（以下「担当弁護士という。」

の相談業務について、必要な事項を定め、円滑な応急及び復興活動に資することを目的

とする。 

（派遣の要請） 

第２条 甲は、相談を実施する必要が生じたときは、丙に対して、相談の日時、場所を指

定し、担当弁護士の派遣を要請するものとする。 

２ 甲は、前項で予定された派遣要請では相談者の相談に応じきれないと判断した場合に

は、丙に対して担当弁護士の増員、業務体制の変更等を依頼するものとし、その方法等

についてはあらかじめ甲、乙及び丙が協議して定める。 

３ 甲は丙との連絡が困難な場合には、乙に対して担当弁護士の派遣を要請することがで

きる。この場合において、乙は後日、丙に担当弁護士の氏名等を報告するものとする。 

（派遣計画の提出等） 

第３条 丙は、前条第１項の派遣の要請があったときは、乙と協力して速やかに派遣計画

を策定し、甲に提出するものとする。 

２ 前条第３項により、乙に対して派遣の要請があったときは、乙は、速やかに派遣計画

を策定し、甲に提出するものとする。 

３ 前２項の派遣計画に記載されている事項に変更が生じたときは、乙又は丙は速やかに

甲に報告することとする。 

（相談内容等） 

第４条 担当弁護士が行う相談内容は、災害等に起因する土地、家屋、相続、金銭消費貸

借、保険金請求及び婚姻等法律問題全般についての指導及び助言を原則とする。 

２ 相談者一人あたりの相談時間は、30分以内とし、同一内容での再相談は受けないもの

とする。 

３ 担当弁護士は、相談カードに必要事項を記入し、甲に提出するものとする。 

４ 担当弁護士は、甲が実施する相談の相談者から相談に係る事件についての訴訟その他

の法律事務を直接受任してはならない。 

５ 担当弁護士は、業務上知り得た秘密を第三者に遺漏しないようにすることとし、丙は

担当弁護士を指導し、監督するものとする。 

６ 相談の料金は、無料とする。 

（弁護士の謝礼等） 

第５条 甲が乙又は丙の派遣した担当弁護士に支払うべき謝礼は、平常時における法律相

談の額を基準として、甲と乙及び丙が別途協議のうえ定める。 

２ 前項の謝礼の支払時期、支払方法等については、甲と乙及び丙が別途協議のうえ定め

る。 

（連絡調整） 

第６条 相談に係る連絡調整は、甲、乙、丙があらかじめ定めた者がこれを行うものとす

る。 

（損害補償） 

第７条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しく

は疾病にかかり、又は業務の従事による負傷若しくは疾病により死亡若しくは心身に著
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しい障害を生じたときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に

関する条例（昭和38年３月中央区条例第15号）の規定に準じて甲が補償する。 

（他の弁護士会に対する協力要請等） 

第８条 丙は、他の弁護士会に、この協定に基づく相談への協力要請を行うことができる。 

２ 前項に基づき他の弁護士会に所属する弁護士が相談担当弁護士として派遣された場合、

その弁護士に対しては、丙に所属する相談担当弁護士とみなしてこの協定を適用する。 

（有効期間） 

第９条 この協定書の有効期間は、平成13年３月15日から平成14年３月31日までとする。

ただし、期間満了の日の２カ月までに甲乙丙のいずれかから何らの申し出のないときは、

さらに１年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。 

（協議条項） 

第10条 この協定に記載のない事項及びこの協定に関し疑義のあるときは、甲乙丙協議の

うえ定めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書５通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ甲乙が各１通を、丙

が３通を保管するものとする。 

 

  平成13年３月15日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目５番２号 日下ビル 

中央区法曹会会長 

 

丙  東京都千代田区霞が関一丁目１番３号 

東京弁護士会会長 

東京都千代田区霞が関一丁目１番３号 

第一東京弁護士会会長 

東京都千代田区霞が関一丁目１番３号 

第二東京弁護士会会長 
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183.災害時における手話通訳活動に関する協力協定書（手話通訳者の会） 

(本文219頁) 
 

災害時における手話通訳活動に関し、中央区（以下「甲」という。）と中央区登録手話通

訳者の会（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が区内に発生し、又は発生するおそれのある場合に、中央区地

域防災計画に基づき、避難所での手話通訳必要者への適切な対応に積極的な協力を得る

ために必要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が区内に発生した場合又は発生するおそれのある場合に、乙に対し必

要な人員の供給を要請するものとする。 

（要請手続） 

第３条 甲は、乙に対して、乙の連絡体制により、電話等の方法で人員の供給を要請する

ものとする。 

２ 甲は、出動した乙を指揮するものとする。 

３ 甲は、第１項の規定により乙に要請した場合は、要請の理由、手話通訳の内容、日時、

場所、その他必要な事項を明らかにした文書を、後日乙に送付するものとする。 

（人員の供給） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、特別な理由のない限り、甲に対し人員を供給す

る。 

（活動業務） 

第５条 甲の要請により出動した乙の要員は、次の活動業務を行う。 

 (1)避難所における手話通訳に関すること。 

(2)その他甲が必要と認める業務に関すること。 

（活動業務の報告） 

第６条 乙は、甲の要請に基づき人員の提供、活動業務内容等について、業務完了後速や

かに甲に対して報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲は、乙が応急対策業務を実施した場合において、活動に要した費用を負担する

ものとする。 

（請求） 

第８条 乙は、第５条に規定する業務終了後甲の確認を受けた後、作業に要した所要経費

を甲に請求するものとする。 

（費用の支払） 

第９条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその費用を支払わ

なければならい。 

（従事者の損害補償） 

第10条 甲の要請に基づき、乙が業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害に際し応急措置の業務等に従事した

者に係る損害補償に関する条例（昭和38年３月中央区条例15号）に基づき、これを補償

するものとする。 

（連絡） 

第11条 乙は、甲の要請に対応できる連絡体制等について、毎年４月に区長に連絡するも

のとする。 

（協議） 

第12条 この協定の実施に関して必要な事項及び協定以外の手続については、その都度甲、

乙両者が協議のうえ決定するものとする。 

(効力の発生) 
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第13条 この協定は、平成18年10月17日から効力を発生するものとする。 

 
上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各１通を保有

する。 

 

平成18年10月17日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者 中央区長 

 

乙 東京都中央区晴海一丁目７番1-702号 

中央区登録手話通訳者の会 

代表者 会長 
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184.災害時における応急物資の供給に関する協定書 
（セッツカートン）(本文222頁) 

 

 中央区（以下「甲」という。）とセッツカートン株式会社（以下「乙」という。）とは、

災害時における応急物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、中央区の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）における応急物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時に緊急に物資を確保する必要があるときは、乙に対し、物資の供給（運

搬を含む。以下同じ。）を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、別記第１号様式による応急物資供給要請書により行うものと

する。ただし、これにより難い場合は、口頭で要請し、事後速やかに文書をもって処理す

るものとする。 

（協力内容） 

第３条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲で物資の供給に協力

するものとする。 

（応急物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請する応急物資の範囲は、次に掲げる物資のうち、乙が調達可能

なものとする。 

 一 段ボール製簡易ベッド 

 二 段ボール製品（段ボールシート、段ボールケース及び段ボールの間仕切り等） 

 三 前２号に掲げるもののほか、乙が取り扱う製品 

（応急物資の引渡し） 

第５条 応急物資の供給場所は、甲が指定するものとする。 

２ 前項に規定する供給場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。 

３ 甲は、前項の応急物資の供給場所において、品目、数量等を確認の上、受け取るもの

とする。 

（報告） 

第６条 乙は、甲の要請に基づき応急物資の供給に協力したときは、その内容を別記第２

号様式による応急物資供給報告書により甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲は、乙の応急物資の供給に要した費用を負担するものとする。 

２ 前項の費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

一 応急物資の購入に要する費用 当該災害時直前の価額 

二 応急物資の運搬に要する費用 実際に要した額（乙の従業員の人件費を除く。） 

（請求及び支払） 

第８条 甲は、乙から前条に定める費用の請求があったときは、その内容を確認の上、速
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やかに支払うものとする。 

（訓練等） 

第９条 乙は、甲の実施する防災訓練等に可能な範囲で参加するものとする。 

（協定期間及び更新） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。た

だし期間満了の日の３か月前までに、甲又は乙のいずれからもこの協定を解除又は変更

する意思表示がないときは、更に１年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲

乙協議の上、決定する。 

 

 甲と乙は、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成27年４月１日 

 

 

                甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                  中央区 

                  中央区長 

 

                乙 兵庫県伊丹市東有岡５丁目33番地 

                  セッツカートン株式会社 

                  代表取締役社長 

- 433 -



 

- 434 - 
 

185.大規模災害時における電力復旧等に関する協定（東京電力パワーグリッド）

(本文293頁) 
 
中央区（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社（以下「乙」

という。）は、自然災害が発生した場合において、甲及び乙における相互協力に関し、次の

とおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
（目的） 
第１条 本協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び同法第３４条第１

項に規定する防災基本計画に基づき、甲は住民の生命・財産の保護及び生活支援の役割

を担うこと、乙は電力の早期復旧の役割を担うことを相互に確認し、災害時における、

甲及び乙の協力関係構築に資する事項を定め、地域の更なる防災力を高めることを目的

に締結する。 
（連絡体制） 
第２条 甲及び乙は、災害時の連携を図るため、直通電話の設置等、連絡体制を確立する。 
２ 甲及び乙は、甲乙協議の上、甲又は乙の職員を甲又は乙に派遣できるものとする。 
（災害時の情報連携） 
第３条 甲及び乙は、次の各号に掲げる情報を相互に提供する。 
(1) 災害時に復旧を優先すべき重要施設（ライフラインの迅速な復旧が求められる病院

等）のリスト及び同リストの更新情報 

(2) 住民が避難している地域及び避難所の情報 

(3) 停電の発生状況や復旧見込等、停電に関連する情報 

(4) 道路陥没、水没、土砂崩落、樹木倒壊等による道路寸断及び復旧の情報 
（災害時の相互協力） 
第４条 甲及び乙は、災害時、次の各号に掲げる事項について自ら行う業務に支障のない

範囲において相互に協力する。 
(1) 甲乙施設の使用若しくは電力の復旧に支障となる障害物等の除去又は応急措置の

実施 

(2) 甲及び乙が所有する施設、駐車場等の利用 

(3) 住民への停電情報等の周知のための、甲の防災行政無線、登録制メール、緊急告知

ラジオ等の利用 
（実施細目の締結） 
第５条 甲及び乙は、本協定に定める甲及び乙の役割、具体的な実施事項、相互利用する

施設等について、別に実施細目により定めるものとする。 
（秘密保持） 
第６条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示し、

又は漏えいしてはならない。 
（有効期間） 
第７条 本協定の有効期間は、締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有

効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙が各相手方に対し、特段の意思表示をしな

い場合は、この協定は、期間満了の日の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新す

るものとし、以後も同様とする。 
（協議） 
第８条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるも

のとする。 
（その他） 
第９条 平成２８年３月２８日付けで締結した大規模災害時における電力復旧等に関する

覚書は、廃止する。 
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この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保

有する。 
 

令和２年７月１５日 
 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 
中央区 
中央区長 

 
乙   東京都港区芝公園二丁目２番４号 

東京電力パワーグリッド株式会社 
銀座支社 
支 社 長 
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186.災害時における応急協力に関する覚書（郵便局）(本文296頁) 
 

 東京都中央区長（以下「甲」という。）と、日本橋郵便局長、京橋郵便局長及び銀座郵便

局長（以下総称して「乙」という。）は、甲乙の間において、災害時における情報収集その

他協力事項に関し、次のとおり覚書を取り交わすものとする。 

（総則） 

第１条 この覚書は、中央区地域防災計画に基づき災害時に甲が行う活動に対する乙の協

力内容に関し必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この覚書において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条

第１号において定める被害をいう。 

（協力） 

第３条 乙は、中央区内に災害が発生し、甲の要請があったときは、以下の事項について

協力するものとする。 

(1) 乙が収集した被災区民等の避難先及び被災状況の情報提供 

(2) 乙が所有する施設の避難所、物資集積場所等としての利用 

(3) 避難所等における臨時郵便差出箱の設置 

(4) その他甲の要請により乙が協力できる事項 

（要請） 

第４条 甲は、災害が発生し前条の規定による協力の必要が生じたときは、乙に対し協力

要請をするものとする。 

（協力の実施） 

第５条 乙は、甲の要請に対し、可能な範囲内において協力するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 甲は、第３条に規定する協力に要する経費について、その実費を負担するものと

する。 

２ 前項の負担について疑義が生じたときは、甲及び乙が協議し、負担すべき額を決定す

る。 

（協力体制の整備） 

第７条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙両者において相互の防災計画の状

況、協力要請事項等について必要に応じて情報の交換を行う。 

（連絡責任者） 

第８条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては中央区地域振興部防災課長、乙に

おいては京橋郵便局総務課長とする。 

（協議） 

第９条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の

上決定する。 

（有効期間） 

第10条 この覚書の有効期間は、平成９年11月25日から平成10年３月31日までとする。た

だし、期間満了の日の３カ月前までに、甲、乙なんらかの申出がないときは、この覚書

は、１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 
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 上記覚書の証として、覚書四通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  平成９年11月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本橋一丁目18番１号 

日本橋郵便局 

代表者 日本橋郵便局長 

 

東京都中央区築地四丁目２番２号 

京橋郵便局 

代表者 京橋郵便局長 

 

東京都中央区銀座八丁目20番26号 

銀座郵便局 

代表者 銀座郵便局長 
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187.災害時における給電車両貸与に関する協定書（トヨタモビリティ東京） 

(本文358頁) 

 
中央区（以下「甲」という。）とトヨタモビリティ東京株式会社（以下「乙」という。）

とは、災害時における給電車両の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の区域内（以下「区内」という。）又はその周辺において、大規

模な地震災害、風水害その他の災害により、区内で大規模停電等の電力が不足する事態

が発生し、又は発生する恐れがある場合、甲が行う災害対応業務における電力確保を、

乙の積極的な協力を得ることにより、円滑に実施することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、前条の目的を達成するために必要があるときは、乙に対して、給電車両貸

与要請書（第１号様式）により給電車両の貸与を要請することができる。この場合にお

いて、要請を受けた乙は、貸与することが可能な給電車両を確認し、要請に係る対応に

ついて速やかに甲に対して連絡するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、甲は口頭で要請し、事後速や 

かに当該要請書を提出するものとする。 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において応ずるものと

する。 

２ 甲が要請する給電車両の貸与に当たり、当該要請に対して乙が提供できる車両台数が

不足する場合は、トヨタ自動車株式会社に対して協力を要請するなどし、甲の要請に応

えるよう努めるものとする。 

（給電車両） 

第４条 第２条の規定による要請を受け、乙が貸与する給電車両は、ＡＣ１００Ｖ（１５

００Ｗ）のコンセント（以下「コンセント」という。）を装着している車両とする。 

２ 乙が貸与する台数は５台までとする。ただし、甲がそれ以上に給電車両が必要である

と申し出た場合は甲乙協議の上、台数を決定するものとする。 

３ 甲は、乙から貸与を受ける給電車両の車種、コンセントの数等について、指定できな

いものとする。 

（使用用途） 

第５条 甲は、第１条に規定する電力確保のほか、人、物資等の移送その他の災害対応業

務のために給電車両を使用できるものとする。 

（引渡し） 

第６条 乙は、第２条の規定による要請を受け、給電車両を貸与する場合は、甲の指定す

る場所に運搬し、甲が指定する者の立会いの下、車種、数量等を確認の上、甲に引き渡

すものとする。 

２ 乙は、前項の規定により給電車両の引渡しを行う場合は、甲に対して貸与した給電車
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両の内容を記載した書面を提出するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定により、給電車両の引渡しを行う際に、第９条第２項に規定する

保険の契約書の写しなど保険内容が確認できるものを甲に提出するものとする。 

（貸与期間） 

第７条 給電車両の貸与期間（以下「貸与期間」という。）は、大規模停電が収束するま

でとし、詳細な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 

（返却） 

第８条 貸与期間が終了した場合、甲は、速やかに貸与を受けた給電車両を乙に対して返

却するものとする。 

２ 甲が返却を行う場合の場所、日時等は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（費用負担） 

第９条 給電車両の提供に係る費用については、乙が負担するものとする。ただし、貸与

期間中の給電車両の使用に係る燃料、充電スタンド使用料及び電気代については、甲が

負担するものとする。 

２ 乙は、甲に貸与する給電車両に対し自賠責保険及び任意保険（以下、総じて「保険」

という。）に加入し、その費用は乙が負担する。 

３ 甲の責により保険を適用した場合、保険契約の定めにより、甲は乙に対して免責金額

を支払うものとする。 

４ 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、甲乙協議の上定めた期日までに乙に

支払うものとし、支払手数料は甲の負担とする。 

（故障対応） 

第10条 貸与期間中に提供された給電車両が部品の消耗等により故障した場合の対応は、

甲の使用又は管理に明らかな過失がある場合を除き、乙が行うものとする。ただし、当

該過失が不明な場合は、甲乙協議の上、対応するものとする。 

（賠償） 

第11条 甲は、甲の責に帰すべき事由により、貸与を受けた給電車両に損害を与え、又は

滅失したとき、その賠償が、乙が加入する保険の賠償範囲を超える場合、甲は乙に損害

を賠償する。 

（連絡体制） 

第12条 甲及び乙は、第２条に規定する手続を円滑に行うため、連絡責任者等を記載した

協定事務担当者名簿（第２号様式）を作成し、相互に確認するものとする。当該連絡責

任者等に変更が生じた場合も、また同様とする。 

（平常時の取組） 

第13条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行

う防災訓練等に協力するよう努めるものとする。 

２ 前項の防災訓練等の参加に係る費用は、乙の負担とする。 

３ 甲及び乙は、災害時における給電車両の有効性について、平常時から広報活動に努め

るものとする。 
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（締結期間及び更新等） 

第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月３１日までとする。

ただし、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに、甲又は乙のいずれかが別段

の意思表示をしないときは、この協定をさらに１年間延長するものとし、以後も同様と

する。 

（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲

乙協議の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保

有する。 

 

令和２年９月１日 

 

 

甲 中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 港区芝浦四丁目８番３号 

トヨタモビリティ東京株式会社 

代表取締役社長 
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別記 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第２条関係） 

給電車両貸与要請書 
  年  月  日  

トヨタモビリティ東京株式会社 

代表取締役社長      様 

 

中央区長     印 

 

 災害時における給電車両貸与に関する協定書第２条の規定に基づき、下記

のとおり給電車両の貸与を要請します。 

 

記 

 

１ 貸与希望日時 

    年  月  日  時  分から 

 

２ 要請台数       台 

 

３ 貸与希望場所 

施設名 住所 担当者（運転車） 電話番号 

    

    

    

    

    

４ その他 

貸与車両を運転する中央区の職員は、自己の職員証及び運転免許証を、

乙に提示し確認を受けること。 

 

５ 発信者 

所属部署 役職名 担当者 電話番号 

    

 

乙処理欄 
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第２号様式（第 12 条関係） 

協定事務担当者名簿 

   年 月 日現在 

【中央区】 

１ 連絡責任者等 

 連絡責任者 副連絡責任者 

所属、役職及び氏名   

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

 第１連絡先 第２連絡先 

役職及び氏名   

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   

【トヨタモビリティ東京株式会社】 

１ 連絡責任者等 

 連絡責任者 副連絡責任者 

役職及び氏名   

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

 第１連絡先 第２連絡先 

役職及び氏名   

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   
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188.災害時における給電車両貸与に関する協定書（トヨタモビリティサービス） 

(本文358頁) 

 
中央区（以下「甲」という。）とトヨタモビリティサービス株式会社（以下「乙」とい

う。）とは、災害時における給電車両の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の区域内（以下「区内」という。）又はその周辺において、大規

模な地震災害、風水害その他の災害により、区内で大規模停電等の電力が不足する事態

が発生し、又は発生する恐れがある場合、甲が行う災害対応業務における電力確保を、

乙の積極的な協力を得ることにより、円滑に実施することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、前条の目的を達成するために必要があるときは、乙に対して、給電車両貸

与要請書（第１号様式）により給電車両の貸与を要請することができる。この場合にお

いて、要請を受けた乙は、貸与することが可能な給電車両を確認し、要請に係る対応に

ついて速やかに甲に対して連絡するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、甲は口頭で要請し、事後速や 

かに当該要請書を提出するものとする。 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において応ずるものと

する。 

（給電車両） 

第４条 第２条の規定による要請を受け、乙が貸与する給電車両は、乙が所有するレンタ

カー及び社用車両とし、ＡＣ１００Ｖ（１５００Ｗ）のコンセント（以下「コンセント」

という。）を装着している車両とする。 

２ 乙が貸与する台数は５台までとする。ただし、甲がそれ以上に給電車両が必要である

と申し出た場合は甲乙協議の上、台数を決定するものとする。 

３ 甲は、乙から貸与を受ける給電車両の車種、コンセントの数等について、指定できな

いものとする。 

（引渡し） 

第５条 乙は、第２条の規定による要請を受け、給電車両を貸与する場合は、甲の指定す

る場所に運搬し、甲が指定する者の立会いの下、車種、数量等を確認の上、甲に引き渡

すものとする。 

２ 乙は、前項の規定により給電車両の引渡しを行う場合は、甲に対して貸与した給電車

両の内容を記載した書面を提出するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定により、給電車両の引渡しを行う際に、第８条第２項に規定する

保険の契約書の写しなど保険内容が確認できるものを甲に提出するものとする。 

（貸与期間） 

第６条 給電車両の貸与期間（以下「貸与期間」という。）は、大規模停電が収束するま
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でとし、詳細な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 

（返却） 

第７条 貸与期間が終了した場合、甲は、速やかに貸与を受けた給電車両を乙に対して返

却するものとする。 

２ 甲が返却を行う場合の場所、日時等は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（費用負担） 

第８条 給電車両の提供に係る費用については、乙が負担するものとする。ただし、貸与

期間中の給電車両の使用に係る燃料については、甲が負担するものとする。 

２ 乙は、甲に貸与する給電車両に対し自賠責保険及び任意保険（以下、総じて「保険」

という。）に加入し、その費用は乙が負担する。 

３ 甲の責により保険を適用した場合、保険契約の定めにより、甲は乙に対して免責金額

を支払うものとする。 

（故障対応） 

第９条 貸与期間中に提供された給電車両が部品の消耗等により故障した場合の対応は、

甲の使用又は管理に明らかな過失がある場合を除き、乙が行うものとする。ただし、当

該過失が不明な場合は、甲乙協議の上、対応するものとする。 

（賠償） 

第10条 甲は、甲の責に帰すべき事由により、貸与を受けた給電車両に損害を与え、又は

滅失したとき、その賠償が、乙が加入する保険の賠償範囲を超える場合、甲は乙に損害

を賠償する。 

（連絡体制） 

第11条 甲及び乙は、第２条に規定する手続を円滑に行うため、連絡責任者等を記載した

協定事務担当者名簿（第２号様式）を作成し、相互に確認するものとする。当該連絡責

任者等に変更が生じた場合も、また同様とする。 

（平常時の取組） 

第12条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行

う防災訓練等に参加するものとする。 

２ 前項の防災訓練等の参加に係る費用は、乙の負担とする。 

（締結期間及び更新等） 

第13条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月３１日までとする。

ただし、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに、甲又は乙のいずれかが別段

の意思表示をしないときは、この協定をさらに１年間延長するものとし、以後も同様と

する。 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲

乙協議の上、決定するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保

有する。 

 

令和２年７月１５日 

 

 

甲 中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 中央区日本橋浜町二丁目１２番４号 

トヨタモビリティサービス株式会社 

代表取締役社長 
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別記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第２条関係） 

給電車両貸与要請書 
  年  月  日  

トヨタモビリティサービス株式会社 

代表取締役社長      様 

 

中央区長     印 

 

 災害時における給電車両貸与に関する協定書第２条の規定に基づき、下記

のとおり給電車両の貸与を要請します。 

 

記 

 

１ 貸与希望日時 

    年  月  日  時  分から 

 

２ 要請台数       台 

 

３ 貸与希望場所 

施設名 住所 担当者（運転車） 電話番号 

    

    

    

    

    

 

４ その他 

貸与車両を運転する中央区の職員は、自己の職員証及び運転免許証を、

乙に提示し確認を受けること。 

５ 発信者 

所属部署 役職名 担当者 電話番号 

    

 

乙処理欄 
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第２号様式（第 11 条関係） 

協定事務担当者名簿 

   年 月 日現在 

【中央区】 

１ 連絡責任者等 

 連絡責任者 副連絡責任者 

所属、役職及び氏名 
 

 

 

 

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

 第１連絡先 第２連絡先 

役職及び氏名 
 

 

 

 

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   

【トヨタモビリティサービス株式会社】 

１ 連絡責任者等 

 連絡責任者 副連絡責任者 

役職及び氏名 
 

 

 

 

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

 第１連絡先 第２連絡先 

役職及び氏名 
 

 

 

 

電話番号   

携帯番号   

ＦＡＸ番号   
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189.起震車の運用等に関する協定書 
 

東京都中央区（以下「甲」という。）と東京消防庁京橋消防署（以下「乙」という。）、東京消防

庁日本橋消防署（以下「丙」という。）及び東京消防庁臨港消防署（以下「丁」という。）は、甲の

所有する起震車の運用、管理等について、適切かつ円滑に運用するため、次のとおり協定を締結す

る。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、乙、丙及び丁が、甲の所有する起震車を運転し、起震機能の操作をし、及び

取扱う（区民、従業員等の訓練参加者（以下「訓練参加者」という。）に対する教育、指導等を

含む。以下「運用」という。）場合において必要な事項を定めるものとする。 

（運用の原則） 

第２条 甲の所有する起震車の運用については、区民等の防災行動力の向上を図り、地震発生時の

被害を軽減するため、甲並びに乙、丙及び丁が相互に協力して適正かつ円滑に行う。 

（運用区域） 

第３条 起震車の運用区域は、中央区の区域内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、中央区の区域外において起震車を運用する場合は、甲並びに乙、丙

及び丁協議の上、決定するものとする。 

（運用条件） 

第４条 起震車を運用する訓練は、次のとおりとする。 

一 東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号）第41条に規定する防災訓練 

二 事業所等が行う自衛消防訓練 

三 中央区総合防災訓練 

四 防災区民組織、町会及び自治会が行う訓練 

五 防災拠点運営委員会が行う訓練 

六 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める訓練 

（運用要領） 

第５条 この協定の実施に必要な細目については、中央区起震車運用等に関する要綱（平成19年３

月28日付け18中区防第206号）の定めるところによる。 

（維持管理） 

第６条 甲は、人件費を除き、起震車の維持管理及び運用に要する費用を負担する。 

２ 乙、丙及び丁は、起震車の使用前及び使用後に必ず点検を行わなければならない。 

３ 乙、丙及び丁は、起震車の使用中又は点検時において、故障又は損傷を発見したときは速やか

に甲に連絡し、甲は当該損傷等の修理を行わなければならない。 

（車両の保管） 

第７条 起震車の保管は、甲の管理施設内とする。 

（賠償責任） 

第８条 起震車を使用した訓練中に職員が負傷又は死亡（以下「負傷等」という。）した場合にお

いては、甲の職員にあっては甲が、乙、丙及び丁の職員にあっては乙、丙及び丁が、それぞれの

損害を負担するものとする。 

２ 前項の訓練中、甲又は乙、丙及び丁の故意又は過失（以下「過失等」という。）により訓練参

加者が負傷等した場合においては、甲又は乙、丙及び丁が、当該負傷等の原因となった過失等の

程度に応じ、損害を賠償するものとする。ただし、甲並びに乙、丙及び丁の過失等によらずに負

傷等をした場合は、甲がその損害を負担（労働者災害補償保険が適用される場合を除く。）する

ものとする。 

３ 乙、丙及び丁が起震車を運行している場合において、交通事故を起こしたときは、甲がその損

害を賠償するものとする。ただし、当該事故の原因が乙、丙及び丁の故意又は重大な過失による

ときは、この限りでない。 

（協議） 
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第９条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項につ

いては、その都度、甲並びに乙、丙及び丁協議の上、定めるものとする。 

（更新） 

第10条 この協定書の有効期限は、起震車の運用開始の日から平成20年３月31日までとする。ただ

し、期間満了の２か月前までに、甲又は乙、丙及び丁から変更等の申出がない場合は、同一内容

でさらに１年間更新するものとし、以後は同様とする。 

 

甲並びに乙、丙及び丁とは、本書を４通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

  平成19年３月28日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者 中央区長 

 

乙 東京都中央区八丁堀四丁目１番５号 

東京消防庁京橋消防署 

代表者 東京消防庁京橋消防署長 

 

丙 東京都中央区日本橋兜町14番12号 

東京消防庁日本橋消防署 

代表者 東京消防庁日本橋消防署長 

 

丁  東京都中央区勝どき五丁目１番23号 

 東京消防庁臨港消防署 

代表者 東京消防庁臨港消防署長 
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190.中央区起震車運用等に関する要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京消防庁京橋消防署、東京消防庁日本橋消防署及び東京消防庁臨港消防署

（以下「消防署」という。）が中央区（以下「区」という。）の所有する起震車を運用するにあた

り、必要な事項を定め、もって起震車の円滑な運用に資することを目的とする。 

（申請手続） 

第２条 起震車を使用しようとする者は、別記第１号様式による起震車使用申請書（初期消火訓練

実施計画書及び自衛消防訓練通知書を提出した場合は省略。）により区長に申請するものとする。 

２ 前項の申請書は、区又は消防署で受け付けるものとする。 

３ 区長は、第１項の申請があったときは、原則、受付け順により使用の承認をするものとするが、

使用する日が重複する場合は、区及び消防署相互の協議により変更することができる。 

４ 使用の承認後、区は、別記第２号様式による起震車使用受付管理簿に、申請者（団体名）、使

用時間及び使用場所等の必要事項を記入する。 

（運用時間） 

第３条 起震車の運用は、午前９時から午後５時までとする。ただし、区長が必要と認める場合は、

この限りでない。 

（運用休止） 

第４条 起震車の運用休止日は、次のとおりとする。 

 一 １月１日から同月３日まで 

 二 12月29日から同月31日まで 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に起震車の運用を休止することができる。 

 一 消防署から運用休止の申出があり、区長が認める場合 

 二 車検等の定期点検整備及び故障等の修理による場合 

 三 前二号に掲げるもののほか、区長がやむを得ないと認める場合 

３ 前項（第一号を除く。）による場合、区は、運用休止期間、運用再開日について遅滞なく消防

署に連絡する。 

（点検及び燃料補給） 

第５条 消防署は、起震車の使用前後に別記第３号様式による起震車運用結果報告書により点検し

なければならない。 

２ 消防署は、常時、起震車の燃料タンク容量の２分の１以上の燃料を確保しておかなければなら

ない。 

（保管場所等） 

第６条 起震車の保管場所は、次のとおりとする。 

 中央区立温浴プラザ １階駐車場   東京都中央区晴海五丁目２番３号 

（報告） 

第７条 消防署は、起震車を運用したときは、運用をした日から３日以内に別記第３号様式による

起震車運用結果報告書により区長に報告しなければならない。 

附則 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 
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191.災害時における中央区と中央区介護保険サービス事業者連絡協議会との

要介護高齢者の安否確認等に関する協定 
 

中央区（以下「甲」という。）と中央区介護保険サービス事業者連絡協議会（以下「乙」という。）

とは、災害時における要介護高齢者の安否確認等に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中央区の区域内（以下「区内」という。）で災害が発生した場合に、甲が乙

の協力を得て行う区内の在宅サービス利用者の安否の確認、在宅サービスの提供等を円滑に実

施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号

に規定する災害をいう。 

（安否の確認等） 

第３条 乙は、災害が発生したときは、乙に加入する各事業者（以下「事業者」という。）に、当

該事業所の在宅サービスを利用する区内に住所を有する者（以下「利用者」という。）の安否を

確認させるものとする。 

２ 乙は、事業者が前項に規定する安否確認をしたときは、その結果について、当該事業者をして

甲に報告させるものとする。 

３ 前項の規定による報告は、別記の事項を記載した書類を甲が区内に設置するおとしより相談セ

ンター（介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の46第１項に規定する地域包括支援セン

ターをいう。以下同じ。）に提出（電子メール又はファクシミリによる送信を含む。）ことによ

り行うものとする。 

４ 乙は、災害が発生したときは、事業者に、利用者の避難所への避難誘導（救出及び救助を含む。）

をさせるものとする。 

（サービス提供） 

第４条 甲は、前条第２項の規定により報告された内容により、必要に応じて、利用者の居宅又は

避難所で居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションその他

の居宅介護サービス（以下「訪問サービス」という。）の提供を事業者へ要請する。 

２ 乙は、甲から要請があったときは、事業者に、甲が開設する福祉避難所における訪問サービス

の提供に協力させるものとする。 

（事業者一覧） 

第５条 乙は、事業者の一覧を作成し、甲に提出するものとする。 

２ 乙は、前項の一覧に変更が生じたときは、速やかに、甲に届け出るものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、事業者が第４条に規定する訪問サービスに要した経費（介護保険法第18条に規定す

る保険給付の対象となるサービスを除く。）を負担するものとする。 

（損害補償） 

第７条 訪問サービスの提供に従事した事業者の従業員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死

亡したときは、甲が、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例

（昭和38年３月中央区条例第15号）の範囲内において、損害補償を行うものとする。 

（災害情報連絡体制の整備） 

第８条 甲及び乙は、災害に関する情報の連絡体制を整備するため、当該整備に関する方策につい

て協議し、別途、定めるものとする。 

（情報の交換） 

第９条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を

行う。 

（守秘義務） 

第10条 乙は、第３条に規定する安否確認等及び第４条規定するサービス提供により知り得た個人

情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。この協定の満了後についても、また同様とする。 

（協議） 
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第11条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意

をもって協議し、決定する。 

（期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年６月30日までとする。ただし、期間満

了の３か月前までに、甲又は乙からの書面による解約の申出がないときは、本協定は更に１年

間更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

 平成26年７月１日 

 

 

                甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                   中央区 

                  中央区長 

 

                乙 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                  中央区介護保険サービス事業者連絡協議会 

                  会長 
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別記 

第１号様式（第２条関係） 

 

  年  月  日 

 

            様 

 

中央区長            ○印 

 

応急物資供給要請書 

 
 災害時における応急物資の供給に関する協定書第２条の規定により、下記のとおり物資の供給を

要請します。 

 

記 

 

物資の種類 数 量 供給日時 供給場所 備 考 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

（中央区連絡担当者） 

所 属 
 

職名・氏名  

電 話 番 号  
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第２号様式（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）中央区長 

 

所在地              

法人名              

代表者氏名          ○印 

 

応急物資供給報告書 
 

 災害時における応急物資の優先供給に関する協定書第６条の規定により、下記のとおり報告しま

す。 

 

記 

 

物資の種類 数 量 供給日時 供給場所 備 考 

     

     

     

     

     

     

 

 

（法人連絡担当者） 

所 属 
 

職名・氏名  

電 話 番 号  
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192.災害時における帰宅困難者対策活動への協力に関する協定 
 

中央区（以下「甲」という。）と     （以下「乙」という。）は、地震等が発生した際に

甲が実施する帰宅困難者対策活動に対する乙の協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

（対象） 

第１条 本協定の対象となる地震等は、中央区の区域内に被害を及ぼす地震等であって、甲が災害

対策本部を設置し、対処しなければならないものとする。 

（対象施設） 

第２条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。 

名  称  

所  在 東京都中央区 

規  模  

用  途  

敷地面積 〇〇㎡ 

（定義） 

第３条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 帰宅困難者 地震等の発生により自宅へ帰ることが困難な者をいう。 

（２） 備蓄倉庫 施設建築物に乙が整備する帰宅困難者用防災備蓄倉庫をいう。 

（帰宅困難者一時滞在施設等） 

第４条 甲は、次項に規定する箇所を甲の防災計画に基づく帰宅困難者一時滞在施設等として使用

する。 

２ 帰宅困難者一時滞在施設等は、施設建築物のうち、次の箇所とする。 

（１） 所在       

        （計 箇所、別紙添付図のとおり） 

（２） 面積 約  ㎡ 

（前号に規定する箇所の床面積の合計） 

（備蓄倉庫） 

第５条 備蓄倉庫は、施設建築物のうち、次の箇所とする。 

（１） 所在     （別紙添付図のとおり） 

（２） 面積 約  ㎡（前号に規定する箇所の床面積の合計） 

（備蓄物資） 

第６条 備蓄倉庫における備蓄物資の品名及び数量は、別表１のとおりとする。 

２ 備蓄物資の初期購入、更新及び管理は、乙が行うものとする。 

（協力要請等） 

第７条 甲は、地震等が発生し、災害対策本部を設置したときは、次に掲げる帰宅困難者対策活動

について乙に協力を要請することができる。この場合において、甲は、災害対策本部の設置後、

速やかに乙に協力を要請するものとする。 

（１） 第４条に規定する帰宅困難者一時滞在施設等への受入れ及び第６条に規定する備蓄物資
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の帰宅困難者への提供 

（２） 前号に掲げるもののほか、甲の要請により乙が可能な範囲で応じられる活動 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、可能な範囲でこれに協力するものとする。この

場合において、乙は、甲の指示に従い帰宅困難者対策活動に従事するものとする。 

３ 甲及び乙は、本協定締結によって、乙が第１項各号に掲げる活動の全部又は一部の履行義務を

負うものではないことを確認する。 

４ 第１項の規定による要請は、要請の理由、活動内容、活動場所、活動期間その他の乙の活動に

必要な情報を記載した書面により行うものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、甲は、書面による要請が困難であると認めるときは、電話等により

要請することができる。この場合において、甲は、帰宅困難者対策活動の終了後、速やかに同

項の書面を乙に交付するものとする。 

６ 乙は、施設建築物の安全性が確保できない等、甲からの要請に応じられない事由があるときは、

その旨を甲に連絡するものとする。 

（協力期間） 

第８条 前条第１項の規定による要請に基づき乙が協力する期間は、甲が災害対策本部を設置した

日から起算して３日以内とする。ただし、甲乙協議の上、乙が合意した場合は、この限りでな

い。 

（報告） 

第９条 乙は、第７条第１項の規定による要請に協力したときは、その活動内容、活動場所、活動

期間その他の乙の活動実績に係る情報を記載した書面により甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第10条 第７条第１項の規定による要請に係る活動費用（災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

その他の法令の適用がある費用を除く。）が乙に生じたときは、甲は当該活動費用の全てを負担

するものとする。 

（損害補償） 

第11条 甲は、第７条第１項の規定による要請に係る乙の活動に従事する者に損害が生じたときは、

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３８年３月中央

区条例第１５号）の適用があるときに限り、同条例の規定によりその損害を補償するものとす

る。 

２ 乙が協力を行う際に、乙及び第三者に発生した損害の責任に係る対応方針は、甲乙協議の上、

別途定めるものとし、甲と乙との間で合意した後に合意事項を記載した書面を取り交わすものと

する。 

（協定内容の公表） 

第12条 甲は、本協定の内容を区民等に公表することができる。 

２ 乙は、備蓄倉庫付近の人目に付きやすい場所に、別表２に定める項目を掲 

示するものとする。 

（災害時連絡責任者） 

第13条 甲及び乙は、災害時の連絡体制を確実なものとするため、災害時における双方の連絡責任

者を書面により通知する。連絡責任者の変更があった場合においても同様とする。 
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（乙の責務） 

第14条 乙は、地震等の発生に備え、円滑な協力が行える体制の整備に努め 

るものとする。 

（甲の責務） 

第15条 甲は、乙に地震等に関する情報を提供するとともに、前条に規定する体制の整備について

必要な助言を行うものとする。 

（秘密保持義務等） 

第16条 甲及び乙は、本協定の履行上知り得た個人情報を適切に管理するとともに、理由なく他に

漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図るために利用してはならない。第１９条に定める

有効期間が終了し、又は帰宅困難者対策活動に従事しなくなった後においても、同様とする。 

（協議） 

第17条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じたとき

は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（協定の変更） 

第18条 甲又は乙は、本協定を変更しようとするときは、変更しようとする日の３か月前までに、

文書によりその旨を通知するものとし、甲及び乙が協議の結果合意に達した場合は、次条に定

める有効期間内であっても本協定を変更することができる。 

（効力） 

第19条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から１年間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の有効期間が満了する日の１か月前までに甲又は乙から書面に

より何らの意思表示をしないときは、本協定は同一の条件で更に１年間更新するものとし、そ

の後も同様とする。 

以上 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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別表１（第５条関係） 

災害時における帰宅困難者に提供する備蓄物資等 

 

品目 数量 単位 

   

   

   

   

※施設建築物における帰宅困難者等の一時受入人数を 人とし、その人数に対し提供する 

日分の物資等とする。 

 

 

別表２（第12条関係） 

 災害時における帰宅困難者に対し提供される旨の掲示 

 

項目 内容 

掲示板の設置場所 施設建築物の１箇所に設置する。 

掲示板の規格 耐候性、耐久性に富み、かつ、容易に破損しない材質とする。 

掲示内容 本備蓄倉庫は、災害時の帰宅困難者等に提供する物資等の備蓄

のために中央区との協定において設置されています。 
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193.り災証明発行に係る情報提供等に関する協定書（東京都） 
 

東京都総務局（以下「甲」という。）、東京都主税局（以下「乙」という。）及び中央区（以下

「丙」という。）は、都内における災害等の発生に備え、相互連携と協力の下、被災者の生活再

建を支援する業務（以下「生活再建支援業務」という。）を円滑に遂行するため、り災証明発行

に係る情報提供等に関し、次のとおり協定を締結する。 
（定義） 
第１条 この協定において「災害等」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１

号に規定する災害をいう。 
２ この協定において「家屋台帳の情報」とは、次に掲げるものをいう。 
（１）固定資産家屋課税台帳のうち実施細目に定める項目 
（２）前号の項目に係るコードの読替え表 

（家屋台帳の情報の提供） 
第２条 乙は、丙がり災証明の発行及び生活再建支援業務に利用するため、震災復興マニュアル第

１章第２節１「都民被害の状況把握」、標準マニュアル第１章第２節１「家屋・住家の被害状況

の把握」及び第３節１「り災証明発行の準備」に基づく丙からの要請により、家屋台帳の情報を

提供する。 

（目的外利用の禁止） 
第３条 丙は、家屋台帳の情報をり災証明の発行及び生活再建支援業務以外の目的で利用してはな

らない。 
（家屋台帳の情報の管理等） 
第４条 丙は、家屋台帳の情報並びに当該情報を記録した電磁的記録媒体（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機

による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第２項及び第８条において同じ。）

及び当該情報を記載した書面を適切に管理しなければならない。 
２ 丙は、丙が指定したものに家屋台帳の情報並びに当該情報を記録した電磁的記録媒体及び当該

情報を記載した書面を管理させる時は、前項と同様に適切に管理させなければならない。 
３ 丙は、丙又は丙が指定したものによって、家屋台帳の情報に係る紛失、漏えい等の事故（以下

「家屋台帳の情報に係る事故」という。）が発生したときは、速やかに事故の内容を記載した書

面を乙に提出しなければならない。 
４ 丙又は丙が指定したものの故意又は過失により、家屋台帳の情報に係る事故が発生した場合の

損害賠償その他損害回復に関する一切の責任は、丙が負うものとする。 
（被災者情報の提供） 
第５条 丙は、東京都が被災者の生活再建支援業務に利用するため、り災証明を発行する際に丙が

作成した被災者に関する情報（以下「被災者情報」という。）を甲（東京都震災復興本部の設置

に関する条例（平成10年東京都条例第77号）第１条に規定する復興本部の設置後にあっては、復

興本部。以下同じ。）に提供する。 
２ 丙は、被災者にり災証明を発行する際、被災者情報を東京都に情報提供する旨を周知するもの

とする。 
（目的外利用の禁止） 
第６条 甲は、被災者情報を生活再建支援業務以外の目的で利用してはならない。 
２ 甲は、次条の規定により被災者情報を提供する場合、提供先である東京都関係各局に対し、被

災者情報を生活再建支援業務以外の目的で利用させてはならない。 
（被災者情報の各局への提供等） 
第７条 甲は、生活再建支援業務の遂行のため必要があると認めるときは、被災者情報を東京都関

係各局に提供することができる。 
２ 甲は、被災者情報を東京都関係各局に提供する前に、当該局が被災者情報を利用する目的を丙

に報告しなければならない。 
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（被災者情報の管理等） 
第８条 甲は、被災者情報並びに当該情報を記録した電磁的記録媒体及び当該情報を記載した書面

を適切に管理しなければならない。 
２ 甲は、甲が指定したものに被災者情報並びに当該情報を記録した電磁的記録媒体及び当該情報

を記載した書面を管理させるときは、適切に管理させなければならない。 
３ 甲は、甲又は甲が指定したものによって、被災者情報に係る紛失、漏えい等の事故（以下「被

災者情報に係る事故」という。）が発生したときは、速やかに事故の内容を記載した書面を丙に

提出しなければならない。 
４ 甲又は甲の指定したものの故意又は過失により、被災者情報に係る事故が発生した場合の損害

賠償その他損害回復に関する一切の責任は、甲が負うものとする。 
（情報提供の頻度） 
第９条 乙は、丙に対して年１回、家屋台帳の情報を提供する。 
第10条 丙は、災害等の被害状況等に応じて東京都との相互連携をより円滑に行う必要があると判

断した場合は、甲に対し、被災者情報を随時提供する。 
（費用負担） 
第11条 この協定の締結後、新たな費用負担が発生する場合は、別途、甲、乙及び丙で協議して定

める。 
（個人情報保護手続の完了） 
第12条 甲、乙及び丙は、協定締結に当たり、個人情報の目的外提供及び収集に関して、それぞれ

の個人情報保護条例に基づき、個人情報保護審査会の了解を得る等、所定の手続を完了しておか

なければならない。 
（疑義等の解決） 
第13条 この協定の内容に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協

議して定める。 
（実施の細目） 
第14条 この協定に定めるもののほか、情報提供等の実施に関し必要な事項は、甲、乙及び丙が協

議して定める。 
   附則 
 この協定は、平成25年３月11日から施行する。 
 
この協定の合意の証として、甲、乙及び丙は、正本３通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通

を保有する。 
 
平成25年３月11日 

 
 

甲   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 
    東京都総務局 

局長 
 

乙   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 
    東京都主税局 

局長 
 

丙   東京都中央区築地一丁目１番１号 
    中央区 

区長 
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194.り災証明発行に係る情報提供等に関する協定実施細目（東京都） 
 

東京都総務局（以下「甲」という。）、東京都主税局（以下「乙」という。）及び中央区（以下

「丙」という。）は、り災証明発行に係る情報提供等に関する協定書（以下「協定書」という。）

第14条の規定に基づき、次のとおり実施細目を定める。 
（家屋台帳の情報の提供方法等） 
第１条 家屋台帳の情報は、一般家屋、区分所有家屋（全件分）、区分所有家屋（主棟分）及び共

有者の４つのファイルに分割して提供する。 
２ 固定資産家屋課税台帳のうち実施細目に定める項目は、前項のファイルの種類に応じて、次の

とおりとする。 
（１） 一般家屋ファイル、区分所有家屋（全件分）ファイル、区分所有家屋（主棟分）ファイル 

事務所コード 町名 丁目コード 
地番コード 号コード 先コード 
一棟コード本棟 一棟コード枝番 物件番号 
物件明細一棟コード本棟 物件明細一棟コード枝番 主符棟コード 
所在番号（街区符号） 所在番号（住居番号） 所在番号（枝番） 
建物番号 家屋番号 所有者氏名 
所有者都道府県名 所有者区市郡名 所有者住所 
所有者方書 所有者共有者数 登記種類用途コード 
登記構造コード 登記屋根コード 登記地上階建 
登記地下階建 登記居住階（自） 登記居住階（至） 
登記床面積   

（２） 共有者ファイル 
事務所コード 町名 丁目コード 
地番コード 号コード 先コード 
一棟コード本棟 一棟コード枝番 物件番号 
共有者番号 共有者氏名 共有者都道府県名 
共有者区市郡名 共有者住所 共有者方書 
共有者持分分母 共有者持分分子  

３ コードの読替え表は、次に掲げるコード表とする。 
（１） 登記種類用途コード表 
（２） 登記構造コード表 
（３） 登記屋根コード表 

（家屋台帳の情報の提供形態及び提供方法） 
第２条 乙の提供する家屋台帳の情報の形態は、テキストファイル（CSV形式）とする。 
２ 乙は、暗号化処理した家屋台帳の情報を、情報提供に供する電磁的記録媒体（以下「情報記録

媒体」という。）に記録した上で、丙に提供する。この場合において、情報記録媒体は、乙が用

意する。 
（家屋台帳の情報を記録した情報記録媒体の授受及び搬送等） 
第３条 家屋台帳の情報を記録した情報記録媒体の授受は、乙が指示する方法により、日時及び場

所を指定して行う。 
２ 家屋台帳の情報を記録した情報記録媒体の搬送は、丙の責任において、丙の職員が行うものと

する。 
３ 丙は、家屋台帳の情報を記録した情報記録媒体の搬送中における盗難、紛失、破損（記録内容

- 461 -



 

- 462 - 

の破損を含む。）及び汚損の防止に努めなければならない。 
（過年度情報の消去等） 
第４条 乙から家屋台帳の情報の提供を受けた丙は、過去に提供を受けた家屋台帳の情報（以下こ

の条において「過年度情報」という。）がある場合、過年度情報及びそのコピーについて全て消

去（過年度情報を記載した書面については適切に廃棄）しなければならない。 
２ 丙は、新たに家屋台帳の情報の提供を受けた日から14日以内に、過年度情報を記録した情報記

録媒体を破壊することとし、破壊した旨及び当該情報のコピーを消去した旨（当該情報を記載し

た書面については適切に廃棄した旨）を記載した書面を乙に提出しなければならない。 
（家屋台帳の情報の提供時期） 
第５条 乙は、丙に対して家屋台帳の情報を年１回（概ね毎年７月頃）提供する。ただし、協定締

結初年度の提供時期については、乙と丙とが別途協議して定める。 
（被災者情報の提供形態及び提供方法） 
第６条 丙が甲（東京都震災復興本部の設置に関する条例（平成10年東京都条例第77号）第１条

に規定する復興本部の設置後にあっては、復興本部。以下同じ。）に提供する被災者情報の形態

は、テキストファイル（CSV形式）とする。 
２ 丙は、被災者情報を、情報記録媒体に記録した上で、甲に提供する。この場合において、情報

記録媒体は、丙が用意する。 
３ 前２項の規定にかかわらず、丙は、災害等の状況により情報記録媒体での提供が困難であると

認める場合は、甲に協議の上、被災者情報を書面で提供することができる。 
（被災者情報を記録した情報記録媒体の授受及び搬送等） 
第７条 被災者情報を記録した情報記録媒体の授受は、甲と丙とが協議の上、日時、場所及び方法

を定めて行う。 
２ 被災者情報を記録した情報記録媒体又は被災者情報を記載した書面の搬送は、甲の責任におい

て、甲の職員が行うものとする。 
３ 甲は、被災者情報を記録した情報記録媒体又は被災者情報を記載した書面の搬送中における盗

難、紛失、破損（記録内容の破損を含む。）及び汚損の防止に努めなければならない。 
（被災者情報の消去等） 
第８条 甲は、被災者の生活再建支援等の業務が終了した後は、速やかに丙から提供を受けた被災

者情報及びそのコピーについて全て消去（被災者情報を記載した書面については適切に廃棄）し

なければならない。 
２ 甲は、前項に規定する処理を行った後速やかに、被災者情報を全て消去した旨（当該情報を記

載した書面については適切に廃棄した旨）を記載した書面を丙に提出しなければならない。 
（被災者情報の提供時期等） 
第９条 丙は被災者情報について、被災状況調査の進行に合わせて随時甲に対して提供する。その

場合、同一の災害等で、複数回提供する場合もある。 
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 この細則の合意の証として、甲、乙及び丙は、正本３通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通

を保有する。 

 

平成25年３月11日 
 
 

甲   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 
    東京都総務局 

局長 
 

乙   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 
    東京都主税局 

局長 
 

丙   東京都中央区築地一丁目１番１号 
    中央区 

区長 
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195.災害時におけるり災証明書発行に関する協定書 
 

中央区（以下「甲」という。）と東京消防庁京橋消防署、東京消防庁日本橋消防署及び東京消防

庁臨港消防署（以下「乙」という。）は、相互協力より災害時における火災被害に係るり災証明書

の発行及びその根拠となる火災調査を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生に備え、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき、

被災者の生活再建支援等の業務を円滑に遂行するため、災害時における火災被害に係るり災

証明書の発行及びその根拠となる火災調査に関する事項を定めることを目的とする。 

（調整会議の開催） 

第２条 甲と乙は、災害発生後に協議を行い、連携してり災証明書の発行を行うことが必要と認

めた場合は、調整会議を開催して次に掲げる項目について定める。 

(1)  被害状況調査の開始時期に関すること。 

(2)  被害状況調査の体制に関すること。 

(3)  り災証明書の発行場所、発行窓口業務及び発行期間に関すること。 

(4)  情報の共有に関すること。 

(5)  前各号に掲げるもののほか、り災証明書の発行に必要な事項に関すること。 

（被災者生活再建支援システム等の活用） 

第３条 甲は、乙が火災調査に係る業務を行う場合において、被災者生活再建支援システムから

出力した調査票を乙に提供するときは、り災証明書の発行に必要な範囲内で当該システムを

活用するものとする。 

（被災情報の提供） 

第４条 甲は、乙が火災被害に対する被害状況調査を行うために必要があると認められる場合は、

乙の求めに応じて、被災者の情報（住民基本台帳及び固定資産家屋課税台帳に係る情報をい

う。）を提供する。 

２ 乙は、甲がり災証明書の発行及び被災者台帳（被災者の被害情報又は生活再建支援施策の実

施状況を管理する台帳をいう。以下同じ。）の作成を行うために必要があると認められる場合

は、甲の求めに応じて火災被害に対する被害状況調査に係る情報を提供する。 

３ 甲は、作成した被災者台帳のうち、乙の業務に必要と認められる情報を乙に提供する。 

（発行窓口業務） 

第５条 乙は、甲が開設するり災証明書の発行窓口において、甲の求めに応じて火災被害に係る

必要な支援業務を行うものとする。 

２ 甲は、り災証明書の発行業務を円滑に行うための訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乙は、前項の訓練に参加し、第１項の支援業務の習得に努めなければならない。 

（情報管理） 

第６条 甲及び乙は、第４条の規定により提供を受けた情報を適切に管理しなければならない。 

２ 甲及び乙は、第４条の規定により提供を受けた情報について紛失、漏えい等の事故が発生し

たときは、直ちに提供元に報告し、適切な措置を講じなければならない。 

 （提供情報の目的外使用の禁止） 

第７条 乙は、第４条第１項及び第３項の規定により甲から提供を受けた情報を、火災被害に対

する被害状況調査以外の目的に使用してはならない。 

２ 甲は、第４条第２項の規定により乙から提供を受けた情報を、り災証明書の発行及び被災者

台帳の作成以外の目的に使用してはならない。 

（その他） 

第８条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協

議の上決定する。 

 

上記協定の締結を証するため、本協定書を４通作成し、甲と乙とが記名及び押印をした上、それ

ぞれその１通を保有する。 
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附則  

１ この協定は、令和２年９月３０日から効力を生ずる。 

２ この協定の締結に伴い、平成２５年７月１日甲乙間において締結した震災時におけるり災証明

発行に関する協定書は効力を失う。 

 

令和２年９月３０日 

 

 

                  甲 中央区築地一丁目１番１号 

                    中央区 

区長 

 

乙 中央区京橋三丁目１４番１号 

                    東京消防庁京橋消防署 

消防署長 

 

中央区日本橋兜町１４番１２号 

                    東京消防庁日本橋消防署 

消防署長 

 

中央区晴海五丁目８番２０号 

                    東京消防庁臨港消防署 

消防署長 
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